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はじめに 

 

 本研究は、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のために、幼稚園・

小・中学校の教師に対して、そして、今後の共生社会の担い手となる子どもたちに対して、

インクルーシブ教育システムの理念について理解啓発を行うための方策を検討し提案する

ことを目指したものである。本研究自体は、令和２年度１年間の研究であるが、平成 30

年度から令和元年度にかけて同様の目的の研究を実施しており、本研究はその研究成果を

引き継ぐ形で実施された。 

教育全体を見ると、この２年間の中央教育審議会の議論において「個別最適な学び」と

「協働的な学び」を実現する「令和の日本型学校教育」が提唱された。審議内容や答申を

読むとこの新しい教育の姿は、特別支援教育が目指してきた姿に一致する部分が多く、新

しい教育が目指す方向性は、インクルーシブ教育システムが目指す方向性と一致すると捉

えることができた。 

そこで、本研究ではインクルーシブ教育システムの理解啓発を検討する際、中央教育審

議会の審議内容や答申、新学習指導要領等との関連を意識することとした。単年度の研究

であり、且つ、コロナ禍もあって、実証的な資料を十分には得ることが出来なかった。し

かし、研究協力機関である小学校の貴重な実践と研究チームメンバーが持ち得ている情報

から、幼稚園・小・中学校の教師に対して、そして、子どもたちに対して、インクルーシ

ブ教育システムの理念を伝えていくための理論的な検討を行い、提言することができたと

考えている（第２章および第３章）。 

本研究には、３つの県と７つの市の合計 10 県市の教育委員会が参画した。10 県市の教

育委員会は地域の教育の最前線にあって、コロナ禍の中で様々な対応を迫られながらも本

研究に従事した。その成果は大きく以下の３点にまとめることができた。 

①小・中学校の校内研修モデルの作成・検討に関する研究（第４章） 

②教育委員会から学校や地域への発信等に関する研究（第５章） 

③教育委員会による地域の体制づくりに関する研究（第６章） 

 いずれの研究もそれぞれの地域の課題解決を目指すものであった。しかし、その成果は

汎用性が高く、全国の自治体や学校で活用いただける具体的かつ実践的なものとなった。

コロナ禍にあって研究活動は制限され、当初の計画通りには進まないものもあった。しか

し、各県市の研究はコロナ禍にあっても、ここまでの実践的な研究や取組ができるという

素晴らしい見本を示してくれている。この報告書をお読みいただくと、各自治体や学校の

課題に関連する内容が必ずあると思われる。是非、ご活用いただき、忌憚のないご意見を

いただければ幸いである。 
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第１章   

 

研究の概要 

 

 

Ⅰ．問題と目的 

１．問題の所在 

２．目的 

 

Ⅱ．方 法  

１．研究の構成 

２．主として本研究所の研究チームが取り組んだ研究 

３．主として指定研究協力地域が取り組んだ研究 

   

Ⅲ．研究体制 
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Ⅰ．問題と目的 

 

１．問題の所在 

 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の

推進が求められている。これは、平成 24 年の中央委教育審議会初等中等教育分科会(2012)

の報告やそれに先立つ様々な審議の過程において、どちらかと言えば、障害のある子ども

にかかわる人たちや特別支援教育を専門とする者たちが主として提唱してきている。 

しかし、文部科学省(2007)が示したように、特別支援教育は、「全ての学校において実施

されるもの」であり、「障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生

きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるもの」であるならば、インクルーシブ教育シ

ステムの構築のための特別支援教育の推進は、幼稚園等や小・中学校等の通常の学級にお

ける教育を含めた教育全体の課題と言える。つまり、一人一人の子どもの教育的ニーズに

応じる教育を追求してきた特別支援教育と通常の学級における教育とが、一体となって共

生社会の形成を目指し、将来、共生社会の担い手となる子どもたちを育んでいくことが必

要である。 

通常の学級における教育でも、新学習指導要領及びその解説の中には「障害者の権利に

関する条約」や「インクルーシブ教育システム」等の文言が記述され、インクルーシブ教

育システムの理念が通常の学級の教師たちにも浸透することを目指している。 

さらに、中央教育審議会(2021)は、今後の我が国の教育が目指すべき姿について以下の

ように述べている。 

 

Society5.0 時代が到来しつつあり、社会の在り方そのものがこれまでとは「非連続」

と言えるほど劇的に変わる状況が生じつつある。 

このように急激に変化する時代の中で、我が国の学校教育には、一人一人の児童生

徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在とし

て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切

り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるよう、その資質・能力を育成す

ることが求められている。 

  

また、求められる資質・能力の育成には、「個別最適な学び」と「協働的な学び」のそれ

ぞれの学びを一体的に充実させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて授業改善に

つなげる必要があるとしている。これは、対象とする子どもの障害の有無を問わず、一人

一人に応じた指導を充実させることや、子ども同士や多様な他者と協働する学びを充実す

ることの重要性を指摘するものである。 

これは、教育全体の課題として、全ての学校及び全ての教師が、これまでの教育（中教
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審では「日本型学校教育」）の成果の上に立ちつつも、「予測困難な時代」に向け、新しい

教育（中教審では「令和の日本型学校教育」）を作り上げていくことを求めていると言えよ

う。つまり、全ての学校及び教師がこれまでの教育を見直し、変容していくことが求めら

れている。 

第２章でさらに検討するが、今回の中央教育審議会答申が描く教育の方向性は、インク

ルーシブ教育システムの理念と合致する部分が多い。このような状況にある今こそ、共生

社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進を、

障害のある子どもにかかわる人たちや特別支援教育を専門とする者たちだけの課題とせず、

教育全体の課題として強く打ち出し、インクルーシブ教育システムの理解啓発を進めてい

く必要があると考える。 

インクルーシブ教育システムの理解啓発の必要性については、国立特別支援教育総合研

究所(2020)でも整理したが、以下に再掲する。 

中央教育審議会初等中等教育分科会（2012）は、その答申の中で我が国が目ざすべき姿

である共生社会と学校教育の在り方について以下のように述べている。 

 

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった

障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが

相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参

加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取

り組むべき重要な課題である。 

学校教育は、障害のある幼児児童生徒の自立と社会参加を目指した取組を含め、「共

生社会」の形成に向けて、重要な役割を果たすことが求められている。その意味で、

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の

推進についての基本的考え方が、学校教育関係者をはじめとして国民全体に共有され

ることを目指すべきである。 

 

また、ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議は、「ユニバーサルデザイン 2020 行動計

画」（2017）を発表した。それにも「我々の目指す共生社会」について以下のように記され

ている。 

 

我々は、障害の有無にかかわらず、女性も男性も、高齢者も若者も、すべての人が

お互いの人権や尊厳を大切にし支え合い、誰もが生き生きとした人生を享受すること

のできる共生社会を実現することを目指している。この共生社会は、様々な状況や状

態の人々がすべて分け隔てなく包摂され、障害のある人もない人も、支え手側と受け

手側に分かれることなく共に支え合い、多様な個人の能力が発揮されている活力ある

社会である。 
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この行動計画で、学校教育については、主に「心のバリアフリー」の教育の展開につい

て述べている。その中で、「子供への教育を通じて大人の意識を変化させていくことも重要

である。同時に、大人自身が変わっていく姿を見せることで子供たちに教えていくことも

大事である」とし、教師自身が意識を変容させることが期待されている。 

このように、我が国が目指すべき共生社会の形成やインクルーシブ教育システムの構築

を推進するには、学校の全ての教師、子ども、保護者・地域の理解が重要である。 

小学校の学習指導要領解説（総則）には、以下のような記述があり教師が目指すべき姿

を示している。 

 

「障害者の権利に関する条約」に掲げられている教育の理念の実現に向けて、障害

のある児童の就学先決定の仕組みの改正なども踏まえ、通常の学級にも、障害のある

児童のみならず、教育上特別の支援を必要とする児童が在籍している可能性があるこ

とを前提に、全ての教職員が特別支援教育の目的や意義について十分に理解すること

が不可欠である。 

 

また、以下のような記述があり、学校が目指すべき姿を示している。 

 

全ての教師が障害に関する知識や配慮等についての正しい理解と認識を深め、障害

のある児童などに対する組織的な対応ができるようにしていくことが重要である。 

 

こうしたことからも、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築を教育

全体の課題として位置付けるために、インクルーシブ教育システムの理念の理解啓発を進

めることは重要である。 

 国立特別支援教育総合研究所(2020)は、そのために、どのような学校や教師の姿を目指

すのか実践研究を通して検討した。研究において基本方針としたのは以下の３点であった。 

  

①理解啓発する相手を知ること 

  ・通常の学級における実践等の把握や研修ニーズの把握 など 

   → 主に「校内研修モデルに関する研究」と「本研究所の研究チームの研究」 

 ②理解啓発する相手に届くメッセージ（情報・手立て・願い）を作成し発信すること 

  ・実態を踏まえた校内研修の提案 リーフレット、冊子の作成、など 

    → 主に「校内研修モデルに関する研究」と「教育委員会の研修等に関する研究」 

③理解啓発する相手がつながりを持つための方策を提案すること 

  ・実態を踏まえた連携の在り方の具体的な提案 など 

   → 主に「地域の体制整備に関する研究」 
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研究を進めるうちに、小・中学校の通常の学級では、すでに特別支援教育の視点による

実践やインクルーシブ教育システムの理念の理解啓発につながる実践が行われていること

が明らかになった。インクルーシブ教育システムの理解啓発とは、特別支援教育を専門と

する者や機関が、小・中学校や小・中学校の通常の学級の教師に対して、一方的に教えた

り、伝えたりするものではなく、お互いの専門性を尊重し、協働して進めるものであると

考えられた。本研究を構成するそれぞれの研究は、こうしたことを踏まえてまとめられた

ものである。 

 

２．目 的 

 

以上のような背景から、本研究は、国立特別支援教育総合研究所(2020)に引き続き、今

後の 10 年を見据えて、以下を明らかにし、教育現場や教育行政に提案することを目的とし

た。 

①インクルーシブ教育システム構築を推進するために「こんな先生になるといいな」 

「特別支援教育の目的や意義について十分理解している」教師とはどのような姿なの

かを具体的に明らかにする。 

②インクルーシブ教育システム構築を推進するために「こんな学校になるといいな」 

特別支援教育に関して「組織的な対応ができる」学校とはどのような姿なのかを具体

的に明らかにする。 

③インクルーシブ教育システム構築を推進するために教育委員会にできることは何か 

こうした教師や学校に向けて、教育委員会による研修や地域のつながりを作る支援等、

どのような内容の取組が、どのようになされているのを明らかにする。 

④子どもたちを共生社会の担い手として育むにはどうしたらよいのか 

子どもたち、保護者や地域に対して、インクルーシブ教育システムの理念をどのよう

に伝えることができるのかを明らかにする。 
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Ⅱ．方  法 

 

１．研究の構成 

 

本研究は、大きく「主として本研究所の研究チームが取り組んだ研究」と、「主として指

定研究協力地域が取り組んだ研究」とで構成されている。 

本研究に参画した指定研究協力地域は、長期派遣型が、青森県、埼玉県、静岡県の３県、

短期派遣型が、札幌市、釜石市（岩手県）、鹿沼市（栃木県）、相模原市、田原市（愛知県）、

神戸市、鳥取市の 7 市であり、全体で 10 の県市であった。 

長期派遣型では、各県から地域実践研究員各１名が１年間本研究所において研究に従事

した。短期派遣型では、各市から地域実践研究員１名または２名がそれぞれの市において

研究を実施した。各県市には本研究所の研究チームから担当研究員１名を設定し、地域実

践研究員と連携しながら研究を進めた。また、年２回、各２日間の「地域実践研究研究推

進プログラム」を行い、本研究所の研究チームと地域実践研究員全体での研究協議や、地

域実践研究アドバイザー（大学教員２名）等の助言を受けながら研究をまとめた。 

国立特別支援教育総合研究所（2020）では、今後の 10 年を見据えた時、幼稚園等や学校

は「共生社会の担い手を育む場」になる必要があるとし、目指したい園や学校の姿を、表

Ⅱ－１に示すように想定した。 

 

表Ⅱ－１ 本研究が目指す学校、子ども及び保護者や地域の姿

 

 

１．各学校では、学校のグランドデザイン、校内体制や校内研修を充実させることに

より、校長や特別支援教育コーディネーター等が、インクルーシブ教育システムの

１．学校は、共生社会の担い手を育む
○学校のグランドデザイン・校内体制・校内研修
・校長、特別支援教育コーディネーター等を中心に、インクルーシブ
教育システムの理念を、全ての教師・子どもに発信、啓発

◯全ての教師
・校内研修等による、意識の変容
・インクルーシブ教育システムの理念を理解した授業づくり・学級経営
・多様性の理解や尊重の重要性を子どもたちに発信、啓発

２．子どもは、共生社会の担い手になる
・多様性を理解し、尊重して行動できる人になる
・自分を知り、友だちを理解しようとする人になる

３．保護者や地域は、学校の取組を応援する
・学校からの発信や子どもの学びを受け止め、広げる
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理念を全ての教師や子どもに発信、啓発している。 

それを受けて、全ての教師は、校内研修等への参加を通して、インクルーシブ教

育システム構築の重要性を意識し、インクルーシブ教育システムの理念を理解した

授業づくり・学級経営を行うと同時に、多様性の理解や尊重の重要性など、インク

ルーシブ教育システムの理念を子どもたちに発信、啓発している。 

 

２．このような学校で学んだ子どもたちは、共生社会の担い手として、多様性を尊重

して行動できる人になる。自分を知り、友だちを理解しようとする人になる。 

 

３．保護者や地域の人々はこのような学校からの発信や子どもの学びを受け止め、広

げるなどして、学校の取組を応援し、広めている。 

 

さらに、目指したい幼稚園等や学校の姿を「こんな学校のなるといいな」（図Ⅱ－１）と

して想定し、そのためには、どのような取組がなされる必要があるのか等を明らかにして

きた。その際の枠組みが図Ⅱ－２である。 

まず、幼稚園等や学校において特別支援教育の充実を目指していることが重要である。

その方法には、学校のグランドデザインへの特別支援教育の明記、校内体制や校内研修の

充実が挙げられる。その土台の上に、共生社会の担い手を育む取組、保護者への発信、地 

 

 

図Ⅱ－１ こんな学校になるといいなのイメージ図 
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域への発信がなされることによって、インクルーシブ教育システムの理解啓発は進められ

ていくと考えられる。この中で、共生社会の担い手を育む取組には、教師のインクルーシ

ブ教育システムに対する理解や意識変容、学級経営や授業の改善と子どもへの理解啓発が

挙げられるだろう。 

 

図Ⅱ－２ こんな学校になるといいな を検討する枠組 

 

国立特別支援教育総合研究所(2020)においても、主として本研究の研究チームが取り組

んだ研究と主として指定研究協力地域が取り組んだ研究とがあり、それらを図Ⅱ－２の枠

組みのどこに位置付けて取り組むのかを明らかにした上で、実践研究を行い、それぞれの

課題に対応した成果を挙げた。 

しかし、１年ないし２年程度の取組では、実効性のあるものにはなりにくく、地域の教

育を大きく変えることはできない。ピアソン(2018)が「インクルーシブ教育システムの構

築は終わりのない旅の途上にある（筆者訳）」と述べたように、インクルーシブ教育システ

ムの構築に向けた幼稚園等や学校づくり等の取組は継続して行い、より良いものにしてい

く必要がある。本研究に参画した指定研究協力地域の教育委員会も同様に考えていた。そ

の結果、国立特別支援教育総合研究所(2020)に令和元年度（2019 年度）参画した７県市教

育委員会のうち６県市が本研究に参画し、それぞれの研究のさらなる充実を目指した。ま

た、本研究所の研究チームも、課題として残された「子どもへの理解啓発」の在り方につ

いて、明らかにすることを目指した。 

 

共生社会の形成

特別支援教育の充実
学校のグランドデザイン・校内体制・校内研修

保
護
者
へ
の
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の
発
信共生社会の担い手を
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や
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善
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の
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・
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容

インクルーシブ教育システムの理解啓発

学校
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２．主として本研究所の研究チームが取り組んだ研究 

 

研究チームでは、引き続き先に示した枠組みによって、教育現場における実践を把握、

分析し、その成果を発信したいと考えた。これまでの研究成果や本研究に参画した 10 県市

の課題設定状況を勘案し、本研究所の研究チームとしては「子どもへの理解啓発」に絞っ

て研究を実施した。これについては第３章で報告する。 

 

３．主として指定研究協力地域が取り組んだ研究 

 

指定研究協力地域 10 県市は、それぞれの地域におけるインクルーシブ教育システム構築

の課題の解決に向け、表Ⅱ－２に示す研究課題に取り組んだ。これらの研究課題は、研究 

 

表Ⅱ－２ 本研究に参画した指定研究協力地域と研究課題 

分類 県市名 研究課題名 

①
校
内
研
修
モ
デ
ル 

埼玉県 
埼玉県内の小・中学校等における特別支援教育に関する持続可能な研修

パッケージの提案 

静岡県 
通常の学級における多様な視点による児童生徒理解の充実 

－「児童生徒理解共有シート」の開発－ 

相模原市 
多層指導モデルＭＩＭや絵本「かなわね」を活用した通常の学級におけ

る『温かさ』のある教育の推進－多様な教育的ニーズを的確に捉えて－ 

②
園
・
学
校
や
地
域
へ
の
発
信 

札幌市 

その子らしさが発揮される幼児教育の在り方と幼児の見方や捉え方の共

有に向けたエピソード集の作成 

－「つながる ひろがる 札幌市の幼児教育」の実現に向けて－ 

釜石市 
共生社会に向けた教職員や地域への理解啓発の取組 

－10 年後の釜石を目指して－ 

鹿沼市 研究協力校におけるインクルーシブ教育システムの推進に向けた取組 

神戸市 
神戸市における小・中学校の特別支援教育コーディネーターの資質向上

に向けた取組 

鳥取市 通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識調査 

③
体
制
整
備 

青森県 
青森県における教育相談体制の強化と更なる支援の充実に関する研究－

教育相談に対する教員の理解と教育相談ガイドブックの作成に向けて－ 

田原市 
保こ小中高特別支援学校連携研修における理解啓発の推進－「ふるさと田

原の学校で きらり子ども輝く」の実現に向けた切れ目ない支援を目指して－ 
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の対象や内容等から以下の３つに分類された。それぞれの概要を以下に記す 

(1)インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた、小・中学校の校内研修モデルの作

成・検討に関する研究 

 (2)インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた、教育委員会から学校や地域への

発信等に関する研究 

 (3)インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた、教育委員会による地域の体制づ

くりに関する研究 

 

（１）インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた校内研修モデルに関する研究 

 埼玉県、静岡県と相模原市の研究は、小・中学校の現状と課題を踏まえ、実施に過度

な負担がかからない方法に留意しながら、インクルーシブ教育システムの理解啓発につ

ながる校内研修のモデルを作成、試用し、検討したものであった（図Ⅱ－３の「校内研

修モデルの検討」（第４章））。これらの研究については、第４章で報告する。 

図Ⅱ－３ 理解啓発に向けた校内研修モデルに関する研究の構造 

（比較するために研究所研究チームの研究も記した） 

①埼玉県 

埼玉県における地域実践研究の平成30年度と令和元年度の２年間の研究成果を踏ま

え、どの小・中学校でも取り組めるような「持続可能な研修パッケージ」を作成し

た。この作成過程からインクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するための研修

の在り方について、整理、検討した。 

②静岡県 

多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方について、実践的に検討し、

グランドデザイン・校内体制・校内研修
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校内研修モデルの検討
（第４章）

研究所チーム：
小学校における日常的な授業や学級経営や
障害理解授業における多様性理解の在り方
を検討、提言

子どもへの理解啓発
（第３章）

保
護
者
へ
の
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信

地
域
へ
の
発
信

インクルーシブ教育システムの理解啓発

埼玉県：小・中学校で持続可能な研修
モデルの作成、検証

静岡県：小・中学校教員の子どもの見方を
多様化・深化させるモデルの作成

相模原市：小・中学校教員の多様性の
理解を促進するモデルの作成
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「児童生徒理解共有シート（改訂案）」を作成した。作成過程において、児童生徒も教員も

考え方や捉え方が多様であることを踏まえ、教員が児童生徒に対する見方や考え方を、互

いに関連付けたり組み合わせたりすることで新たな児童生徒理解につながることを示した。 

③相模原市 

 多層指導モデルと当事者が作成した絵本「かなわね」の読み聞かせを研究推進校で実施

した。両者を併用して指導を行うことにより、教員の多様性理解や指導力の向上につなが

るとともに、子どもたちの多様性理解も促進され、学級が合理的配慮にあふれた温かい集

団へと変容していくことも期待できることがわかった。 

 

（２）インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた教育委員会から学校や地域等への

発信に関する研究 

教育委員会による学校等との協力や学校等への支援のうち、札幌市、鹿沼市、神戸市は、

教育委員会から幼稚園や学校への啓発の在り方についての検討、鳥取市は、今後の啓発に

向けての小中学校等の通常の学級の実態把握、釜石市は、学校への啓発に加えて、保護者

や地域への啓発の在り方の検討に、それぞれ取り組んだ（図Ⅱ－４における「学校・地域

等への発信（第５章）」）。これらの研究については、第５章で報告する。 

 

図Ⅱ－４ 理解啓発に向けた教育委員会等の取組を明らかにする研究の構造 

①札幌市 

幼稚園・認定こども園・保育所の保育者へのインクルーシブ教育システムの理解啓発を

図ることを目的として、研究実践園の実践を基にしたエピソードの集約及びその効果的な

発信について検討を行った。多様なエピソードを収集し整理することができ、市内の幼児

教育施設への具体的な事例を発信する準備が整った。 

教育委員会による
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インクルーシブ教育システムの理解啓発

鳥取市：小・中学校におけるインクルー
シブ教育システムの実態把握

鹿沼市：基礎的知識の研修と
研究推進校の実践の普及

札幌市：市立幼稚園の好事例を分析
保育所こども園幼稚園に普及

神戸市：特支Coの専門性向上による
小・中学校への啓発

田原市：保育所から高校・特支・
福祉連携による体制づくり

青森県：特別支援学校の専門性
向上による地域支援充実

地域の体制づくり
（第６章）

学
校
・
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へ
の

発
信
（
第
５
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） 釜石市：校内研修モデルの効果を分析

保護者、地域への発信

圏域・
市町村
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②鹿沼市 

障害等のある児童生徒の理解や支援について、学校や教員間で差が見られるといった課

題のもと、市内全教員に対するインクルーシブ教育システム構築に向けての理解啓発と教

員の専門性の向上を図ることを目的に取り組んだ。協力校の実践では、管理職のリーダー

シップのもと、教員の意識に大きな変容が実感できた。 

③神戸市 

特別支援教育コーディネーターの資質向上のため、特別支援教育コーディネーターにと

ってわかりやすく実践で役立つツールを発信することを目指して、アンケート調査、『特別

支援教育コーディネーターハンドブック』の改訂、『特別支援教育コーディネーターＱ＆

Ａ』、『みんなの特別支援教育「④就学支援・合理的配慮編」』の作成を行った。 

④鳥取市 

小・中・義務教育学校における通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識を把握す

ることを目的として、通常の学級の担任に質問紙でのアンケート調査を実施した。結果を

学校種別や年代別の意識の違い等に焦点を当てて考察し、通常の学級の担任の特別支援教

育に関わる取り組みの向上のために、今後の施策に必要な内容を検討した。 

⑤釜石市 

指導・支援の在り方に関する悩みを教職員が一人で抱え込まず、学校・地域・行政がチ

ームとなり、未来を担う子ども達を支える釜石を目指し、平成 30 年度より特別支援教育の

充実を目指した研究に取り組んだ。静岡県及び藤枝市が作成した校内研修モデルを普及し

た。教育委員会の取組を保護者や地域に広く周知し、理解を促進した。 

 

（３）インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた地域の体制づくりに関する研究 

青森県、田原市は、インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けて、複数の市町村の

圏域や市全体としての体制整備を目指し、実態把握や連携の在り方について検討する研究

に取り組んだ（図１－５における「地域の体制づくり（第６章）」）。 

これらの研究については、第６章で報告する。以下に各県市の研究の概要を記す。 

①青森県 

 特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関する理解の程度や認

識、課題意識を把握し、青森県の強みや取り組むべき点について明らかにするとともに、

県教育委員会が作成中の「教育相談ガイドブック」への記載項目や内容について提言する

ことを主な目的とし、質問紙調査及び他自治体のガイドブックの内容等の分析を行った。 

②田原市 

 幼児期からの切れ目ない支援体制構築を目指して２年間の実践に取り組んだ。職種によ

る視点の違いに気付くことができ、その上で、保育・教育の現場でそれぞれが行ってきた

取組に加え、その子どもの将来に向けて必要な支援を共通理解した上で、ライフステージ

に応じた適切な支援を行うことの必要性を改めて共通理解することができた。  
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Ⅲ．研究体制 

  

本研究の研究体制は以下に示したとおりである。上述の所内の研究チームの研究スタッ

フ 12 名、指定研究協力地域の地域実践研究員 10 県市 11 名に加えて、埼玉県の研究を遂

行するために埼玉県内２市の教育委員会に、静岡県の研究を遂行するために静岡県内１市

の教育委員会に、小学校における障害理解教育等について実践や知見を提供いただくため

に東京都内の小学校１校に研究協力機関を委嘱した。また、主として通常の学級のおける

授業や学級経営や障害理解教育に関する情報提供と研究に対する助言を求めるために研究

協力者を４名委嘱した。 

 

本研究所研究チーム 

研究代表者 

    久保山茂樹 （インクルーシブ教育システム推進センター 上席総括研究員） 

 

研究分担者 

    伊藤 由美 （情報・支援部 主任研究員）【研究副代表者】 

    宇野宏之祐 （研修事業部 総括研究員） 【グループリーダー】 

    杉浦  徹  （情報・支援部 総括研究員）【グループリーダー】 

        青木 高光 （研修事業部 主任研究員） 
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第２章 

 

インクルーシブ教育システムにおいて 

目指したい学校や教師の姿の検討 

 

 

 

Ⅰ．インクルーシブ教育システムの理解啓発を 

行う際の理論的背景 

 

Ⅱ．こんな学校になるといいな、 

こんな先生になるといいな 

－これまでの地域実践研究の成果からの提案－ 
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Ⅰ．インクルーシブ教育システムの理解啓発を行う際の理論的背景 

  

１．令和の日本型学校教育とインクルーシブ教育システム 

 

第１章でも触れたように、今後の我が国の教育は、中央教育審議会（2021）が示すよう

に、社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0 時代」の到来や先行きが不透明な「予測困

難な時代」を想定しなければならない。そのためには、学習指導要領等の前文にあるよう

に、「一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともにあらゆる他者を価値

のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え豊かな

人生を切り拓き持続可能な社会の創り手となることができるように」することが必要であ

る。中央教育審議会（2021）は、これまでの「日本型学校教育」の成果を認めつつも、今

後の課題として７点を挙げているが、その１つに「子供達の多様化（特別支援教育を受け

る児童生徒や外国人児童生徒等の増加、貧困、いじめの重大事態や不登校児童生徒数の増

加等）」が含まれている。これらの課題を解決し「令和の日本型学校教育」を実現するため

に、「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実させることにより、「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげることを示している。 

ここで、「個別最適な学び」とは、指導の個別化と学習の個性化という「個に応じた指導」

を学習者の視点で整理した概念であるという。これは、特別支援教育が追求してきた学び

の姿そのものと言って良い。 

一方、「協働的な学び」とは、「探究的な学習や体験活動等を通じ、子供同士で、あるい

は多様な他者と協働しながら、他者を価値ある存在として尊重し、様々な社会的な変化を

乗り越え，持続可能な社会の創り手となることができるよう、必要な資質・能力を育成す

る」ものであるとしている。同時に、「集団の中で個が埋没してしまうことのないよう、一

人一人のよい点や可能性を生かすことで、異なる考え方が組み合わさり、よりよい学びを 

生み出す」ことが重要であると述べている。これは、教師が、子どもたちの多様性を理解

し、尊重して、授業や学級経営を行うことを求めていると考えられる。 

第３章で検討するように、例えば、授業中に教師が想定しないような考えを持ち、発言

する子どもがいた時に、その発言を授業進行の妨げと考えるのではなく、教師や他の子ど

もの学びを深める機会として生かす方法を考えることが、今後の教師には、これまで以上

に求められていると言えよう。 

このように、今後の我が国の教育の基本となる「個別最適な学び」も「協働的な学び」

も、一人一人の子どもの姿から最適な学びを実現することや子どもたちの多様性を尊重す

ることを基本としている。こうした考え方は、子ども一人一人の教育的ニーズを把握して

適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育が大切にしてきたことである。今後、全て

の学校の全ての通常の学級の教育において、こうした考え方が基本となった授業や学級経

営がなされることより、障害のある子どもを含めた多様な子どもたちが通常の学級で生活

し学習することが容易になる。つまり、「令和の日本型学校教育」の実現を目指すことは、

インクルーシブ教育システムの理念を実現させることであると言ってよいであろう。 
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２．子どもたちの多様性の理解や多様性の尊重をするために 

 

 教育行政や教師の視点から「令和の日本型学校教育」とインクルーシブ教育システムの

実現について述べてきた。ここでは、子どもの視点から、特に学級の中で少数派である子

どもの視点から、インクルーシブ教育システムについて考えてみたい。 

 奈須(2020)は、通常の学級において学習速度の遅い子どもに対する教師の捉えを課題と

して挙げている。教師が「５分でやってみましょう」と言って提示した課題に対し、大多

数は５分で行うことができるだろう。しかし、５分ではできない子どもが少数存在する。

その子たちは７分あればできるかもしれないが、５分で打ち切られることで「中途半端な

まま次の活動へと強制的に向かわせられ」て「できなかった子」になる。そんな日々の積

み重ねによってその子たちが「能力のない子」とされてしまっているのではないかという

指摘である。同時に、奈須(2020)は、教師が、多数派である子どもたちの学びの姿を基本

として、５分で行うことにこだわり、少数派である「できなかった子」に対して、速くで

きるための努力を求めることが当然のこととして行われていたと考えられる。これでは、

多様な子どもたちが通常の学級で学ぶことは難しい。インクルーシブ教育システムの理念

とは、反対の考え方である。 

 しかし、ここで、少数派である子どもたちを視野に置いて７分に設定してみる。そして、

早く終わった子どもには別の課題を用意するなどの配慮をしておく。そうすれば、誰かを

「能力のない子」と呼ぶような事態は発生しない。つまり、少数派である子どもの努力ば

かりに期待をするのでなく、多数派である子どもの学びを変更することで、個別最適な学

びを実現させることができるのである。これは、インクルーシブ教育システムの理念に合

致する考え方である。 

志水(2020a)は、学校教師が主体となった大阪府在日外国人教育連絡協議会が掲げる「ち

がいを豊かさに」という理念を紹介し、「『同質性』ではなく『多様性』が、社会を構築し

ていく際の基本原理とならなければいけない」と述べている。志水自身は、新しい学問で

ある「共生学」(2020a 及び 2020b)の立ち上げを目指して研究・実践活動をしていると言

い、その中で日本に住む外国人と日本人の関係について提言している。それによれば、こ

れまでは、日本において少数派である外国人は、多数派である日本人に「同化するしかな

かった」。しかし、外国人の存在によって、新しいもの（価値、仕組み）が立ち上がってく

ること、つまり、少数派と多数派の「違いこそが、両者の自己変容と新たな価値(＝豊かさ)

の創出を導く」と提言している。その時に「決定的に重要な条件」となるのは多数派が自

らを見つめ直し、自己変革を遂げることであると指摘している。その上で、「ちがいを豊か

さに」という理念に共感し、「すばらしい学級づくり」を行っている教師が、大阪に多数存

在していると述べている。 

このように、今後の教育が目指すのは、多数派である子どもたちの学びの姿を基本とし、

少数派である子どもたちに合わせさせることではなく、少数派の子どもたちも含めて一人

一人の子どもの学び姿に即した指導や支援を行うことである。その際には、従来当たり前

となっていた多数派の子どもを中心にした学びの在り方を変更していく必要がある。こう

した変更は、子どもたちの多様性を尊重することであり、子どもたちの学びを豊かにする

可能性もあると言えるであろう。 
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３．本研究を構成する 10 県市の実践研究及び研究チームの研究の意義 

 

ここまで述べてきたことは、理念であり理想である。まだ質的にも量的にも説得力を持

った実証的なデータはない。しかし、だからこそ、本研究のような実践研究によって教育

現場や教育行政の目指すべき方向を検討し続けることが重要である。本研究をはじめ、過

去の地域実践研究では、インクルーシブ教育システムにおける学校や教師の姿等について、

以下の４点を実践的に検討してきた。 

①「特別支援教育の目的や意義について十分理解している」教師とはどのような姿なの

かを具体的に明らかにする（研究チーム内では、通称「こんな先生になるといいな」

として取り組んだ）。 

②特別支援教育に関して「組織的な対応ができる」学校とはどのような姿なのかを具体

的に明らかにする（研究チーム内では、通称「こんな学校になるといいな」として取

り組んだ）。 

③こうした教師や学校になるためには、教育委員会による研修や支援等、どのような内

容の取組が、どのようになされているのを明らかにする。 

④教師や学校は、子どもたち、保護者や地域に対して、インクルーシブ教育システムの

理念をどのように伝えることができるのかを明らかにする。 

 

本研究においても、本研究を構成する 10 の県市の研究と本研究の研究チームを中心と

する研究は、いずれも、上に記した理念や理想を少しでも現実のものとするために、課題

を設定し取り組んだものである。それらは、すべて、インクルーシブ教育システムにおい

て、学校や教師がどのような姿を目指すと良いのかについて、実践的に、具体的に検討し

たもである。 

なお、先述の志水(2020a)は、「『ちがいを豊かさに』という理念がその学校に文化として

定着・共有されている場合にのみ、すべての子どもがその理念の恩恵を享受できる」とし、

学校の管理職のリーダーシップ、さらには、教育委員会の教育理念・ビジョンが重要であ

るとも指摘している。本研究において、は上記の③として教育委員会による園・学校や地

域への発信を検討しており、この指摘に対しても実践的に検討することできると考えられ

る。 
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Ⅱ．こんな学校になるといいな、こんな先生になるといいな 

－これまでの地域実践研究の成果からの提案－ 

 

国立特別支援教育総合研究所(2018)は、インクルーシブ教育システムにおいて目指した

い学校の姿とそのための研修の在り方について提案した。小・中学校、合計 15 校の訪問調

査結果から、インクルーシブ教育システムの構築において重要であると考えられる内容の

抽出と整理を行い、以下に示す７つの姿として整理した。それらの７つの姿について関係

性を示したものが図Ⅱ－１である。 

 

１．管理職のリーダーシップが発揮されている 

２．特別支援教育コーディネーターが機能的に活動している 

３．機能的な校内体制が構築されている 

４．教師間のチームワーク（同僚性）が良好である 

５．子どもに関する情報が収集され活用されている  

６．一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行っている 

７．わかりやすい授業づくりがなされている 

 

図Ⅱ－１ インクルーシブ教育システムにおいて学校が目指したい７つの姿の関係 

 

各学校においてインクルーシブ教育システムの構築を進める上で、「１．管理職のリーダ

ーシップが発揮されている」ことと「２．特別支援教育コーディネーターが機能的に活動

している」ことは重要であり必須である。また、１及び２があることで「３．機能的な校

内体制が構築されていること」ことにつながる。これらの３つの姿は、体制整備の充実に

よってインクルーシブ教育システムを構築していく姿である。 

一方、特別支援教育やインクルーシブ教育システムの構築に関して特色ある取組や優れ

３．校内体制

１．管理職のリーダーシップ

２．特別支援教育
コーディネーターの活動

４．教師間のチームワーク

５．子ども
に関する
情報共有

７．わかり
やすい
授業づくり

６．一人
一人に
応じる
支援
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た実践を行っている学校では、共通して「４．教師間のチームワーク（同僚性）が良好で

ある」ことがわかった。教師間のチームワークが良好であることが「５．子どもに関する

情報が収集され活用されている」ことにつながる。そして、それが「６．一人一人の教育

的ニーズに応じた支援を行っている」ことにつながり、同時に「７．わかりやすい授業づ

くりがなされている」ことにつながっていた。これらの姿は、教師主体の取組と言えるで

あろう。また、これらの姿はインクルーシブ教育システムに特化したものではなく、教師

の日常の教育活動の基本とも言えるものである。 

 この調査で、特別支援教育に関して優れた実践を行っていると判断される学校やインク

ルーシブ教育システムの構築に向けて特色ある取組を行っていると判断される学校として

教育委員会の推薦を受けた学校では、上記の 1 から３による言わば「校内の体制整備の充

実」と、４から７の言わば「教師主体の取組」の両方が調和的に機能していた。 

 管理職や特別支援教育コーディネーター及び校内体制に関する研修は、教育委員会等の

研修によっても充実していくことが考えられる。しかし、教師間のチームワークを基盤と

したボトムアップの取組は、一人一人の教師の、教師としての力量や意識によるところが

大きい。これらを向上させるのは、インクルーシブ教育システムに特化したフォーマルな

研修だけではない。 

ある学校では、教師が自発的にランチ－ミーティングを実施し、子どもに関する情報や

授業に関する情報交換を行っていた。また、ある学校では教師が困っていることを共有し

共に解決することを大切にしていた。このように教師間のチームワーク（同僚性）が醸成

されていることが、学校のインクルーシブ教育システム構築の推進につながっていた。教

師間のチームワーク（同僚性）の醸成を目ざすことは、インクルーシブ教育システム構築

に関する重要な研修である。また、教師間のチームワーク（同僚性）を基盤にして、「子ど

もに関する情報が収集され活用されている」ことや「一人一人の教育的ニーズに応じた支

援を行っていること」や「わかりやすい授業づくりがなされている」ことを目ざすことも

インクルーシブ教育システム構築において重要であると考えられる。 

 

 

国立特別支援教育総合研究所(2020)は、国立特別支援教育総合研究所(2018)が提案した

７つの姿について、新たに、インクルーシブ教育システムの理解啓発の視点で、目ざした

い学校の姿や教師の姿について検討し提案した。 

 以下の３点を明らかにすることを目的とする訪問調査を実施した。 

・学校では、教師に対して、共生社会やインクルーシブ教育システムの理念をどのよ

うに伝えているか。 

・通常の学級の教師は、子どもたちに対して、共生社会やインクルーシブ教育システ

ムの理念をどのように伝えているか。 

・学校は、保護者や地域の人々に対して、共生社会やインクルーシブ教育システムの

理念をどのように伝えているか。  

本研究の指定研究協力地域である８県市の教育委員会に、インクルーシブ教育システム

の理解啓発に関して、「うまくいっている」「特色ある取組をしている」と判断される幼稚

園、小学校、中学校、高等学校の推薦を依頼した。幼稚園２園、小学校７校、義務教育学
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校１校、中学校４校、高等学校２校の合計 16 園・校が推薦され、訪問調査を実施した。こ

れらのうち、幼稚園１園が私立であり、残りの 15 の幼稚園及び学校は公立であった。 

本調査の成果から、インクルーシブ教育システムにおいて目指したい学校の姿について

再検討し、以下に示す７つの姿として整理した。１から４までは、国立特別支援教育総合

研究所(2018)と同じであるが、５以降を変更し、校内研修による授業改善、保護者や地域

の人々への発信、地域の支援体制への参加を加えた。 

 

１.管理職のリーダーシップが発揮されている 

２.特別支援教育コーディネーターが機能的に活動している 

３.機能的な校内体制が構築されている 

４.教師のチームワーク・同僚性が良好である 

５.校内研修等により全ての教師が授業改善をしている  

６.保護者や地域の人々への発信を行っている 

７.地域の切れ目のない支援体制に参加している 

 

保護者に対しては、学校説明会やＰＴＡの会合等でインクルーシブ教育システムや特別

支援教育について説明をしているとの回答が見られたが、少数にとどまっていた。また、

地域の人々への理解啓発も、少数であったが、園や学校行事の機会に伝えたり、学校だよ

りや学校のＷｅｂサイトで発信したりしている学校が見られた。園や学校を地域に開くこ

とが基本であると考えられた。インクルーシブ教育システムを構築する上で、障害のない

子どもの保護者や地域の人々の理解は欠かせない。今後、各学校でこうした取組が広く行

われることが必要である。 

このような中で、釜石市では、本研究所の職員を講師とした研修会を実施し、小・中学

校の全ての教師とともに、教育長をはじめ教育委員や行政関係者、保護者や地域の人々に

も公開した。また、全市民に配付する教育委員会の広報誌「教育広報かまいし」に、３回

連続でインクルーシブ教育システムに関する記事を掲載した（釜石市のＷｅｂサイトにも

掲載：https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019112000066/file_contents/11.pdf

など）。こうした取組を各自治体が実施することも、地域の人々への理解啓発を着実に進め

ることになると考えられる 

 また、目指したい教師の姿については、以下の３点に整理した。 

 

   ①子どもの多様性を認め、それを子どもたちに伝えることができる 

    ②子どもの良さを通じて、一人一人の子どもと関係づくりができる 

    ③一人一人の子どもの教育的ニーズを踏まえた授業ができる。 

 

 インクルーシブ教育システムを構築する上で、障害のある子どものまわりにいる子ども

たちの理解やまわりの子どもたちへの支援等は欠かせない。いずれの学校においても、障

害のある子どもについて、他の子どもに尋ねられた際には、適切に答えることを大切にし

ていた。 

一方で、「ゆっくりわかること」や「できないこと」は恥ずかしいことではなく、得意・

https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019112000066/file_contents/11.pdf
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019112000066/file_contents/11.pdf
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不得意は誰にもあるということや、障害のある子どもだけでなく、誰でも苦手なものがあ

ることを伝えているなど、多様性を認める投げかけを行うことも見られた。 

学級の子どもと教師の関係づくりでは、教師が子どもの良さを認める内容が多く、また、

その子どもの良さを学級の全員に伝え、お互いに認め合うことで子ども同士の関係づくり

に生かしている内容が多く見られた。 

授業においては、「ささいな気づきでも認めるよう心がける」「一人１回は会話をするよ

うに心がける」など、障害のある子どもだけではなく学級全体の一人一人の子どもに応じ

たはたらきかけの工夫がなされていることがわかった。 

以上のような教師のはたらきかけは、通常の学級おいて、従前からなされていたかもし

れない。しかし、インクルーシブ教育システムの理念から、このようなはたらきかけの意

義を捉え直し、価値付けをして、さらに充実させていくことが大切であると考えられる。 

これら、インクルーシブ教育システムにおいて目指したい学校の姿と教師の姿を合わせ

たものが、図Ⅱ－２である。 

 

図Ⅱ－２ 「こんな学校になるといいな Ver.２」 
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第３章 

   

インクルーシブ教育システムの理念を 

子どもたちに伝えることの提案 

－日常的な学習や学級経営と障害理解授業の検討を踏まえて－ 

 

 

 

Ⅰ．共生社会の担い手を育むために 

Ⅱ．通常の学級における多様性を尊重した 

学級経営や授業に関する調査 

Ⅲ．共生社会の担い手を育む障害理解授業の提案 

Ⅳ．まとめ 
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Ⅰ 共生社会の担い手を育むために 

 

１. 学習指導要領等に見られる今後の社会を生きる子どもの姿 

 

（１）学習指導要領等の改訂の背景 

 今回の学習指導要領等の改訂においては、幼稚園教育要領（平成 29 年３月）、小学校学

習指導要領（平成 29 年３月）、中学校学習指導要領（平成 29 年３月）、高等学校学習指導

要領（平成 30 年３月）、特別支援学校幼稚部教育要領（平成 29 年４月）、特別支援学校小

学部・中学部学習指導要領（平成 29 年４月）、特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31

年２月）（以下、「学習指導要領等」という）の全てに「前文」が示された。「前文」は、学

習指導要領等の改訂の基本方針の理念を明確にし、社会で広く共有されることをねらい、

新たに掲載されたものであり、学校段階に応じた若干の表記等の違いはあるものの、全て

の学校段階に通じるものとして、共通の内容が示されている。これは、今回の学習指導要

領等の改訂が、学校段階や障害の有無に関わらず初等中等教育全体に関わる大きな改訂で

あったことがその背景にある。 

 我が国においては、「共生社会」の形成に向け、インクルーシブ教育システムの構築のた

め、特別支援教育の推進についての基本的な考え方が、学校教育関係者をはじめとして国

民全体に共有されることを目指しているが、「前文」には、「共生社会」にも通じる「持続

可能な社会」の創り手の必要性について述べられており、そうした子どもを育成する学校

の役割が示されている。以下に、小学校学習指導要領から関係箇所を引用する。 

 

これからの学校には、こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ、一人一人の児

童が、自分のよさや可能性を認識すると共に、あらゆる他者を価値ある存在として尊重し、

多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可

能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。 

 

また、こうした学校を実現するための教育課程の重要性が以下のように示されている。 

 

このために必要な教育の在り方を具体化するのが、各学校において教育の内容等を組織

的かつ計画的に組み立てた教育課程である。 

 

これまでも我が国においては、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの

構築に向け、障害のある者とない者とが同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別

の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教

育的ニーズに最も的確に応える指導を提供することのできる多様で柔軟な仕組みを整備す

ることを重視してきた。具体的には、小・中学校における通常の学級、通級による指導、
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特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意し（平成

24 年７月 23 日中教審報告）、それぞれの学びの場における特別支援教育の充実を図ってき

た。「共生社会」の形成に向けた学校の役割を踏まえ、幼児児童生徒が学ぶことの意義を実

感できる環境を整え、一人一人の資質・能力を最大限に伸ばすことができるよう、それぞ

れの学びの場における教育課程の充実が、これまで以上に重視されたといえる。 

 今回の学習指導要領等の改訂に向けては、中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程

部会に教育課程企画特別部会を設置し、新しい学習指導要領を踏まえた教育を受けた子ど

もたちが社会に出ていくであろう 2030 年頃の社会「予測困難な時代」に主体的に関わり、

社会や人生をよりよいものにしていく力を育む教育の在り方について議論が進められた。 

本部会では、「学校」の意義について、以下のように確認されている（中央教育審議会初

等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会「教育課程企画特別部会における論

点整理について」平成 27 年８月 27 日）。 

 

学校とは、社会への準備段階であると同時に、学校そのものが、子供たちや教職員、保

護者、地域の人々などから構成される一つの社会でもある。子供たちは、学校も含めた社

会の中で、生まれ育った環境に関わらず、また、障害の有無に関わらず、様々な人と関わ

りながら学び、その学びを通じて、自分の存在が認められることや、自分の活動によって

何かを変えたり、社会をよりよくしたりできることなどの実感を持つことができる。 

 

また、本報告では、複雑で変化の激しい「予測困難な時代」においては、様々な情報や

出来事を受け止めつつ、主体的に判断しながら、自分を社会の中でどのように位置付け、

社会をどう描くかを考え、他者と一緒に生き、課題を解決していくといった力が重要であ

ることや、自己の感情や行動を統制する能力や、よりよい生活や人間関係を自主的に形成

する態度等を育むことが重要であることが述べられている。こうしたことからも、「前文」

で示された「持続可能な社会」と「共生社会」は、ほぼ同義であると考えられる。 

このような議論を背景としつつ、特別支援教育を含む初等中等教育全体で育成する力と

して、学校教育が長年その育成を目指してきた「生きる力」を再構成し、「育成を目指す資

質・能力」として三つの柱で具体化するとともに、「育成を目指す資質・能力」の実現に向

けた「主体的・対話的で深い学び」による学習過程の改善が重視された。 

この「主体的・対話的で深い学び」の実現には、多様性を包含する学習集団の在り方が

大きく影響を及ぼすこととなる。次項では、更に「主体的・対話的で深い学び」と多様性

がどのように関連付くのかについて述べたい。 

 

（２）多様性を包含した学習集団と「主体的・対話的で深い学び」 

「主体的・対話的で深い学び」については、平成 28 年 12 月 21 日に中央教育審議会から

示された「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善
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及び必要な方策等について（答申）」にその具体的内容が示されている。以下に本答申から

関係箇所を引用する。また、「主体的・対話的で深い学び」のイメージを図Ⅰ－１に示す。 

① 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通し

を持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」

が実現できているか。  

子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味付

けたり、身に付いた資質・能力を自覚したり、共有したりすることが重要である。 

② 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等

を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。 

身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るために

は、多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、それによって思考を広

げ深めていくことが求められる。  

図Ⅰ－１ 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善のイメージ 

（中央教育審議会 https://www.mext.go.jp/content/1421692_8.pdf） 
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③ 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」

を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを

形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりするこ

とに向かう「深い学び」が実現できているか。  

子供たちが、各教科等の学びの過程の中で、身に付けた資質・能力の三つの柱を活用・

発揮しながら物事を捉え思考することを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、新

たな資質・能力が育まれたりしていくことが重要である。教員はこの中で、教える場面

と、子供たちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導して

いくことが求められる。  

 

また、東京大学 CoREF(2019)は、知識伝達型授業の限界と、他者と考えながら学ぶ協調

学習の意義について、人の学びの仕組みを踏まえ、「多様であることこそが、建設的相互作

用がクラスのなかで起きていくための大事なリソース」「『一人ひとりの考えの多様性を活

かす環境』が、彼らが本来持っている力である協調問題解決能力、これを『発揮』させ、

この価値を実感させると言うことにつながる」と述べている。 

さらに、国立教育政策研究所(2016）は、多様性を尊重する意義について、以下のように

示している（一部筆者が編集）。 

 

・多様性があればそれで良い（みんな違ってみんないい）」ということではなく、「多様

性が一人一人の考えを深めることにつながるとき、その良さが生きる（みんな違って、

みんなが考えざるを得ないから、みんないい） 

・人が深い理解に至るような対話の場には、次のような共通の条件がある。 

「参加者の間で答えを出したい問いや対話のゴールが共有されている」 

「互いの考えや考えの違いが見えやすい」 

「考え方の違いが尊重され各自が違う考えを何度でも見比べ自分なりにまとめ納得で

きる答えを見付ける機会が保証されている」 

・みんな（の考え）が違っていることを協調の出発点とし、対話を通して集団としては

一つの成果（アウトプット）を出しつつ、各個人の考えが深くなる。 

・教師等の大人が一人一人の多様性を尊重してこそ、子どもも他人を尊重する。その上

で「対話しながら考えを深める経験」を媒介にして、一人一人の子どもが深く学びな

がら、教室の中に学び合う集団ができていく。 

 

これら先行研究の知見は、学習指導要領等に示されている「主体的・対話的で深い学び」

に通じる考え方であり、障害を含む多様性が尊重された学級や授業の在り方を検討する際
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にも参考にすることができる。 

 「主体的・対話的で深い学び」の視点に立ったとき、多様な価値観や文化、考えや環境

などを背景として発せられる子どもからの多様な表現は、教職員と子どもや、子ども同士

の対話や協働を引き出す契機となり、子どもの思考を深め、多面的で深い理解に至る「対

話的な学び」を促すことにつながる。また、こうした「対話的な学び」に支えられ、既習

の知識を相互に関連付けてより深く理解したり、相手の表現と自分の考えを対比するなど

しながら情報を精査して考えを形成したり、学級集団という小さな社会で生じた学習課題

や探究課題に対する解決策を考えたりする「深い学び」の実現を促すことが考えられる。

こうした学びを実感した子ども自身の経験は、「主体的な学び」として子ども自身のキャリ

ア形成の方向性とも関連付けられ、更なる学びへとつながっていく。 

このように、「主体的・対話的で深い学び」の視点としても、学校経営や学級経営はもと

より、教育課程に「多様性の尊重」を位置付け、集団として思考を広げ深めたり、課題解

決に当たったりすることを重視した教育活動を展開することが、これからの学校教育に求

められていると言える。 

例えば、学校現場における教科等の学習場面において、児童生徒から、教師の発問意図

から外れた回答や、誤答と考えられる回答が示されることはよくある。また、時には、学

習場面において、他の児童生徒が思い付きそうもない発言や言動などが、児童から発せら

れる場面が発生する（以下、「想定外の言動」という）。このような場面は、時には支援の

必要な児童生徒の言動から引き起こされることもある。教師がそうした児童生徒の「想定

外の言動」を受け止め、そうした個から発せられた言動を学習集団へと全体化していくこ

とによって、正答を示していた児童生徒が本当に自身の回答で良いのか振り返ったり、対

案が他の児童から示されたり、それまで思い付かなかった新たな回答を創出したりといっ

た場面に繋げるなど、「主体的・対話的で深い学び」を実現させる契機となることが考えら

れる。 

さらには、こうした「主体的・対話的で深い学び」を通じて、多様性があったからこそ

学びが深まったという経験を共有した学級集団は、「前文」で示されている「あらゆる他者

を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、

豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができる」ひとつの「小さな

共生社会」となることから、こうした多様性が尊重された学習集団は、今後求められる資

質・能力を育成するための重要な環境であると考えられる。 

（宇野宏之祐） 

 

２. 障害者の権利に関する条約から教育に求められるもの 

 

（１）障害者の権利に関する条約の批准に関わる近年の動向 

我が国におけるインクルーシブ教育システムの構築に向けた動向を理解していく際に
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は、「障害者の権利に関する条約」（以下、本条約という）とその批准に向けた取組につい

て整理しておく必要がある。 

本条約については、我が国は、平成 19 年９月に署名し、平成 26 年１月に批准（同年２

月発効）した。批准に向けては、障害者基本法の改正（平成 23 年８月）、障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律の公布（平成 25 年６月）等、障害者制度改革の中で法的

整備や行政的整備を進めていく中で、教育関連事項についても検討されてきた。 

本条約は、障害者の人権・基本的自由の享受を促進・保護・確保すること及び尊厳の尊

重を尊重することを目的とし、障害を理由とするあらゆる差別を禁止している。そのため

に、障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を共有し、又は行使するための

合理的配慮の提供を明確に規定している。 

第 24 条（教育）では、教育についての障害者の権利を認めてこの権利を実現するため

に、あらゆる段階における教育制度（インクルーシブ教育システム）及び生涯学習を確保

すること、障害者がその人格、才能及び創造力並びに精神的及び身体的な能力をその可能

な最大限まで発達させること、障害を理由として教育制度一般から排除されないこと、他

の者と平等に、自己の生活する地域社会において、包容され（インクルーシブ）、質が高く、

かつ、無償の初等教育の機会及び中等教育の機会を与えられること、個人に必要とされる

合理的配慮が提供されること等が規定されている。 

 平成 23 年８月に施行された改正障害者基本法では、我が国が共生社会を目指すことが

明確に示されており、障害者は、社会を構成する一員としてあらゆる分野の活動に参加す

る機会が確保されること、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと

等を規定されている。 

 第 16 条（教育）では、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた

十分な教育を受けられるようにするために、可能な限り障害のある子供と障害のない子供

が共に学ぶこと、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じること等

を規定している。そのために、国及び地方公共団体は本人・保護者へ十分な情報提供を行

うとともに可能な限りその意向を尊重すること、交流及び共同学習及び多様な環境の整備

を促進しなければならないこと等が規定されている。 

 本条約の批准に向けて、平成 24 年７月に中央教育審議会初等中等教育分科会により「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進

（報告）」（以下「インクル報告」という）がまとめられた。 

 インクル報告では、我が国における共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システ

ムの構築には、「特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。」と示されている。

具体的には、①従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本

人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況を

踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすること、②障害のある子供が十分

な教育を受けられるための合理的配慮及びその基盤となる環境整備の推進、③小・中学校
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における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、柔軟で連

続性のある多様な学びの場を用意しておくこと、④特別支援教育を充実させるための教職

員の専門性向上等について提言している。 

 また、インクル報告では、「特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ

教育システム構築のために必要不可欠なものである。」と述べ、次の３つの考え方を挙げて

いる。第一に、障害のある子供が、その能力や可能性を最大限に引き伸ばし、自立し社会

参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々

な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子供の教育の充実を図るこ

と。第二に、障害のある子供が、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに

生きることができるよう、地域の同世代の子供や人々との交流等を通して、地域での生活

基盤を形成すること。第三に、特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することによ

り、周囲の人々が、障害のある人や子供と共に学び合い生きる中、公平性を確保しつつ社

会の構成員としての基盤を作っていくこと、である。 

 学校教育に対して、インクル報告では、共生社会の形成に向けて重要な役割を果たすこ

とを求めており、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のための特

別支援教育の推進についての基本的な考え方が、学校教育関係者をはじめとして国民全体

に共有されることを目指すことが示されている。 

 

（２）ＩＣＦ（国際生活機能分類）と自立活動との関連 

 昭和 55 年にＷＨＯ（世界保健機関）が、障害に関する世界共通の理解を促し、科学的ア

プローチを可能にすることを目的に作成した「ＩＣＩＤＨ（国際障害分類）」を発表した。

これは、障害のレベルを①機能障害（impairments）、②能力障害（disabilities）、③社会

的不利 （handicaps）の三つに分類し、疾病等によって生じた機能障害は、生活上の能力

障害（能力低下）や社会的不利を伴うという考え方である。この考え方をさらに推し進め

て作成されたのが、平成 13 年５月に採択されたＩＣＦ（国際生活機能分類）である。 

 ＩＣＦは、障害のある人だけのものとして障害を分類するのではなく、人間の生活に関

連するすべての生活機能や生活能力に着目するものであり、人の生活機能や生活能力の障

害を①心身機能・身体構造、②活動、③参加の三つの次元に分類した。さらに障害の原因

となる個人因子のみならず、環境因子（物理的環境、人々の意識的環境や制度的環境、生

活情報や福祉サービ等を含む）の重要性にも着目し、これまでのＩＣＩＤＨで示された「疾

病→機能障害→能力障害→社会的不利」という一方向的に障害を捉えるのではなく、それ

ぞれの要素が相互に作用する関係として位置付けられている点が特徴である。 

 特別支援学校学習指導要領解説自立活動編では、ＩＣＦの考え方による「障害の捉え方

の変化と自立活動とのかかわり」について、「自立活動が指導の対象とする『障害による学

習上又は生活上の困難』は、ＷＨＯにおいてＩＣＦが採択されたことにより、それとの関

連で捉えることが必要である」とし、「個人因子や環境因子等とのかかわりなども踏まえて、
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個々の幼児児童生徒の『学習上又は生活上の困難』を把握したり、その改善・克服を図る

ための指導の方向性や関係機関等との連携の在り方などを検討したりすることが、これま

で以上に求められている」と、自立活動をＩＣＦの考え方と関連させる必要性を示してい

る。特別支援学校学習指導要領解説自立活動編では、図Ⅰ－２に示す図が引用されている。 

自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素である「生

活機能」と障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素として

の「障害」を含むものである。ＩＣＦの視点は、自立活動の指導においても、従来から考

慮してきた点と重なると捉えることができる。 

また、近年、発達障害を含めた障害のある児童生徒等が、特別支援学校だけではなく小・

中学校等においても学んでいることから、特別支援学級、通級による指導の場を担当する

教職員だけでなく、ＩＣＦの視点を踏まえた「障害」の捉え方を理解しておく必要性は高

まっていると言える。 

（坂本征之） 

図Ⅰ－２ ＩＣＦにおける構成要素間の相互作用（概念図：具体例が入ったもの） 
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（３）通常の学級における教育に求められていること 

従前の学習指導要領等においては、「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の

機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること」と

示され、交流及び共同学習の推進が重視されてきた。小・中学校等に在籍する児童生徒に

とって、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習は、障害のある幼児児童生徒とそ

の教育に対する正しい理解と認識を深めるための絶好の機会であり、同じ社会に生きる人

間として、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを

学ぶ場として必要不可欠なものとされ、今回の学習指導要領等においても交流及び共同学

習が重視された。 

加えて、今回の学習指導要領では、通常の学級に在籍する特別な配慮を必要とする幼児

児童生徒の発達を支援する側面からも充実が図られている。 

まず、第１章総則に「第４ 児童の発達の支援」と新たに項目を設定し、「２ 特別な配

慮を必要とする児童への指導」として、「障害のある児童などへの指導」「海外から帰国し

た児童などの学校生活への適応や、日本語の習得に困難のある児童に対する日本語指導」

「不登校児童への配慮」として留意事項等が示された。これは、小学校に在籍する多様な

児童への対応が留意されたものである。 

「障害のある児童などへの指導」については、特別支援学級や通級による指導における

教育課程の充実とともに、通常の学級に在籍する児童についても、特別支援学校等の助言

や援助を活用しつつ個々の児童の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織

的かつ計画的に行うことや、個別の教育支援計画の作成と活用に努めることが示された。 

また、小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説総則編（平成 29 年７月）では、学校

教育法第 81 条第１項で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等において、障害のある児童

生徒等に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことが規

定されていることが、従前同様に示されている。本解説ではこのことに加え、以下のよう

に、通常の学級を担当する教員も含む全ての教職員の特別支援教育に関わる理解の必要性

が示された。 

 

 「我が国においては、「障害者の権利に関する条約」に掲げられている教育の理念の実現

に向けて、障害のある児童の就学先決定の仕組みの改正なども踏まえ、通常の学級にも、

障害のある児童のみならず、教育上特別の支援を必要とする児童が在籍している可能性が

あることを前提に、全ての教職員が特別支援教育の目的や意義について十分に理解するこ

とが不可欠である。」 

 

 このことを踏まえ、全ての教科等においても、全ての教師が障害に関する知識や配慮等

についての正しい理解と認識を深め、障害のある児童などの「困難さ」に対する「指導上

の工夫の必要性」に基づき、個に応じた様々な「手立て」を検討し、指導や組織的な対応
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に当たっていくことが求められていることから、小学校学習指導要領解説の各教科等編に

おいて、児童の困難さに対する配慮事項が例示された。以下に、その一部として小学校学

習指導要領解説国語編及び社会編に例示された配慮事項を掲載する。 

 

【国語編】 

・文章を目で追いながら音読することが困難な場合には、自分がどこを読むのかが分かる

ように教科書の文を指等で押さえながら読むよう促すこと、行間を空けるために拡大コ

ピーをしたものを用意すること、語のまとまりや区切りが分かるように分かち書きされ

たものを用意すること、読む部分だけが見える自助具(スリット等)を活用することなど

の配慮をする。 

・自分の立場以外の視点で考えたり他者の感情を理解したりするのが困難な場合には、児

童の日常的な生活経験に関する例文を示し、行動や会話文に気持ちが込められているこ

とに気付かせたり、気持ちの移り変わりが分かる文章の中のキーワードを示したり、気

持ちの変化を図や矢印などで視覚的に分かるように示してから言葉で表現させたりす

るなどの配慮をする。 

・声を出して発表することに困難がある場合や、人前で話すことへの不安を抱いている場

合には、紙やホワイトボードに書いたものを提示したり、ICT 機器を活用して発表した

りするなど、多様な表現方法が選択できるように工夫し、自分の考えを表すことに対す

る自信がもてるような配慮をする。 

 

【社会編】 

・地図等の資料から必要な情報を見付け出したり、読み取ったりすることが困難な場合に

は、読み取りやすくするために、地図等の情報を拡大したり、見る範囲を限定したりし

て、掲載されている情報を精選し、視点を明確にするなどの配慮をする。 

・社会的事象に興味・関心がもてない場合には、その社会的事象の意味を理解しやすくす

るため、社会の営みと身近な生活がつながっていることを実感できるよう、特別活動な

どとの関連付けなどを通して、具体的な体験や作業などを取り入れ、学習の順序を分か

りやすく説明し、安心して学習できるよう配慮することなどが考えられる。 

・学習問題に気付くことが難しい場合には、社会的事象を読み取りやすくするために、写

真などの資料や発問を工夫すること、また、予想を立てることが困難な場合には、見通

しがもてるようヒントになる事実をカード等に整理して示し、学習順序を考えられるよ

うにすること、そして、情報収集や考察、まとめの場面において、考える際の視点が定

まらない場合には、見本を示したワークシートを作成するなどの指導の工夫が考えられ

る。  
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 これらを踏まえると、今後、通常の学級を担当する教員には、通常の学級に在籍する支

援の必要な児童生徒に対する関わりと、障害の有無に関わらず共に支え合いながら生きて

いくことの大切さを学ぶ指導を一体的に進めていくことが重要となる。そのためには、通

常の学級に在籍する児童生徒に対して、支援の必要な児童生徒に対して行う配慮と、障害

等のある者と共に学ぶ大切さを伝えることとを両立させながら、その意義を理解していく

ことのできる、多様性が尊重された学級経営や学習活動を用意していくことが求められる。 

令和３年１月「新しい時代の特別支援教育の在り方に関する有識者会議」から示された

報告において、全ての教師に求められる資質や専門性として、基礎的な知識や合理的配慮

に対する理解に加え、「社会モデル」の考え方を踏まえ、多様な教育的ニーズのある子供が

いることを前提とした学級経営・授業づくりに生かしていくことの必要性が示された。 

また、令和３年１月 26 日に中央教育審議会から示された「「令和の日本型教育」の構築

を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実

現〜（答申）」では、通常の学級に在籍する多様な児童生徒の「個別最適な学び」と「協働

的な学び」とを一体的に取り組む「主体的・対話的で深い学び」の必要性が示された。 

こうしたことからも、通常の学級に在籍する児童生徒を指導する教員には、今後、障害

等のある配慮が必要な児童生徒はもとより、多様な実態の児童生徒に対して、個々の多様

性に応じる「個別最適な学び」と、学習集団の多様性を包摂した「協働的な学び」の二つ

のバランスを保ちながら学級づくりや授業づくりを進めていくことが求められていると言

える。                              （宇野宏之祐） 

 

 

３. 多様性を尊重できる学級づくり（小学校段階に焦点を当てて） 

 

（１）通常の学級の担任が学級経営や学習活動で大切にしていること 

 通常の学級においては、学習指導要領等の改訂を踏まえ、教職員や子どもに対して、イ

ンクルーシブ教育システムの理念や特別支援教育に関わる理解啓発を一層促進していくこ

とが社会から求められている。 

通常の学級には、障害のある児童生徒のみならず、外国から帰国した児童生徒や不登校

の児童生徒など、多様な児童生徒が在籍しており、今回の学習指導要領においては、こう

したことを前提として項目が整理されたことは、前述したとおりである。通常の学級に在

籍する児童生徒の多様性が尊重された学級などの学習集団の学びの姿は、我が国が目指す

共生社会に通じる「社会」（多様性が尊重された学級という「小さな共生社会」）であると

言うことができる。こうした「小さな共生社会」の実現のためには、本章の１及び２で述

べてきたことを踏まえ、次の二つの視点から、通常の学級の担任は日頃の学級経営や学習

活動の充実を図っていくことが必要であることが考えられる。 
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① 障害等のある子どもに対する配慮や指導の充実など、通常の学級における特別支援教

育の充実を図ること 

② 障害等を含む全ての子どもが互いに認め合う「小さな共生社会」の具現化を、学習活動

を含む学校生活全体の中で実現すること 

 

 ①については、学習指導要領に示されている内容が、全ての児童生徒に対して確実に指

導しなければならないものであるという学習指導要領の「基準性」を踏まえ、障害等のあ

る児童生徒が学習指導要領に示された目標と内容に基づく学習活動に主体的に参加できる

よう、学級担任等は、学習指導要領解説教科等編に例示された配慮事項を参考にしながら、

児童生徒一人一人の困難さに応じた配慮の方法を検討し提供する必要がある。 

 ②については、前述したとおり、「主体的・対話的で深い学び」との関連性が強いことか

ら、学習の中で、他者との関わりを通じて自分のよさや可能性を認識すると共に、あらゆ

る他者を価値あるものとして尊重しながら協働して課題解決を図るといった学習場面を指

導計画に位置付け活動を展開する必要がある。 

 こうした学習活動の基盤は、多様性を互いに認め合うことのできる学習集団であること

から、多様性を尊重し合うことのできる学級経営を子どもの発達の段階に応じて進めてい

くことが重要になる。 

図Ⅰ－３ 「障害理解授業」に関わる学習指導要領上の位置付け 
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 しかし、教育課程の基準となる学習指導要領等においては、高等学校における一部教科

を除き、「教育課程の編成における共通的事項」として示されている各教科等の目標や内容

に、障害等に関わる内容が、指導内容に明確に位置付けられているわけではない。そのた

め、第３章のⅢで述べる「障害理解授業」を通常の学級で行う際には、教育課程上の位置

付けを明確にする必要がある。図Ⅰ－３に、学習指導要領における「障害理解」に関連す

る内容を示す。なお、通常の学級には障害等のある児童生徒が在籍していることを前提と

し、学習指導要領等には明確に「障害」とは示されていないものの、関連性が高いと思わ

れる特別活動と特別の教科道徳に内容が関連するものとして整理している。 

 各教科等の中で、明確に「障害理解」が位置付けられているわけではないが、後述する

ように、これまでも一部の小・中学校においては、「障害理解授業」が行われてきている。

しかし前述したように、高等学校における一部教科を除き、障害理解に関わる内容が、学

習指導要領等に明確に位置付けられているわけではないことから、この場合の教育課程編

成上の位置付けとしては、特別活動や道徳、総合的な学習の時間の一部として実施された

ものと考えられる。また、使用する教科書によっては、障害者に関わる内容が教材として

一部掲載されている場合もあることから、学習活動の一部で「障害理解」に関わる要素が

扱われることがあるものと考えられる。 

しかしながら、研究員３名で、全国 47 都道府県・20 の指定都市・60 の中核市の合計 127

教育委員会及び教育センターの Web ページから「障害理解」＋「授業」のキーワードで検

索し、上位 100 ページの内容を確認した結果、表Ⅰ－１に示した通り障害理解授業に関す

る研修の実施や授業実践等に関わる資料掲載は非常に少ないことが明らかになった。 

掲載が確認された内容としては、交流及び共同学習に関わること、「パラリンピック」や

「心のバリアフリー」に関わること、総合的な学習の時間に関わること、道徳の学習に関 

 

表Ⅰ－１  教育委員会等における障害理解授業の状況 

 
対象数 

教育委員会 教育センター 

研修 資料 研修 資料 

都道府県 47 0 15 2 11 

指定都市 20 0 2 3 2 

中核市 60 1 5 2 1 

合 計 127 1 2 7 14 

＊閲覧日は令和２年４月 22 日から５月５日まで 
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わること、学級づくりに関わることなどがあったが、「障害理解授業」をどのように通常の

学級の教育課程に位置付けたり教科学習の指導内容と関連付けたりしながら、教育の充実

を図っていくのかなどに関わる内容は確認できなかった。 

ここから、「障害理解」を授業に位置付けて、教育委員会から情報発信をしたり、研修を

実施したりしていくことは、取り組まれているとは言えず、今後期待される内容であるこ

とが明らかとなった（表Ⅰ－１）。 

一方で、通常の学級には、発達障害の可能性のある児童生徒が約 6.5%の割合で在籍して

いることが国の調査から明らかとなっている（文部科学省「通常の学級に在籍する発達障

害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果につい

て」,2012.12）。子どもの「障害理解」を促進し多様性を尊重し合う「小さな共生社会」の

形成を具現化するためには、通常の学級に在籍する多様な児童生徒が互いの良さを尊重し

合い、協働しながら課題解決を図っていく力を発達の段階に応じて培っていく必要がある。 

 そのためには、「障害理解」に焦点を当て多様性の理解を促進するための「特別な学習」

と、教科等の学習活動で設定された目標の達成に向けた「主体的・対話的で深い学び」に、

児童生徒の多様性を効果的に活用した「日常的な学習」「学級経営」とを往還させていくこ

とが重要となる。 

 小学校における教科等から一例を挙げると、国語の第５学年及び第６学年の内容として

示されている「Ａ 話すこと・聞くこと」の「オ 互いの立場や意図を明確にしながら計画

的に話し合い、考えを広げたりまとめたりすること」を実現するためには、「立場が対立的

な関係にある場合においても、互いに言い負かすことを話合いの目的とするのではなく、

異なる立場からの考えを聞き、意見の基となる理由を尋ね合うことで、互いに考えを広げ

たりまとめたりすることが大切になる（小学校学習指導要領解説国語編）。「特別な学習」

や多様性の尊重を重視した日常的な学級経営により多様性を尊重し合うことが当たり前に

なっている学習集団では、教師が提示した発問に対して、一見、誤答のように思える回答

や意味のないように感じられる「つぶやき」などが児童から発せられたとしても、それを

異なる立場や考えとして受け止め認め合うことのできる土壌が「小さな共生社会」として

実現していると考えられる。 

「小さな共生社会」の中では、例え一見誤答のように思える回答であったとしても、そ

の理由を尋ね合ったりする対話が自然に生じることが考えられる。こうした学習環境は、

自身の考えを振り返ることで理解がより確かなものになったり、それまでには気付かなか

った新たな視点に気付いたりするなど、協働的な学びが実現しやすい環境であると言える。 

 なお、こういった学級集団の形成のためには、例えば特別の教科道徳における第１学年

及び第２学年の指導の観点「友達と仲よくし、助け合うこと。」「自分の好き嫌いにとらわ

れないで接すること。」（小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編）などに関わる指導

や、特別活動等における配慮事項「周囲の児童が、配慮を要する児童の障害や苦手なもの

について理解して接したり、同じ学級の一員としての意識を高めて関わったりすることが
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できるように、学級におけるよりよい人間関係を形成する」（小学校学習指導要領解説 特

別活動編）といった特別活動の実践を生かした学級経営が、児童の発達に応じて段階的に

行われることが基盤となる。 

（宇野宏之祐・伊藤由美・坂本征之） 

 

（２）小さな共生社会としての学級をめざすために 

これまで述べてきたように、これからの学校には、共生社会の担い手を育むことが求め

られている。そのために、すべての学校のすべての学級において、教師は、障害のある子

ども、外国につながりのある子ども、ＬＧＢＴＱである（または、その可能性のある）子

ども、貧困状況にある子ども、不登校である子どもなど、多様な子どもが在籍している可

能性があることを前提にして、子どもたちの学びや生活を考えなければならない。また、

子どもたちもお互いの多様性について学び、理解を深めることが必要である。 

通常の学級に在籍する子どもたちが多様性について理解するための学びの機会は、授業

や日々の学校生活場面などにおいて様々に設定され、実践されてきた（図Ⅰ－４）。それら

は、大別すれば、障害などのテーマに応じて設定された「特別な授業」（図中に青色で示し

たもの）と、日々の授業や生活に組み込まれた取組「日常的な学習」や「学級経営」（図中

に緑色で示したもの）とに整理できる。 

「特別な授業」は、生活科等の教科や総合的な学習の時間や特別活動等の領域において、

特別に設定される授業であり、障害やＬＧＢＴＱ等のテーマに応じた内容が扱われる。こ

うした「特別な授業」を通して得られる知識や体験は、子どもたちの多様性理解に直接影

響を与える重要なものである。 

日々の授業、学級経営において
多様性を理解し、実践できる子どもを育てる取組

外国に
つながり
の

ある子ど
も

に関する
取組
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障害について
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図Ⅰ－４ 共生社会の担い手を育むための学びの機会 
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しかし、多くの子どもにとって、「特別な授業」の授業内容が、自分自身の日々の学びや

生活に直結することは少ない。子どもたちは、言わば「仮想の状況」を想像しながら学び

を進めることになる。したがって「特別な授業」においては、子どもたちが仮想の状況を

どれだけ自分事として受けとめ、主体的に学ぶことができる環境や方法、内容が提示でき

ているかが問われることになる。そのため、授業目的の明確化や十分な準備、計画的な展

開など課題となることが多い。また、せっかく学んだ知識ではあるが、年間に数時間から

十数時間程度の授業のみによって、すべての子どもに知識が定着し、日々の生活の中で実

践できるようになるのは難しいと考えられる。 

子どもたちがどのような知識を得るのかにも留意する必要がある。例えば、障害に関す

る授業において、障害のある人に対して必要な支援を行うことを学ぶことは重要であるが、

それが、障害のある人は一方的に支援を受ける存在であるかのような誤った理解につなが

る恐れがある。 

このように「特別な授業」には子どもたちの多様性理解を促す意義があると同時に、課

題も存在する。「特別な授業」のみで共生社会の担い手を育むことは難しく「特別な授業」

に加えて、日々の授業や学校生活の中に多様性理解を促す機会を意図的に設定していく必

要がある。 

例えば、「特別な授業」での学習経験を、日々の授業や学校生活において子どもたちに再

認識してもらい、実践を促すことである。次のような教師の働きかけが考えられる。 

 

「聴覚障害の体験で、まわりの人には大切な情報が伝わっているのに、自分にだけ

伝わっていないということがありましたね。その時、どんな気持ちだったか思い出し

てみましょう。いま、学級の全員が知っておくべきことなのに、伝えられていない人

がいるようです。その人はどのような気持ちだと思いますか。そして、こういうこと

が起きないためにどうしたら良いと思いますか。」 

  

こうした働きかけにより、「特別な授業」を子どもたちの生活に直結させることになり、

学級経営にも反映させることができる。 

 また、日々の授業や学校生活において、子ども一人一人の良さや可能性を認識できるよ

うな言葉かけをするとともに、それらを学級全体に伝えることを日々行うことが大切であ

る。「前文」にあったように、自分の良さや可能性を認識することが、子どもたちの多様性

理解の前提になるからである。 

さらに、教師自身が多様性を理解することにつながった経験を子どもたちに伝えること

も考えられる。例えば、教師が、困難さを支援する機器や教材教具について学んだとする

ならば、そうした機器等の存在を知ったり、機器等によって力を発揮できる人がいること

を理解したりしたことを子どもたちに伝えることによって、子どもたちも同様の気付きを

得ることができる。その際、機器等を使用することは、メガネの使用と同様に、当然のこ
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とであることを子どもたちに伝えることもできるだろう。このような教師の姿勢は、子ど

もたちの合理的配慮の理解につながるであろう。 

 日々の授業や学校生活の中に多様性理解を促す機会は多様に存在している。そして「特

別な授業」と連動させることで、その効果は高まると考えられる。 

（久保山茂樹）  
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Ⅱ 通常の学級における多様性を尊重した学級経営や授業に関する 

質問紙調査 

 

１．背景と目的 

 Ⅰで述べたとおり、「障害理解授業」と「教科学習」や「学級経営」とを往還して捉え、

教育の充実に向けた指導資料等を作成している教育委員会は確認できなかった。そこで、

多様性を尊重した学級経営や授業の実践を学校経営の重点に掲げ取り組んでいる学校の具

体的な取組から、インクルーシブ教育システムにおいて目指したい学校の姿（学級経営や

授業等の在り方）を明らかにしたいと考えた。そこで、以下の３点を明らかにすることを

目的とし、研究協力校への調査を実施することとした。 

①学校経営方針を踏まえ、時間を特別に設定し、どのような障害理解授業を実施して

いるか。 

②日常的な学級経営や学習活動の中で、どのように多様性の尊重を位置付けた取組を

行っているか。 

③これら①と②をどのように連動させながら学級づくりを行っているか。 

 

２．方 法 

（１）対象 

対象は研究協力機関である小学校１校（以下、「Ａ小学校」と記す）であった。 

当初の計画では、本研究に参画している短期派遣型７市に設置している学校への依頼を

予定していたが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ、Ａ小学校のみとした。 

Ａ小学校は、学校経営方針に多様性の尊重を位置付け、障害理解に関わる学校研究に取

り組んでいる学校である。Ａ小学校の掲げる「目指す学校像」と「学校研究主題」を以下

に示す。 

目指す学校像（令和元年度） 

【児童にとって】 

自分のよさに気付いて自信を持ち、多様な人々を受け入れ、互いに支え合う学校 

【保護者にとって】 

子供の成長をともに喜びあえる学校 

【教職員にとって】 

一人一人の子供を大切にし、最大限に力を伸ばす学校 

 

学校研究主題 

多様性を尊重し、互いを認め合える児童の育成 

 〜オリンピック・パラリンピック教育を通した障害者理解を軸として〜 
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    ※Ａ小学校の学校研究においては、「障害者理解」「障害者理解授業」と表記して

いたが、用いている用語の意味は、本研究の「障害理解授業」とほぼ同義であ

ることから、本報告書では、以下「障害理解」や「障害理解授業」と表記する。 

 

（２）手続き 

 対象校を訪問し、インタビュー調査を行うことを予定していたが、新型コロナウイルス

感染症の拡大状況を踏まえ、方法を質問紙調査へと変更することとした。 

調査対象者は、同校の全ての通常の学級の担当教員 13 名とした。 

令和２年 11 月 24 日にメールにより依頼文書及び調査用紙を送付し、12 月４日を回収期

限とした。また、記載内容等の確認のため、令和２年 12 月 28 日に Web 会議システムを活

用した補足説明を行った。さらに、令和３年１月 17 日にメールにより補足情報を得た。 

１年生担任２名、2 年生担任２名、３年生担任３名、４年生担任２名、５年生担任２名、

６年生担任２名の計 13 名から回答が得られた。在籍児童数は 27〜36 名（平均 32.3 名）だ

った。13 学級中 12 学級に支援を必要とする児童が在籍しており、支援の必要な児童数の

学級当たりの平均在籍数は 5.1 名だった。 

得られたデータについては、研究チームメンバー及び長期派遣型地域実践研究員で検討

し、インクルーシブ教育システムの構築に関わる学校の取組についての情報を整理し、傾

向等について分析を加えた。なお、分析及び調査結果の整理に当たっては、小学校学習指

導要領に示されている「学級経営、児童の発達の支援」（第１章第４の１の（１））等の観

点から、学年の時期の特徴を低学年、中学年、高学年として整理することとした。 

 

（３）調査項目 

 上記３つの目的を踏まえ、表Ⅱ－１に示す項目について調査を実施した。 

 目的②に関わって、特に指導する内容が学習指導要領に示されている教科の学習場面に

おいて、他の児童が思い付きそうもない発言や言動などを支援の必要な児童が発する場面

も想定され、そうした児童を包含する学級集団がどのように学びを深めていくのかについ

て示唆を得るため、「想定外の言動」に対して教員がどのように対応しているのかが明らか

となるよう説明を加えるなど調査用紙を工夫した。 

 

（４）倫理的配慮 

 本調査の実施に当たり、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の倫理審査委員会の

審査を受け許可を得た。調査依頼に当たっては、研究協力機関の校長に了承を得るととも

に、調査対象者に対しても、調査の目的及び方法についての説明文書を送付するとともに、

結果の公表に当たっては学校及び個人が特定されないようにすることを伝え了承を得た。

また、記入時間が最大１時間となるよう、調査項目を精査し、学校の負担とならないよう

に配慮した。 
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３.結 果 

 

（１）学級経営における多様性の尊重 

＜低学年＞ 

①学級経営上の重点について 

・「ありがとう」「ごめんなさい」を大切にすることや、相手をしっかりと見て話すことな

ど、人間関係や学習集団を形成するための基盤となるルールに関わる指導が重視されて

いた。 

・一方で、ルールなどから外れた児童に対して「強い言葉で言ってしまったりする」「他の

児童の意見を批判する」などの課題が挙げられており、こうした課題に対しては、「教師

が批判された児童の意見のよさを他の児童に伝え」たり、「相手に必ずよい面や頑張って

いることがあることについて見付けていく」ように促したり、「得意不得意を見付けてさ

らに伸ばしたり努力したりしよう」「できないことはできるようになるチャンス」「言葉

の受け取り方や感じ方は人それぞれである」などと児童に説明したりするなどしながら、

人間関係や学習集団の形成の基礎を重視した学級づくりが行われていた。 

②多様性の理解に関わる指導例について 

１. 学級経営について 

（１）「多様性」に関わる学級経営上の重点や、日常的に児童に伝えていること 

（２）「互いの良さを認め合う」大切さを児童に指導した経験とその内容 

（３）障害を含む多様性の理解に向け、児童の自己理解や他者理解を促すために学級経営

上配慮していること 
 
２. 障害理解に関わる学習活動について 

（１）障害理解に関わる学習活動を行った経験の有無とその内容 

（２）（１）の学習成果によって、日常的な学校生活の中で発せられた児童の発言や呟き 
 
３. 教科等の学習活動における多様性の尊重について 

（１）障害を含む多様な児童から、教師にとって想定外の言動が出された経験の有無 

（２）（１）の内容と、それに対して行った教師の働き掛けの内容 

（３）（２）によって、指導内容について児童の理解が深まった経験の有無とその内容 
 
４. 障害理解授業と教科学習の関連付けについて 

（１）障害理解授業と教科学習とを関連付けて指導した経験の有無とその内容 

（２）（１）が小学校教育の目標の達成に重要であると感じた経験の有無 
 
５. その他（障害を含む多様性の尊重と新学習指導要領との関連について） 

 
＊調査項目「２．障害理解に関わる学習活動について」の結果については、「Ⅲ．障害理解授業において大

切にしたいこと」で検討するため、本項では割愛する。 

 

表Ⅱ－１ 質問紙調査の調査項目 
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・障害理解に関連する絵本を紹介したり読み聞かせをしたりする時間を設定する。 

・友達の良い所探しをするなどして、自分の良さに気付かせる活動を行う。 

・必要に応じて「人によって得意なことや苦手なこと、性格や考え方が違う」ことを伝え

る。 

＜中学年＞ 

①学級経営上の重点について 

・第３学年の学級担任からは、「人は誰しも得意不得意がある」「失敗して当たり前」「全員

違って当たり前」が重点に挙げられ、第４学年の学級担任からは、「友達の良い所集め」

「自分の長所・短所についての自慢大会」が重点に挙げられた。 

・児童の良い言動があった際には、「こんなことがあったよ」などと担任が価値付け補足説

明したり、「今日のいいねタイム」などを帰りの会などに設定し児童の頑張っていること

や良かったことを全体の場で確認したりすることを重視していた。 

・児童の良い面を全体化するような学級経営が重視されていた。 

②多様性の理解に関わる指導例について 

・得意不得意のあることや、みんなと違う意見を持つことは、特別なことではなく、むし

ろ素晴らしいことだということについて、ことあるごとに児童に伝える。 

・偏食についても、誰もがある苦手さの一つであると児童に伝えながら、得意なことにつ

いても共有する。 

・児童が自分の意見を話したり他の児童の意見を聞いたりする機会を日常的に設定し、互

いを認め合う機会とする。 

・朝学習や学級活動で、グループ・エンカウンターの手法を取り入れたゲームに取り組ん

だり、多様性の理解に関わる絵本の読み聞かせをしたりする。 

＜高学年＞ 

①学級経営上の重点について 

・「短所も見方を変えると長所になる」「みんなが違って当たり前」「自分ファースト・他人

ファースト」「違うからこそおもしろい」「全員達成」などと、学級経営の重点を言語化

していた。 

・必要に応じて、「なぜいけないのか」「何のために行うのか」などを児童同士が話し合う

場を設定することを重視していた。 

・「今日のゴールデンパーソン」「今日のエンジェル」「授業内の児童のよいつぶやきを全体

化」「清掃担当場所ではない場所をボランティア清掃していた児童等の紹介」などを重視

していた。 

②多様性の理解に関わる指導例について 

・道徳の授業で「同じで違う」などの多様性に関わる内容について扱う。 

・テレビ番組で紹介された「自分説明書」などをやってみたいと言った児童の発言を取り

上げ、学級全体の活動として取り組む。 
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・通級指導教室に通室している児童について、児童同士の関わりの在り方について説明す

る。 

・支援の必要な児童からの何気ない発言を全体化する場を意図的に設定する。 

・支援が必要な児童がトラブルを起こしてしまった際には、教師が当該児童の気持ちを代

弁したり、苦手さを克服しようとしていることを他の児童に伝えたりしながら、周囲の

児童の理解を得られるようにする。 

 

（２）教科等の学習活動における多様性の尊重 

＜低学年＞ 

・教科等の学習活動で、支援の必要な児童から「想定外の言動」があり、こうした「想定

外の言動」を活用することによって思考を促すことができると感じた教師がいるが、場

面についての具体的な記述はなかった。 

・その理由について尋ねたところ、支援の必要な児童だけではなく、そもそも学級に在籍

する児童は多様であり、児童の多くから「想定外の言動」が頻繁に出される発達の段階

であることから、担任は当たり前のこととして日常的に児童の言動に対応しているとの

回答が得られた。 

・教科学習等においては、例えば、以下の場面で多様性を尊重する児童の姿が見られた。 

 【第１学年 体育「なわとび」】支援の必要な児童ができない状況の中で、相手に分かる

ように考えながら周囲の児童が跳び方を教えるような、児童同士の自然な学び合いの姿 

 【第１学年 国語「スイミー」】「スイミーだけ黒いね」といった教師の投げ掛けに対し

て、児童から「色は違っても魚だから一緒」などと発言した児童の姿 

＜中学年＞ 

・中学年の学級担任である全ての教員から、児童からの「想定外の言動」がある結果とな

った。 

・こうした児童からの「想定外の言動」に対して、教員は児童の発言の理由や意図を確認

しながら、発言した児童の意図を全体化していた。 

・時には、児童から「想定外の言動」が発せられた際には、教師は戸惑いつつも、その児

童の発言の意図を確認する質問をするなどして、児童の意図を確認していた。 

・教員は、児童の「想定外の言動」の意図を全体化することを通して、他人と違う意見や

考え方を持っても良い」ことや、「児童の発言を元に、より広い視点が持てると良い」こ

とについて学級全体に伝えながら、学級全体の思考を深める関わりをしていた。 

・教科学習等においては、例えば、以下の場面で多様性を尊重する児童の姿が見られた。 

 【第４学年 国語「ごんぎつね」】「ごんと兵十は分かり合えたのか」という発問に対し

て、3 分の２の児童が「分かり合えた」と答え、3 分の１の児童が「分かり合えなかった」

と答えた。教員が結論を出さずに、「人間同士でも分かり合うのは難しいね」とコメント

したところ、多くの児童が頷いていた。 
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＜高学年＞ 

・児童の「想定外の言動」については、新しい視点として捉え「なるほど、そう考えたん

だね。もう一つ考える項目が増えたね。」や、「なるほど、そういう考えもあるね。思い

つかなかった。みんなはどう思う。」など、児童の思考を広げるきっかけにしていた。 

・教員の発問の意図が伝わらなかった場合などは発問を言い直したり、説明が不足してい

た場合には教員が補足の説明を加えるなどしながら、言動の全体化を図るような働き掛

けを行ったりしていた。 

・教科学習等においては、例えば、以下の場面で多様性を尊重する児童の姿が見られた。 

 【第５学年 社会「工業製品」】どのような工業製品があるかという発問に対して、「す

いか」と答えた支援の必要な児童に対して理由を尋ねた後、「未来にはそういう（生産技

術の進歩によって工業化した農業）製品もあるかもしれない」と応答した。 

 【第６学年 学級活動】係活動と当番活動の違いは何か尋ねたところ、支援の必要な児

童が「０か１か」と答えた。教師は意味が分からなかったため、学級全体に戻して考え

させたところ、学級全員の児童が爆笑しながら納得していた。 

 

（３）障害理解授業と教科等の学習活動の関連 

＜低学年＞ 

・障害者理解授業と教科学習との関連に関わる具体的な記述は無かった。 

・追加の聞き取りを通して、多様性の理解が学級集団の思考を深め、学校教育の目標達成

に関連していることを意識しているとの回答を得られた。 

・その理由について尋ねたところ、そもそも特に低学年の全ての児童は発達の段階として

多様な実態を有していることから多様性を包含する集団を重視した学習活動が日常的

に行われているため（多様性が当たり前であることが前提のため）という回答が得られ

た。 

・第１学年の国語「スイミー」の学習で、「スイミーだけ黒いね」といった教師の投げ掛け

に対して、児童から「色は違っても魚だから一緒」などと発言した理由について尋ねた

ところ、「人には、得意・不得意があること」や「人には身体的な違いを含む個性がある

こと」などを日常的に児童に伝えるなどの学級経営で重点しているとの回答が得られた。 

＜中学年＞ 

・全ての回答者が、支援の必要な児童からの「想定外の言動」を経験し、多様性の理解が

学級集団の思考を深め、小学校教育の目標達成に必要であるとの回答が得られた。 

・学習場面などにおいて、当たり前のように「多様性」に関わる話題が児童から出される

ようになったとの回答が得られた。 

・第４学年の国語「ごんぎつね」で、担任が「人間同士でも分かり合うのは難しいね」と

コメントした理由について尋ねたところ、最後には死んでしまった「ごん」と兵十が通
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じ合えたかどうか児童の意見が分かれたことから、担任が児童の思考を深めようとして

投げ掛けたとの回答が得られた。 

＜高学年＞ 

・全ての回答者が、学習活動において支援の必要な児童からの「想定外の言動」を経験し

ていると回答し、多様性の理解が学級集団の思考を深め、小学校教育の目標達成に必要

であると感じているとの回答が得られた。 

・例えば、第５学年社会で工業製品の例について教師の発問に対する児童の回答「すいか」

への教師の発言の理由について尋ねたところ、テレビ番組で見たカップラーメンの製造

過程「食品産業の工業化」をイメージした発言であったことが分かったとの回答が得ら

れた。 

・例えば、第６学年社会（歴史）で、教科書には触れられていないが正しい内容の発言を

児童がしたとしても、小学校高学年段階では全体化するには内容的に困難であると教師

が判断し、当該児童を受け止めるだけで次に進めるという回答が得られた。 

・第６学年社会の「憲法三原則」で学習する「基本的人権の尊重」に、障害理解授業で学

習した内容や学級経営で重視してきた多様性の尊重が関連しているという回答が得ら

れた。 

 

４．考 察  

 

 本調査結果から示されたことについて、それぞれの学年の時期（低学年・中学年・高学

年）及び学校全体という観点から、以下のとおり考察した。 

 

（１）低学年 

・教師は、低学年という発達の段階から、基本的に全ての在籍児童が多様な存在であると

いうことを前提として、学級づくりや学習集団づくりを行っているのではないか。 

・教師は、学校生活での直接経験を通して具体的な出来事などを元に指導を行う学級経営

と、教材を通した間接経験を通して指導を行う教科等の学習活動とを関連付けるなどの

指導を繰り返し行っているのではないか。 

 

（２）中学年 

・教師は、日常的な学級経営の中で、多様な人が分かり合う「難しさ」と「意義」の両方

を伝えるようにしながら、抽象的な「多様性の尊重」という理念と、具体的な「児童の

生活」とを関連付ける指導を行うなど、低学年の具体的な場面中心の指導から、徐々に

抽象的な内容への指導へと重点を移行させているのではないか。 
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・教師は、「想定外の言動」が児童から発せられた場合においても、児童なりの理由や根拠

があることを前提とした対応（理由を尋ねる、学級全体に話題を戻すなど）を行い、「想

定外の言動」を全体化し、児童に思考させようと働き掛けているのではないか。 

 

（３）高学年 

・教師は、学校生活の場面と集団の在り方を関連付け（行動の言語化）たり、多様性の意

味や意義を思考（言語の行動化）させたりするよう、児童に働き掛けているのではない

か。 

・教師は、児童から「想定外の言動」が示された際に、教師は、適宜、児童の発言を取捨

選択するなど、「主体的・対話的で深い学び」に繋げる場面と、「流す」場面とを適宜判

断しながら、教科学習を進めているのではないか。 

・児童は、障害理解授業やこれまでの経験で学習した「多様性の尊重」を思考の一つの手

掛かりとして活用し、抽象的な学習内容を理解したり、思考を深めたりしようとしてい

るのではないか。 

・多様性が尊重された学習集団は、「想定外の言動」が受け止められたり、時にはそういっ

た「想定外の言動」が思考を深めたりした経験を重ねることによって、多様な価値観が

尊重される居心地の良い学習集団が形成され、「主体的・対話的で深い学び」の実現に近

付く環境となっているのではないか。 

 

（４）学校全体 

低学年では「障害理解に関連する絵本を紹介したり読み聞かせをしたりする時間を設定

する」、中学年では「多様性の理解に関わる絵本の読み聞かせをする」、高学年では「道

徳の授業で“同じで違う”などの多様性に関わる内容について扱う」など、多様性の尊重

を促す活動を読書活動と関連付けた取組が学校全体で行われていることが調査結果から示

された。こうした児童の発達による指導の特色と全校的な取組については、児童の多様性

について、具体的な出来事に即して指導を行う低学年、出来事を児童に振り返らせ、言葉

に置き換えながら互いを認め合えるよう指導を行う中学年、キーワードやキャッチコピー

などの言葉から児童の行動を促す高学年といった、学級経営上の重点からも示された。 

これらは、多様性の尊重を重視した学校全体としての取組の中、多様な実態である児童

が在籍していることを学級経営の中心に位置付けている低学年、総合的な学習の時間で扱

った内容を教科学習と関連付けている中学年、多様性の尊重を当たり前のこととして踏ま

えた児童の発言が自然に出されている高学年へと、児童の発達に応じた指導や関わりが全

校的に行われているためであると考えられる。こうした学校全体の傾向は、管理職のリー

ダーシップの下、全ての教員により多様性の尊重を重視した教育活動が展開されているた

めに示されたものではないかと考えられる。 

（宇野宏之祐・久保山茂樹・竹村洋子・玉木宗久・平沼源志・藤田昌資・山本晃）  
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Ⅲ．共生社会の担い手を育む障害理解授業の提案 

 

 ここまで、通常の学級における共生社会の担い手を育む取組として「日常的な学習」や

「学級経営」について検討してきた。本節では、共生社会の担い手を育むもう一つの重要

な取組である「特別な授業」すなわち、「障害理解授業」を取り上げる。まず、文献研究

によって近年の小学校での実践を概観する。次に、Ⅱで調査対象となったＡ小学校の学校

研究の成果から障害理解授業の成果と課題を整理し検討する。これらの結果や研究チーム

メンバーの経験等を踏まえ、共生社会の担い手を育む取組としての障害理解授業について

提言（「こんな視点で授業ができたらいいな」）する。 

 

１．障害理解授業の現状 －これまでの実践の検討－  

 

 障害理解授業の現状を把握するために、国立情報学研究所が運営する学術情報データベ

ース CiNii（Citation Information by NII）において、「障害理解教育」を検索ワードに

文献検索を行った。検索対象期間は、2010 年から 2019 年までの過去 10 年間における「障

害理解教育」に関連する文献である。検索の結果、79 件の関連文献が挙げられた。関連文

献のうち、小学校の授業を対象とする文献が 16 件、中学校の授業を対象とする文献が 19

件挙げられた。本稿では、小学校の授業を対象とした 16 文献のうち、実際に障害理解授業

を実施した、あるいは実際に行われた障害理解授業を分析した 14 文献から小学校におけ

る障害理解授業のこれまでの取組について述べる。 

 小学校の 14 件の文献における障害理解授業の概要（①学年、②教科等、③授業のねら

い、④授業で対象とした障害種等、⑤授業の方法、⑥教材）について表Ⅲ－１に示した。 

 14 件の文献において、障害理解授業を実施した学年については、小学１年は１件、小学

２年は３件、小学３年は５件、小学４年は３件、小学５年は４件、小学６年は３件であっ

た。（１つの文献の中には、複数の学年で障害理解授業を実施したものもあるので、合計は

14 件以上となっている。）14 件の文献からは、小学校中学年以降に障害理解教育の授業が

多く実施されているが、さまざまな学年で障害理解授業が行われていることがわかる。 

 

（１）教育課程上の位置付け 

障害理解授業を実施した教科等では、総合的な学習の時間が７件、道徳が２件、その他・

不明が９件（例えば、朝の読書の時間で行っているところもあった。）であり、本研究で検

討した 14 文献中では、総合的な学習の時間の中で障害理解授業を実施している様子が多

く見られた。（前述したように、１つの文献の中には、複数の学年で障害理解授業を実施し

たものもあるので、合計は 14 件以上となっている。） 

 

 



- 55 - 

表Ⅲ－１ 本研究で分析対象とした論文 

岡野 由美子 (2019)「通常の学級における、障害理解教育に関する授業実践―発達障害のある児童

生徒理解を図る授業実践事例を通して― 」 

加藤充子・武田鉄郎(2018)「小学校 6 年間の系統立てた障害理解教育の一提案 : 2 つの道徳授業

の実践を通して 」 

楠 敬太、金森 裕治、今枝史雄(2012) 児童の発達段階に応じた系統的な障害理解教育に関する実

践的研究 : 教育と福祉の連携を通して  

小林智志・梁 真規・今枝 史雄・楠 敬太 ・金森 裕治(2016)「私立小学校における系統的な障害

理解教育プログラムの作成に関する研究(第 3 報)知的障害理解を目的とした授業実践を通して」 

小林 由紀子・池本 喜代正(2010) 「小学校 2 年生を対象にした障害理解教育の方法論的検討」  

白井佐和・武藏博文・水内豊和(2010)「発達障害の障害理解教育プログラムに関する研究--小学校

低学年の通常学級での LD(学習障害)の理解について」 

西舘有沙 ・阿久津 理 ・鼎 裕憲 (2014)「総合的な学習の時間における視覚障害理解教育モデル

の作成(3)視覚障害者の外出環境について考える取り組みを通して」 

西館有沙・阿久津 理 ・萩中泰弘(2014）「組合的な学習の時間における視覚障害理解教育モデルの

作成(2)視覚障害者の生活の様子を伝える授業は子どもの認識にどのような変化をもたらしたか 」 

西館有沙 ・阿久津 理 ・鼎 裕憲(2015)「総合的な学習の時間における視覚障害理解教育モデルの

作成(4)視覚障害者の援助について考える取り組みを通して 」 

西館 有沙・澤柿 教淳(2011)「聴覚障害理解を目的とした授業の実践--効果的な障害理解教育モデ

ルの構築のために」  

西館有沙・永田晴菜 ・石田 雅人・松井昌美（2012）「総合的な学習の時間における視覚障害理解

教育モデルの作成(1)触察体験を用いた授業の開発と実践」 

西館有沙・薮波 真理子(2010)「視覚障害理解を目的とした授業の実践--効果的な障害理解教育モ

デルの構築のために」 

野口真央・霜田浩信(2018)「 通常学校における障害理解教育のあり方の検討 : 1 人ひとりの違い

に目を向けた障害理解教育プログラムの試作」 

本多利衣・吉田ゆり・平田 勝政・高橋甲介(2019)「多様性を認め合うコミュニケーション作りに

関する実践的研究 : 小学校における発達障害児を念頭においた障害理解教育実践 」 

 

（２）障害理解教育で対象とした障害と内容 

障害理解授業で対象とした障害種については、視覚障害６件、聴覚障害３件、知的障害

３件、肢体不自由１件、病弱・身体虚弱０件、発達障害５件であった。（同様に、１つの文

献の中には、複数の学年で授業を実施したものもあるので、合計は 14 件以上となってい

る。）14 の文献中では、視覚障害と発達障害に関する障害理解授業を行っている様子が多

くみられた。実際に行われた授業は、次のとおりである。 
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視覚障害に関する障害理解授業について、西館ら（2015,2014,2012,2010）の研究は、小

学３年生から５年生を対象に、「視覚以外の感覚を使って様々な情報を得ることができる

という気付きを得ること」や「視覚障害者の外出環境を考える取り組みを通して、外出時

に視覚障害者が感じる困難と、それを解消するための工夫について理解を深めること」「視

覚障害者が援助を必要とする場面や、視覚障害者への援助方法を知り、視覚障害者と接す

ることへの自信や、自らの援助能力への自信を高めること」をねらいとした授業を行って

いる。授業の方法としては、例えば、西館・阿久津・鼎 （2014）では、小学５年生を対象

とした授業において、最初にバリアフリーの定義を説明して、視覚障害者の歩行場面等の

ビデオ視聴を行い、絵地図を用いてバリアとなる場所と困ることをまとめて、視覚障害者

に常に援助者がつくことの是非についての問いかけを行い、（アイマスクを付けた健常者

に対する）視覚障害者への手引体験等を障害理解授業の中に取り入れている。 

聴覚障害に関する障害理解授業については、楠・金森・今枝（2012）は、「ジェスチャー

ゲームを通じて、ジェスチャーでも相手に伝えられることを知る」「音楽を活用して『楽し

む』ことにより、手話というコミュニケーション手段に触れる」という目的で小学１年 21

名、小学２年 27 名を対象とした授業を行っている。同じく、西館・澤柿（2011）は、「聴

覚障害者とのコミュニケーションに積極的な姿勢をもてることや、聴覚障害者に伝わるよ

うなコミュニケーション技術を身につけること」を目的に、小学校 3 年生（40 名）を対象

に授業を行っている。聴覚障害に関する障害理解授業の方法としては、例えば、楠・金森・

今枝（2012）の文献からは、小学２年生を対象とした授業において、１時間目に「バース

デーリング」について授業で取り上げ、言葉以外にバースデーリングや筆談などでも相手

に伝えられることを知るためにバースデーリングを体験する授業を行い、２時間目に「手

話歌」という題材を取り上げ、あいさつ等の簡単な手話を紹介し、その後、児童にとって

親しみがある「あの青い空のように」の曲を手話で練習し、最後に曲に合わせて手話歌を

実施する取組を行っている。そのような取組の結果、授業後の児童の感想からは、「きこえ

にくい人のために、すべてのテレビ番組に字幕をつけた方がよいと思う」、「きこえにくい

人が、チャイムが鳴った時、見てわかるように教室や廊下に工夫した方がよいと思う」と

いうような聴覚障害のある人の環境改善に関する感想がみられ、児童が聴覚障害のある児

童と共に学びたいという気持ちが高まったとしている。 

知的障害に関する障害理解授業については、小林・池本（2010）は、「知的障害や発達障

害に関する障害理解の授業を実施し、児童の障害に関する見方考え方がどのように変わる

かを調べる」、「小学校２年生の発達段階を踏まえて、障害理解教育の在り方を明らかにす

る」ことを目的に、小学校２年生２学級をそれぞれ実験群（障害理解に関する読みきかせ

と障害理解に関するＤＶＤ視聴するグループ）と対照群（障害理解に関するＤＶＤ視聴の

みのグループ）に分けて授業を行い、子ども達の感想文の内容を比較分析する研究を行っ

ている。また、楠・金森・今枝（2012）は、「自分が相手に対してどんな工夫をすればうま

くコミュニケーションが取れるかを考えること」、「作業所を訪問し、知的障害者と交流す
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る、ことで，知的障害者に対して親しみを持つこと」を目的に、小学５年生（25 名）を対

象に授業を行っている。また、小林・ 梁・今枝ら（2016）は、「知的障害について知るこ

と」、「作業所訪問に向けて知的障害者に対する抵抗感や、マイナスのイメージを少なくす

ること」、「知的障害者と共同して、作品を制作すること」「知的障害者に対して、適切な態

度で接すること」、「交流を振り返り、知的障害に対し自分なりの考えをもつこと」、「知的

障害者への関わり方に関して考えること」を目的に、小学校５年生を対象とした交流及び

共同学習の授業を行っている。授業の方法としては、例えば、前述した小林・ 梁・今枝・

楠・金森（2016）の文献からは、授業の導入として、最初に知的障害の特徴の説明を行い、

次に映像資料を用いたＯ作業所との交流に抜けた事前学習を行っている。そして、実際に、

交流及び共同学習でＯ作業所へ訪問し、班ごとに分かれて、知的障害のある人と一緒に作

品制作を行い、最後に作品の発表を行う授業を行った。その結果、授業を受けた児童の授

業に関する感想文や授業後のアンケートから、授業を受けた児童が、授業前より知的障害

について知りたいという意識が高まったことを述べている。 

肢体不自由に関する障害理解授業については、楠・金森・今枝（2012）は、「肢体不自由

者の話を聞き，周りの人の助けが大切だと知ること」、「少しの工夫で誰もが一緒に活動を

楽しむことができると気づくこと」を目的に、小学 4 年生（34 名）を対象とした授業を行

っている。授業の展開では、１、２時間目に肢体不自由のある人の今までの経験や現在の

生活についての話を聞き、友だちや周りの支援によって助けられていることを知り、各々

の児童が、肢体不自由のある人に対して何ができるかを考えてもらうようにした。また、

３、４時間目には、車いすの使い方について説明を聞き、実際に車いすに乗る児童と乗ら

ない児童に分かれて車いすバスケットの試合を行い、皆で楽しめる試合のルールを考える

ようにした。そして、５時間目に、今までの授業を振り返り、少しの工夫で誰もが一緒に

活動を楽しむことができると気づくようにする授業を実施している。これらの授業を行っ

たことで、児童が肢体不自由のある人の話を聞き、周りの人の助け（支援）が大切という

ことを知るという目的を達成できたとしている。 

発達障害に関する障害理解授業については、白井・武藏・水内（2010）は、低学年を対

象とした発達障害の障害理解教育プログラムを作成する研究目的のもと、「がんばっても

できないことがあることに気付くことと、そのような時の友だちの気持ちを想像するこ

と。」、「『「困っている』友だちへの支援・接し方を児童同士で意見交換できことや具体的に

役割表現で実践できること」を目的に小学２年生（40 名）を対象に授業を行っている。加

藤・武田（2018）は、小学３年生（64 名）を対象に、「自分とは違う特徴がある人が存在

することを知ること」を目的に絵本教材を使った授業を行っている。同じく加藤・武田（2018）

は、小学６年生（28 名）を対象に、「共生社会について知ること」を目的に、映像教材「LD/ADHD

疑似体験」を使った授業を行っている。岡野（2019）は、「発達障害について知ること」、

「目に見えない障害について疑似体験すること」を目的に小学６年生を対象とした障害理

解教育に関する授業の中で、発達障害の疑似体験を行い、児童が疑似体験で感じたことを
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話し合う授業を行っている。 

 

（３）子どもが自分事として体験し考えを深める実践 

本多・吉田・平田ら（2019）は、「『障害のある児童への理解を周囲の児童に促す』とい

う視点だけではなく，学校全体の児童を対象として行うこと」「自分や仲間といった人間へ

の理解を深め、ちがいがあったとしても尊重する姿に繋げていけるような授業実践を行う

こと」を目的とした（発達障害の）模擬体験の授業を行った。 

白井・武藏・水内（2010）は、学習障害のある「みっちーくん」の人形を使用して、国

語の授業中にはよく注意されたり、忘れ物が多かったりするなど「みっちーくん」が困っ

ている様子の劇を行い、また、読みの困難さを体験するパワーポイントや聞き取りの困難

さを体験する音源学習障害疑似体験を行ったりして、児童が困っていることを学び、必要

な支援方法を考えて、個人としての向き合い方について考える取組を行っている。 

 このように、14 件の文献による、障害理解授業のこれまでの取組の分析からは、最初は、

各障害の特性を授業で考え（障害特性理解）、そこから各障害による困難さを子ども達自ら

体験や経験することを通して、さまざまな障害のある人が抱える困難さに対して理解する

ことや、困難さを抱える人達に対して、各々の児童が今後どのように向き合っていくのか

を考える（今後の日常的な関わりの中で障害のある人について理解していくようにするた

めの）授業の展開が多かった。 

（大崎博史・竹村洋子・玉木宗久・藤田昌資） 

 

２．障害理解授業の実際 

 

本章のⅡにおいて調査対象となったＡ小学校では、令和２年度に「多様性を尊重し、互

いを認め合える児童の育成」を研究主題に掲げ、年間を通して全校で障害者理解に関する

取組が実施された。ここでは、その取組のうち授業に焦点をあてて報告する。 

なお、Ａ小学校の学校研究においては「障害者理解授業」と表記していたが、意味は本

研究の「障害理解授業」とほぼ同義であることから、ここでは「障害理解授業」と表記す

る（再掲）。 

 

（１）障害理解の捉えと授業を通して期待される児童像 

学校全体を通して、「様々な人の存在やその人の気持ちを自分ごととして捉え行動できる

子ども」を目指す児童像とし、障害理解授業が取り組まれていた。さらに、学齢ごとには 

（低学年）互いのよさや違いに気付き、みんなで助け合って活動できる子ども 

（中学年）障害について知り、自分にできることを考え、行動できる子ども 

（高学年）障害のある人やいろいろな人の気持ちに寄り添って、主体的に行動できる子ども 

が挙げられていた。 
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授業実施の前提として、障害者理解の段階には、「１．気づく」「２．知る」「３．心で感

じる」「４．考え、行動する」の４つの段階があること、さらに、順を追って進むとは限ら

ず、「知る」と「心で感じる」は、個々の経験や理解の状況などにより、スパイラルに理解

が深まっていくものと捉えられていた。 

 

（２）「障害理解」の授業の観点 

授業は、１年生は自己理解、２年生は他者理解、３年生は地域、４年生は福祉、５年生

は福祉と環境、６年生は国際理解とそれぞれ重点が置かれ、異なる角度から、障害理解に

ついて扱われるよう計画されていた。また、体験や交流活動などを単発で進めず、生活科・

総合的な学習の時間を中心として、教科横断的に理解を深めるように計画されていた。指

導の観点として、①自分の物の見方・考え方に目を向け、「変わった・広がった・深まっ

た」という経験や過程を重ねていくための単元構成や 1 単位時間を工夫すること、②多様

な人々との関わりの中で、相手を知り、活動や感情を共有するための場面設定を工夫する

ことの２つが示されていた。 

  

（３）授業の成果と課題 

授業実施後に検討がおこなわれ、「単元構成」「場面設定」「日常」のそれぞれについ

て成果と課題が報告書（校内資料）まとめられていた。これを抜粋し表Ⅲ－１に整理した。 

単元構成については、「子ども同士が同じテーマについて一緒に取り組むことで、課題

がはっきりしたり、意欲が高まったりした」「『体験』『振り返り』を交互におこなうこ

とで、自身の考え方が整理され、知りたいことが明確になった」「高学年では、グループ

ごとのまとめをポスターにして発表し合うことで子ども同士の対話が生まれた」「総合的

な学習の時間だけでなく、他教科の学習を踏まえて横断的に学習を行うことで、学ぶ機会

を広げることができた」など構成を工夫することで、学びに深まりがでることが報告され

ている。 

また、場面設定については、「当事者から話をきいたり、子ども同士が話し合いをした

りする場面を多く設定することで、自分と同じところと違うところ、同じ考えや違った考

えがあることに気付けた」「様々な立場の人の話を聞いたり、交流をしたりすることで、

多面的な見方、考え方をすることができた」など、当事者と交流することで、学びに広が

りがでたことが報告されている。 

一方、次のような工夫の観点もあがっており、今後、障害理解授業を計画する際の参考

になると考えられた。 

 

・学習のゴールに自分たちの生活に活かすという視点を入れることが大切である。 

・横断的に学習を進めるには、他教科の特性を生かした内容を指導案の中に明記する必要

がある。 
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・あまりに自分と違う存在だというイメージが強くなりすぎると、 自分ごととして捉えづ

らくなるので、対象とする場面や人の設定には工夫が必要である。 

・「社会の壁を乗り越える方法」ではなく、「社会が壁を作らない努力」について考えさ

せることも大切である。 

表Ⅲ－１ Ａ小学校の「障害理解授業」における学年ごとの成果と課題 

成 果 課 題

低学年

・児童と共に振り返ることを通して、ものの見方、考え方が変

わった。

・「やってみる」→「振り返る」→「やってみる」という学習の流れ

にすることで、児童が自分の課題を明確に捉えられた。

 ・工夫する内容を問う際、「道具」と「ルール」など異なるものが想定され

るのであれば、発問の仕方やワークシートに工夫が必要と思われる。

・「誰もが」は誰を想定するのか。ここを明確にすることで目的意識に立ち

戻る必要がある。

中学年

・グループごとにテーマを決めたことで話し合いの焦点が絞ら

れた。

・グループごとにまとめたことをポスターセッションの形でクラ

スの中で発表し合うことで対話が生まれ考えが全体に広まって

いった。

・見学と交流を通して調べたいことを追求したので、課題がはっ

きりとして意欲的に追求活動することができた。

・ 学習のゴールをどこにするのか自分たちの生活に活かすという認識が

足りなかった。

・ 自分たちの考えを共有していくためにはなぜそう思ったのかという話

し合いをさせて深める必要がある。

・ 高齢者のことを考える前に自分の事を考えるという構成にすることで

誰でも支援が必要な場面があり自分事として考える学習になった。

高学年

・総合的な学習の時間だけで扱うのではなく、他教科の学習を

踏まえて、横断的な学習を行うことで、自己理解・他者理解につ

いて学ぶ機会を持つことができた。

・車椅子利用者だけのことではなく、一緒にできることを考え、

意見を伝えることができた。

・横断的な学習を進めるために、他教科の特性を生かした内容指導案の

中に明記する。

低学年

・複籍交流で在籍する児童と交流することで、特別支援学校がど

のような場所かということについても興味を持ち、自分たちと

同じところや違うところがあるということに気付けた。

・ 誰もが楽しめるスポーツという視点から、誰もが楽しめる遊び

や遊びに使うものがどのようなものであればよいかを考えるこ

とができた。

・グループや全体での話し合いの場面を多く設定することで、自

分と同じ考えや違った考えがあることに気付けた。

・ 話し合いの中でアイデア発言力がある子に引っ張られていた。 相手の

気持ち考えを汲み取るのがまだ難しいため、どのように声かけをしてい

くかが課題である。

中学年

・ 自分の祖父母、地域支援センター、特別養護老人ホームの方な

ど、様々な立場の人の話を聞いたり、交流をすることで、多面的

な見方、考え方をすることができた。・

・特別養護老人ホームでの見学を調べ学習の前に設定したことは、高齢者

は大変だというイメージが強すぎて、 自分とは遠い存在だという印象を

持たせてしまった。見学や交流の設定を工夫すべきであった。

高学年

・車椅子の利用されている方の話を聞くことで、社会の壁を乗り

越えて生きるたくましさや願いに気付き、障害への理解を深め

ることができた。

・体の不自由な方や、お年寄りの方への声かけの重要性に気づ

くことができた。

・「社会の壁を乗り越える方法」ではなく、「社会が壁を作らない努力」につ

いて考えることが大切である。

・体の不自由な方にどのような声のかけ方があるのかなどを、子供達で

考えさせる時間が必要である。また、 その話し合いを生かして、実践につ

なげる。

低学年

・帰りの会での“良いところ見つけ"の活動により、授業で友達の

ことを意識したり、友達から認めてもらえたりでき、学級の雰囲

気が良くなった。

・普段から小グループでの話し合いの時間を設けていることで

自分の意見を伝えたり、友達の意見を受け入れたりすることが

できるようになった。

・ 発表する児童や、発表してもらう児童が固定されてきている。 多くの友

達に目を向けたり、誰もが発表できるような画面設定をしていくことも必

要である。

中学年

・児童への声かけは否定で終わらせず、方法を示したり、頑張り

を認めたりするよう心がけることによって、友達同士の声がけ

も優しさが見られるようになった。専科の授業でも安心して活

動に意見を出す姿が見られた。

・ 3・4年生の間で発表を聞き合うなどの交流を計画的に入れると、相手

の立場に立って考えたり、多様性を理解したりすることに繋がっていくと

考える。

高学年

・ 友達との関わり方や自分たちの生きている環境などの問題を

考えることができた。

・学級活動で「相手を思う気持ち」を育むために「ありがとう」を

教員も一緒にたくさんいう環境を作った。

・「自分ファースト」ではなく「他人ファースト」という意識が持て

るよう表示や言葉かけを多くした。

・聞いて、見て、考えたことを日常生活の中で生かすことができているか

どうか。

単
元
構
成
の
工
夫

場
面
設
定
の
工
夫

日
常
の
工
夫
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・子ども自身に何をするとよいかを考えさせる時間が必要であり、考えたことを実践につ

なげることが大切である。 

・話し合いで大切なのは、「なぜ」の部分を共有して考えを深めることである。 

・最初に自分に視点をおいて考えさせる授業構成にすることで、誰でも支援が必要な場面

があることに気付き、自分事として考えられる。 

さらに、授業を効果的なものにするには、日常生活との相互作用が有効と考えられる。

この点について、「他者の良いところ見つけて取り入れたことで、友達のことを意識した

り友達から認めてもらえたりする体験ができ、学級の雰囲気が良くなった」「教員が児童

への声かけを否定で終わらせないよう心がけることにより、友達同士の声がけに優しさ

が見られるようになった」などの成果が報告されており、相互作用の重要性を示すもの

と受け取ることができた。 

 

（４）まとめ 

Ａ小学校では、本授業に取り組む前後に児童と教員に意識調査をしている。その結果、

「障害のある人が困っていたら、声をかけようと思うか」という設問に、「とても思う」

と「思う」を選んだ児童が75％から84%に増えたこと、どの学級でも「気付き」の段階から

「考え、行動する」 の段階に推移したと報告している。 

授業という限られた枠の中でだけでなく、自分以外の存在に理解を示し、その態度や姿

勢を日常的に感じられることで、子どもたちの意識も育つものであろう。１つの学校事例

ではあるが、こうした成果は、学校教育において学級経営と授業の結び付けが重要である

ことを示していると考えられる。 

（伊藤由美） 

 

３．障害理解授業構成の視点の提言 －こんな視点で授業ができたらいいな－ 

  

上述のように、研究チームでは障害理解授業に関する研究論文の整理、合わせて研究協

力校であるＡ小学校での取組を整理・分析した。その過程で、研究チームでは障害理解授

業について、それぞれの経験も踏まえて議論を重ね、そのあるべき方向性について考えて

きた。その中で、以下に示す３つの視点が、障害理解授業を行う上で大事にすべき内容と

して整理できた。 

 

（１）「障害特性理解」ではないこと 

 いわゆる障害理解授業と言われるものの中には、例えば「自閉症スペクトラム」「限局性

学習症」等、障害の特性そのものについて学ぶ授業がある。先にあげた障害理解授業の実

践に関する文献の中にもそれらを扱ったものは数多く存在する。そこではそれぞれの行動

や認知の特性を他者、この場合、多くは同じクラスにいる友達への理解を促すものであろ
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う。このような授業を実施することで、それぞれの障害に関する基本的な知識、成因、行

動特性、生活上や学習上の困難さの実際、対応の基本的な知識や方法の一部を得ることは

可能であると考えられる。結果として、当該児童生徒への他の児童の係わり方やコミュニ

ケーションの改善の一助となると考えられる。しかし一方で、そこで示される一般化した

障害の臨床像とクラスで日々接している児童生徒とのそれとが必ずしも重ならないことも

容易に推察できる。また「○○障害はこういう障害」という表層的な知識だけを植え付け

るのみになってしまったり、「□□さんは○○障害だから」と固定観念を受け付けてしまっ

たりする危険性を否定できない。 

 大事なことは、授業が障害の特性理解に止まるのではなく、日常的な係わりの中でその

児童生徒について理解していくきっかけとなることであろう。そしてそれは特別なもので

はなく、他のクラスの友達との間にも当然ある人格や性格の差異を学ぶことの延長上にあ

るものとして位置付けることが望ましいと考えられる。 

 

（２）「障害」による困難さは環境（人、もの、活動）との間に生じる部分が大きいと捉え

ること 

 過去の障害観によれば、障害は個人にのみ存在し、その克服と軽減はあくまでも個人の

努力に委ねられていた。しかし、この考え方は大きく変わった。本章でも述べたように（Ⅰ

－２）、世界的な障害観の転換により、個人の要因の影響はありつつも、同時に環境の要因

も大きく影響することが考慮されるようになり、それぞれの相互作用でその軽重が定まる

と考えられるようになってきた。そこで大事なことは、当事者が直面する困難な状況への

改善を、当事者個人の努力と働きかけのみによって図るだけではなく、それ以上に、環境

面へのアプローチ、すなわち、当事者の周囲にいる人間がその困難さを理解し、積極的に

それを取り除こうとする試みが大切であると考えられるようになった。収集した実践事例

の中にも、疑似体験によって、その子の立場で考えることを通じて、ものの見方や行動の

とらえ方が大きく違うことへの気付きを促す試みが設定されているものがある。そのよう

な学習を重ねることで、他者に対して多様な視点で理解しようと試みる機会に触れ、障害

のある児童生徒への理解が深まり、より豊かなコミュニケーションが生み出される可能性

が高まると考えられる。 

  

（３）共に生きていくという姿勢を示すこと 

 したがって、障害理解授業の目標は、学びが蓄積されていく過程で単に異なるものとし

て障害のある児童生徒を理解することではない。自らにはない考え方や行動の特性に思い

を致し、他者を知り、理解するように努める中で新たな人間理解の視点を得ることが目標

となると考えられる。繰り返しになるが、それは単に特別な存在として障害のある人を理

解するという限定されたものではなく、広く周囲のすべての他者理解に共通した考え方の

基本である。文部科学省（2019）が作成し全国の小・中学校に配付した「心のバリアフリ
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ーノート」においても同様に、障害を「社会モデル」の枠組みで捉え、「社会や周りの環境

の問題」として考える授業パッケージが紹介されている。このような学習によって、最初

は自分とは別のもとして位置付けられていた他者の中に、次第に自分と重なる部分の存在

に気付き、他者を自分と置き換えて考えること、すなわち「自分事」として考えることが

徐々にできるようになることが期待されている。 

障害理解授業を展開する中では、時に教師の思い描いた目標や授業のねらいとは異なる

理解をする児童生徒がいるかもしれない。しかし、それを誤りとしてしまっては多様な考

え方を否定することになる。児童生徒が考えたことを認め、その上で、また新たな学習活

動を提案し、その中で再度、考える機会を繰り返し提示する。小学校生活の６年間を通じ、

発達段階に応じた様々な形の学習を教育課程に位置付けることが大事である。そうした学

習を通じて、児童生徒の中に多様性への理解を醸成し、日常的な学習との往還の中で「小

さな共生社会」を実現していくことが、未来の我が国の共生社会の担い手の育成につなが

るのではないだろうか。 

（杉浦 徹・伊藤由美・大崎博史・青木高光・坂本征之） 
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Ⅳ．まとめ 

 

 インクルーシブ教育システムの理念を子どもたちにどのように伝えることができるかを

検討し提案することが本章の目的であった。ここでは、本章で検討し明らかになったこと

を整理する。 

 

（１）今後の我が国の教育が目指す姿とインクルーシブ教育システムの理念 

 本章ではまず、学習指導要領改訂の背景等の検討から、障害の有無にかかわらず今後の

教育全般において重視すべきことを検討した。いま、学校で学ぶ子どもたちには 10 年後の

「予測困難な時代」に主体的に関わり、社会や人生をよりよいものにしていく力が必要で

ある。学習指導要領は「主体的・対話的で深い学び」の実現により、子どもたちが「予測

困難な時代」を生き抜くための「資質・能力」を育むことを求めている。学びが対話的で

あるためには、対話の相手である他者を理解し尊重できることが前提となる。また、深い

学びとなるためには、自分が考えつかないような（「想定外」の）考えを持つ他者との出会

いが必要である。つまり、対話的で深い学びの実現には、学びの集団が多様な子どもで構

成され、多様性が保障されていることが必須であると言える。 

中央教育審議会(2021)が、これからの学校教育である「令和の日本型学校教育」の姿を

「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの実現」と表現し

たのは、子どもたちの多様性を前提とした教育の充実を目指していると捉えることができ

よう。通常の学級を中心とした学校教育が一層多様性を重視したものになることは、これ

までも多様性を重視し、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を実現してきた特別支援教

育と、融合が図りやすくなる。このことは、教育全体がインクルーシブ教育システムの理

念の実現に向けてともに歩み始めたと考えることができる。 

学校現場においても、既に、知識伝達型授業の限界に気付いており、子どもたちが多様

であることを前提とした授業や学級経営の充実を目指して実践してきた通常の学級の教師

たちがいる。例えば「授業づくりネットワーク」は 1988 年以来、通常の学級の教育におい

てこうした実践の収集や検討を続けて来たが、近年は、その取組の方向性がインクルーシ

ブ教育システムの理念の実現につながることを認識した上で、実践や論考を発信し始めて

いる（授業づくりネットワーク：2017、2020）。 

 また、本章のⅡ及びⅢで検討したＡ小学校の実践においても、日常的な学習や学級経営

において、一人一人の子どもの言動を丁寧に見取り必要な支援をすることはもちろん、「想

定外」の発言を学級全体の深い学びの機会とすることを実践するなど、子どもたちの多様

性の理解と尊重を基調とした授業や学級経営を目指していることが明らかになった。 

 

（２）日常的な学習や学級経営における取組 

 教師が子どもたちに対して「インクルーシブ教育システムの理念とはこうである」と明
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示的に伝えることは少ないかもしれない。しかし、Ａ小学校がそうであるように、例えば

子どもの想定外の言動に直面したとき、教師がそれを受けとめ、周囲の子どもたちと共有

したり、深い学びの機会としたりするなど、子どもたちの多様性を理解し尊重する姿を示

し続けることで、徐々に、その姿が子どもたちに浸透し、子どもたちへの伝播が起こるの

は想像に難くない。こうした「小さな共生社会」が実現したとき、子どもたちにインクル

ーシブ教育システムの理念が伝わったと言えるのではないだろうか。子どもたちにインク

ルーシブ教育システムの理念を伝えることは、こうした日常的な学習や学級経営に埋め込

みながら、日々行うことができると考えられる。 

 

（３）障害理解授業の提案 

 こうした日々の教育的な配慮がなされることに加えて、特別な授業である「障害理解授

業」がなされると、子どもたちのインクルーシブ教育システムの理念の理解が深まる可能

性がある。ただし、障害理解授業が単発で実施されるだけでは子どもたちへの教育的な効

果は少ない。障害理解授業での学びを、子どもたちが日常的な学習や生活に反映させるこ

とができるようなはたらきかけが必要である。 

 また、障害理解授業の内容や方法も留意が必要である。これまでの実践研究でも短時間

の疑似体験や知識伝達型授業だけでは、子どもたちが、障害のある人をかわいそうな存在

や一方的に支援をする対象と捉えてしまうことが課題（久保山：2006）となっていた。Ａ

小学校は、学校全体で障害理解授業に取り組み、教科領域横断による長時間の授業を多学

年にわたって展開した結果、子どもたちは、障害に関する考え方を深め、共生社会につい

て自分事として捉えることができていた。 

本研究では一つの学校での実践のみを検討対象とせざるを得なかったが、その他にも文

献や研究チームメンバーの経験等を検討することで、障害理解授業の実施に向けて、①「障

害特性理解」ではないこと、②「障害」による困難さは環境（人、もの、活動）との間に

生じる部分が大きいと捉えること、③共に生きていくという姿勢を示すことの３点を提案

することができた。 

 

 子どもたちを共生社会の担い手として育むために、インクルーシブ教育システムの理念

を伝えることは重要である。そのため、教師は、10 年後の社会を想像し、今後の我が国が

目指す学校教育の姿を理解した上で、日々の教育活動の様々な場面において多様性を理解

し尊重する姿を子どもたちに示し続けることが求められている。 

なお、本章ではインクルーシブ教育システムの理念を伝えることを主に取り上げた。共

生社会の担い手を育むための学びの機会としては、障害だけではなく、外国の多様な文化

やＬＧＢＴＱ等の理解も重要である。こうした様々な学びの実践が総合的に検討され、共

生社会の担い手を育む教育としてまとめられることが必要であると考える。 

（久保山茂樹） 
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第４章 

 

インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた 

小・中学校の校内研修モデルの作成・検討 

 

 

 

Ⅰ．埼玉県内の小・中学校等における特別支援教育 

に関する持続可能な研修パッケージの提案 

【埼玉県】(長期派遣型) 

 

 

Ⅱ．通常の学級における多様な視点による児童生徒 

理解の充実 

―「児童生徒理解共有シート」の開発― 

【静岡県】（長期派遣型） 

 

 

Ⅲ．多層指導モデルＭＩＭと絵本「かなわね」を 

活用した通常の学級における『温かさ』のある 

教育の推進 

－多様な教育的ニーズを的確に捉えて－ 

【相模原市】（短期派遣型） 
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Ⅰ．埼玉県内の小・中学校等における特別支援教育に関する 

持続可能な研修パッケージの提案 

 

１．研究の概要 

（１）背景と目的 

埼玉県では、これまで「インクルーシブ教育システム」の構築に向け、支援籍学習を進めるなど

障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶことを追求するとともに、障害のある子どもたち

が必要な指導・支援を受けられるよう、小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支

援学級、特別支援学校といった連続性のある「多様な学びの場」の充実に取り組んできた。そのう

ち小・中学校における通常の学級に関することとしては、一人一人の教育的ニーズに応じた授業づ

くりやユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業実践についてなど、小・中学校等の通常の学

級における特別支援教育についての研究（埼玉県立総合教育センター： 2005、 2009、 2013）や資

料による啓発（埼玉県教育委員会： 2014）に取り組んできた。 

また、平成 28 年度より、本研究所における地域実践研究「インクルーシブ教育システム構築に

向けた研修に関する研究（平成 28 年度～平成 29 年度）」に参画し、小・中学校の校長及び特別支

援教育コーディネーターを対象にした「インクルーシブ教育システム構築に向けた研修プログラム

（以下、研修プログラム）」を開発した。この研修プログラムを活用できるように埼玉県教育委員会

より働きかけを行い、市町村教育委員会と連携を図りながら特別支援教育の充実に向けた体制作り

に取り組んできた。 

平成 30年度からは「インクルーシブ教育システムの理解啓発に関する研究（平成 30年度～令和

元年度）」として小・中学校のインクルーシブ教育システムの理解啓発に向けて必要な取組や研修

等の在り方について検討し、効果的な研修の方法を提案することを目的とした研究に取り組んでき

た。平成 30 年度の研究では、埼玉県内の小・中学校における特別支援教育の研修について実態把

握を行った。それを受けて令和元年度は小・中学校の教員の取組を「みんなが分かる授業づくりア

イデアシート」として整理し、このアイデアシートと授業後の研究協議会を活用した研修モデルを

検討した（表Ⅰ－１）。これにより、研究協力校において教員が主体的に児童・生徒の個別の教育的

ニーズについて考えることや、意見交換することを促すことができた。また、次年度以降の課題と

して指導案作成、授業実施、研究協議の進行、「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」（以下、

アイデアシート）の活用の手立てを冊子にまとめることによって、どの学校でも研修を実施できる

ようにしていくことが挙げられた。 

表Ⅰ－１ 昨年度研究の主な成果物 

成果物 概要 

「みんなが分かる授業づくり 

アイデアシート」 

・小・中学校の教員への質問紙調査から得られた「教室環境の工夫」と

「授業づくりの工夫」を目的ごとの９項目、および「学級全体に対し

ての配慮」「個別の配慮」に分類 

アイデアシートを活用した 

研修モデル 

・指導案に指導の工夫を明記（アイデアシートを参考に、書式任意） 

・研究授業の実施（参観者は事前にアイデアシートを参照） 

・研究協議（75分構成、付せん紙を活用） 
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そこで本研究では、昨年度作成した「みんながわかる授業づくりアイデアシート」と研修モデル

を基盤とし、どの学校でも取り組むことができ、かつ継続的にインクルーシブ教育システムへの理

解を深めていけるような“持続可能な研修パッケージ”の作成を目指すこととした。また、この研

修パッケージの作成を通して、インクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するための小・中学

校等における研修の在り方について考察することを目的とした。 

 

（２）研究の構造 

本研究の全体の構造を図Ⅰ－１に示した。はじめに研究１として、昨年度の研究成果や文献をも

とに研修パッケージ（案）を作成する。研究２として、この研修パッケージ（案）について指導的

立場にある埼玉県内市町村教育委員会の指導主事等を対象とした質問紙調査を行い、意見を聴取し

たうえで研修パッケージ（改訂版）を作成する。研究３として、この研修パッケージ（改訂版）を

研究協力校において実践してもらい、効果の検証や研修の改善に向けた意見聴取を行い、研修パッ

ケージ（完成版）を作成する。これらの取組を通して、インクルーシブ教育システムの理解啓発を

推進するための小・中学校等における研修の在り方について考察を行う。 

 
図Ⅰ－１ 研究の構造 

（３）研究協力機関及び研究協力校 

埼玉県教育委員会より研究協力機関２市を選定した。また、各市教育委員会が研究協力校を１～

２校ずつ選定した。（表Ⅰ－２） 

表Ⅰ－２ 研究協力機関および研究協力校 
研究協力機関 研究協力校 

入間市 
Ａ中学校 

Ｂ小学校 

春日部市 Ｃ小学校 
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２．研究１ ：研修パッケージ（案）の作成 

（１）目的 

昨年度研究の成果や課題、および教員研修や人材育成に関する文献をもとに、研修パッケージの

位置付けや、多くの小・中学校等における“持続可能な研修”の要件を検討し、研修パッケージの

素案を作成することを目的とした。 

 

（２）研修パッケージの位置付け 

研修パッケージを作成するにあたり、改めて研修を実施する目的について整理する。本研修はイ

ンクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するに当たり、小・中学校等の通常の学級の授業を行

う教員を対象として、一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくりを推進するためのものである。 

昨年度研究の成果物である「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」等の活用を通して、子

どもの姿や行動を丁寧に見て指導の工夫を考え、よい実践やアイデアを他の教員と共有する。これ

を持続的に繰り返すことで、全ての子どもたちが学ぶことの意義を実感できる環境を整え、一人一

人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことを目的とした。 

また、本研修パッケージにおいては“特別支援教育”や“インクルーシブ教育システム”といっ

た用語の使用は極力控え、目指す授業づくりの在り方として“みんなが分かる授業づくり”という

表現を用いることとした。本研究および本研修パッケージにおける“みんなが分かる授業づくり”

の定義は以下のように設定した。 

〇“みんなが分かる授業づくり”の定義 

一人一人の教育的ニーズに応じた学級全体および個別の指導の工夫を行うこと 

 

（３）持続可能な研修 

どの学校でも取り組める“持続可能な研修”とはどのような研修であるのかについて検討するに

あたり、下記の２つの観点から検討を行った。 

 

〇学校を取り巻く環境 

昨年度までの地域実践研究（国立特別支援教育総合研究所, 2020）の結果にもあるように、小・中

学校においても特別支援教育に関する研修が行われ、通常の学級で授業を担当している多くの教員

が特別な教育的ニーズをもつ児童生徒にとって分かりやすくするための授業の工夫を行っている。 

一方で、「これからの学校教育を担う教員の資質能力について～学び合い、高め合う教員育成の

コミュニティの構築に向けて～（答申）」（中央教育審議会、2015）では、学校を取り巻く環境変化

の影響により従前に比べて先輩教員から若手教員への知識・技能の伝承がうまく図られていないこ

とが課題として挙げられている。 

また、「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における

働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」（中央教育審議会、2019）にもあるように、教

員は多忙であり、特別支援教育に関することのみに多くの研修時間を割くことができない現状が推

察される。 
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○教員の主体的な学び 

「これからの学校教育を担う教員の資質能力について～学び合い、高め合う教員育成のコミュニ

ティの構築に向けて～（答申）」（中央教育審議会、2015）では、教員の研修のあり方として、主体

的・協働的な学びの要素を含んだ研修への転換の必要性や学び続けるモチベーションを維持できる

仕組みを構築することの重要性について述べられている。 

昨年度の研究では、実際に教員が行っている授業を出発点とし、教員同士の話し合いを通して具

体的に良かった点を振り返ったり、「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」を参照しながら

改善案を考えたりするという研修モデルの実施により、教員の主体的な意見交換が行われていた。 
 

以上の検討から、本研究においては持続可能な研修のコンセプトを、「少ない負担でできる研修」、

「主体的に取り組める研修」、「効果を実感できる研修」、「良い実践を共有・継承できる研修」の４

点に整理した。研修パッケージを作成するにあたり、このコンセプトの各要素について反映したこ

とを表Ⅰ－３に示す。 

表Ⅰ－３ 持続可能な研修のコンセプト 

要素 研修パッケージ作成に反映した事項 

少ない負担でできる研修 ・研究協議を短時間で行えるようにする 

・指導案の書式を簡便なものにする 
 

主体的に取り組める研修 ・教員の課題意識に基づいた協議テーマを設定する 
 

効果を実感できる研修 ・実際に行っている授業の工夫について検討を行う 
 

良い実践を共有・継承できる研修 ・付せん紙を用いた話し合いを行うことで、教員同士の情報交換を

行う機会を設ける 

 

（４）研修パッケージの構成の検討 

上述の研修パッケージの位置付けと持続可能な研修に関する検討をもとに考えた研修パッケー

ジの構成を表Ⅰ－４に示す。まず、昨年度の研究成果物である③「みんなが分かる授業づくりアイ

デアシート」に加えて④指導案に添付するシートと⑤研究協議の進め方の資料を作成し、研究２に

おいて意見を聴取することとした。また、研修パッケージの完成までに研修の全体的な進め方につ

いて記した①研修担当者用の手引きの資料、基礎知識等を伝達する研修の代わりとして②特別支援

教育の視点に基づいた授業づくりに関する資料、研修効果の定着に向けて⑥管理職へのお願いを作

成することとした。 

表Ⅰ－４ 研究１時点での研修パッケージの構成案 

構成物 作成状況等 
研究２での 

意見聴取 
①研修担当者用の手引きの資料 完成版までに作成予定  
②特別支援教育に関する資料 完成版までに作成予定  
③「みんながわかる授業づくりアイデアシート」 昨年度の研究成果を利用 〇 
④指導案に添付するシート 研究１で作成 〇 
⑤研究協議の進め方 研究１で作成 〇 
⑥管理職へのお願い（研修効果の定着に向けて） 完成版までに作成予定  
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（５）研修パッケージ（案）の作成 

研究１時点で作成した構成物、および昨年度の成果物に修正を加えた事項について記す。 

①みんなが分かる授業づくりアイデアシート 

・研修パッケージ設計者や研修パッケージ活用の経験者がいなくてもシートを活用できるように、

説明文を添付した。 

・内容については昨年度研究の成果物をそのまま活用した。 

②指導案添付シート 

・学校や市町村によっては指導案の書式やページレイアウトが決まっている場合もある。そこで、

新しい項目を追加するにあたり、指導案中に所定の記入枠を挿入するのではなく、別紙として

添付するためのシートを作成した。 

・小学校学習指導要領（平成 29年告示）の各教科等の解説（文部科学省, 2017）では、新たに学

びの過程で考えられる「困難さの状態」に対する「指導上の工夫の意図」と「手立て」が構造

的に記されている。そこで、指導の工夫を記入する欄については、この３つの観点を意識した

書式とした。 

③研究協議の進め方 

・昨年度研究で作成した研修モデルでは、研究協議を 75 分構成としていた。この研究協議をよ

り多くの学校で、多くの回数を実施できるようにすることを目的に15分程度の構成に改めた。 

・短時間での協議を実現するために、話し合いのグループの人数を３～４人に設定した。 

・準備を手軽に行えるようにするために、意見を書いた付せん紙を貼り付ける紙を模造紙からA3

サイズのコピー用紙に改めた。 

 

（６）まとめ 

研究１では、改めて研修パッケージの位置付けや“持続可能な研修”であるための要件等を検討

したうえで、研修パッケージの構成を検討し、研修パッケージ（案）を作成した。 

よりよい研修を設計するためには、研修の評価方法を検討する必要がある。Kirkpatrick & 
Kirkpatrick（2016）は“カークパトリックの新４レベル”として、「レベル４：成果」と「レベル

３：行動」に焦点を当てた研修設計と評価の重要性を説いている。そこで、研究２（指導主事等を

対象とした質問紙調査）と研究３（学校での実践）を通してこのパッケージの改善を図るにあたり、

学校現場での取り組みやすさに関することに加えて、研修実施による教員の授業づくりの変容や、

それによる児童生徒の変容についても意見聴取を行い、研修パッケージの改善に活かすこととした。 

 

３．研究２ ：質問紙による意見収集と研修パッケージ（改訂版）の作成 

（１）目的 

研究１で作成した研修パッケージ（案）について、指導的な立場である市町村教育委員会の指導

主事等から意見を聴取し、その結果をもとに内容の改善・充実を図り、研修パッケージ（改訂版）

を作成することを目的とした。 
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（２）調査対象 

埼玉県内の全市町村教育委員会（63市町村）の特別支援教育に関する業務を担当する指導主事等

を対象とした。 

 

（３）調査手続き 

質問紙調査の実施にあたっては、趣旨の説明文、および研修パッケージ（案）とあわせて、質問

紙を各市町村教育委員会に郵送した。 

質問項目は「Ⅰ 基本情報」３項目、「Ⅱ 小・中学校等の通常の学級での特別支援教育の実施状

況について」１項目、「Ⅲ 研修パッケージ（案）の活用について」７項目、「Ⅳ みんながわかる

授業づくりアイデアシートの内容について」２項目とした。 

 

（４）倫理的配慮 

質問紙調査の倫理的配慮については、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の倫理審査委員

会において承認を得た。各市町村教育長と調査対象者に対して、文書で研究の趣旨について説明し、

調査協力を得た。 

 

（５）調査結果 

①回収結果 

埼玉県内の 63市町村教育委員会へ質問紙を発送し、36件の回答を得た（回収率 57％）。 

②回答者の基本情報 

（ア）指導主事として特別支援教育を担当する年数 
回答者が指導主事として特別支援教育を担当する年数を図Ⅰ－２に示した。指導主事として特

別支援教育を担当する年数については、１年目と２年目で４分の３程度を占めていた。 

 

図Ⅰ－２ 指導主事として特別支援教育を担当する年数 

 

（イ）学校での特別支援教育に関する業務の経験年数 
学校での特別支援教育に関する業務の経験年数を図Ⅰ－３に、経験した特別支援教育に関する

業務の種類を表Ⅰ－５に示した。回答した指導主事のうち、30.6％の回答者が特別支援学級担任

をはじめとした特別支援教育を担当する業務を経験していた。 
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図Ⅰ－３ 学校での特別支援教育に関する 

業務の経験年数 

表Ⅰ－５ 特別支援教育に関する 

業務経験の内訳（複数選択） 

業務の種類 割合 

特別支援学級担任 13.9 % 

通級における指導の担当 2.8 % 

特別支援学校の担任 8.3 % 

特別支援教育コーディネーター 22.2 % 
 

 

③小・中学校等の通常の学級での特別支援教育の実施状況について 

市町村教育委員会による学校への介入状況について表Ⅰ－６に示した。全ての項目について、市

町村教育委員会から何かしらの指導や情報提供等を行っているという回答が８割以上を占めた。通

常の学級における授業づくりに関する項目としては、「個別のニーズに応じた工夫」、「みんなが分

かる授業づくり」の両項目ともに７割程度の市町村が学校訪問時等に直接働きかけており、４割程

度の市町村が研修に組み込んでいると回答した。 

表Ⅰ－６ 市町村教育委員会による特別支援教育に関する取組状況 

項目 

 実施している 

 

実施していない  

無
回
答  

会
議
や
学
校
訪
問
時
に 

直
接
働
き
か
け
て
い
る 

研
修
計
画
の
中
に 

組
み
込
ん
で
い
る 

啓
発
資
料
の
配
布
を 

行
っ
て
い
る 

学
校
で
実
施
で
き
て
い
る 

の
で
働
き
か
け
て
い
な
い 

必
要
性
を
感
じ
て
い
る
が 

働
き
か
け
て
は
い
な
い 

必
要
性
を
感
じ
な
い
た
め 

働
き
か
け
て
い
な
い 

①校内委員会等によるケース会議の
実施  66.7 % 27.8 % 25.0 %  8.3 % 2.8 % 0.0 %  0.0 % 

②教育支援プランＡ・Ｂの作成 
（個別の教育支援計画、 

 個別の指導計画） 

 
80.6 % 25.0 % 36.1 % 

 
5.6 % 5.6 % 0.0 % 

 
0.0 % 

③学級経営や児童・生徒指導におけ
る支援の工夫  63.9 % 38.9 % 30.6 %  8.3 % 5.6 % 0.0 %  5.6 % 

④授業づくりの工夫 １ 
（個別のニーズに応じた工夫） 

 72.2 % 38.9 % 25.0 %  5.6 % 5.6 % 0.0 %  0.0 % 

⑤授業づくりの工夫 ２ 
（みんなが分かる授業づくり） 

 72.2 % 41.7 % 33.3 %  5.6 % 2.8 % 0.0 %  0.0 % 

⑥センター的機能の活用 
（特別支援学校との連携 等） 

 69.4 % 19.4 % 41.7 %  8.3 % 0.0 % 0.0 %  0.0 % 

⑦その他外部専門家の活用 
（臨床心理士、作業療法士 
SC、SSW、巡回支援員 等） 

 
83.3 % 36.1 % 36.1 % 

 
0.0 % 2.8 % 0.0 % 

 
0.0 % 

⑧「支援籍学習」及び 

「交流及び共同学習」の実施 
 50.0 % 13.9 % 47.2 %  0.0 % 8.3 % 8.3 %  0.0 % 

 

④研修パッケージの活用について 

（ア）指導案添付シートについて 
指導案添付シートの作成を実施できそうな学校の割合についての回答結果を図Ⅰ－４に示し
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た。市町村内の学校において、どの程度の学校が指導案添付シートを作成することができると思

われるか、という質問に対しては小学校、中学校ともにばらつきが見られた。“９～10 割”の学

校が取り組めそうであると答えた市町村は小学校、中学校ともに 20 %程度であったのに対し、“０

～２割”という回答は中学校の方が多くみられた。 

 

図Ⅰ－４ 指導案添付シートの作成を実施できそうな学校の割合 

 

指導案添付シートを作成する取組を促進する要因についての回答結果を図Ⅰ－５に示した。

“教職員のニーズ・意識が高い”、“管理職のニーズ・意識が高い”、“日頃から工夫を意識してい

る”との回答が多かった。また、その他の回答の中では“研究テーマとして特別支援教育やユニ

バーサルデザイン授業を取り扱っていること”といった趣旨のものが多く挙がった。 

 

【その他 内訳】 割合 

研究テーマとしての設定 8.3 % 

アイデアシートが使いやすい 5.6 % 

教育委員会の働きかけ 2.8 % 

※筆者による要約・分類を行っている 

図Ⅰ－５ 指導案添付シート作成の取組を推進する要因（複数選択） 

 

指導案添付シートを作成する取組が進まない要因についての回答結果を図Ⅰ－６に示した。

“作成する時間がない”、“教職員のニーズがない”、“管理職のニーズがない”を選んだ割合が大

きかった。また、その他の要因としては“新しい書式への抵抗感”等が挙げられた。 

 

【その他 内訳】 割合 

新しい形式への抵抗感 5.6 % 

普段から個への意識・対応ができている 2.8 % 

教科のねらいが優先される 2.8 % 

各教員の指導法が確立されている 2.8 % 

市町村の書式が確立されている 2.8 % 

研修パッケージの理解が不十分 2.8 % 

※筆者による要約・分類を行っている 

図Ⅰ－６ 指導案添付シート作成の取組が進まない要因（複数選択） 

 

（イ）研究協議の進め方について 
研究協議の進め方を実施できそうな学校の割合についての回答結果を図Ⅰ－７に示した。市町

村内の学校において、どの程度の学校が提案した形式での研究協議を行うことができると思われ
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るか、という質問に対しても指導案添付シートの作成と同様に、小学校、中学校ともにばらつき

が見られた。“９～10 割”の学校が取り組めそうであると答えた市町村は小学校、中学校ともに

３分の１程度であったのに対し、“０～２割”という回答は中学校の方が多くみられた。 

 

図Ⅰ－７ 研究協議を実施できそうな学校の割合 

 

提案した形式による研究協議の取組を促進する要因についての回答結果を図Ⅰ－８に示した。

“教職員のニーズ・意識が高い”、“管理職のニーズ・意識が高い”、“日頃から工夫を意識してい

る”との回答が多かった。また、その他の要因としてふせん紙を使った協議の方法に慣れている

といった旨の回答が多く挙がった。 

 

【その他 内訳】 割合 

類似の協議方法に慣れている 19.4 % 

校内研修のテーマに設定されていれば可能 2.8 % 

教育委員会の働きかけがあれば可能 2.8 % 

※筆者による要約・分類を行っている 

図Ⅰ－８ 研究協議の取組を推進する要因（複数選択） 

 

提案した形式による研究協議の取組が進まない要因についての回答結果を図Ⅰ－９に示した。 

“研究協議に追加する時間がない”という回答が半数近くを占めた。それに次いで“教職員にニ

ーズがない”、“管理職にニーズがない”といった回答が多かった。また、その他の要因としては

学校で設定した校内研究テーマや研修課題との競合が多く挙げられた。 

 

【その他 内訳】 割合 

校内研究・研修テーマとの競合 8.3 % 

普段から個への意識ができているので不要 2.8 % 

新しい取組への負担感 2.8 % 

内容の理解が不十分 2.8 % 

※筆者による要約・分類を行っている 

図Ⅰ－９ 研究協議の取組が進まない要因（複数選択） 

 

（ウ）研修パッケージを活用できるようにするための意見 
研修パッケージをより活用できるようにするための意見を自由記述形式で尋ねたところ、以下

のような意見が挙げられた。（表Ⅰ－７） 



 

- 78 - 

表Ⅰ－７ 研修パッケージの改善案 

分類 主な意見（一部要約） 

みんなが分かる授業づくりアイ

デアシートについて 

・先生方が日頃困っていることを一覧にして、そこからアイデアシートに導

くと使う人が増えると思う 

・アイデアシートの項目を精選する 

指導案添付シートについて 
・指導案の中に特別支援の視点として項目を入れるという形の方が全体

的に広めやすく継続もしやすいのではないか 

研究協議の進め方 ・付せん紙の色分けをした方がよい 

ニーズ、意識付けの重要性 

・研修パッケージの内容というより、通常の学級の中で「一人一人の教育

的ニーズに応じ対応が必要である」という視点を教職員がしっかりともつ

というような意識改革が必要だと思う。 

・「障害のある子もない子も共に学ぶためにはどうすればよいか？」この

意識改革を行っていくことで、研修はより充実すると思う 

効果、効率を上げるため 

の工夫 

・現状でも様々な工夫を取り入れて現場は実践している。新たな仕様を導

入するには、「この手法がいかに効果的か」を理解してもらう必要がある

と思う。 

・時間をかけずに取り組めるようにする 

校内研修・校内研究への 

位置付け 

・主題にせまるための研究の視点の一つとして組み入れることは可能だと

考える 

・校内研修の一つとして年間計画に位置付ける 

教育委員会等からの 

情報発信 

・埼玉県教育課程委編成要領（指導資料、評価資料）の中ですべての教科

においてこのパッケージが組み込まれていれば、間違いなくどの学校で

も実施・活用できると思う 

 

⑤「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」について 

（ア）構成、分量等についての意見 
「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」の構成や分量についての意見を自由記述形式で

尋ねた結果のうち、主な意見を表Ⅰ－８に示した。分量に関しては、充実していてよいという意

見と、分量が多くて使いにくいのではないかという意見がそれぞれ複数件挙げられた。 

表Ⅰ－８ 「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」に関する意見 

分類 主な意見（要約） 

シートを使いやすくする

ための手段 

・あてはまるアイデアを探すのが大変なので、アイコン形式で表示し、学

級全体と個別を色分けすると良い。 

・電子データとして、児童・生徒の実態から工夫が検索できるとよい。 

分量に関すること 

・多くの項目から児童生徒の実態により近いものを選ぶことができるの

で、大変参考になる。 

・情報がとても多いので、ありがたい反面どこまでやっていいか困る。 

・「日ごろの授業に生かす」意味では有益であるが、「指導案に添付するシ

ートを作成するため」に見る（見直す）のには多い。前者については既

存のものを活用し、後者についてはもう少し項目を絞った概要版のよう

なものがあると良いと感じる。 

記述内容に関すること 

・具体的に書かれていて、とても活用しやすいと思う。 

・初任者研修等で、日頃から配慮することとして理解することにも生かせ

ると思う。 

・特別支援教育の視点からならもう少し具体的な内容が必要ではないか。 

（イ）アイデアシートに記述された手立てについての修正案 
昨年度研究で作成した「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」（国立特別支援教育総合
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研究所, 2020）に記されている、具体的な手立ての文章についての修正意見を求めたところ、以

下のような意見が挙げられた。（表Ⅰ－９） 

表Ⅰ－９ アイデアシートに記述された手立てについての修正案 

箇 所 回 答（一部要約） 

１-全体⑤ 

５項目目 

・男女別という表記は LGBTの方への配慮が欠けているように思う。 

・「給食着入れを男女別グループごとに入れられる箱」は何故男女別なのか。「男女別、番号別（①～⑤、

⑥～⑩）、グループ別等」という表現はどうか。 
 

２-全体① 

１項目目 
 

・「教室前面は学校目標など必要最低限にして」を追加したほうがいい。  

２-全体② 

１項目目 

・「明日の予定を～写真で予定を見ながら～」写真とは、行事や教科を想起する絵カードのようなものか。

それとも担任がノートに書いたものを写真に写したものか。拡大投影機や PC で TV に映すこともでき

る。そのことが分かるような表記がよいと思う。 
 

２-全体③ 

２項目目 

・「今日の予定を～」では、タイミングについて触れられていないようにも取れるので、「今日の予定を朝

の会で～」としてはどうか。 
 

４-全体③ 

複数項目 

・「活動の流れを示す」という内容で複数の配慮が示されているが、もう少し精選してもよいのではないか

と感じる。 
 

９-全体④ 

７項目目 

・"「〇」を付ける"の前に「児童が記入した回答や意見・感想等」を追記する 

 

（６）考察 

①指導案添付シートと研究協議の進め方について 

指導案添付シートと研究協議の進め方については、それぞれ取り組むことができそうな学校の割

合、また取組を促進する要因と阻害する要因について尋ねた。その結果、指導案添付シートと研究

協議の進め方のどちらも同じような回答の傾向が見られた。 

取り組めそうな学校の割合については、「０～２割」という回答から、「９～10 割」という回答ま

で、ばらつきが見られた。この結果の要因として次の 3 点が考えられた。まず、回答者によって質

問の捉え方に差異があったのではないか。次に、各市町村によって子どもや学習集団の実態（学習

環境、学習状況等）の違いが反映されたのではないか。そして、これまでの市町村ごとの特別支援

教育に関連する取組や研究協議の進め方の推進状況の違いが反映されたのではないか、と考えた。 

取組を促進する要因としては「教職員のニーズが高い」、「管理職のニーズが高い」、そして日頃か

ら指導の工夫や話し合い行っているという回答が多かったのに対し、取組を阻害する要因としては

「時間がない」「教職員のニーズがない」「管理職のニーズがない」という回答が多かった。また、

研究協議に関しては、阻害要因として学校が掲げている研究テーマとの競合という意見も複数挙げ

られていた。教科の指導法等の研究を推進する学校においても、個別の教育的ニーズに対応した指

導について過度の負担なく検討できるような研修の進め方についても検討する必要性がある。 

②「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」について 

「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」については、昨年度研究の成果物に説明文書を添

付したものについて意見を収集した。分量に関する意見が多く、その中で「分量が多い」という旨

の意見と「充実していてよい」という旨の意見の両方が多く挙がった。これらの意見を総合すると、

短時間で概要を知りたい教員にとっては分量が多く、じっくりと指導の工夫について考えたい教員
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にとっては十分な分量である、と考えられた。どの学校でも取り組める研修づくりを目指すにあた

っては、研究 3において実際に小・中学校の教員に実践していただき、その感想等を踏まえながら

どちらの教員のニーズにも対応できるようにするための工夫を検討していくこととした。 

③全体に関すること 

研修パッケージの改善案を尋ねる質問に対して、指導案添付シートの書式や研究協議の進め方に

関する意見よりも、教職員に「一人一人の教育的ニーズに応じた授業づくり」に対する必要性を認

識してもらうことが必要であるといった意見や県教育委員会、市町村教育委員会による周知方法に

関する意見が多く挙げられた。 

今回の質問紙調査の結果を受け、研修をより多くの学校で取り組めるようにするためには、研修

にかける時間や手間という阻害要因を教職員や管理職のニーズが上回るように、研究 1で掲げたよ

うな「負担が少ない研修」と「効果を感じられるような研修」を意識した改善を進めていく必要が

あると考えた（図Ⅰ－10）。 

 

図Ⅰ－10 多くの学校で取り組める研修のイメージ 

 

（７）パッケージ（修正案）の作成 

質問紙の結果を受けて研修パッケージ（修正案）を作成した。今回改善を行った事項と、完成版

に向けて継続的に検討する事項を表Ⅰ－10に示した。 

「みんなが分かる授業づくりアイデアシート」については、実際に小・中学校の教員が行ってい

る指導の工夫が具体的に伝わるように表現を要約しすぎないようにしたという昨年度の研究の経

緯を踏まえ、今回の質問紙調査で挙がった表現の修正案を一部適用するだけに留めた。 

研究協議を行う時間を確保することが難しいという意見が多く挙がっていたことを受け、研究協

議を行わない場合に指導者（管理職等）との振り返りの進め方を新たに作成した。指導案添付シー

トについては、この指導者との振り返りを行う際のワークシートとしてそのまま活用できるように、

授業後および参観中にメモを取るための記入欄を新たに設けた。 

また、研究協議の進め方については進め方が簡便になるように、ふせん紙を貼る用紙が１枚で済

むように手続きの修正を行った。 

研修を推進するための意見として多く挙がった、教員の「一人一人の教育的ニーズに応じた授業
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づくり」に対する必要性を高めるための手立てとしては、研修パッケージの完成版の作成までの過

程で、通常の学級における特別支援教育に関する基本的な事項を説明する資料を作成し、研究３の

一環として研究協力校の教員および管理職から意見を聴取し、改善を行うこととした。 

 

表Ⅰ－10 質問紙結果を受けての主な改善点と今後に向けた検討事項 

 改善点等 今後に向けた検討事項 

アイデア 

シート 

・原則として項目の追加・削除は行わなかった 

・手立ての文章を３項目修正した 

 

・説明文書の中に要約版を作成する 
 

指導案添付 

シート 

・協議ができない場合の「振り返り」を行うワー

クシートとして使えるように、メモをする記入

欄を設けた 

・指導の工夫を記入する枠について、「対象の

児童生徒→指導の工夫→こうなってほしい

（指導の意図）」という時系列になるように配

置を変更した 

 

・シートとして添付するのではなく、同

内容を本文中に位置付ける形式も掲

載することを検討する 

研究協議 

の進め方 

・用紙１枚でできるように流れを修正 

・付せん紙を３色使用するように修正 

・研究協議を行えない場合も想定し、協議を行

わないパターンとして指導者との「振り返りの

進め方」を作成した 
 

 

全体に 

関すること 

 ・“みんなが分かる授業づくり”（研修）

の必要性を伝えられるように、完成

版までに説明資料を作成する 
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４．研究３ ：研修パッケージ（改訂版）に基づいた研修実施と研修パッケージ（完成版） 

の作成 

（１）目的 

研究２で作成した研修パッケージ（改訂版）を小・中学校等の通常の学級において実践し、小・

中学校等の通常の学級の教員等から研修パッケージ（改訂版）の実践を踏まえた意見を聴取し、研

修パッケージの改善・充実を目指すことを目的とした。 

 

（２）方法 

①対象 

研究協力校３校（A中学校、B小学校、C小学校）の教員および管理職を対象とした。 

②手続き 

（ア）研究協力校への依頼内容 
７月に各校を訪問し、管理職に対し研究の概要を説明し、本研究に関する事項の担当者と協力

内容や研修実施日程等について調整を行った。原則として年次研修等のもともと予定されている

研究授業を対象に研修パッケージを実施していただくように依頼した。基本的な依頼内容は表Ⅰ

－11に示した通りであり、大きく分けて「研修パッケージの実施」、「研修実施直後の調査」、「研

究協力期間終了時の調査」の３つである。 

「研修パッケージの実施」としては、授業者による指導案添付シートの作成と研究授業の実施、

そして教職員が参加して行う研究協議の実施を依頼した。 

「研修実施直後の調査」は研修パッケージの使用感を中心に意見を収集する目的で、研究協議

を実施した直後に授業者を対象としたインタビュー（以下、授業者インタビュー）と、研究協議

に参加した教員を対象としたアンケート（以下、協議参加者アンケート）を実施した。 

「研究協力期間終了時の調査」は教員の授業づくりや、その結果としての児童生徒の変容とい

った研修の成果や、持続可能な研修パッケージの作成を目指すに当たっての改善案等について意

見を収集することを目的としたものである。具体的には、教職員を対象としたアンケート（以下、

教職員まとめアンケート）と管理職や特別支援教育コーディネーターを対象としたインタビュー

（以下、管理職等インタビュー）を実施した。このとき、別途作成した小・中学校の通常の学級

での特別支援教育に関する事項をまとめた資料「“みんながわかる授業づくり”を目指して」を配

布し、それぞれ教職員まとめアンケートと管理職等インタビューの中で感想や改善案について意

見を収集した。 

（イ）各研究協力校での研修実施計画 
各校との調整の結果、A中学校では２回、Ｂ小学校とＣ小学校においては１回の研究授業にお

いて、研修パッケージで提案する手続きによる研究協議を伴う研修を実施することになった。ま

た、各校の実情や管理職からの依頼も踏まえ、Ａ中学校では職員全体に向けた特別支援教育に関

する研修や研究依頼内容の説明、校内の教員が集まって行う研究協議を伴わない研究授業を複数

回実施することになった。また、Ｃ小学校では校内の多くの教員が指導略案に本研修パッケージ
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の指導案添付シートの記入枠を添付して授業を行い、管理職との振り返りを実施した。各校で実

施した事項を表Ⅰ－12に示す。 

表Ⅰ－11 研究協力校への依頼内容 

依頼内容 

（実施時期） 
概要 

研修パッケージ 

の実施 

（９月～１１月） 

指導案 

の作成 

・「みんながわかる授業づくりアイデアシート」を参照し

ながら指導案添付シートを作成し、指導案に添付する。 

研究授業 

の実施 

・校内の教員は指導案や「みんながわかる授業づくりアイ

デアシート」を参照しながら授業を参観する。 

研究協議 

の実施 

・研修パッケージに記載の研究協議の進め方に沿って研

究協議を実施する。進行は研究協力校の教職員が行う。 

研修実施直後の 

調査 

（研修実施当日） 

授業者 

インタビュー 

・研究協議直後に実施。 

・主に研修パッケージの各構成物の使いやすさや改善案

等についての意見を収集する。 協議参加者 

アンケート 

研究協力期間 

終了時の調査 

（１２月） 

教職員まとめ 

アンケート 

・趣旨等の説明文書とともにアンケートを郵送して実施。 

・研修の成果（授業づくりや児童生徒の変容）や持続可能

な研修パッケージ作成に向けた改善案等についての意

見を収集する。 

管理職等 

インタビュー 

・地域実践研究員が学校を訪問して実施 

・研修の成果（教職員および児童生徒の変容）や持続可能

な研修パッケージ作成に向けた改善案についての意見

を聴取する。 

 

表Ⅰ－12 研究協力校での研修等の実施計画 

学校 研修等の実施計画 

A中学校 

・9/7（月） 全体研修（研究概要説明） 

・10/12（月） 研究授業→全体で研究協議 

  ⇒授業者インタビュー・協議参加者アンケートの実施 

・10/27（火） 研究授業（参観） 

・11/9（月） 研究授業→全体で研究協議 

  ⇒授業者インタビューの実施 

・12/9（水） 研究授業（参観） 

・12/10（木） 研究授業（参観） 

・12月 教職員まとめアンケート・管理職等インタビューの実施 

B小学校 

・10/23（金） 研究授業→半数程度の教員で研究協議 

  ⇒研修実施直後の授業者インタビュー・協議参加者アンケートの実施 

・10～11月 指導略案を用いた授業実施 

・12月 期間終了時の管理職インタビュー・教職員アンケートの実施 

C小学校 

・10/21（水） 研究授業→全体で研究協議 

  ⇒研修実施直後の授業者インタビュー・協議参加者アンケートの実施 

・12月 期間終了時の管理職等インタビュー・教職員アンケートの実施 

 

（ウ）埼玉県研究協議会の実施 
12 月にこれまでの研究の報告や成果の確認、および研修パッケージ改善のための協議を行うこ

とを目的として、埼玉県教育委員会、研究協力機関の教育委員会の担当者、および国立特別支援

教育研究所の担当者が集まり、研究協議会を実施した。 
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③倫理的配慮 

インタビュー、およびアンケートの倫理的配慮については、独立行政法人国立特別支援教育総合

研究所の倫理審査委員会において承認を得た。文書と口頭説明により研究協力校の校長の了解を得

た後、調査対象者に対して、口頭と文書で調査の趣旨について説明し、調査協力を得た。 

 

（３）各研究協力校での実施の様子 

①Ａ中学校での実践 

・９月の全体研修では、特別支援教育に関する研修（埼玉県教育委員会の指導主事による）と本

研究の概要および依頼内容の説明を行った。 

・指導案には特別な支援等を必要とする生徒の座席配置と学習状況について簡潔に記していた。 

・１回目の研究協議では、協議のテーマとする生徒の決定に時間がかかったこともあり、協議時

間が 10 分程度延長した。２回目の研究協議では、事前に話し合いのグループごとに参観・協

議の対象とする生徒を決めることにより、ほぼ時間通りに進行した。 

②Ｂ小学校での実践 

・学校では、以前からユニバーサルデザイン授業の取組を行ってきていた。 

・新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、研究協議は半数程度の教員によって実施すること

になった。 

・研究授業以外に、多くの教員が指導略案に“指導案添付シート”の一部を添付して授業を実施

し、管理職との振り返りを実施した。 

③Ｃ小学校での実践 

・学校では、以前からユニバーサルデザイン授業の取組を行ってきており、指導案の中に個別の

配慮等についても記載していた。それを踏まえたうえで、今回の研究協力にあたっては、指導

案添付シートを別途作成していただいた。また、研究協議においてふせん紙を用いる手法も経

験していた。 

・研究協議では、進行担当者がタイマーを用いて一つの活動ごと（テーマ設定、個人の時間等）

に声をかけることで、設定時間通りに協議を進行した。 

 

（４）研修実施直後の調査結果 

①授業者インタビュー 

（ア）みんなが分かる授業づくりアイデアシートについて 
質問項目「指導案を作成するにあたって、“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”をどの

ように使用しましたか。」に対する主な回答は以下の通りであった。 

・自分が以前からやっていたことを、アイデアシートの項目に照らし合わせて意味付けなどを再確認した。 

・普段から心がけていることに加えて、アイデアシートに載っている工夫をいくつか新たに取り入れた。 

 

質問項目「みんなが分かる授業づくりアイデアシートの改善案があれば教えてください。」に対
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する主な回答は以下の通りであった。 

・分量が多くてどれを書けばよいか迷ったので、もう少し分量を減らすと見やすいと思う。 

・イラストや写真など、視覚的に分かりやすくなると良い。 

・索引を付けるなどの工夫をすることで、指導の工夫を調べやすくなると良い。 

 

（イ）指導案添付シートについて 
質問項目「指導案添付シートの“一人一人の教育的ニーズに応じた授業の工夫”は書きやすかっ

たですか。」に対する主な回答は以下の通りであった。 

・書式は書きやすかった。 

・指導案添付シートの記入例が参考になった。 

・この形式で書くことに慣れていないので、子どもと工夫を結びつけるのが難しかった。 

 

質問項目「指導案添付シートの改善案があれば教えてください。」に対する主な回答は以下の通

りであった。 

・“一人一人の教育的ニーズに応じた授業の工夫”の枠は、指導観のところにあると授業内容と関連付け

やすいと思う。 

・“一人一人の教育的ニーズに応じた授業の工夫”の枠は、パッケージで提案している通り、別紙添付で

よいと思う。 

・参観してもらうにあたり座席表を作成したが、作成するのが大変だった。簡単に作成できる書式な

どがあると良い。 

 

（ウ）研究協議の進め方について 
質問項目「研究協議を通して得られたことはありますか。」に対する主な回答は以下の通りであ

った。 

・子ども同士の交流の仕方、声掛け以外の支援などについて意見をもらえた。 

・短時間で支援の方法に関するアドバイスを聞けた。 
・自分のできていないところや癖を知ることができた。 

 

質問項目「研究協議の進め方について改善案があれば教えてください。」に対する主な回答は以

下の通りであった。 

・15分では話し足りない、という感覚はあった。 

・協議テーマは１つに絞った方が話しやすいのではないかと感じた。 
・協議で得たことを授業者だけでなく参観者がどう活かすか、という情報を共有できる機会がある

と良いと感じた。 

 

②協議参加者アンケート 

各研究協力校において、研究協議を実施した直後に行った協議参加者向けのアンケート結果を示

す。A中学校においては研究協議を２回実施したが、１回目の研究協議後に実施したアンケート結

果のみを集計した。 

（ア）回答者の基本情報 
回答者は合計で 33 名であり、回答者の教員経験年数は表Ⅰ－13 の通りであった。また、回答
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者のうち 27％が特別支援教育に関する業務（特別支援学級担任、通級による指導担当、特別支援

教育コーディネーター、特別支援学校担任）を経験していた。 

表Ⅰ－13 研究協議直後のアンケート回答者の教員経験年数 

経験年数 A 中学校 B 小学校 C 小学校 合計 

１ - ５年 4 2 2 8 

６ - 10 年 4 5 2 11 

11 - 20年 2 0 1 3 

21 年以上 7 1 3 11 

合計 17 8 8 33 

    単位：人 

 

（イ）みんなが分かる授業づくりアイデアシートについて 
“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”が授業を参観する場面で参考になったかどうか

についての回答とその主な理由を図Ⅰ－11に示した。 

 

<参考になった 理由> 

・視点が明確になった 

・アイデアシートと比較しながら授業を参観で

きた 等 

 

＜参考にならなかった 理由＞ 

・項目が多くて見切れなかった 
 

図Ⅰ－11 授業参観時にアイデアシートが参考になったか 

 

“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”が研究協議の際に参考になったかどうかについ

ての回答とその主な理由を図Ⅰ－12に示した。 

 

<参考になった 理由> 

・自分の考えがまとめやすかった 

・テーマごとにまとめられていたので視点を持

ちやすかった 等 

 

＜参考にならなかった 理由＞ 

・短時間の協議では、見る時間がなかった 

・情報量が多かった 
 

図Ⅰ－12 研究協議時にアイデアシートが参考になったか 

 

“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”の改善案について自由記述で尋ねた結果のうち、

主なものを表Ⅰ－14に示した。 
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表Ⅰ－14 アイデアシートの改善案（抜粋） 

・分量が多いので似たようなアイデアはまとめてもよいと思う 

・文だけでなく写真やイラストもあるとより分かりやすい 

・大まかな工夫と細かい工夫の２部作ったらどうか 

・授業の流れ通りに書いてあると見やすい 

 

（ウ）指導案添付シートについて 
質問項目「“★授業の様子”欄にある、“児童生徒の様子→教員による手立て→児童生徒の反応

と“いう流れに沿って参観することができましたか。」に対する回答の結果と、流れに沿って参観

することが難しかった理由を図Ⅰ－13 に示した。 

 

<難しかった理由> 

・どの生徒を見るかが決まっていなかったの

で、全体を見ながら個人を把握することは難し

かった 

・記されている内容がどの児童への支援かわか

らなかった            等 
 

図Ⅰ－13 指導案添付シートの流れに沿って授業を参観することができたか 

 

“★一人一人の教育的ニーズに応じた授業の工夫”を記載する場所について、“研修パッケージ

で提案する通りに別シートとして添付”と“従来の指導案内に配置”のどちらが使いやすいと思う

か尋ねた結果を図Ⅰ－14に示した。 

 

<従来の指導案内のどの場所に配置するか> 

・指導上の留意点 

・本時の展開の後 

・最終ページ 
 

図Ⅰ－14 「一人一人の教育的ニーズに応じた指導の工夫」を配置する場所について 

 

“指導案添付シート”の改善案について自由記述で尋ねた結果のうち、主なものを表Ⅰ－15 に示

した。 

表Ⅰ－15 指導案添付シートの改善案（抜粋） 

・見た目をすっきりさせた方がよい 

・指導案で授業を見る視点が分かるようになっていれば、シートを添付する必要はないと思う 

・視点（指導の意図？）を示すだけでもよいのではないか 
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（エ）研究協議の進め方について 
協議時間が適当であったか、およびその理由について尋ねた結果を図Ⅰ－15 に示した。 

 

<適当 理由> 

・言いたいことは言えた 

・たくさん話せば深まるというわけでもないと思う 

 

＜足りない 理由＞ 

・初めてで流れが分からなかった 

・意見がどんどん出て話し合う時間が足りなかった 
 

図Ⅰ－15 協議時間が適当であったか 

 

研究協議の進め方が適切であったかどうか、および進め方の改善案について尋ねた結果を図Ⅰ

－16に示した。 

 

<協議の進め方について> 

・自分たちでテーマを決められたのはよかった 

・付せん紙の色分けは分かりやすかった 

・進め方が複雑だった 

・テーマを決めるのが難しかった 

・話せば話すほど、話すことが増えていく仕事だ

と思う 等 
 

図Ⅰ－16 研究協議の進め方が適当であったか 

 

（５）研究協力期間終了時の調査結果 

①教職員まとめアンケート 

（ア）回答者の基本情報 
回答者は合計で 37 名であり、回答者の教員経験年数は表Ⅰ－16 の通りであった。また、回答

者のうち 27％が特別支援教育に関する業務（特別支援学級担任、通級による指導担当、特別支援

教育コーディネーター、特別支援学校担任）を経験していた。 

表Ⅰ－16 研究期間終了時のアンケート回答者の教員経験年数 

経験年数 A 中学校 B 小学校 C 小学校 合計 

１ - ５年 5 2 3 10 

６ - 10 年 4 6 2 12 

11 - 20年 1 3 4 8 

21 年以上 4 1 2 7 

合計 14 12 11 37 

    単位：人 
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（イ）全体に関すること 
研究協力（研究授業の実施・参観、研究協議への参加等）を経て、自身の授業づくりについて実

践や意識の変化の有無を尋ねた結果を図Ⅰ－17に示した。 

 

図Ⅰ－17 授業づくりにおける実践・意識の変容の有無 

 

自身の授業づくりについて実践や意識の変化があったと答えた回答者のうち、授業づくりにどの

ような変容があったのかを尋ねた結果を図Ⅰ－18に示した。また、授業づくりの変容によって感じ

られた児童生徒の変容について自由記述形式で尋ねた結果を表Ⅰ－17に示した。 

 

図Ⅰ－18 授業づくりにおける変容について 

 

表Ⅰ－17 児童生徒の変容について（抜粋） 

・遅れがちの子にスモールステップの目標をもたせることで、取り組めなかった子が取り組めるようにな

った 

・授業への取り組む姿勢が前よりもよくなった 

・視覚的に問題や課題を扱えるようにと ICT を導入したことで、授業への意欲が見られるようになった 

・今まで、投げやりな様子だった児童が前を向いてノートを取り、考えるようになった 

・混乱がなくなったと感じる 

・集中して取り組める時間が増えた 

・児童の理解度は深まっていると感じる 

 

自身の授業づくりについて実践や意識の変化がなかったと答えた回答者のうち、変化がなかっ

た理由について尋ねた結果を図Ⅰ－19 に示した。 
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図Ⅰ－19 授業づくりに変化がなかった理由 

 

参観や研究協議等を通して、他の先生が行っている指導の工夫を知ったり、自分の行っている

指導の工夫を伝えたりすることができたかどうかについて尋ねた結果を、図Ⅰ－20に示した。 

 

図Ⅰ－20 研修実施を通して他の教員と指導の工夫を伝え合うことができたか 

 

（ウ）みんなが分かる授業づくりアイデアシートについて 
“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”を継続的に使うこと（年間複数回実施）ができ

るかどうかについて尋ねた結果を図Ⅰ－21に、継続的に使うことが難しいと答えた理由について

尋ねた結果を図Ⅰ－22に示した。 

 
図Ⅰ－21 “みんなが分かる授業づくりアイデア 

シート”を継続的に使うことができるか 

 
図Ⅰ－22 “みんなが分かる授業づくりアイデア 

シート”の継続的な活用が難しい理由 

（複数回答） 
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（エ）指導案添付シートについて 
“指導案添付シート”を継続的に使うこと（年間複数回実施）ができるかどうかについて尋ね

た結果を図Ⅰ－23に、継続的に使うことが難しい理由について尋ねた結果を図Ⅰ－24に示した。 

 
図Ⅰ－23 “指導案添付シート”を継続的に 

使うことができるか 

 
図Ⅰ－24 “指導案添付シート”の継続的な 

活用が難しい理由（複数回答） 

 

（オ）研究協議の進め方について 
“研究協議の進め方”を継続的に実施すること（年間複数回実施）ができるかどうかについて

尋ねた結果を図Ⅰ－25に、継続的に実施することが難しいと答えた理由について尋ねた結果を図

Ⅰ－26に示した。 

 
図Ⅰ－25 “研究協議の進め方”を継続的に 

実施することができるか 

 
図Ⅰ－26 “研究協議の進め方”の継続的な 

実施が難しい理由（複数回答） 

 

（カ）資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」について 
資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」について尋ねた結果を図Ⅰ－27に示した。 

 
図Ⅰ－27 資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」の感想 



 

- 92 - 

また、資料の改善案について自由記述で尋ねたところ、以下のような回答が得られた。 

・端的に何を目的として、何をすべきなのかを明確にし、情報をもっと減らすべき。 

・図を用いるなどして視覚的に分かりやすくしてもらえると、内容が入りやすいと思う。文章量が

多くない方がいいと思う。 
 

 

②管理職等インタビュー 

（ア）全体に関すること 
質問項目「研修実施による教員・生徒の変容について」に対する主な回答は以下の通りであっ

た。 

・生徒のニーズを意識して授業づくりに取り組むようになった。授業が変わることで、生徒の取り

組み方が変わってきたように思う。質問も増えた。 

・大きく授業や子どもが変わった印象はない。が、教員にとって引き出しが増えたように感じる。 

・授業研究によく取り組んでいた。生徒が眠そうだった授業が、目が輝いて質問が増えたりした。 

・大きな変化は分からない。特に 1回の研修の成果としては分からない。通常の学級の子どもにも

必要な支援を行う、という意識付けのきっかけにはなったのではないか。 

 

質問項目「教員が研修に対して主体的に取り組めていたか」に対する主な回答は以下の通りで

あった。 

・積極的に研究協議に取り組んでいたと思う。 

・授業者だけでなく、模擬授業に他の先生が加わるなど、主体的な様子が見られた。 

 

質問項目「アイデアの共有・継承ができていたか」に対する主な回答は以下の通りであった。 

・伝え合う様子はあったと思う。実際に数学の授業などで手立てを自分でも使ってみるということ

も見られた。 

・全体協議を行わなかった授業でも、他の先生の授業を見合う様子も見られた。 

・ベテランからアドバイスをする様子が見られた。ただ、協議時間が短いと十分に共有することは

難しいのではないか。 

・他の先生の実践について「そこいいですよね」と話し合っている様子が見られた。ポイントを絞

って協議することで伝わっていく機会になるのではないか。 

 

質問項目「研修パッケージの継続的な活用に向けて」に対する主な回答は以下の通りであった。 

・最初の意識付けが必要で、それができればとても有意義になると思う。年度初めの研修計画がで

きるとよい。 

・小学校用と中学校で分けた方が使いやすいのではないか。中学校には受験がある。学力にも目を

向けた取組が必要。 

・パッケージの良さをどう伝えるか。渡しただけではどれだけ見てもらえるのか。やってもらった

からこそ、効果が分かる。必要感をどう持ってもらうか。 

・特性のある子どもが多いクラスではなくても、「あれば便利」「やってみたら必要だと気付いた」

ということもある。指導案に書いてなくても、意識していることはある。ということを、管理職

がはっきりと伝えていくことが大事。 

・一部の先生だけでなく、“みんなに”やってもらうことが難しいので、とにかくより簡単なものに

していくことが重要だと思う。 
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（イ）みんなが分かる授業づくりアイデアシートについて 
質問項目「みんなが分かる授業づくりアイデアシートの継続的な活用に向けて」に対する主な

回答は以下の通りであった。 

・「こういう子に対してこういう支援ができる」という資料（補足資料）が有効だった 

・アイデアシートには小学校ならではのアイデアが多く入っていたので、中学校に使えるものを学

校としてピックアップする作業に取り組んでいる。 

・情報量が多すぎる。読めば内容が大切なことだとわかるが、時間がない中で見てもらえるように

するために、情報の軽重をつけたり写真やイラストを入れたりすると良いと思う。 

・教員の理解がまだ不十分。教員の理解を深めたうえで、管理職と研究に取り組む立場が計画的に

取り組んでいけば十分できると思う。 

 

（ウ）指導案添付シートについて 
質問項目「指導案添付シートの継続的な活用に向けて」に対する主な回答は以下の通りであっ

た。 

・実施可能だと思う。 

・今回の取組では、具体的に個の生徒について記述した。全体と個別の支援を分けて考えられたこ

とが良かった。 

・２月の指導訪問の際の研究授業でも、この枠を使う予定。明文化することで、個別への意識が明

確になる。 

・そんなに負担はないと思う。これまでの指導案にも書いてある内容をピックアップして記述する

ことで分かりやすくなるのではないか。指導案に記されたアイデアシートの項目番号からアイデ

アシートを参照するのは分かりにくいかもしれない。 

・特別支援教育を研修テーマとして取り扱っているのであればよいと思うが、他のテーマ（国語等）

のときだと、難しいと感じた。 

 

（エ）研究協議の進め方について 
質問項目「研究協議の進め方の継続的な活用に向けて」に対する主な回答は以下の通りであっ

た。 

・あえて短い時間でやることの良さを感じた。普段、研究授業をやるときは５時間で終わりにして

いるが、６時間授業でできたことに意義がある。どの学校でも・・・という視点では、「どこに学

校の課題があるか」による。意識を持っている学校なら。研修に取り組んでみることの良さを経

験することが必要。 

・すごくよかったと思う。教員にとってもストレスなく取り組めたと思う。負担も少ない。 

・観察する生徒を決めないと、15分では収まらなかったが、あらかじめ対象を絞ることで 15分で

も問題なくなった。中学校では授業を見合う機会を作ることが大変。 

・今年のように「国語」などの他の研究テーマがあると、それだけで話し合いのテーマ（観点）が

３つ程度あることになる。そこに、さらに個別のことについて観るとなると、大変になってしま

う。 

・協議の時間が短く、話し合いが深まりきらなかった。特に初回はもう少し長くやった方がよいと

感じた。普段の研究協議で付せん紙を使った話し合いをするときは、グループ協議に 15 分設定

しているが、時間が余るようなことはない。 

・協議の最後によかったアイデアを選ぶことはよいと思った。 

 

（オ）資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」について 
質問項目「資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」についての感想・改善案」に対す
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る主な回答は以下の通りであった。 

・内容はこれ以上削れないくらいだと思うが、文章が多いので配られても読まないのではないか。

研修として取り組む必要がある。さらにブラッシュアップして焦点化されると良いのでは。 

・忙しい中でも読んでもらえるためのレイアウトをどうするか。問題意識を持っていないと読んで

もらえないのではないか。 

・コンパクトにまとまっていて分かりやすいと思う。 

・研修の資料として使うにはいいと思うが、ただ職員に渡すだけでは難しいと思う。業務に追われ

ている中では、４ページでも多い。２ページくらいでより文章が少なく、簡潔にまとまっている

とよい。 

 

（６）埼玉県研究協議会 

令和３年 12 月に埼玉県教育委員会、研究協力機関の教育委員会の担当者、および国立特別支援

教育研究所の担当者が集まって実施した埼玉県研究協議会では、国立特別支援教育総合研究所から

地域実践研究の概要、および本研究のこれまでの経過についての説明を行った後、研究協力機関の

教育委員会の担当指導主事等より研修実施の成果等について意見をいただき、今後の展望について

協議を行った。挙げられた主な意見を研修実施の成果（表Ⅰ－18）と、研修パッケージの改善や周

知方法等の今後の展望（表Ⅰ－19）の観点から整理した。 

表Ⅰ－18 埼玉県研究協議会において挙げられた研修実施の成果 

分類 挙がった意見 

管理職の変化 
・研究協力を通して、管理職の意識改革が起き、教員の主体的な授業づくりにつな

がった。 

教員・授業づくりの変化 

・研修の回数を重ねることで理解が深まり、協議の進め方等についても工夫を加え

ることでより充実した。 

・若手教員の意識に変化が見られた。 

・板書とワークシートを対応させる、グラフの読み取りについて話し合う場面を設定

する、といった指導の工夫が見られた。 

・学習に向かえない子どもは生徒指導の対象となることが多いが、授業を変えるこ

とでアプローチしていくことの大切さが伝わったのではないか。 

児童生徒の変化 
・授業が変化することで、生徒が明るくなったように感じた。 

・落ち着かないクラスもあったが、授業研究を通して変化が見られるようになった。 

研修パッケージの 

内容について 

・学校の教員が多様な業務に追われている中で、短時間での研修がよかった。短

時間でも充実していた。 

・付せん紙を使った話し合いをすることで、若手の意見を出す機会にもなり、ベテラ

ン教員との意見交換につながった。 

・年次研修等の研究授業において、前半で指導者からの指導を受けて、後半に教員

同士で話し合う機会を持つことは可能ではないか。 

・１回の研修では、短時間で話し合うことに難しさもあったが、慣れることで改善する

と考えられる。 

・アイデアシートを参考にしながら指導の工夫を行うことは、対象となる児童生徒に

とって有用なだけでなく、理解があいまいな生徒にとっても効果があると思う。 

 

  



 

- 95 - 

表Ⅰ－19 埼玉県研究協議会において挙げられた今後の展望 

分類 挙がった意見 

研修パッケージ 

の改善に関すること 

・アイデアシートにイラスト等の視覚情報があるとよい。 

・協議のテーマを決めるところからスタートすると、15 分間という短時間の協議で

は意見が深まりにくいのではないか。 

・参観前に協議の対象となる生徒や協議のテーマを決めておくことで話し合いや

すくなるのではないか。 

・アンケート等で「情報量が多い」という意見があるが、必要なものは残しておくべ

きである。 

・研修パッケージの冒頭部分に関心を引き付けるものが欲しい。 

周知に関すること 

・切れ目のない支援を実現するために、福祉部と教育部の連携を図っている。そ

のうえで、福祉部にも伝えていきたい。 

・校長会で、今年度の研修の成果を他校の校長に伝えていってほしい。 

・初任者研修、管理職研修、コーディネーター研修会等においても周知していける

と良い。 

・管理職が特別支援教育に対する意識を持っていると、学校全体として取組が進

みやすい。管理職から意識を高めていけると良いと思う。 

・就学先の判断に悩むような児童の指導において、本研修のような指導の工夫に

ついて考えられるようになることが必要なのではないか。 

・児童生徒を“個”として意識することが日常化すると良い。 

 

（７）考察 

①みんなが分かる授業づくりアイデアシートについて 

授業者インタビューでは、アイデアシートを見ることで指導の工夫を新たに取り入れたという回

答もあったが、インタビューを実施した４名ともこれまでの授業実践で行っていた指導の工夫をア

イデアシートに照らし合わせることで、意味付けを行っていたという旨の回答が得られた。みんな

が分かる授業づくりアイデアシートは昨年度の研究協力校の教員が実施している指導の工夫を集

約したものである。今年度の研究協力校はいずれも昨年度の研究協力校とは違う学校であったが、

改めて小・中学校の教員が日頃から“みんなが分かる授業づくり”につながる指導の手立てを実施

しているということが伺えた。 

協議参加者アンケートではアイデアシートの分量が多かったという回答が多く寄せられていた。

本研究における研修実施場面においては、授業を参観するとき、あるいは研究協議に参加するとき

のみアイデアシートを参照しようとした教員が多く、かつアイデアシートの観点ではなく記載され

た指導の工夫の一つひとつを参照すべきと感じた教員が多かったことが予想され、短時間でアイデ

アシートに記載されている内容の全体を把握することが難しかったと考えられる。 

12 月に実施した教職員まとめアンケートと管理職等インタビューにおいても、分量が多いことに

よる継続使用の難しさについての言及が複数見られた。その一方でB小学校の回答が他の２校と比

べて肯定的な傾向があった。これは、管理職の意向によりB小学校の多くの教員が指導略案に本研

修パッケージで提案する指導案の記入枠を添付して授業を実施したことにより、多くの教員がアイ

デアシートを丁寧に見る機会があったことが影響しているのではないかと考えた。 

また、いずれのアンケート、インタビューにおいてもアイデアシートの分量のことだけではなく、

写真やイラストなどの視覚的な情報があると分かりやすいのではないかという旨の意見が挙がっ
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た。昨年度研究でのアイデアシートを作成する経緯において文章から具体的に指導の工夫がイメー

ジできるようにあえて挙がった指導の工夫の事例を集約しすぎないようにしたこと、そして各学校

において指導の工夫を充実させていくためにデータベースとして簡単に追記できる状態にしてお

きたいという考えからも、これまでの形式のアイデアシートは維持したいと考えた。その一方で、

短時間で概要を把握することが難しいという意見を踏まえ、代表的な指導の工夫をイラストなども

交えながら紹介する資料を作成することを検討した。 

②指導案添付シートについて 

授業者インタビューでは、慣れていないので指導の工夫と子どもの様子を結びつけることが難し

かったという感想もあったが、書式については書きやすかったという旨の回答が多かった。研修パ

ッケージの作成目的としても、ぜひ児童生徒の様子から指導の工夫を考える習慣をつけてほしいと

考えているため、概ね作成目的に沿った記入欄を作成できたのではないかと考える。 

一方で、協議参加者アンケートの結果からは、参観者がメモするために作成した「児童生徒の様

子→教員による手立て→児童生徒の反応」という記入枠の流れに沿って参観することが難しかった

という回答が３割程度見られた。この理由としてアンケートでは、授業者が指導案に記述した指導

の工夫の記述がどの児童生徒を対象にしたものかが分かりにくかったという意見が多かった。今回

作成した指導の工夫を記す枠には対象とする児童生徒の様子を書く欄はあったものの、その記述が

具体的にどの生徒を指すものかが記述されていなかったことや、今回実施された多くの研究授業の

指導案において、手立てが５個以上記されており、把握が難しかったことが考えられた。また、研

究授業を参観している様子を筆者が見ている際にも、研修パッケージで用意した参観者用のメモ欄

を使用している様子があまり見られなかった。 

12 月に実施した教職員まとめアンケートでは、みんなが分かる授業づくりアイデアシートと同様

にB 小学校において継続的な実施について肯定的な回答が多かった。この理由についてもアイデア

シートと同じく B 小学校の多くの教員が実際に指導案作成を経験したことが影響しているのでは

ないかと考えた。 

管理職等インタビューにおいては、概ね肯定的な回答が得られた。さらに、今後実施される市教

育委員会による指導を受ける際にも記入枠を活用する予定であるという回答もあった。特別支援教

育やユニバーサルデザイン授業をテーマとして取り扱わない授業においても、本研修パッケージで

提案するような指導の工夫を記入する欄を設けることで、より負担感の無い自然な形で“みんなが

分かる授業づくり”を進めていくことができるのではないか。 

③研究協議の進め方について 

授業者インタビューでは、全ての回答者から研究協議を行うこと自体に関する負担感はなかった

という旨の回答が得られた。また、協議を通して自分の知らなかった指導のアイデアや自分の指導

の癖について知ることができたという回答が多く得られた。 

協議参加者アンケートでは、15分間の協議会（グループ協議は５分程度）では話足りなかったと

いう意見が複数挙がった。この意見については、授業者インタビューや管理職等インタビューでも

言及があった。今回の研究協力においてはどの学校も研究協議は１回あるいは２回のみということ
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もあり、短時間で慣れないテーマについて話し合うことの難しさが伺えた。一方で短時間でも十分

意見を言うことができたという回答や、短時間で協議会を行うことができることの意義に関する回

答も得られた。 

また、筆者が研究協議の様子を参観している際には各グループの協議テーマを設定するところで

困難さを感じているグループが多く見られた。12月に行われた埼玉県研究協議会においても、短時

間で協議を充実させるためにはあらかじめテーマを設定しておくことも手立てとして考えられる

のではないかという提案があった。 

さらに、12 月の教職員まとめアンケートでは継続的に実施が難しいのでないかという回答が半数

近くあった。その理由としては時間の確保の難しさが最も多く挙がったが、実施の手間や手立ての

複雑さに関する言及もあった。 

これらのことから、短時間で協議を行うことができるという基本的な設定は維持しながら、テー

マ設定の方法を含めた協議の流れの簡素化を図ることが必要であると考えた。 

④資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」について 

この資料は“みんなが分かる授業づくり”を行うことの必要性をより多くの教員に知ってもらう

ことを目的として作成したものであり、12月の教職員まとめアンケートと管理職等インタビューに

おいて改善に向けた意見を求めた。 

アンケートでは、“内容が現場に合っていない”という回答はなく、“内容を理解しづらかった”

という意見もほとんどなかった。その一方で、アンケートの自由記述や管理職等インタビューでは、

より情報を精選したほうが良いという旨の意見や、大切なことを可能な限り精選した資料だとは思

うがただ教職員に配布するだけではあまり読んでもらえないのではないかという意見が挙がった。 

以上のことから、小・中学校等の教員に知ってほしい最も基本的な情報は何か、という視点から

改めて資料の構成等を検討する必要があると考えた。 

⑤全体に関すること 

（ア）研修パッケージ実施の成果 
研究１でも述べた通り本研究においては、実施することで実際に教員の授業づくりが変容し、

その結果として児童生徒の成長を促すことができる研修パッケージを作成するためには、研修実

施による行動の変化や成果を評価する必要があると考え、12 月の教職員まとめアンケートや管理

職等インタビューにおいて授業づくりの変化や児童生徒の変容について尋ねた。 

教職員まとめアンケートで自身の授業づくりや意識に変容の有無を尋ねた質問において、A中

学校とB小学校では 85％以上が「変化があった」と回答した一方で、C小学校では半数以下にと

どまった。C小学校において「変化があった」という回答が他の２校と比べて少なかった要因と

しては、C 小学校が従前よりユニバーサルデザイン授業の視点に基づいた授業づくりの取組を行

っていたこと、A中学校とB 小学校では研究協議の実施回数や研究協議を伴わない場面での研修

パッケージ活用の機会があったことなどが考えられた。 

児童生徒の変容としては、教職員まとめアンケートと管理職等インタビュー、埼玉県研究協議

会のいずれにおいても、指導の工夫により授業に取り組む様子が改善したという回答が最も多く
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挙げられた。児童生徒の変容については、特定の指導方法や研修実施の効果として明確に捉える

ことは困難であるが、アンケート等の結果から研修実施による効果を期待できることが示唆され

たと考える。 

（イ）研修パッケージの構成に関すること 
研修パッケージ全体を通して情報量の多さによって研修を実施する手軽さが損なわれるとい

う旨の意見が多く挙がる一方で、研修を実施するにあたって研修パッケージ作成者として知って

ほしい情報や、取組を深めようとする教員にとって必要な情報を減らすことは難しい。 

そこで、これまで作成した研修パッケージの内容は基本的に残したうえで、教職員に概要を知

ってもらうための簡易な資料を作成することで、研修への取り組みやすさと必要な情報量を維持

したいと考えた。 

 

（８）パッケージ（完成版）の作成 

研究３の結果を受けて研修パッケージ（完成版）を作成した。今回改善を行った事項を表Ⅰ－20

に示した。 

全体に関することとしては、上述の通り研修への取り組みやすさと必要な情報量を維持したいと

考え、これまで作成した研修パッケージの基本的な内容は維持したうえで、教職員に配布するため

の研修パッケージの概要を記した資料を作成した。この資料の中で、“みんなが分かる授業づくり

アイデアシート”の概要をイラストも添えて記述した。 

“みんなが分かる授業づくりアイデアシート”については、これまでにも述べた通り記述の具体

性を維持するために大きな変更は加えず、似た内容の記述の整理と項目名および文章表現の一部修

正を行う程度に留めた。 

指導案添付シートについては、参観者がメモを記入するための欄を削除し、“指導案添付シート”

から“指導案に添付する記入枠”と名称を改めた。また、指導の工夫を行う対象の児童生徒を記す

ように変更したうえで、座席表の添付を提案する説明を加えた。 

研究協議の進め方については、特定の児童生徒に焦点を当てた授業参観や協議方法に慣れるまで

は、研究協議に時間がかかってしまうことを考慮し、基本的な提案として協議のテーマ（対象とな

る児童生徒等）をあらかじめ設定しておくように変更した。研究協議に割くことができる時間や教

職員の実態に応じて、テーマの設定方法や時間配分などを調整していくことを期待する。 

資料「“みんなが分かる授業づくり”を目指して」については、構成を再検討したうえで文章量を

減らし、イラストを追加して分かりやすくなるように努めた。 
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表Ⅰ－20 研修パッケージ（完成版）の作成にあたっての改善点 

 主な改善点等 

全体に 

関すること 

・これまで作成した研修パッケージの基本的な内容は維持したうえで、教職員に配布

するための研修パッケージの概要を記した資料を作成した。 

みんなが分かる 

授業づくり 

アイデアシート 

・項目名と文章表現を一部修正した。 

・記述が似ている項目を一部整理した。 

・紙面のレイアウトを整えた。 

指導案添付 

シート 

↓ 

指導案に添付 

する記入枠 

・参観者がメモを記入するための欄を削除し、“指導案添付シート”としてではな

く、“指導案に添付する記入枠”とした。 

・指導の工夫を行う対象の児童生徒を記すように変更した。 

・座席表の添付を提案する説明を加えた。 
 

研究協議 

の進め方 

・協議のテーマ（対象となる児童生徒等）をあらかじめ設定しておくように変更

した。 

・協議テーマは A3用紙の中央に直接記入し、使用する付せん紙は２色とした。 

・全体的に説明の量を減らし、研修担当者向けの説明を別に設けた。 

資料「“みんなが

分かる授業づくり”

を目指して」 

・文章量を減らし、イラストを追加した。 

 

５．総合考察 

本研究は、昨年度までの研究成果に基づきどの学校でも取り組めるような“持続可能な研修パッ

ケージ”の作成を通して、インクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するための小・中学校等

における研修の在り方について考察することを目的としたものである。 

研究１から研究３までを通して得られた結果や考察を踏まえて、持続可能な研修の在り方と埼玉

県におけるインクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に向けた今後の展望について考察する。 

（１）持続可能な研修 

ここでは、研究１で掲げた持続可能な研修のコンセプトにおける４つの要素に基づいて本研究を

振り返る。 

①少ない負担でできる研修 

本研究において研修パッケージを作成するにあたり、教員が多忙な業務に追われている中でも取

り組めるものを目指してきた。市町村教育委員会の指導主事からの意見を踏まえたうえで、実際に

研究協力校で実践してもらい、改めて意見を聴取したところ、授業者を中心に「負担なく取り組め

た」という意見も得られた一方で、情報の多さや説明や手続きの複雑さなどに関する意見も多く挙

がった。研修を行うために必要な時間だけでなく、必要な要素は残しながらも流れや説明の簡素化

を図ることが必要であることを再確認した。本研究では、最後に作成した研修パッケージの完成版

について検証する機会をもつことはできなかったが、手続きの修正や、概要版を作成したことでよ

り負担なく、分かりやすい研修パッケージを作ることができたのではないかと考える。また、短時

間で研究協議を行えるようにしたことで、校内研修や校内研究のテーマが特別支援教育やユニバー

サルデザイン授業でなかったとしても、研究協議の前半で学校が掲げているテーマを中心とした話

し合いを、後半に本研修パッケージで提案するような“みんなが分かる授業づくり”に向けた話し
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合いを行うことが可能になったと考える。 

一方で、研究２の指導主事を対象とした質問紙調査と研究３で実施した管理職等インタビューの

両方において、今回提案した指導案の記入枠や研究協議の流れを“教科指導法等の特別支援教育以

外の研究・研修”と併せて実施することが難しいという意見も挙がった。静岡県では、校内研修に

おいて「研修テーマを具現化した子どもの姿」について共通理解を図り、研究授業の事後研修でも

子どもの姿で語ることを推進している（静岡県教育委員会, 2016）。このように、全般的に子どもの

姿から授業を語る研修が習慣化することで、教科をはじめとした特別支援教育以外のテーマに関す

る研修を行う際にも、本研究で提案したような子どもの様子から指導の工夫を考えるという流れの

協議を無理なく併せて行うことができるようになるのではないかと考える。そして、将来的に研修

パッケージとして従来の研修に“追加”するのではなく、子ども一人一人に焦点を当てた話題が自

然に行われるようになることを期待する。 

②主体的に取り組める研修 

本研究では研究協力校に対して研修パッケージの実践を依頼したため、研修を実施すること自体

の主体性を推し量ることは難しかった。しかし、授業者の作成した指導案添付シートや研究協議で

の話し合いの様子からは、教員による積極的な参加を見て取ることができ、そのことは管理職等イ

ンタビューや埼玉県研究協議会における市教育委員会担当者からの感想などでも伺うことができ

た。 “主体的に取り組める研修”であることは、今回掲げた他の要素である“効果を感じられる研

修”であることや、“少ない負担でできる研修”であることとも重なる部分があると考えられるが、

実際の授業と子どもの姿を出発点にすることで教員の能動的な姿勢を引き出すことができたので

はないかと考える。 

③効果を実感できる研修 

12 月の教職員まとめアンケートでは、学校によって差異はあったものの「授業づくりにおける実

践・意識の変化があった」「子どもの変化があった」という回答が多く得られた。日々の教育実践に

おいて、子どもの成長を特定の指導の工夫によるものと一義的に考えることは困難である。しかし、

教員が効果を“実感”することが、さらなる子どもへの理解や授業の改善につながるであろうこと

を踏まえると、本研修パッケージを実践することの意義はあると考える。 

「これからの学校教育を担う教員の資質能力について～学び合い、高め合う教員育成のコミュニ

ティの構築に向けて～（答申）」（中央教育審議会、2015）においても、日々の業務で様々な対応に

追われている教員一人一人が他の教員と協働しつつ、学び続けるモチベーションを維持できるよう

にするためには、研修時間を確保したうえで教員の主体的な学びの成果が子どもたちの学びの質を

向上させることにつながるなど見える形で実感できるようにすることが必要性であると述べられ

ている。本研修パッケージのように、子どもの学びの様子に目を向けて具体的に指導の工夫を検討

し実践することは、教員の学びの成果を実感しやすい学び方であると考える。 

④ 良い実践を共有・継承できる研修 

12 月の教職員まとめアンケートでは、「他の教員に自分の取組を伝えられた」という回答は多く

なかったが、「他の教員の取組を知ることができた」という回答は多く得られた。また、実際に研修
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パッケージに基づく授業づくりや協議を実施した中で、研究授業で他の教員が取り組んでいた工夫

を指導の意図も踏まえて自身の授業に取り入れた結果、その教員自身や管理職がその効果を実感し

たという出来事があった。これらのことから、他の教員の実践とその意図を結び付けながら知る機

会を作りうる研修パッケージを作ることができたのではないかと考える。 

野口（2016）は、インクルーシブ教育実践のポイントのひとつとして「教員同士が多様性を活か

し合うチームであること」を挙げている。本研修パッケージが「これからの学校教育を担う教員の

資質能力について～学び合い、高め合う教員育成のコミュニティの構築に向けて～（答申）」（中央

教育審議会、2015）で触れられているベテラン教員から若手教員への継承、という視点だけでなく、

教員一人一人がもっている得意分野や経験、知識や気付いたことなどをお互いに尊重し共有し合う

ための一助となることを期待する。 

さらに、教員同士がお互いの多様性を尊重しあったり、生徒の多様なニーズに向き合ったりする

習慣ができることにより、子どもたち同士がよりお互いの多様性を認め合える集団づくりを、教員

が日々の授業を通して形成することができるようになるのではないかと考える。 

 

（２）インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に向けて 

ここでは、インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に向けて、本研究で作成した研修パッ

ケージの意義や取組の推進のために必要なことについて考察する。 

①研修パッケージについて 

本研究において作成した研修パッケージは、インクルーシブ教育システムの理解啓発を推進する

に当たり、小・中学校等の通常の学級の授業を行う教員を対象として、一人一人の教育的ニーズに

応じた授業づくりを推進することを目的として作成したものである。具体的な流れとしては、学習

指導要領の各教科等編解説に記されたような「困難さの状態」に対する「指導上の工夫の意図」と

「手立て」を指導案に明記して指導の改善を行い、その結果について他の教員とともに協議を行う

ことでさらなる指導の改善や教員間でのアイデアの共有等を行うものであった。より一人一人の教

育的ニーズにせまり、子どもたちにとって効果的な指導の工夫を行っていくためには、“授業に集

中できない”、“学習に対する理解度が低い”といった表面的な困難さの背景にある要因を把握する

必要がある。 

子どもがもつ困難さの背景要因について本研修パッケージでは、資料「“みんなが分かる授業づ

くり”を目指して」やアイデアシートの補足資料として添付する程度に留まった。研究協力校で研

究協議を実施した際にも、１～２回のみの研究授業と研究協議の実施だけでは困難さの背景要因に

ついて深く検討することは難しかったように感じられた。“みんなが分かる授業づくり”を推進す

るにあたって、一人一人の子どもがもつ困難さの背景要因に目を向けたうえで指導の工夫を行うこ

とが肝要である。子どもの視点に立って授業の改善を図ることを繰り返していくことで、学習上の

困難さの背景要因に目を向けて子どもを理解しようとする習慣がつくことを期待する。また、困難

さの背景要因を正確に把握したり、授業の工夫だけでは改善が難しい状況に対処したりするために

は、特別支援教育や医学に関する専門的な知識が必要な場合も考えられる。特別支援学校のセンタ
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ー的機能の活用や医療機関との連携の推進も望まれる。そのためには、そういった外部機関との連

携について意義や仕組みなどについて小・中学校等の教員への周知を進めていくことも必要である

と考える。 

さらに、研修パッケージの活用を通して授業改善を繰り返し、特定の子どもが直面している“困

難さ”だけでなく、集団に属する一人一人の“学びやすさ”にも目を向けていくことで、『「令和の

日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協

働的な学びの実現～（答申）』（中央教育審議会, 2021）で掲げられている「個別最適な学び」の実現

につながるのではないかと考える。 

②取組の推進について 

研究２の結果や、研究３での管理職等インタビュー、埼玉県研究協議会での市教育委員会担当者

の話などから、教育委員会や管理職が取組を推進することの重要性を伺うことができた。中原ら

（2018）も人材育成に関する様々な研究知見や企業の取組などから、研修の成果を業務に役立てる

ためには上司の関与が重要であることを述べており、本研究を通して得られた知見とも一致する。 

これまでの考察を踏まえ、本研究で作成したパッケージが担うべきであると考える役割を図Ⅰ－

28 に示した。本研究では持続可能な研修の要素として「少ない負担でできる研修」「主体的に取り

組める研修」「効果を実感できる研修」「良い実践を共有・継承できる研修」であることを目指して

研修パッケージの作成に取り組んできたが、その取組を実施し、推進していくためには小・中学校

等の教員が“みんなが分かる授業づくり”を行うことに対するニーズを持つ必要がある。そのニー

ズを高めるためには、管理職や教育委員会による推進および、研修パッケージの資料、およびこれ

までの学校での取組を振り返る機会が必要であると考える。今後のインクルーシブ教育システムの

推進に向けて、研修パッケージの周知やインクルーシブ教育システムの理解啓発に努めていきたい。 

 
図Ⅰ－28 インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進における研修パッケージの役割  
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Ⅱ 通常の学級における多様な視点による児童生徒理解の充実 

―「児童生徒理解共有シート」の開発― 

 

１．背景と目的 

（１） 静岡県及び袋井市における義務教育全体の取組 

我が国においては「生きる力」の育成を目指し教育の充実に取り組んできた。今回の

小学校学習指導要領（平成 29 年告示）（以下、「学習指導要領」という）の改訂に向け

た議論においては、学習する子どもの視点に立ち、従前の「生きる力」を、「何を知っ

ているか、何ができるか（個別の知識・技能）」、「知っていること・できることをどう

使うか（思考力・判断力・表現力等）」、「どのように社会・世界と関わり、よりよい人

生を送るか（学びに向かう力、人間性等）」の三つの資質・能力として再整理し、教育

の一層の充実を図ることとされた。そして、これら三つの資質・能力をバランスよく育

むため、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して、創意工夫を生か

した特色ある教育活動を展開することを重視することとされた。 

このような議論を踏まえ、学習指導要領においては、各教科等において身に付けた

知識及び技能を活用したり、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を

発揮させたりしながら、学習の対象となる物事を捉え思考することにより、各教科等

の見方・考え方が鍛えられていくことに留意することが示されている。また、児童が各

教科等の特質に応じた見方・考え方を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深

く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えた

り、思いや考えを基に創造したりすることに向かう過程を重視した学習の充実を図る

ことが示されている。 

 

静岡県教育委員会では、静岡県の子どもが主体的に学ぶ姿勢を養い「生きる力」を育

んでいくためには、学習の内容や活動を自分の事として捉え、人生や社会、生活等と関

連付けたり他者と関わったりしながら学びを深めていく「自分ごと（自分の事）として

の学び」が大切になると考え、県下の学校に対してリーフレットの配布や研修会の開

催などを通して教職員に周知し、教育の充実を図っている。 

県が作成したリーフレットの中には、「自分ごと（自分の事）としての学び」につい

て、子どもが「問いや考え」を他者との「協働・対話」を繰り返す中で再構築し、その

過程で目指す資質・能力を育んでいくような「子供が主体となる学習」としている。そ

して、このことを踏まえ授業づくりにおいて教師が重視することを、以下の３点とし

ている。 

〇育成を目指す資質・能力を明確にして授業を構想する。 

〇子供の思考過程を生かして授業を展開する。 

〇資質・能力の伸長について子供と共有する。 
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袋井市においては、学習指導要領の目指す「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

け、静岡県教育員会が示した「子供が主体となる学習」を目指し、「袋井型授業」とし

て以下の３点を挙げ学校現場での具体的な取組を進めている。 

〇教師が学び手の視点で授業をつくるために、児童生徒が自分ごととして主体的に 

学習課題に取り組めるよう、「目標・手立て・評価が一体になった『みんなで取り 

組みたい（解決したい）と思える学習課題』を設定」する。 

〇児童生徒が「問いや考え」に対して他者との「協働・対話」を繰り返す中で再構築 

し、その過程で目指す資質・能力を育んでいくために、教師が授業づくりにおいて 

「交流活動・集団活動（学び合い、教え合い）による、より適切な（妥当な、確か 

らしい）考えの創造」を行う場面を授業展開の中で意図的に設定する。 

〇学習の内容や活動を自分のこととして捉え、人生や社会、生活等と関連付けたり 

他者と関わったりしながら、一層主体的に学びを深めていくために、「次時以降に

取り組む発展的な学習課題の意識化を実現する振り返り」を行う。 

 

また、袋井市教育員会（2020）では、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、

「思考ツール」を活用した授業の在り方を説明した「袋井市幼小中一貫プログラム」を

示した。本プログラムにおいては、「思考スキル」を「思考の結果を導くための具体的

な手順についての知識とその運用技法」と定義し、児童生徒自らが自分の考えを深め

るためにどうすればよいか知り、そのために「必要なもの」を使いこなすということだ

とした。そして、「思考スキル」を身に付けるためには、思いや考えを書き込み、交流

を通して考えを広げたり深めたり整理したりすることができる「思考ツール」の活用

が有効であるとした。 

このような考え方に基づき、袋井市教育員会では学習指導要領の目指す「主体的・対

話的で深い学び」の実現に向け、市内全ての小・中学校で、「思考スキル」「思考ツール」

を取り入れた取組を推進しており、現在、市内全ての学校で、小学校１年から中学３年

までの授業において、「思考スキル」「思考ツール」を取り入れた授業実践を行ってい

る。 

この取組は、学習指導要領の改訂に向け示された中央教育審議会答申において、主

体的・対話的で深い学びの実現に向け、「対話的な学び」においてやりとりされる情報

を可視化し操作化する「思考ツール」の活用として例示されたことを踏まえたもので

ある。 
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（２） 特別支援教育に関わる静岡県及び袋井市における現状 

我が国の義務教育段階においては、特別支援教育の対象となる児童生徒が増加傾向

にある。国の調査では、通常の学級において、知的発達に遅れはないものの学習又は行

動面での著しい困難を示す児童生徒が 6.5％程度在籍していることが報告されている

（文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必

要とする児童生徒に関する調査結果について」平成 24 年）。 

 

静岡県の調査によると、平成 27 年度の小・中学校における特別支援学級在籍率は

1.53％、通級指導教室で学ぶ児童生徒の割合は 0.79％であり増加傾向にあった。なか

でも、平成 18 年に設置されたＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉症等の通級指導教室の児童生徒数

は、小・中学校ともに増加率が高くなっていた（静岡県教育委員会「静岡県における共

生社会の構築を推進するための特別支援教育の在り方について－『共生・共育』を目指

して－」平成 28 年）。 

 

袋井市教育委員会の調査（平成 30 年）によると、市内の小・中学校の通常の学級に

は、4.4％程度の特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍していることが分かってお

り、年々増加傾向にある。また、小・中学校に在籍する外国籍の児童生徒についても、

割合が 4.4％と年々増加傾向にあるなど、障害等のある児童生徒以外にも、通常の学級

には学習上又は生活上多様な困難さがある児童生徒が多く在籍している（令和２年調

査より）。 

このような児童生徒の在籍状況を背景にして、袋井市内の小・中学校においては、児

童生徒の学習意欲の低下、学習のつまずき等を抱えたままでの進級や進学による学力

不振、さらには学年の進行とともに増大する不登校等の課題が生じている。 

 

現在、小・中学校の通常の学級に関わる教員には、こうした多様な教育的ニーズのあ

る児童生徒に対して、個々の教育的ニーズに応じた指導や支援を行うことが求められ

ている。また、学習指導要領の改訂を踏まえつつ、児童生徒の多様性を背景とした市の

課題解決に向け、多様な児童生徒が包摂された学習集団として「主体的・対話的で深い

学び」の実現を目指した授業改善を行い、教育を充実させていくことが求められてい

る。 

 

（３）課題の整理 

市内の小・中学校においては、（２）で述べた課題解決に向け、単元計画の作成や本

時の展開案の作成といった授業づくりにおける「思考ツール」の積極的な活用を進め

ている。筆者の勤務校においても、平成 29 年度より段階的に「思考ツール」を導入し、

４年間に渡り「思考ツール」を活用した授業実践に取り組むことで、教員の理解が進み
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実践が蓄積されてきた。一方で、実践した教員からは、多様な教育的ニーズのある児童

生徒にどのように「思考ツール」を活用すればよいのか分からないといった声が挙げ

られている。また、ある程度通常の学級の担任等を経験してきた教員からも、これまで

の方法では対応が難しい児童生徒が増加してきたなどの声や、多様な児童生徒にどの

ように対応してよいか分からないなどの声が挙げられている。こうしたことから、多

様な教育的ニーズのある児童生徒が在籍する通常の学級において、協働的に思考する

授業を行う困難さを感じている教員の現状が推察される。 

これまでも学校現場においては、児童生徒への指導の充実を目指し、経験の豊富な

ベテラン教員から若手の教員に対して助言等をしながら、様々な課題に対応してきた。

しかし、これまでの方法での対応が難しいように、在籍する児童生徒の多様性に関わ

る指導上の課題への対応については、経験年数に関わらず課題を感じていることが推

察できる。 

 

平成 27 年 12 月の中央教育審議会答申では、近年の教員の大量退職、大量採用の影

響により、必ずしもかつてのような先輩教員から若手教員への知識・技能の伝承がう

まく図られない状況があるといった指摘や、教えを請うべき経験の浅い教員よりも、

それらの教員を指導するミドルリーダーとしての経験を有する教員が少ないという、

少なくとも直近 30年間には経験したことのない状況が生じているといった指摘が示さ

れており、多様化・複雑化する通常の学級の状況に対して、柔軟に対応することのでき

る教員の育成が国としての喫緊の課題ともなっている。 

こうしたことを踏まえ、今後、学校現場においては、教員の年齢構成がこれまで以上

に、ベテランと若手という二極化が急速に進むことから、こうした教員の年齢構成の

偏りが、経験年数の違いや世代間の価値観の違いなどによる教員集団全体の見方や考

え方の偏りにつながることも考えられる。 

特に、一人一人の児童生徒の実態に応じることが原則となる特別支援教育において

は、教員間の見方の違いによる影響が大きいことが考えられる。例えば、離席の多い児

童がいた時に、離席の原因を児童本人の行動上の課題と捉えるか、環境因子に原因が

あると捉えるかでは、支援の方法は異なってくる。個に応じた支援に基づく特別支援

教育においては、児童生徒の学習上の困難さの把握を各教員が行っている。しかし、困

難さへの対応に関わるそれぞれの教員の見方や考え方（子ども観・指導観・教材観・教

育観）は、とりわけ教員間の違いが生じやすく、児童生徒のニーズを教員がどのような

見方で捉えるかによって、支援方法は大きく異なってくる。学級担任制が中心である

小学校及び、教科担任制が中心である中学校においても、意図的な取組を行わなけれ

ば、教員個々の見方や考え方が固定化してしまう恐れがある。今後の教員集団の在り

方として、通常の学級において、児童生徒の多様な実態に柔軟に対応しながら、学習集

団の学びを深め、一人一人の能力を最大限に伸長させることのできる学習活動を展開
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していくことのできる教員で構成された学校となるためには、教員個々の見方や考え

方を教員集団としての組織的な学びへと繋げる仕組みづくりが必要な時期にきている

と考えられる。 

静岡県教育委員会が作成した「よりよい自分をつくっていくためにⅣ」には、「教師

同士が協働して、よりよい授業を創造するためには、各教師が持っている子ども観や

教育観、教材観や指導観について話し合い、磨き合って高め合うことが大切である」と

示されている。今後の教員集団においては、これらの「観」を共有し互いに磨き合い、

高め合う機会を設定することによって、互いの実践への理解が深まり、組織として自

校の教育目標の実現に向けた授業を創造できるとしている。こうした教員一人一人が

もつ「観」を組織的に交流することのできる機会は、多様な困難さに対し柔軟に対応で

きる教員の育成に繋がっていくと言えよう。 

それぞれの教員が学び合い深め合う仕組みをつくることは、多様な困難さに対し柔

軟に対応できる教員を組織的に育成していくことに繋がるものと考えられる。多様な

児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方を研究し明らかにすることが、

学校現場の課題解決のためにも必要であると考える。 

 

（４）本研究の目的 

本研究では、以下の２点を目的とする。 

① 多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方について明らかに

する。 

② 教員が互いに学び合いながら児童生徒理解を組織的に深めることのできる「ツー

ル」を開発する。 

 

（５）本研究の方法 

目的①②を達成するために、以下の方法を行う。 

・研究１ 多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方 

①「学び」の仕組みに関わる先行研究及び資料等のレビュー 

②今後の教員の学びの在り方の検討（「ツール」の開発） 

・研究２ 「児童生徒理解共有シート（案）」を用いた調査研究」 

   ①アンケート調査及び結果の分析 

・総合考察 
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２．研究１ 多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方 

 

（１） 目的 

多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方について明らかにする。 

 

（２） 方法 

①先行研究及び資料等のレビュー 

 ②今後の教員の学びの在り方の検討（「ツール」の開発） 

 

（３） 内容 

①学習指導要領の改訂に向けて議論等にされた「学び」の仕組み 

今回の学習指導要領の改訂に当たっては、「学び」の科学的な知見を踏まえ、「学校」

の意義についても議論が進められた。議論の経過が報告された「教育課程企画特別部

会における論点整理について（報告）」では、「思考力・判断力・表現力等は、学習の中

で、思考・判断・表現が発揮される主体的・協働的な問題発見・解決の場面を経験する

ことによって磨かれていく。身に付けた個別の知識や技能も、そうした学習経験の中

で活用することにより定着し、既存の知識や技能と関連付けられ体系化されながら身

に付いていく」と示している。また、「新しい学習指導要領等が目指す姿として学習プ

ロセス等の重要性」についても触れられており、「学びを通じた子供たちの真の理解、

深い理解を促すためには、主題に対する興味を喚起して学習への動機付けを行う。目

の前の問題に対しては、これまで獲得した知識や技能だけでは必ずしも十分ではない

という問題意識を生じさせ、必要となる知識や技能を獲得し、さらに試行錯誤しなが

ら問題の解決に向けた学習活動を行う。その上で自らの学習活動を振り返って次の学

習に繋げるという、深い学習のプロセスが重要である」と示している。さらに、「その

過程で、対話を通じて他者の考えを吟味し取り込み、自分の考え方の適用範囲を広げ

ることを通じて、人間性を豊かなものへと育むことが極めて重要である」と、自分には

ない見方や考え方を取り入れることも重視されている。こうした議論を踏まえると、

今後の、児童生徒の学習プロセスには、新たに獲得した知識が既存の知識と関連付け

られたり組み合わされたりしていく過程で、様々な場面で活用される基本的な概念等

として体系化されながら身に付いていくことが重要であり、こうした視点に立てば長

期的な視野で学習を組み立てていくことが極めて重要となることが考えられる。 

 

 こうした学習指導要領の改訂に向けた議論を踏まえ、議論中に示された「学び」の仕

組みに関わる科学的な知見と小・中学校の通常の学級における学習活動との関連につ

いて検討した。なお、検討に当たっては、議論中に示された科学的な知見の内、本研究

に関わる文献に焦点化しレビューした。 
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通常、通常の学級における学習場面では、まず授業の序盤に本時の課題に向けた問

題提起（補助発問）が教師から提示される。ここでの補助発問は問題提起をするための

発問であり、児童生徒からは補助発問に対する様々な自己の考えが表出される。その

過程の中で、他の児童生徒が表出した考え方と出会うことにより、共感や発見、疑問が

生まれる。次に、教師から、動機付けとなる新しい課題（主発問）が提起される。 

 

Engestrom （2010）は、「実質的な動機づけが生じるのは、生徒が、自分の知識や技

能と自分の直面している新しい課題の必要条件との間にあるコンフリクト（※対立、

軋轢、衝突、不一致）を経験し認識するときである」と、今の自分にはない新たな見方

や考え方に出会う意義を述べている。また、「動機づけとは、問題を提起すること、認

知的コンフリクトを創り出すことによって新しいテーマ単位に対する生徒の興味を呼

び起こすことを意味する」と、対話的な学びによる動機の高まりや、学びの深まりにつ

いて述べている。このことは、「内発的動機づけとは、新しいことやチャレンジを求め

たり、探索したり、学んだりすることを通して自分の能力を高めようとする生来的な

傾向性に基づいて生起する現象であり、われわれの認知的、社会的な発達にとって不

可欠な動機づけ要因と位置づけられると同時に、人生の楽しみやバイタリティーの主

な源泉となる意欲のあり方の総称である」（鹿毛，2013）などとも関連し、主体的な学

びにも繋がるものと考えられる。 

 

児童生徒は焦点化された課題（主発問）により、それまで多種多様な足場にいた児童

生徒がいわゆる「同じ土俵」に乗り、そこで内発的動機が強化されることになる。

Engestrom （2010）は、「全体的な学習プロセスの出発点となるのは、生徒の意識に生

じてきた真の問題とコンフリクトである」と述べている。すなわち、ここでの課題（主

発問）は、児童生徒にこれまで獲得した知識や技能だけでは必ずしも十分ではないと

いう問題意識（「同じ土俵」に乗ること）を生じさせるものでなくてはならないという

ことである。前述した「対話的な学び」においてやりとりされる情報を可視化し操作化

する思考ツールは、この場面で活用することにより、その有効性が発揮される。 

こうして生じた児童生徒一人一人の内発的動機に基づき学習活動は、次の段階へと

進むこととなる。 

 

次の段階は、方向付けの段階である。方向付けのベースは、「学習者の既有の理解や

問題の扱い方を変えるのにも役立ち、比較、検討、肉づけを行っている間に、新しい主

題事項の意味全体が形を取り始める」（Engestrom，2010）ことである。ここが、論点整

理で説明された「新たに獲得した知識が既存の知識と関連付けられたり組み合わされ

たりしていく過程で、様々な場面で活用される基本的な概念等として体系化されなが

ら身についていく」部分に当たる。新たに獲得した他の児童生徒からの知識や考えを



- 124 - 

もとに、自己の考えを表出し、加筆、修正、理由付けを行い、新たな知識を得ていくの

である（内化）。そして、新たに獲得した知識をまた違う学習においても活用できるの

ではないかと考え、深めた学びをさらに広げていく（外化）。この外化によって「どの

ように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びに向かう力、人間性等）」に

つながっていく。 

こうした「学び」の仕組みを踏まえ、授業においてどのように児童生徒が思考し、深

い学びに向かう学習プロセスを設定していくことが有効なのかについて整理し、図で

表した（図Ⅱ－１）。 
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図Ⅱ-１ 授業における児童生徒の学習プロセス 
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②多様性を包摂した学習集団における「学び」の在り方 

多様な児童生徒が在籍する通常の学級においては、①で述べた学習のプロセスにお

いて様々な場面が生じる。 

例えば、学級全体で課題解決を行う場面において、自分の考えを整理することが苦

手な児童が「なぜだろう？」と感じたことについて児童なりに発言したとしても、周囲

の児童は、その児童の発言を「なぜそんなことを言うのだろう？」「学習とは関係のな

い発言をしている（突拍子もない言動）」と捉えるかもしれない。しかし、この場面を

「多様性を包摂した学習集団における対話的な学び」と捉えると、この児童の「なぜだ

ろう？」という視点が、学習集団が課題解決を行う中で新たな視点となり学びを深め

ていく要素となる。周囲が児童の意見を、「どうしてそう考えたのか？」と授業で受け

止める「話題の全体化」を行うことで、一見突拍子もないように思える言動が課題解決

に向けての糸口となるかもしれない。発言した児童も、自身の考えが授業で取り上げ

られたことで、授業に参加しているという実感を得ることができ、皆と課題解決を行

おうと授業に参加するであろう。また、自分の考えを相手に分かるように伝えたいと、

懸命に自身の考えを整理し伝えようとするだろう。一方で教員が、児童が行った想定

外の発言を授業とは関係のない突拍子もない発言だと決めつけてしまい、児童の発言

を受け止めず流してしまえば、この児童の「なぜだろう？」という視点は授業で生かさ

れることもなく、児童自身も学びの意欲がそがれ、より授業に参加しなくなってしま

う。 

奈須（2017）は、「子供たちがもっているいい線はいっているが不正確であったり断

片的である知識を、洗練させたり統合させていけるよう、教師が意図性や指導性を効

果的に発揮することが必要である」、「一人一人のそれぞれ偏った知識や経験を共有の

財産とし、その豊かな具体・特殊・個別の先に抽象・一般・普遍を構築しようと対話的

に思考することに意味がある」と述べ、児童生徒からの多様な発言により、対話的な学

びが深まるとしている。 

授業で重要になってくるのは、「児童生徒の能動的な心的活動を駆動し、養い、方向

づけること」（Engestrom，2020）であり、授業者が「本時で何を学ばせたいのか？」で

ある。そのために、授業者は教材研究を行い、「本時で何を学ばせたいか」が踏まえら

れた本質的な発問として主発問を行う必要がある。他の児童生徒とのやりとりにより、

自分と同じまたは違った考え方や見方に気付いたとき、「自分の考えでよかった」「な

ぜ違うのだろう？」と内発的動機が生まれる。ここが、学習場面において本時の課題に

迫る授業の山場であり、ここで生まれた活発的議論は様々な児童生徒の考えを整理し

統合しながら、課題解決を行っていくことに繋がる。 

教員が授業づくりを考えるに当たっては、多様な教育的ニーズのある児童生徒や発

達的特性のある児童生徒も同じ土俵で授業に参加し、互いに学び合うことのできるよ

う単元計画や本時の展開を考える必要がある。通常の学級は、個々に違う多様性のあ
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る集団である。多様であるからこそ学びが深まる機会に満ちあふれ、新しい知識や価

値観を習得する機会に恵まれていると言える。 

 

③多様性を包摂した教員集団における「学び」の在り方 

①で述べたように、今回の学習指導要領の改訂に当たっては、「学び」の仕組みに関

わる科学的な知見について議論が行われた。この「学び」の在り方は児童生徒のみなら

ず、大人の学びにも当てはまる汎用性の高いものである。 

１の（３）で述べたように、児童生徒が多様な見方や考え方をもつ集団であると同様

に、教員集団も多様な見方や考え方をもつ教員で構成された集団である。そう考える

と②で述べた多様性のある児童生徒の学習プロセスは、多様な教員の「児童生徒理解

という学習プロセス」にも当てはまると考えられる。とりわけ、今後、急速に二極化が

進むであろう教員集団においては、多様な経験や価値観をもつ教員が、児童生徒に対

する互いの見方や考え方を関連付けたり組み合わせたりしていく場を意図的に設定す

ることが、新たな児童生徒理解に繋がり、袋井市の課題解決にも繋がるものと考えら

れる。 

静岡県教育委員会においても、静岡県の児童生徒が、主体的に学ぶ姿勢を養い、「生

きる力」を育んでいくためには、「自分ごと（自分の事）としての学び」が大切であり、

児童生徒が主体となる学習を行うためには、教師が『肯定的な子供観』（「子供には、知

的好奇心や思いやりの心があり、新たなものを創り出したり目的を実現したりする能

力が潜在している。」、「子供は、自分の中にある能力を発揮したいと考えている。」など

肯定的に子供を捉えようとする見方や考え方）に基づきながら「学び手の視点で授業

をつくる」ことが大切だとしている。 

こうしたことを踏まえ、多様な教育的ニーズのある児童生徒を含めた一人一人の児

童生徒の理解を、多様なで構成された教員集団の意図的な学びにより、充実させるこ

とができるものと考えられる。多様な教員の見方を生かした「児童生徒理解プロセス」

を、②に当てはめながら以下のように整理した。 

〇これまでの経験では対応できない児童生徒に出会い、問題意識が生じる。 

〇多様な見方や考え方を他の教員から獲得し、さらに自分の見方や考え方を再構築 

することで、新たな支援方法を実践する。 

〇新たな支援方法を用いて実践し、振り返り、評価し、次の指導や支援につなげる。 

 

 平素から、教員は、在籍する多様な児童生徒に対して、「分かる、参加できる」授業

づくりに取り組んでいる。教員が、児童生徒の多様性に関わる問題意識を最も強く感

じる場面は「授業」である。自らの対応について不安を感じている児童生徒について、

具体的な場面を通じて感じた他の教員による新しい見方や考え方を意図的に取り入れ

ることによって、多様な見方や考え方を獲得し、自分の見方や考え方を再構築するこ
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とができる。支援が必要な児童生徒に対して、授業者が自身の見方や考え方に基づき

指導している具体的な授業の場面を、他の教員と共有し対話的な学びを設定すること

により、新たな見方や考え方を獲得し、支援の充実と学習集団の学びの深まりに繋げ

ることができる。こうした個を意識した授業づくりは、児童生徒への多様な見方や考

え方を通して、指導方法や支援方法を考えることができ、集団が生きる授業づくりに

繋がっていくと考えた。 

次に具体的な授業場面において、どのような方法をとれば、教員が互いの見方や考

え方を共有することができるのかについて検討した。授業場面における児童生徒の姿

から授業の課題を感じたとき、それぞれの教員が考える理由は多様である。また、どの

ような児童生徒の課題に注目するかも教員によって異なる。様々な児童生徒の姿の中

からどの姿に注目するのかも、それぞれの教員の見方や考え方が表れる。Ａ先生が気

付かなかった児童生徒の姿を、Ｂ先生の視点で捉え注目することで、Ａ先生とＢ先生

の見方や考え方の違いが見えてくる。このように、互いの見方や考え方の違いに気付

くとともに、それぞれの見方や考え方を共有していくためには、場の設定が必要とな

ってくる。あらかじめ決めておいた児童生徒について、同じ授業で同じ児童生徒の姿

を観察し、その姿の背景を考えることで、互いの見方や考え方が違ったりすることに

気付くことができる。また、同じ授業で同じ児童生徒を見たとしても、場面が変わると

児童生徒の姿が変わり、参観者の見方や考え方も変わることもある。そういった共通

の「土俵」で互いに自分の見方や考え方について語ることで、それぞれの見方や考え方

の共有を行うことができるのではないかと考えた。この教員の「児童生徒理解プロセ

ス」は、図Ⅱ－１で示した学習プロセスの、「➊他者の考えの受容」に相当すると考え

られる。 

他の教員から得られた新しい見方や考え方に触れた時、教員は、時には今までの自

身の見方や考え方に安心感をもてたり、時には今までにない見方や考え方に出会い、

これまで自身の支援方法は正しかったのか、児童生徒の実態に合っていたのかといっ

た疑問や葛藤が生じたりする。こういった疑問や葛藤は、指導を改善充実させようと

する教員自身の内発的動機に繋がる。この教員の「児童生徒理解プロセス」は、図Ⅱ－

１で示した学習プロセスにおける「➋内発的動機付け」に相当する。 

そして、内発的動機に支えられながら教員は、課題解決に必要な情報を他の教員か

ら収集、蓄積するとともに、自身のそれまでの見方や考え方に照らし合わせながら、よ

り良い「解」を求める。そのためには、他の教員から得られた新たな見方や考え方を獲

得し、それらを適切に組み合わせ活用しながら課題を解決していくことが重要となる。

こうした多様化複雑化した課題を解決していくためには、見えない部分（他者の見方

や考え方）を共有することが重要であり、これまでの自身の見方や考え方と、他者から

の新しい見方や考え方を関連付け組み合わせ、課題解決を図ろうとする思考の過程が

重要となる。この教員の「児童生徒理解プロセス」は、図Ⅱ－１で示した学習プロセス
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における「➌他者理解」に相当する。そこで、前述した「対話的な学び」を通して児童

生徒理解を深めることが必要であると考えた。 

そこで、経験年数に関わらず児童生徒に関わる教員が児童生徒の姿から児童生徒の

困難さや背景にある思いを、自身の見方や考え方で整理することができるもの、そし

て、多忙な日常的な業務の中でも他者からの新しい見方や考え方が得られ、自身の見

方や考え方の再構築を一人でできるツールが必要であると考えた。また、新しい見方

や考え方を得ることで気付く新たな発見や、今までの自身の見方や考え方を思考のプ

ロセスとして視覚的に確認することできるツールであることが必要であると考えた。

これは、児童生徒の多様性が学びを深めることに繋がるように、教員の多様な見方や

考え方が生かされ活用されながら思考することによって、児童生徒理解を深めること

ができるという「学び」の仕組みを踏まえたツールである。 

 

 

④教員集団における「学び」の可視化に向けた検討 

現場の教員は多忙である。「空き時間」と呼ばれる授業を行わない時間は、週に数時

間程度である。「空き時間」にも教員は、次の授業の準備や事務処理等様々な業務を行

っている。そういった普段の学校生活の中で、授業研究会のように１単位時間を確保

し年間で何度も互いの授業を見合うことは、現実的には難しい。そこで、まず教員がど

のように他の教員の授業を参観し、児童生徒の姿から自身の見方や考え方を互いに共

有することができるのかについて考えた。日々の生活で繰り返し行えるようにするた

めには、授業時間全てを参観するのではなく、10 分程度でも可能なものにする必要が

ある。また、研究授業のような児童生徒にとっても特別な場である研究授業の場面で

はなく、普段の授業での児童生徒の姿を見ることが、教員の日々感じている困難さに

対応できると考えた。また、参観者がそこで感じたことを授業者に伝えるために、研究

授業の後に行う協議時間を設けることも難しく、短時間で、なおかつ参観者の見方や

考え方が端的に伝えられることが必要である。 

こうした多忙な教員が時間を有効に活用し、互いに児童・生徒理解を深めることの

できる仕組みが必要であると考えた。この仕組みは、限られた時間の中で、教員がそれ

ぞれの見方や考え方を共有し深める思考のプロセスを可視化するとともに、限られた

時間の中で効果的に、「同じ土俵」で学び合えるものである必要がある。こうしたこと

を踏まえ、限られた時間の中でも取り組むことが可能な多様な教員による児童・生徒

理解に関わる見方や考え方を可視化し共有するためのシート「児童生徒理解共有シー

ト」の開発が必要であると考えた。「児童生徒理解共有シート」を用いることで、授業

者が自身の見方や考え方と、参観者の見方や考え方とを関連付けたり組み合わせたり

していく過程で、児童生徒に対する新たな見方や考え方を得ていくことができるもの

として開発したいと考えた。 
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以上の点を踏まえて、「児童生徒理解共有シート」を、以下の手順で行うことで教員

の思考の可視化を図ることにした。 

〇該当児童生徒に関わる教員が授業を参観し、児童生徒の姿をシートに記入する。

児童生徒の現在の姿から考えられること、今後どのような工夫や取組がありそう

かをシートに記入する。 

〇参観教員からの「児童生徒の姿」「児童生徒の姿から考えられること」「工夫や取

組」をシートに整理し、今までの自身の見方や考え方と参観者の見方や考え方か

ら新たな児童生徒理解につなげ、今後どのような工夫や取組ができそうか支援の

方策を検討し、ポイントをシートに記入する。 

〇検討し改善を図った支援の方策を実践する。 

〇検討した工夫や取組を実践し、児童生徒の姿から支援の方策を振り返り、今後の

支援方法を考える。（ＰＤＣＡサイクル） 

〇自身の見方や考え方を参観者の見方や考え方を踏まえてどのように思考し、支援

の改善を図ったのか、その結果、児童生徒はどのように変容したのか等について

シートを活用し、教員間で互いに共有する。 

 

上記のプロセスを可視化するために、段

階に応じたシートの作成を試みた。実際に

研究所スタッフと学習の困難さのある架空

の児童の実態を設定し、児童の実態から具

体的な授業場面で見られる児童の姿や、そ

の理由等について、個々の見方や考え方に

基づき気付いたことを付箋に書き出し、協

議を行った（図Ⅱ－２）。設定した児童の実

態は共通理解していたが、それぞれの気付

いたことは違いがあった。また、今後の工夫や取組に関わる支援の方策ついても異な

る意見が出された。 

次に、協議を通して、今までの自身の見方と、新たな他者の見方とを関連付けたり

組み合わせたりしていくためには多様性が重要となることから、自身と他者の二者だ

けではなく、複数の視点が必要であることから、３人程度の参観者があるとよいので

はないかと考えた。 

これまでの検討から３段階のプロセスに基づきシートを作成した。以下、小学校用

のシートを示す。ステップ１で「児童観察シート」（図Ⅱ－３、資料１）を用い、あら

かじめ授業者が記入した児童の実態に基づき、参観者が児童の姿を観察し、自身の見

方や考え方を記入する。ステップ２では「みんなで思考シート」（図Ⅱ－４、資料２）

を用い、授業者が今までの自身の見方や考え方と、参観者からの新たな見方や考え方

図Ⅱ－２ 研究所スタッフとの協議 
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図Ⅱ－４ みんなで思考シート 

図Ⅱ－３ 児童観察シート 

を対比させながら関連付けたり組み合わせたりして、今後、取り組めそうな工夫や取

組などの支援の方策を考え記入する。そして、ステップ３で「支援サイクルシート」

（図Ⅱ－５、資料３）を用い、取り組んだことに対する児童の姿から支援の方策を振

り返り改善点を検討することで、さらに今後の指導に繋げていきたいと考えた。 
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⑤ツール「児童生徒理解共有シート（案）」の作成 

「児童生徒理解共有シート」について検討し「案」を作成してきたが、記述する立場

が分かりにくく、記述の分量が多く感じられ負担になる点や、自身の見方や考え方と

新たな見方や考え方を再構築するということの意図が分かりにくい点、三段階構成で

活用することでの使用者が負担を感じる点の３つが課題として考えられた。 

そこでこれらの課題点を踏まえ、検討した「児童生徒理解共有シート（案）」に改良

を加えることとした。具体的には、３段階構成であったシートの一部を省き、「授業観

察編」と「授業者思考編」のみの２段階構成へと簡略化した（資料４）。そして、授業

者と参観者の視点が分かりやすく区別できるように、イラストを加え視覚的に捉えや

すいように工夫した。さらに、記入する内容や意図を分かりやすくするために、枠内に

説明文を付記した。なお、本シートは個別の支援計画等や「生徒指導カルテ」などと同

じように、個人情報に近い資料であり、授業参観中に対象児童生徒名が他の児童生徒

の目に触れない配慮が必要という、個人情報の観点から対象児童生徒名と授業者名を

入れず、日付と授業名のみを記入することとした。 

図Ⅱ－５ 支援サイクルシート 
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なお、シート記入時の留意事項として、児童生徒の得意な一面やポジティブな姿か

ら考える視点も入れるよう説明を加えた。これは、児童生徒の課題点のみならず、児童

生徒の自己肯定感をどう伸長していくのかも、教員が今後の支援の方策を検討すると

きに重要になると考えたからである。 

こうして作成した「児童生徒理解共有シート（案）」を実際に教員が活用するに当た

って、どのような手順で記入し共有していけばよいかについて検討し、整理した。以下

小学校用の「児童理解共有シート（案）」について検討した手順を示す。 

まず、「児童理解共有シート①（授業参観編）」（図Ⅱ－６）を活用し、授業者が他の

教員による見方や考え方に触れる機会を設定する。図Ⅱ-１に示した授業づくりの流れ

に当てはめると、共有シート①の授業者の視点の部分は、自己の考えの表出（➊自己理

解）の部分になる。授業者が児童をどのように理解しているのかを書き表すところと

なる（図Ⅱ－６左側「授業者の視点」）。そして、参観者は授業を参観し、児童の姿から

その背景を考えシートに記入する（図Ⅱ－６右側「参観者の視点」）。授業者は参観者の

視点を得ることで授業者は共感・疑問・発見の機会を得ることになり、児童に対してど

のような支援が必要かを考える図Ⅱ－１に示した「➋内発的動機付け」が生じるので

ある。 

次に「児童理解共有シート②（授業者思考編）」（図Ⅱ－７）を活用することにより、

他の教員の多様な見方や考え方に触れ思考する中で、児童への実態把握をより深める

機会を設定する。この共有シート②の部分（図Ⅱ－７上側「参観者の視点の整理」）が、

図Ⅱ－１に示した「➌他者理解」の部分であり、授業者が本シートを使って様々な考え

を整理し、課題解決を行う部分にあたる。多様な教員である参観者から得られた見方

や考え方を踏まえ、授業者が思考したことについて共有シート②のわかったこと、気

付いたことから、考えたことについて記入する。そこで、新しい知識や価値観に気付き

（➍内化）、どんな工夫や取組ができそうかを考えることで、習得した知識を他の児童

生徒にも適用範囲を拡げていこうとする（➎外化）（図Ⅱ－７下側「授業者の思考」）。

また、本シートを活用することにより、参観した教員にとっても、互いに対象児童生徒

に対する見方や考え方を互いに知る機会となる。 

同様に、中学校でのシートの活用を想定し、小学校版を基に「生徒理解共有シート①

（授業参観編）」（資料５）と「生徒理解共有シート②（授業者思考編）」（資料５）につ

いても作成した。 
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図Ⅱ－６ 児童理解共有シート①（授業参観編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－７ 児童理解共有シート②（授業者思考編） 
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３．研究２「児童生徒理解共有シート（案）」を用いた調査研究 

 

（１）目的 

検討し作成した「児童生徒理解共有シート（案）」の有効性を検証し、教員が互いに

学び合いながら児童生徒理解を組織的に深めることのできるツール「児童生徒理解共

有シート（改訂案）」を開発する。 

 

（２）方法 

①アンケート調査の実施 

 ②調査結果の分析 

 ③考察 

 

（３）内容 

①アンケート調査の実施 

 袋井市教育員会を通じて、静岡県袋井市内「周南たちばな学園」（※）に設置する小・

中学校に、研究協力を依頼し、小学校（３校）の通常の学級担任と、中学校（１校）の

通常の学級の授業を担当する教員を対象として、「児童生徒理解共有シート（案）」を活

用した取組に基づく調査研究を行った（取組期間は令和２年９月 14 日（月）から 10 月

９日（金））。授業者は、通常の学級の担任と通常の学級の授業を担当している教員と

し、参観者は「対象児童生徒を知る教員」３名程度とした。この「児童生徒のことを知

る教員」とは、同学年の担任、出入り授業教員、特別支援学級担任、生徒指導担当、養

護教諭、部活動担当等、日ごろの対象児童生徒と何らかの関わりがある教員である。 

対象校は、袋井市全体が抱える児童生徒の多様化に関わる課題がある小・中学校と

し、袋井市教育委員会と相談して決定することとした。また、依頼に当たっては、調査

者が各校を訪問し、全教員に対して研究内容を説明した後、協力を得られた教員を対

象とした。 

 実践及びアンケート調査の倫理的配慮については、独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所の倫理審査委員会において承認を得た。また、袋井市教育委員会を通じて

調査対象校の所属長の了承を得た後、教員に対して文書及び口頭による説明を行った。

調査への回答をもって調査への同意を得られたものとした。調査協力は任意であり、

辞退しても不利益を被ることは一切ないこと、個人情報の管理を厳重に行うことなど

について説明した。 

 アンケート調査の実施に当たっては、市内の小・中学校に導入されている公務支援

システムのアンケート機能を活用し、質問データ及び質問項目を送信し、「児童生徒理

解共有シート（案）」（学校に配布する際には学校種に応じて「児童理解共有シート（案）」

「生徒理解共有シート（案）」に名称を変更）を活用した実践後に、アンケート調査を
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実施した。アンケート対象者は、「児童生徒理解共有シート（案）」を授業者または参観

者として活用し実践した教員である。 

 

※「周南たちばな学園」とは、中学校区ごとに構成された組織である。袋井市では、教育施設
（幼児教育・小学校・中学校）が中学校区ごとに一つの学校（施設分離型一貫校）を構成し、
幼児期から義務教育終了まで、一貫した教育課程を編成し、系統的・継続的な教育を行う「袋
井市幼小中一貫教育プログラム」をスタートしている。 

 

②調査結果 

実践後、「児童生徒理解共有シート（案）」を授業者または参観者として実践した教員

に対して、アンケートを実施した（資料６）。期間は、令和２年 10 月９日（金）から 10

月 16 日（金）までに行った。アンケート有効回答数は 69 人であった。アンケート回

答者数のうち、授業者のみを実践した人が 15 人、参観者のみを実践した人が 30 人、

授業者と参観者の両者を実践した人が 24 人であった（図Ⅱ－８）。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ-８ アンケート回答者の内訳 

 

ア）教員経験年数と特別支援学級担任経験年数（臨時任用期間を含む） 

回答者 69 名の教員経験年数を以下のグラフに示した（図Ⅱ－９）。本結果は今回の

調査研究に協力を得られた周南たちばな学園に勤務する教員の一部の結果であるが、

経験年数１～５年が 26％、30 年以上が 25％であった。この結果からも、教員の二極化

が示された。特別支援学級担任経験では、32％の教員が特別支援学級担任の経験があ

った（図Ⅱ－10）。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－９ 回答者の教員経験年数 
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図Ⅱ－10 回答者の特別支援学級担任経験 

 

イ）個別の配慮を必要とする児童生徒への個別の指導・支援に困難さを感じるか 

 個別の配慮を必要とする児童生徒への個別の指導・支援に困難さをいつも感じてい

ると答えた教員は全体の約５割（35 人）であった。ときどき感じている教員は約３割

（23 人）であり、合わせて約８割の教員が学校生活において、個別の指導・支援の困

難さを感じていることが分かった（図Ⅱ－11）。また、教員経験年数に関わらず、どの

世代においても、児童生徒への指導・支援に対して困難さを感じていることがされ、１

（３）で述べた教員の現状が裏付けられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－11 個別の配慮を必要とする児童生徒への個別の指導・支援に困難さを感じるか 

 

 

ウ）指導・支援の困難さを解決するために行っていること（一部抜粋） 

 個別の配慮を必要とする児童生徒への個別の指導・支援に困難さについて「いつも

感じている」「ときどき感じている」「たまに感じることがある」と答えた教員に対し

て、指導・支援の困難さを解決するために行っていることを記述で回答を求めた（表Ⅱ

－１）。困難さを解決するために、他の教員への相談や情報交換、他の教員から助言を

もらう等の回答が多かった。また、本回答からも、指導や支援を行いながら困難さを感

じている教員の姿が分かった。 
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表Ⅱ－１ 指導・支援の困難さを解決するために行っていること（一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ）指導・支援を感じた際に誰に相談するか（複数回答） 

 児童生徒への指導・支援に困難さを感じた際に相談するかを対象について、教員経

験年数が１から 10 年までの教員を「若手」、教員経験年数が 11 年以上の教員を「ベテ

ラン」と分け、グラフにまとめた（図Ⅱ－12、図Ⅱ－13）。若手教員もベテラン教員も

多様な教員に相談していることが分かる。詳しく見ると、若手教員では、学年主任や通

常の学級担任に相談することが多く、特別支援学級担任や特別支援教育コーディネー

ターに相談することが少ない。ベテラン教員では、どの立場の教員にも相談している。

学年主任に相談が少ないのは、自身が学年主任という立場にいることが推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－12 指導・支援を感じた際に誰に相談するか（若手教員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－13 指導・支援を感じた際に誰に相談するか（ベテラン教員） 

・指導方法について、周りの先生方に相談している。 
・関係する教職員と情報交換しながら対応方法を探る。 
・１人ではなく複数で指導に当たる。 
・昨年度までの担任に、効果的な手立てがあったか聞く。 
・他の教師に相談し、取り入れられそうなことを試してみる。 
・その児童生徒に関わっている教師に授業の様子を聞いたり、助言を受けたりする。  
・児童本人との信用信頼関係の構築 
・手を変え、品を変え、試行錯誤しながら指導している。 
・子どもの実態により、教師一人だけでは対応できないことが多い。 
・集団での一斉指導をせざるを得ない場合に指導が入らない。 
・個に合った指導法が見つからない、分からない、困難さ。 
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オ）他の教員の視点は、自身の見方（児童・生徒理解）と違いはあったか 

シートに書かれた他の教員の視点は、自身の見方と比べた時に違いはあったかでは、

「全員自分の見方と同じ」と回答した割合は約２割で、「自分の見方と同じ点も異なる

点もあった」と回答した割合は約８割であった（図Ⅱ－14）。 

 見方の違いはあったかの回答を、「若手」「ベテラン」、「授業者」「参観者」「両者」、

「小規模小学校」「大規模小学校」「中学校」と、それぞれのカテゴリーごとに整理し、

比較した。その結果、どの立場カテゴリーにおいても、約７割から８割の教員が「自分

の見方と同じ点も異なる点もあった」と回答した（図Ⅱ－15）。また、「小規模小学校」

と「大規模小学校」で比較すると、「小規模小学校」では「全員自分の見方と同じ」と

回答した割合が高かった（図Ⅱ－16、図Ⅱ－17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－14 他の教員の視点は、自身の見方（児童・生徒理解）と違いはあったか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－15 他の教員の視点は、自身の見方（児童・生徒理解）と違いはあったか 

（立場ごとの比較） 
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図Ⅱ－16 自身と他の教員との見方の   図Ⅱ－17 自身と他の教員との見方の 

違いについて              違いについて 

（大規模小学校教員）          （小規模小学校教員） 

 

 

カ）他の教員の視点は、自身の見方と比べた時にどのように感じたか（一部抜粋） 

「いろいろな見方があった」「人によって見るところが違う」「自分の気付かなかっ

た視点があった」など、見方の違いに気付いたという回答が複数あった。自分の接し方

を見つめ直すことができたという意見や、自分の感じ方や対応に賛同を得られたよう

で安心感が得られたという意見もあった（表Ⅱ－２）。 

 

表Ⅱ－２他の教員の視点は自身の見方と比べた時にどのように感じたか（一部抜粋） 

           

 

 

 

 

 

 

 

キ）他の教員の視点は、自分の見方を考える際にどのように役立ったか（複数回答） 

他の教員の視点は、自分の見方を考える際にどのように役立ったかについて、５つ

の項目から複数の項目を選択可能として回答を求めた。「新しい見方が得られた」の回

答が 37％、「参考になった」の回答が 41％あり、全体の約８割を占めた。「自信がもて

た」の回答が 15％、「新しい見方は得られなかった」の回答が５％、「参考にならなか

った」の回答は２％であった（図Ⅱ－18）。 

 

 

 

・人によって見るところが違うのだなと改めて思った。 
・いろいろな見方があるんだと思った。 
・自分が気付かなかった視点もあって、興味深かった。 
・自分の感じ方や対応に賛同を得られたようで安心感が得られた。また、支援対象 

の児童のことを知ってもらったことも良かった。 
・日頃から長時間接している自分は、生徒の「手のかかる所」に目がいきがちだが、 

ほとんど関わりのない教員に見ていただいたところ、生徒の「よい面」に目を向 
け、そこからのアプローチを考えていただいた。それにより、自分の接し方を見
つめ直すことができた。 
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図Ⅱ－18 他の教員の視点は、自分の見方を考える際にどのように役立ったか 

 

また、「授業者」「参観者」「両者」のシート活用の立場に分けて、どのように役立っ

たかについての結果を比較した。「自信がもてた」という回答は、授業者が 14％、参観

者が 15％、両者が 20％と、同程度の回答率であった。「参考になった」という回答は

授業者では 54％と、参観者 38％と両者 34％の結果より高い傾向にあった（図Ⅱ－19、

図Ⅱ－20、図Ⅱ－21）。授業者では、「新しい見方は得られなかった」「参考にならなか

った」という回答はなかった。参観者では、「新しい見方は得られなかった」が９％、

「参考にならなかった」が２％の回答があり、両者では、「新しい見方は得られなかっ

た」が 5％、「参考にならなかった」が２％の回答があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－19 授業者の役立ち感 

 

 

 

 

 

 

          

 

図Ⅱ－20 参観者の役立ち感 
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図Ⅱ－21 両者の役立ち感 

 

 

ク）対象児童生徒をより知ることができたか 

 「児童生徒理解共有シート（案）」を活用することで、対象児童生徒をより知ること

ができたかについての問いに、「よくできた」と回答したのが 23 人、「少しできた」と

回答したのが 39 人であった。感じ方に差はあるが、約９割の教員が「知ることができ

た」と回答している。「あまりできなかった」と回答は７人で、「全くできなかった」の

回答は０人であった（図Ⅱ－22）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－22 対象児童生徒をより知ることができたか 

  

また、「若手教員（教員経験年数１から 10 年）」「ベテラン教員（教員経験年数 11 年

以上）」「授業者」「参観者」「両者」「小学校教員」「中学校教員」とシート活用の立場ご

とに分けて、対象児童生徒をより知ることができたかの結果を比較した（図Ⅱ－23）。

どの立場の教員集団も、約８割が「よくできた」「少しできた」の回答という結果にな

った。 
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図Ⅱ－23 対象児童生徒をより知ることができたか（立場ごとの比較） 

 

 小学校教員と中学校教員とで比べると、小学校教員の方が「よくできた」と回答する

割合は高く、中学校教員では全体の約９割が「よくできた」「少しできた」と回答した

（図Ⅱ－24、図Ⅱ－25）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－24 対象児童生徒をより知ることができたか（小学校教員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－25 対象児童生徒をより知ることができたか（中学校教員） 
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 「若手教員（教員経験年数１から 10 年まで）」と「ベテラン教員（教員経験年数 11

年以上）」と比べると、若手教員では「よくできた」と回答した割合が低く、「あまりで

きなかった」と回答する割合が高かった（図Ⅱ－26、図Ⅱ－27）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－26 対象児童生徒をより知ることができたか（若手教員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－27 対象児童生徒をより知ることができたか（ベテラン教員） 

 

 

 「授業者」「参観者」「両者」比べると、授業者の「よくできた」と回答する割合は低

く、他の比べると「両者」の「あまりできなかった」と回答する割合は高かった（図Ⅱ

－28、図Ⅱ－29、図Ⅱ－30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－28 対象児童生徒をより知ることができたか（授業者） 
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図Ⅱ－29 対象児童生徒をより知ることができたか（参観者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－30 対象児童生徒をより知ることができたか（両者） 

 

 

ケ）自分の授業や児童理解・生徒理解について気付いたことや感じたこと（一部抜粋） 

 「児童生徒理解共有シート（案）」の実践を通して、自分の授業や児童理解・生徒理

解について気付いたことや感じたことについて回答を求めた。自身の児童理解や生徒

理解について振り返り、得た見方を今後の指導に活かそうとする回答があった（表Ⅱ

－３、表Ⅱ－４）。 

 

表Ⅱ－３ 自分の授業や児童理解・生徒理解について気付いたことや感じたこと① 

 

 

 

 

 

 

 

 

・普段見えていない児童のよさや課題等、様々な視点から見つけることができると 
思った。児童の活躍場所を考える手立てにもつながっている。 

・様々な先生方と見方を共有し、整理することで自分の子どもの見とり方（児童理 
解の仕方）や授業での支援の工夫について考えを深めたり、視野を広げたりする 
ことができたと思う。 

・個に対する自分の指導を振り返るよい機会になった。自分の指導方法がいいのか、 
不安になることがあったが、他の先生方の考えを聞いて、参考になった点や今後
の指導にいかせることがたくさんあった。 
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表Ⅱ－４ 自分の授業や児童理解・生徒理解について気付いたことや感じたこと② 

 

 

 

 

 

 

 

 

「対象児童生徒をより知ることができたか」についての回答と、「他の教員の視点は

自分の見方を考える際にどのように役立ったか」についての回答をクロス集計した（図

Ⅱ－31）。その結果、「自信がもてた」「新しい見方が得られた」「参考になった」と回答

した人ほど、児童生徒理解について「よくできた」「少しできた」と回答する傾向が高

いことが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－31 「対象児童生徒をより知ることができたか」の回答と、「他の教員の視点   

      は自分の見方を考える際にどのように役立ったか」の回答のクロス集計

結果 

 

コ）「児童生徒理解共有シート（案）」についての意見（一部抜粋） 

 「児童生徒理解共有シート（案）」の使い方やシート活用の改善点について回答を

求めた。短時間での活用の仕方に課題を感じていることや、シートへの書きづらさを

指摘する回答があった（表Ⅱ－５、表Ⅱ－６）。 

 

表Ⅱ－５ 「児童生徒理解共有シート」についての意見① 

 

 

 

・学習中の子どもの行動からの気付きを考えることが、児童理解につながることを 
感じた。参観者が授業者の児童理解を助けることができると感じた。 

・教師の話を聞く時間やタブレット等を使用する時間などを区別し、何に取り組む 
べき時間なのかをはっきりさせることが大切だと言うことに気付いた。学習意欲 
が持てる、興味がわく授業作りをする必要があると改めて感じた。 

・身の回りのものを整理し、授業に取り組む環境を整えることが大切だと感じた。 
・自分の授業は、生徒にとって難易度の高いことをやっていることに気付いた。  
・児童が求めているニーズにいろいろできるように支援したり、多様な方法を学ん 

だりしたい。                          

・1 回の授業だけで、児童理解していくのは難しいかもしれない。 
・短時間の観察では、なかなかアイデアを出すところまで理解するのは難しいと思っ 

た。日常的に情報交換することで、対象児童を理解し、いろいろな方策も出てくる 
と思った。 

・短時間や一時間だけの観察では十分に対象児童のことが分からないので、連続して 
姿を追えるような形式になっていると良いと感じた。         
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表Ⅱ－６ 「児童生徒理解共有シート」についての意見② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③考察（児童理解・生徒理解について） 

１）指導・支援の困難さの解決について 

調査結果から、日頃から指導・支援の困難さを解決するために、教員同士で情報交換

を行い、指導方法について相談していることが分かった（表Ⅱ－１）。また、若手教員

もベテラン教員も、多様な教員に相談している（図Ⅱ－12、図Ⅱ－13）。このことから

も、教員同士で相談することを通して、児童生徒を多角的に捉え、児童生徒との信頼関

係の構築や、児童理解・生徒理解を行おうとしていることが推測できる。若手教員にお

いて、特別支援学級担任や特別支援教育コーディネーターへの相談がベテラン教員に

比べて少ない傾向にあるのは、若手教員にとっては、自身の感じている困難さが特別

支援教育の理解不足によるものというよりも、自身の指導力不足によるものと感じて

いるのではないかと考えられる。ベテラン教員も多様な教員に相談していることから、

経験年数にかかわらず、教科指導や生徒指導といったこれまでの指導の仕方では対応

しきれない困難さが学校現場にある現状が考えられる。 

 

【授業者の立場】 
・担任が書く文章の量として、そんなに多くはないのですが、いざ「書く（打 

つ）」となると手間がかかる。ただ、児童の姿を学年等で共有したり、客観的に
見てアドバイスをいただいたりすることは、大変必要なことだと思う。 

・児童理解共有シートを使って自分の見方と他者の見方を比べるなら、使い慣れ 
ている思考ツール（「比べる」ならベン図 等）と付箋があれば代用が可能で、
より簡単だと思います。児童理解のために新たな形のシートを作っていくので
あれば、いつ・だれが使っても同じように考えられる、できるだけシンプルな
構成にしてもらえると使いやすさが上がると思います。個人的には、現状のシ
ートを日常的に活用するイメージはわきにくかったです。 

・支援を要する生徒が増える中、対象の生徒全てに「生徒理解共有シート」を書
いていたら時間が足りない。内容は同じでも、紙ではなくタブレットを使用し
簡単に面白く楽にできる方法を模索するほうが現場役立つかもしれないと感じ
ました。 

 
【参観者の立場】 
・参観編の児童の姿から考えられることが少し書きにくかった。 
・「１時間通してではなく、短い時間参観して･･･」ということでしたが、短い時

間で困り感をもっている子どもの表れを見取ったり、今後の工夫を考えたりす
ることは、なかなか難しかった。若手（特に初任者）にとっては、参観しても
らうことは勉強になると思うが、自分が参観してもどのように意見を伝えれば
よいか悩んでしまうかもしれないと思う。 

・参観して、児童の様子を書いて授業者に提出しただけで、授業者と話し合った 
り他の参観者と話し合ったりしていないので、「シート」についての善し悪しが
分かりません。 

・今回授業者でのみ取り組んだので、観察者の視点になったとき、どれだけ参考 
になるかは不安にも思う。                    
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２）自身と他の教員との見方の違いについて 

 小規模小学校と大規模小学校とを比べると、「全員自分の見方と同じ」の回答率が、

小規模小学校の方が高いことが分かった（図Ⅱ－16、図Ⅱ－17）。自由記述からも、「単

学級の学年がある小規模校では、学年を越えて複数の職員で児童の実態を見取り、チ

ームで支援を検討し対応していくことが必要だと考える。」といった回答があった。こ

のことから、小規模校では、教員の全体人数も限られるため、日頃から学校全体で、児

童生徒の実態を共有し合っていることが伺える。そのため、日頃からの情報共有によ

り、児童に対して同じ見方をもつ傾向が強くなるのではないかと推測される。日頃か

らの情報共有は、児童生徒理解においてとても効果的あると考える。どの教員も対象

児童生徒を理解したうえで関わりをもつことは、指導・支援をするうえで重要になる。

一方で、固定化された教員集団の見方や考え方は、それまで出会ったことのない実態

の児童生徒への対応が難しくなることも考えられることから、異なった見方や考え方

を意図的に取り入れる工夫が必要となると考えられる。多様な教員集団であるという

ことは、多様な見方ができるという強みであると考える。大規模校では多数の教員集

団であるため、より多角的な見方で児童生徒を捉えることができる環境であるといえ

る。一方で、大規模校では学校組織が大きいため、教員間の共通理解を量ることが難し

いことから、教員が互いに多様な見方や考え方を共有し、課題を解決しなければなら

ない場面を意図的に設定していく必要があると考えられる。                                                                          

 

 

３）中学校でのツール活用について 

「児童生徒理解共有シート（案）」を活用することで対象生徒をより知ることができ

たかについては、中学校教員の約９割が「よくできた」「少しできた」と回答した（図

Ⅱ－25）。また、アンケート記述からも「中学校では、教科担任制なので、それぞれの

教科で生徒が違った様子が見られる。そのため、この研修は多くの教師の目で同じ生

徒を見ていく必要があるなと改めて思った。また、小学校だと自分のクラスで授業を

することが多いが、中学は自分のクラスで授業を行うのは１日に１回あるかどうかな

ので、自分のクラスに入っている教師と相談しながらやっていきたい。」といった回答

があった。教科担任制である中学校でも、「児童生徒理解共有シート（案）」が活用でき

ることが分かった。小学校とは違い教科担任制である中学校だからこそ、教科ごとの

生徒の姿があり、教員が多様な見方で生徒を見ることができるのではないかと考える。

また、教科担任制に加え部活動顧問担当など、中学校では生徒と様々な場面での関わ

りがある教員が勤務している。授業以外の姿からも情報を共有し、それぞれの多様な

見方を得ることで、さらに個別の指導や支援の充実が図れるのではないかと考える。 
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４）児童・生徒理解において気付いたことや感じたことについて 

自分の授業や児童・生徒理解において気付いたことや感じたことについては、「児童

生徒理解共有シート（案）」の実践を通して、改めて児童理解、生徒理解の必要性を実

感したことが分かった（表Ⅱ－３）。さらに、実践を通して日頃の自身の授業づくりに

ついての気付きもあったことが伺える（表Ⅱ－４）。教員が多様な見方で児童生徒を理

解していくことは、それぞれの教員が、今後の授業づくりや学級経営に生かしていく

ことができるのではないかと考える。個を意識した授業づくりは、児童生徒への多様

な見方や考え方を通して、指導方法や支援方法を考えることができ、集団が生きる授

業づくりにつながっていくと言える。 

 

 

５）互いの見方や考え方を共有する意義について 

 「対象児童生徒をより知ることができたか」についての回答と、「他の教員の視点は

自分の見方を考える際にどのように役立ったか」についての回答をクロス集計した結

果から、「新しい見方は得られなかった」「参考にならなかった」が児童・生徒理解はで

きたと回答したグループと「自信がもてた」「新しい見方は得られた」「参考になった」

が児童・生徒理解はできなかったと回答したグループに着目した（図Ⅱ－32）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－32 クロス集計結果から着目した２つのグループについて 

 

「新しい見方は得られなかった」「参考にならなかった」が児童・生徒理解はできた

と回答した教員は、ベテラン教員に多く当てはまった（図Ⅱ－32 赤枠）。自由記述を見

ると、「自分のというよりは、就学支援担当として他の教員の支援の視点を共有するの

によいと思った」「見方の違う他の教員の視点は、自分自身の見方を広げてくれる。丁

寧に見る場があると言うことは、生徒理解の上で大切なことだと思う。普段の授業の

中で、個への理解、かかわりを大切にしていきたいと思う」といった回答があった。今

回の結果では、「新しい見方は得られず、参考にならなかった」と回答しているが、気
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になる児童生徒への支援の必要性を感じ、今後も個の理解や支援について教員間で共

有することの必要性を感じている。これは、他の教員の視点の共有は、必ずしも「新し

い見方を得る」「参考になる」とは限らないが、見方の違う教員が児童生徒への支援を

考え互いに共有することは、児童・生徒理解に繋がると言える。 

 「自信がもてた」「新しい見方は得られた」「参考になった」が児童・生徒理解はでき

なかったと回答した教員は、若手教員に多く当てはまった（図Ⅱ－32 青枠）。アンケー

ト記述を見ると、「別の可能性について意識するきっかけになった、あらゆる視点から

多くの可能性を考えることが大切だと感じた」いった回答があった。「自信をもつ」「新

しい見方を得る」「参考になる」ことは、気になる児童生徒への支援に対して、新たな

アプローチのきっかけになっていることが分かった。若手教員にとっても、他の教員

の視点を共有することは、自身の取組に自信をもてたり、新たな支援方法を見つけた

りすることができ、児童生徒への理解をより深めていくことができると推測される。

このことから、若手教員にもベテラン教員にとっても、それぞれの教員の見方を共有

することは、児童・生徒理解をするのに有効であるといえる。 

 

 

６）自由記述を踏まえた考察 

一方で、自由記述から、参観者が短時間での対象児童生徒の一部分の行動から、対象

児童生徒を理解し自分の見方を書くことの難しさが指摘された（表Ⅱ－５）。また、短

時間では授業者が困っているという児童生徒の姿を観察できないという意見もあった。

よって、参観者が、短時間で児童生徒の姿から考えた見方だけでは、困難さを感じてい

る授業者が、参観者の見方をもとに児童・生徒理解をする難しさが生じる場合がある

と言える。その場合、授業者の困難さに寄り添った情報共有になっていないことが伺

える。今回のアンケート結果から、授業者が、対象児童生徒をより知ることができたか

という質問に対して、「よくできた」という回答が、参観者に比べ低かった。授業者が

対象児童生徒の理解に繋がらなかったのは、このような要因があると考えられる。 

 

 

④考察を踏まえた「児童生徒理解共有シート（案）」の改訂 

１）「児童生徒理解共有シート（案）」の課題 

アンケート調査結果から、児童生徒理解共有シートについての意見の中に、シート

の使いづらさを指摘する意見があった（表Ⅱ－６）。教員同士で見方を共有することの

良さを実感する一方で、日々の業務の中でのシート活用方法を考えた時、より活用し

やすくなるようシートを改善することが必要であると分かった。また、短い時間で授

業者が困難さを感じている児童生徒の様子を見取ったり、今後の工夫を考えたりする

ことは、難しいといった意見もあった。短時間での見取りの課題については、児童理
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解・生徒理解にもつながる課題である。「児童生徒理解共有シート（案）」の活用方法に

ついては、教員が今後も無理なく続けられる形が求められる。さらにアンケート結果

から、参観者との情報共有の仕方に課題があることが分かった。参観者が授業を参観

し、授業者にシートを渡すだけでは、参観者同士も多様な見方を共有することはでき

ない。今回の実践から、教員同士の情報共有の必要性を実感しているからこそ、シート

活用方法の改善が必要である。 

 

 

２）「児童理解共有シート（案）」の改訂に向けた検討 

 アンケート結果から、「児童生徒理解共有シート（案）」の使いづらさや共有の在り方

について指摘する意見が挙げられた改善に向け、以下の２つの視点で検討した。 

一つ目は、授業者に寄り添った情報共有にするためにはどうしたらよいかという視

点である。短時間での授業参観における参観者の見取り方について、参観者が短時間

の中で児童生徒の姿から考えた見方だけでは、困難さを感じている授業者が、参観者

の見方をもとに児童生徒を理解する難しさが生じる場合があることが分かった。 

二つ目は、限られた時間で授業者が困難さを感じている児童生徒の様子を見取った

り、今後の工夫を考えたりすることをどのように効果的に行うかという視点である。

多忙な教員が、短い時間で授業を見合える設定にしたが、かえってそれが使いづらさ

を生じさせる結果になってしまった。授業者にとっても短時間の参観は、授業者の困

難さに寄り添った情報共有にならず、授業者が対象の児童生徒の児童・生徒理解に繋

がらないことも分かった。 

 

 

３）「児童生徒理解共有シート（改訂案）」の提案 

まず、改善に向けた２つの視点に基づき検討した。「研究授業等での活用」「参観時間

の設定」「授業者が困難さを感じる姿を箇条書きで記載」の３点の改善を加えた改訂案

を考えた。「研究授業等での活用」は、校内研修等で行われる研究授業で「児童生徒理

解共有シート（改訂案）」を活用し、授業時間全てを参観する。研究授業は頻繁に行う

ことは難しいが、短時間では見取りが難しいという問題点を、１時間の授業をすべて

参観することで、参観者も自身の見方や考え方をシートに記載でき、授業者に寄り添

った共有をすることができる時間として有効ではないかと考える。また、研究授業で

はより多くの教員が参観すると考えられ、多くの教員の見方や考え方を得ることがで

きる。年間で数回設定された研究授業後の協議等での活用が考えられる。 

「参観時間の設定」は、たとえ短時間であったとしても参観授業時間の中で、授業者

が困難さを感じる対象児童生徒の姿が見られる学習時間帯を事前に参観者に伝えてお

くことで、授業者が見てもらいたい対象児童生徒の姿をピンポイントで参観してもら
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うことができると考えた。そうすることで授業者が困難さを感じている対象児童生徒

の姿が見られ、授業者の困難さに寄り添った参観が可能になるのではないかと考えた。  

「授業者が困難さを感じる姿を箇条書きで記載」については、ピンポイントでの参

観がいつもできるとは限らないため、授業者が感じている困難さがある児童生徒の姿

を、あらかじめいくつか箇条書きで端的に記載しておくことが必要であると考えた。

「児童生徒理解共有シート①」で授業者が児童の姿として、「ワークシートに自分の考

えを書けない」という記載では、その姿を授業で参観できない場合に、参観者が授業者

の困難さに寄り添った共有にならない可能性がある。そのため、「活動にやる気がなく

なると、参加せずにぼーっとしている。」、「ノートは出すが、板書しない。」など、いく

つか気になる具体的な姿を箇条書きであらかじめ記載しておくことで、参観者がその

中から関連する様子を参観し、自身の見方や考え方をシートに記載することが可能に

なるのではないかと考えた。 

 

次に、「児童生徒理解共有シート（改訂案）」を教員間で情報共有しやすい形にするた

めにはどのようにしたらよいかを検討した。自由記述から、単発な授業参観での児童・

生徒理解で終わるのではなく、継続的な取り組みの必要性が挙げられた。参観者の「授

業者と話し合ったり他の参観者と話し合ったりしていない」といった意見から、参観

者との情報共有に課題があることも分かった。そこで、改訂案として、記入した「児童

理解共有シート②（授業者思考編）」を共有のサーバーやファイルに保存し、参観者も

他の教員も授業者が思考した内容や他の参観者の視点を共有できるようにする。授業

者と参観者全員が時間を取って事後の振り返りを多忙な業務の中で設定することは難

しいが、共有のサーバーやファイルに授業者が思考した「児童理解共有シート②」を保

存することは、誰もがいつでも閲覧でき見方や考え方を共有することができると考え

た。 

また、シート①②のみでは、授業者が参観者から得た視点をもとに、新たな取組や工

夫を考えるところで取組が終わっている。今後、考えた新たな取組や工夫を実行し、実

行したことによって児童生徒のどのような姿があり、授業者がどんなことに気付き考

え、また新たな取組や工夫を考えていくかという、継続的な評価・改善についても併せ

て展開されていくことが望ましいと考えた。そのために、シート①②での単発的な取

組で終わるのではなく継続的に取り組めるように、ＰＤＣＡサイクルを意識した「児

童理解共有シート③」（図Ⅱ－33、資料７）を加えた。シート③を活用することにより、

授業者が継続的に対象児童生徒に対して取組を行い、可視化することで思考が整理さ

れ、今後の指導や支援に活かすことができると考える。さらに、シート③は個別の教育

支援計画や指導計画等に反映することも可能であると考え、シート③をファイル等で

蓄積し対象児童生徒の引継ぎ資料として活用していくことでより活用範囲が広がるの

ではないかと考えた。 
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図Ⅱ－33 検討後に追加した「児童生徒理解共有シート③」（指導支援改善編） 

 

 

４．総合考察 

（１） 多様な児童生徒に対応することのできる教員の学びの在り方 

本研究では、この「学び」の仕組みを踏まえた児童生徒の学習プロセスを教員の「児

童生徒理解プロセス」としても捉えることができると考え、「児童生徒理解共有シート

（案）」を作成した。そして、シート案による調査研究を行い、改善を加え改訂案とし

た。研究全体を通して、教員が児童生徒に対する互いの見方や考え方を関連付けたり

組み合わせたりしていくことにより、新たな児童生徒理解につながることが分かった。 

今回作成した「児童生徒理解共有シート（改訂案）」は、教員が活用する思考ツール

ともいえる。教員自身が、「自分の視点」と「他者の視点」を比較検証することを通し

て、対象児童生徒への見方や考え方を深めることになり、対象児童生徒の理解を深め

ていくことに繋がる。教員が「児童生徒理解共有シート（改訂案）」を活用することで

児童・生徒理解を深めるたけではなく、教員自身が思考ツールを活用して思考するこ

とを通して、思考する授業づくりについて考えるきっかけになると考える。 

通常の学級に在籍する多様な実態である児童生徒が「主体的・対話的で深い学び」に

よって深く学習内容を理解していくためには、授業者は本時において学級全体で「何

を思考させ深めるか」ということを明確に押さえておく必要がある。そして、適切な

「思考スキル」「思考ツール」の活用が求められる。そのためにも、児童生徒にとって

焦点化された課題が必要であり、「今、考えなければならないこと」を明確にすること

で、「自分の視点」と「他者の視点」を比較検証することに繋がる。こうした学級全体

の話し合いや考え合いは、学級全体の思考を深めることに繋がり、学習指導要領の目

指す「深い学び」に繋がっている。本シートを活用した教員の「学び」にも、こうした

児童生徒の「学び」との類似点が多く見られた。 
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 児童生徒も教員も、多様である。多様な集団であるからこそ、多様な見方や考え方が

そこにはある。今後、学校現場において多様な教育的にニーズのある児童生徒を含め

た多様な考え方を、児童生徒がそれぞれの見方や考え方を学級全体で考え合い、教員

が「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指した授業改善を実践することで、インク

ルーシブ教育システムの充実に向けた授業づくりにも繋がっていくと考える。 

 

（２）教員集団による組織的な児童生徒理解の在り方 

 本研究を通して、教員は日頃から児童生徒への指導や支援を考える際に、互いに情

報を共有し相談し合うことを行っていることが分かった。これは、学級担任制の小学

校においても教科担任制の中学校においても同様であり、若手教員もベテラン教員も

互いに学び合う取組が以前から行われていたことが伺える。自身の見方や考え方のみ

で指導や支援をするのではなく、他の見方や考え方を得ることの必要性を感じ、共有

や相談を通して新たな見方や考え方を指導や支援に生かしてきたと言える。しかし、

多様な教育的ニーズのある児童生徒の増加と教員の年齢構成の二極化などに伴い、

個々のニーズに合った支援方法を模索する教員にとって、多様な見方や考え方を意図

的に共有する仕組みをつくることは今後必要不可欠なものとなる。また、多様性に満

ちている通常の学級集団に対する対応は、教員一人で抱え込むのではなく、教員同士

の多様性を生かし、組織的に児童生徒を理解し対応していくことが求められていると

考える。  

今回作成した「児童生徒理解共有シート（改訂案）」は、普段何気なく行っていた教

員同士の相談や情報共有を、授業者がこれまでの見方や考え方を関連付けたり組み合

わせたりしていく過程を可視化させたものである。また、こうした教員の思考サイク

ルを可視化することで、継続的に取り組むことができるようにした。シートの活用を

通して、教員は改めてこれまでの取組を捉え直し、再認識するとともに、他の教員の見

方や考え方を共有することで、自身の見方や考え方が広がり、指導や支援さらには授

業づくりに生かされていくことを実感した。このことから、今回開発した「児童生徒理

解共有シート（改訂案）」は、教員が多様な見方や考え方をもとに自身の見方や考え方

を広げ、多様な教育的ニーズのある児童生徒への支援に繋がるツールとして有効であ

るといえる。しかし、ツールは道具であり、このシートでなければ、それぞれの見方や

考え方を共有することができないわけではない。シートそのものが大事なのではなく、

互いの見方や考え方を共有し、新たな見方や考え方を得て、自身の見方や考え方を捉

え直し、多様な見方や考え方を得て児童生徒を理解していく学びのプロセスが最も大

事だと考える。シートの活用は、一つのきっかけづくりである。自分だけの見方や考え

方に捉われるのではなく、多様な教育的ニーズに対して多様な見方や考え方を通して、

児童生徒と関わっていくことが、教員の共生社会の形成に向けた取組に繋がっていく

と考えられる。 
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（３）研究成果の活用と今後の課題 

 今回作成した「児童生徒理解共有シート（改訂案）」は、限定的な取組であり検証を

行っていない。今後、授業者に寄り添った情報共有になっているか、参観者と情報共有

しやすい形になっているか等について検証することが必要であると考える。また「児

童生徒理解共有シート（改訂案）」の活用は、学校内の教職員間での活用にとどまるこ

となく、様々な場面で活用することも想定できる。多様な教育的ニーズへの指導や支

援を考える際に、学校内だけの情報共有だけでなく、保育施設や幼稚園・小学校・中学

校といった縦の繋がりや、療育機関などの専門機関や特別支援学校といった外部との

横の繋がりにおける情報共有や専門的な見方や考え方を得るためにも、「児童生徒理解

共有シート（改訂案）」が活用できると考える。今後、より様々な場面で活用するため

に、それぞれの場面にあった形や使い方を工夫していく必要性がある。その場合でも、

ツールの形に捉われるのではなく、子どもに関わる関係者が互いの見方や考え方を共

有し、多様な見方や考え方で子どもたちを理解していくという視点が重要である。 
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静岡県地域実践研究員：村松  泉 

静岡県担当研究員：平沼 源志 



児童観察シート（ステップ１） 

 

 

 

 

         （これまでの見方） 

 

 

 

 

 

 参観者：【         】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象児童：                  授業者： 

日付：  月   日（  ）  校時   教 科： 

 

 

普段の授業の様子と指導上の留意事項 

 

 

本時の授業での特徴的な児童の様子（児童の姿を記入）   

 

授業参観から分かったこと・気付いたこと（〇良い点、△課題点） 

 

 

今後の指導・支援方法の改善に向けた提案 

 

児童の実態 

児童の表れ 

表れの背景 

改善のポイント 
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みんなで思考シート（ステップ２）【  年 組 】 

     （得られた見方） 

     （自分の見方を再構築する） 

児童は、 

～していた。 

この表れの背景には、 

～考えられる。 

だがら、 

～してはどうか。 

児童は、 

～していた。 

この表れの背景には、 

～と考えられる。 

だから、 

～してはどうか。 

児童は、 

～していた。 

この表れの背景には、 

～と考えられる。 

だから、 

～してはどうか。 

情報の整理 

思考メモ 

ＰＬＡＮ 

・ 
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支援サイクルシート（ステップ３）【  年  組 】 

[日付： 月 日] 

[日付： 月 日] 

[日付： 月 日] 

[日付： 月 日] 

実践した支援方法 

・ 

支援に対する児童の姿 

・ 

分かったこと・気付いたこと 

・ 

今後の支援方法 

・ 

ＰＬＡＮ 

ＤＯ 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ 

ON

資料３ 
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児童理解共有シート①（授業参観編）

【児童の姿や普段の授業の様子】 

日  時：  月 日（  ）   校時 

教科・単元： 

【担任として取り組んでいること、気がかりなこと】 

【特徴的な児童の姿】 

【児童の姿（できることや課題）から考えられること】 

【どんな工夫や取組がありそうか】 

授業者の視点 

※授業者が事前に記入

参観者の視点 

※参観者が記入
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児童理解共有シート②（授業者思考編）

児童は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

【どんな工夫や取組ができそうか】※授業者が記入 【わかったこと、気づいたことから、考えたこと】※授業者が記入 

児童は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

児童は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

日  時：  月 日（  ）   校時 

教科・単元： 
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生徒理解共有シート①（授業参観編）

【生徒の姿や普段の授業の様子】 

日  時：  月 日（  ）   校時 

教科・単元： 

【担任として取り組んでいること、気がかりなこと】 

【特徴的な生徒の姿】 

【生徒の姿（できることや課題）から考えられること】 

【どんな工夫や取組がありそうか】 

授業者の視点 

※授業者が事前に記入

参観者の視点 

※参観者が記入
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生徒理解共有シート②（授業者思考編）

生徒は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

【どんな工夫や取組ができそうか】※授業者が記入 【わかったこと、気づいたことから、考えたこと】※授業者が記入 

生徒は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

生徒は、 

していた。 

そこから、 

ということが考えられる。 

だから、 

したらどうか。 

(  )先生の視点 

※授業者が転記

日  時：  月 日（  ）   校時 

教科・単元： 
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※袋井市教職員共有システム「デジタル職員室」のアンケート機能を利用予定

「令和２年度 小・中学校教員の多様な視点による児童生徒理解の充実」に係るアンケート調査 

独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所  

地域実践研究員（袋井市立山名小学校教諭） 村松 泉 

（※以下調査説明欄に記載） 

 この度は、御多忙の中、「令和２年度 小・中学校教員の多様な視点による児童生徒理解の充実」に係る

「児童理解共有シート」を活用した実践に御協力いただき、誠にありがとうございました。本調査では、袋

井市周南たちばな学園において、通常の学級担任及び通常の学級の授業を担当している先生方を対象に、

日々の指導・支援の実態と、「児童理解共有ツール」を活用した実践に関して調査を行うことを目的として

います。 

なお、本調査は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所研究倫理委員会の承認を得て、回答いただく

先生方に不利益がないように万全の注意を払い実施いたします。いただいた回答につきましては、学校名及

び個人名が特定されないよう処理を行った上で、報告書等で公表させていただきますので、合わせて御了解

の程よろしくお願い申し上げます。 

本調査の回答にかかる時間は約１５分程度です。本調査の趣旨に御同意いただける場合は、調査への御回

答をお願いいたします。調査に御回答いただいたことをもって、本調査への趣旨に御同意いただいたものと

確認いたします。御協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

（※以下調査項目） 

Ⅰ  回答者自身について 

１、回答者自身について、教員経験年数や特別支援学級経験年数を令和２年度末の年数で記入してください。

（臨時任用期間も含む） 

（１）教員経験の通算 [ 年 ヵ月] 

（２）特別支援学級経験 [ 年 ヵ月] 

Ⅱ  日々の授業について 

１、個別の配慮を必要とする児童への指導・支援に、困難さを感じることがありますか。以下の項目から、 

最も当てはまるものを一つ選択してください。 

① いつも感じている ②ときどき感じている

③ たまに感じることがある ④ほとんど感じたことはない

２、児童への指導・支援に困難を感じた際に、誰に相談しますか。（複数回答） 

①他の通常の学級の担任  ②学年主任  ③生徒指導担当  ④特別支援教育コーディネーター 

⑤特別支援学級担任  ⑥養護教諭  ⑦管理職  ⑧その他

３、１で、①②③を選択された方に質問です。指導・支援の困難さを解決するために行っていることを記入 

してください（箇条書きで構いません）。 
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Ⅲ  「児童理解共有シート」について 

１、「児童理解共有シート①」に書かれた他の教員の視点は、自身の見方（児童理解）と比べた時に類似点

や相違点がありましたか。以下の項目から、最も当てはまるもの一つを選択してください。 

    

① 全員自分の見方と同じだった   

② 自分の見方と同じ点も異なる点もあった   

③ 全員自分と異なる見方だった 

 

２、「児童理解共有シート①」に書かれた他の教員の視点は、自身の見方（児童理解）と比べた時にどのよ

うに感じましたか。 

 

 

 

 

３、「児童理解共有シート②」で整理した他の教員の視点は、自分の見方を考える際にどのように役立ちま

したか。（複数回答） 

    

① 自分の見方に自信がもてた   

② 新しい見方が得られた   

③ 工夫や取組を考える上で参考になった 

④ 新しい見方は得られなかった 

⑤ 工夫や取組を考える上であまり参考にならなかった 

 

４、「児童理解共有シート」を活用することで、自分の授業や児童理解について気づいたことや考えたこと、

感じたことがあれば記入してください。 

 

 

 

 

５、「児童理解共有シート」を活用することで、対象児童をより知ることできましがたか。以下の項目から、

最も当てはまるもの一つを選択してください。 

 

① よくできた  ②少しできた  ③あまりできなかった  ④全くできなかった 

 

６、「児童理解共有シート」について、改善したほうが良い点等あればご意見を記入してください。 

 

 

御協力いただき、ありがとうございました。 
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児童理解共有シート③（指導支援改善編） 

 

 

【実践した工夫や取組】            日付：  月  日 

【どんな工夫や取組ができそうか】       日付：  月  日 

【実践した取組に対する児童の姿】       日付：  月  日 

【わかったこと、気づいたことから、考えたこと】日付：  月  日 

授業者名：                 

教科・単元：                   
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Ⅲ．多層指導モデルＭＩＭと絵本「かなわね」を活用した 

通常の学級における『温かさ』のある教育の推進 

－多様な教育的ニーズを的確に捉えて－ 

 

１．背景と目的 

相模原市では、令和２年度よりスタートした第２次相模原市教育振興計画において、

「共に認め合い 現在
い ま

と未来を創る人」を目指す人間像とし、「温かさと先進性のある

教育の推進」を基本姿勢のひとつとして教育施策を展開している。この『温かさ』と

は、一人一人の個性を認めて大切にするとともに、障害の有無や生育環境などにかか

わらず誰もが十分に学ぶことができるよう、誰一人取り残さない教育を指している。 

平成 29 年度に本研究に参画した際には、「交流及び共同学習の推進」に関する研究

に取り組み、教員への意識調査や情報提供、指導案検討などにより、教員の意識の変

容や交流及び共同学習の授業における質（内容）の向上に資する知見を得ることがで

き、特別支援学級と通常の学級における交流及び共同学習のさらなる充実へとつなげ

ることができた。 

しかし、昨今の多様化する教育的ニーズへの対応は依然として課題であり、多様性

の理解を伴った教員の専門性の向上とともに、通常の学級を含めた周囲の児童生徒に

対する障害理解の醸成が求められている。共生社会の実現に向け、人権尊重の視点に

立った学校づくりを進めるとともに、すべての児童生徒が多様性を正しく理解し、人

権意識が向上するよう、教員が障害等の多様性を理解し、誰一人取り残さない『温か

さ』のある教育を推進していかなくてはならない。 

そのような中、通常の学級に在籍している発達障害―特にその教育的ニーズが見え

にくい読み書きの障害―のある児童生徒に対する理解や支援については、決して十分

とは言い切れない状況がある。読字や書字などの基礎的な学習においても、学級の中

で困難のある児童生徒は予想外に多くいる。また、その中には、学習障害（ＬＤ）の

ように、障害として困難を示す児童生徒も隠れており、これらの支援を要する児童生

徒への対応の遅れは、相模原市でも現在、多くの学校で課題となっている。 

そこで本研究では、こうした読み書きに困難のある児童生徒に焦点を当て、その多

様なニーズの理解の充実を目指し、以下の２つの取組を行った。 

１つは、児童生徒の読みの困難の早期発見・早期支援につながる「多層指導モデル

ＭＩＭ（以後「ＭＩＭ」と略す）」（海津・田沼・平木他、2008）の実践を通じ、通常

の学級担任における児童生徒の実態把握の特徴やＭＩＭの効果、意義について検討す

ることである。 

もう１つは、本市の卒業生である大橋美沙（2020）が、自身の学校生活を思い、学

習障害をテーマに描いた絵本「かなわね」を活用した実態調査により、学校における

児童生徒の多様性の理解や校内支援体制の現状等を明らかにすることである。この２
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つの取組を通じて、それぞれの相互作用により多様性の理解を深めていくことを目的

とした。さら 

 

２．方法 

（１）ＭＩＭの実践 

①目的 

読みに難しさを抱える児童を早期に把握し、視覚化や動作化などの効果的な指導方

法を多層的に取り組んでいくことで、児童の読みの力の定着や教員の指導力向上だけ

でなく、教員の児童に対する多様性の理解へとつなげていく為、学校におけるＭＩＭ

の実践や通常の学級担任へのアンケート調査等を通してその効果等を検証していく。 

②対象 

・市内 71 校の小学校及び義務教育学校（前期）のうち、８校を研究推進校として指定 

・第１年全 26 学級（児童数 793 名） 

③手続き 

各研究推進校には、１年間のＭＩＭの実践とともに、第１学年学級担任と校内推進

役（教務主任もしくは支援教育コーディネーター）との２名以上をＭＩＭ担当として

校務分掌に位置づけ、年間４回設定している連絡会（事前説明会、準備会）への参加

と校内における推進を依頼した。 

ア）事前説明会（令和２年４月 22・24 日） 

 各研究推進校の担当者を集め、緊急事態宣言に伴う臨時休業中に実施した。ＭＩＭ

の概要とともに、通常の学級における三層構造の理念や発達障害の定義などについて、

支援を要する児童の存在やその困難さなどを紹介した。読み書きに関する困難さや特

殊音節指導のルールなど、実際に担当者に体験してもらいながら、動作化や視覚化な

どの多層指導の必要性を伝えた。 

イ）研究推進校での実践（令和２年６月以降） 

 ６月から、２週間の分散登校を経ながらＭＩＭの実践を開始した。ＭＩＭの読みの

力のアセスメントツールであるＭＩＭ－ＰＭは、６月末から実施し、毎月その結果を

集約し、定期的に研究推進校へと情報提供した。特殊音節の一斉指導は、圧縮版の国

語の年間指導計画をもとに、７月下旬から９月上旬にかけて４回ほど行い、動作化や

視覚化などの共通ルールについて指導した。また、他教科や朝学習、家庭学習などの

様々な場面でも、特殊音節の共通ルールを再確認しながら語彙の拡大につながる言葉

の学習に継続的に取り組んだ。 

ウ）準備会（第１回：令和２年８月６日、第２回：令和２年 11 月６日） 

 各準備会では、ＭＩＭ－ＰＭの結果をもとに作成される「個別の配慮計画」やタブ

レット端末を利用した「デジタルＭＩＭ」の活用、各推進校における先進的な取組な

どを紹介した。また、毎回小グループでの情報交換を行い、日々の実践から見えてき
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た成果や課題などについて学校間で協議した。 

個別の配慮計画の紹介では、学級ごとに表出された一覧表から、促音や拗音などの

特殊音節の種類ごとに児童の力が把握できることや、学級として再度指導が必要な種

類についても見取れることを紹介した。 

エ）通常の学級担任へのアンケート調査（７月、12 月） 

児童理解に関して、ＭＩＭ－ＰＭの結果と通常の学級担任の“児童に対する印象”

との差を調べるため、推進校から３校（８学級）を指定し、その学級担任（８名）に

アンケートを行った。ＭＩＭ－ＰＭの結果と学級担任が日常の指導や行動観察等から

抱いている児童の印象との差が、年度初めからどのような変化があるのか、７月上旬

と 12 月中旬に実施した。 

アンケートでは、当該月のＭＩＭ－ＰＭの結果を入力後、１st,２nd,３rd ステージ

と色ごとに分類され相対的な順位で並べられている一覧表を見てもらい、それぞれの

児童について、これまでの学級担任自身の捉えと比べ、ＭＩＭ－ＰＭの結果をどう感

じたのか、「予想より高い」、「だいたい予想通り」、「予想より低い」の３群での回答を

求めた。また、12 月にはその回答をもとに学級担任にインタビューも行った。 

 

（２）絵本「かなわね」の活用 

①目的 

 通常の学級に 4.5%在籍するといわれている学習障害について着目した絵本「かなわ

ね」を全小学校及び義務教育学校（前期）へと配布すると共に、支援教育コーディネ

ーターへのアンケートを行い、学習障害に関する認識度や校内支援体制など、本市の

実態を明らかにし、絵本の活用を通して、教員や児童、保護者等への多様性の理解啓

発へとつなげていく。 

②対象 

＜絵本配布＞市内全小学校及び義務教育学校（前期）：71 校 

＜実態調査＞支援教育コーディネーター：各校代表 71 名 

教員経験３年未満（正規職員としての経験）の教員：154 名 

③手続き 

絵本「かなわね」は、学習障害のある小学校３年生の主人公が、学校における様々

な困難さの中、母からの言葉で笑顔を取り戻す物語であり、著者は自身の経験から、

本作品を通じて「学習障害等の当事者の見えている世界を知ってほしい」との願いが

ある。同様の書籍も多数ある中、本市にとって身近な作品であるこの絵本「かなわね」

の活用に向け、教育委員会内で検討を重ねながら小学校校長会などとも相談を行い、

11 月中旬に市立全小学校・義務教育学校（前期）へと配布した。配布時には、児童へ

の読み聞かせや職員研修等などの活用例に加え、学習障害に関する支援ツールなどの

情報提供を行い、同時に、各校の支援教育コーディネーターに実態調査となるアンケ
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ートを実施した。アンケートは、学習障害に関する認識や校内支援体制、絵本の今後

の活用などの９項目を作成した。 

 

３．結果 

（１）多層指導モデルＭＩＭの実践 

①研究推進校の実践から 

 

表Ⅲ－１ ＭＩＭ－ＰＭ総合点（８校平均）の６月末に比べた各月の伸び 

 ６月末 ７月末 ９月末 10 月末 11 月末 

総合点の 

伸び（倍） 
１［基準］ １．３７ １．７０ ２．０４ ２．３９ 

 

各研究推進校の取組により、表Ⅲ－１の通り毎月ＭＩＭ－ＰＭの総合点を伸ばして

いった。８校の平均総合点は、初回となる６月末の値を基準とすると、11 月末には 2.39

倍となった。この 11 月末の平均総合点は、これまでＭＩＭを実践していないＡ小学校

２年生の６月末時点の数値を上回る結果となった。 

日常的な取組では、プリント学習や家庭学習において、児童が自分に合った課題プ

リントを選んだり問題数を調整したりと自己選択ができるような工夫を取り入れてい

た。また、個別の配慮計画をもとに、児童の見立てをより詳細に検討していこうと、

校内で新たな会議を立ち上げた学校もあった。 

準備会などでは、研究推進校の担当者から表Ⅲ－２の通り様々な感想が聞かれた。 

 

表Ⅲ－２ 研究推進校担当者からの感想 

・休校明けのまだ児童のことをよく知らない状況で、読みの力は把握しにくく、ＭＩＭ－ＰＭの結果は

“なるほど”と感じることが多かった。 

・こんなにも読みの力で困難さを抱えている子が多いとは思わなかった。 

・ＭＩＭ－ＰＭの結果を学年で共有することで、同じ基準で話ができる。 

・ＭＩＭ－ＰＭの結果だけでは分からない面も、ＭＩＭ－ＰＭをきっかけに他の場面での観察につなが

り、処理速度や自閉傾向などの特性に気付くことができた。 

・座席やグループを決めるときにも、ＭＩＭ－ＰＭをもとに工夫し、学級での“学びやすさ”につなげ

ることができている。 

・懇談会等で保護者に紹介し、その後も一緒に取り組むことができた。 

・ＭＩＭ－ＰＭの結果は、個人面談で保護者に児童の読みの力を説明する貴重な資料となった。動作化

などを保護者にも体験してもらい、その学び方を紹介できた。 

・ＭＩＭ－ＰＭの結果をもとに、校内における個別指導につなげている。 

・児童がプリントに取り組んでいる時、分からない問題で自ら動作化して確かめたり、自分に合ったプ

リントや問題量の調整などの自己選択をしたりと、“自分なり”が学級の当たり前になっている。 

・三層構造を意識し、視覚化や動作化など自分の指導でもっと工夫が必要だと気付いた。体育や音楽な

どの他の教科でも、多層な指導を意識している。 

・指導を色々と工夫することで、毎月のＭＩＭ－ＰＭの結果が変化すのが嬉しい。 

・他クラス、他校との結果の差がやる気につながることもあるが、プレッシャーに感じることもある。 

・コロナもあり、忙しい毎日で国語の授業とＭＩＭの学習とのバランスが難しい。 

・もっと個別学習や様々な工夫を行いたいが、時間や人手が十分でない。 
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②通常の学級担任へのアンケート調査から 

 ７月と 12 月に実施した通常の学級担任へのアンケート調査では、表３の通り「予想

より高い」が 30 人から 16 人へ、「予想より低い」が 35 人から 15 人となり、両者を合

わせた「予想外」の人数及びその割合は、７月が 65 人 28.8％であったのに対し、12

月は 31 人 13.7％と減少した。また、７月に「予想外」と捉えていた児童のうち、12

月にも“同様の捉え”で「予想外」となった児童は８人で、全員が「予想より低い」

と回答し、“補足指導などが必要”な２nd、３rd ステージに属していた。 

 

表Ⅲ－３ 通常の学級担任へのアンケート調査（指定３校児童：226 人） 

 ７月 12 月 同様に 

予想外 児童に対

する印象

の差 

予想より 

高い 

予想より 

低い 

予想外 予想より 

高い 

予想より 

低い 

予想外 

低い８人 

30 人 35 人 65 人 16 人 15 人 31 人 ８人 

割合 13.2％ 15.5％ 28.8％ 7.1％ 6.6％ 13.7％ 3.5％ 

１st 17 人 ０人 17 人 10 人 ３人 13 人 ０人 

２nd ８人 ８人 16 人 ６人 ８人 14 人 ３人 

３rd ５人 27 人 32 人 ０人 ４人 ４人 ５人 

 

これらの結果について担任にインタビューしたところ、「ＭＩＭ－ＰＭを継続的に行

うことで、児童の読みの力の正確な見立てができるようになってきた」や、「ＭＩＭ－

ＰＭの結果がきっかけとなり、気になった児童を他の場面でも行動観察するようにな

り、読み以外の特性を知ることができた」、「集中力の持続が難しい子なので、今回だ

け低かったのでは」などと話していた。また、どちらも同様の捉えで「予想外」とな

った児童については、「慎重で問題を解く速度も遅いので、もう少し読みの力はあると

捉えている」や「様々な個別指導を重ねてきているが、３rd ステージでなかなか伸び

が見られない」などの回答であった。 

 

（２）絵本「かなわね」の活用 

①市立全小学校・義務教育学校（前期）71 校への配布から 

 全校配布を見据えた検討時には、小学校校長会や特別支援教育研究会などから、障

害理解に関する職員研修や児童への読み聞かせだけでなく、道徳や総合的な学習の時

間など、本市の教育的資源として様々な場面での活用が想定できるとの意見が出た。 

絵本の配布後も、すぐに講話朝会や学級での読み聞かせなどで活用したとの報告が

あり、支援教育コーディネーターへのアンケートからもその後の活用について前向き

な意見が多数あった。 
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（３）実態調査（支援教育コーディネーターへのアンケート）から 

全 71 校からの回答は図Ⅲ－１の通りとなった。質問①「学習障害（LD）について、

支援教育コーディネーターの認識は」、質問②「学習障害（LD）について、教員経験 3

年未満の教員の認識は」の回答を図１に示した。図１では、支援教育コーディネータ

ーも経験３年未満の教員も、その定義や言葉についての認識は高いが、具体的な支援

方法についての理解は十分でないことを示している。 

図Ⅲ－１ ①②学習障害の認識 

  

 質問③「学習障害（LD）やその可能性のある児童をどう把握しているか」では、把

握をしていない学校はなかったが、全児童や学年を対象とした調査等を行っている学

校は 19.7％であった。調査等は行っておらず一部把握している学校が多数であり、見

えにくさのある学習障害等が見逃されてしまう可能性が高いことが示された。 

 

 

図Ⅲ－２ ④児童の把握方法 
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3:教員の“気づき”等による把握
4:文科省調査(H24)をもとにしたアセスメントでの把握
5:多層指導モデルMIM（ミム）によるアセスメント（MIM-PM）での把握
6:T式ひらがな音読支援によるアセスメント（ひらがな直音音読検査）での把握
7:その他、アセスメントツールなどを活用した把握
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また、質問④「“③”で、【把握している、一部把握している】に該当する場合、そ

の把握方法は」については図Ⅲ－２の通り、専門家の診断等はないが保護者・本人か

らの申し出を受けている学校が 54.9％、専門家の診断等をもとにした学校が 46.5％で

あった。９割を超えるほとんどの学校が、教員の”気づき”による把握をしており、

アセスメンツールなどを活用している学校は多くなかった。 

図Ⅲ－３ ⑤実際に実施している支援 

 

質問⑤「学習障害（LD）やその可能性のある児童に対して、どのような支援を行っ

ているか」では、図Ⅲ－３の通り、97.2％の学校が担任以外の個別支援を実施してお

り、87.3％の学校も担任による補足的な指導を行っていること、また、ＩＣＴ機器の

活用に次いで、周囲の児童に対する障害理解の醸成についての回答が続き全体の 1/4

程が実施していることが示されている。 

 

図Ⅲ－４ ⑥具体的な支援を行っている割合 

 

質問⑥「どのくらいの児童に対して具体的な支援を行っているか」では、図４の通

り、４割弱の学校が、対象となるほぼすべての児童に実施しているが、６割を超える
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6:周囲の児童に対する障害理解の醸成
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8:（様々な理由により）行えていない
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学校が、様々な理由により対象となるすべての児童に具体的な支援を行えていないこ

とが示されている。 

質問⑦「具体的な支援が行えていない理由」では、人的な余裕のなさが 46.5％、時

間の確保が 31.0％の学校から回答された。また、保護者の理解や本人の理解が得られ

ないこともそれぞれ 25.4％、21.1％となった。 

図Ⅲ－５ ⑧絵本の活用場面 

 

 

図Ⅲ－６ ⑨絵本活用の効果 
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2:教員の多様な指導・支援の必要性への気づき
3:保護者の障害理解（学習障害等）
4:児童の障害理解（学習障害等）
5:児童の道徳的価値の理解（個性の伸長、家族愛、相互理解など）
6:児童の福祉の学習への動機づけ
7:その他（自由記述）学級での様々な活用
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質問⑧「絵本を活用するとしたら、どのような場面が考えられるか」では、図Ⅲ－

５の通り、職員研修や児童への読み聞かせでの活用が７割を超え、学級活動や道徳に

おける活用も５割を超えるなど、様々な教育活動での活用が回答された。 

質問⑨「絵本の活用で得られるもののうち、“効果が高い”と捉えるものは」では、

各校３つ以内の回答とした。図Ⅲ－６の通り、教員の障害理解と多様な指導・指導の

必要性への気づきは、どちらも７割を超える学校が回答しており、児童や保護者への

障害理解においても半数を超える学校から回答があった。 

 

４．考察 

（１）．多層指導モデルＭＩＭの実践から 

①通常の学級担任の実態把握の特徴 

 コロナ禍にあり、通常の学級担任は、日々の消毒作業など感染拡大防止の業務があ

る中での難しいスタートであったが、どの学校も意欲的に取り組み、ＭＩＭ－ＰＭの

総合点を伸ばしていった。研究推進校における１年生の 11 月末の平均総合点が、Ａ小

学校２年生の６月末の総合点を上回ったことからも、その取組が児童の読みの力の定

着へとつながっていることが分かる。 

担当者の感想などからも、事前説明会により臨時休業中に準備を整えられたことや、

新入学児に対する実態把握としてＭＩＭ－ＰＭが有効であったこと、準備会などで他

校の取組状況が共有できたこと、指導を工夫した成果が毎月の結果に表れたことなど、

各校のモチベーションにつながった様々な要因が考えられる。 

ＭＩＭ－ＰＭは、科学的根拠のある基準により客観的な評価が可能であり、その指

導方法も含め、学年内や学校内、研究推進校間における共通言語としての活用が可能

である（海津・田沼・平木他、2008）。準備会では、各校の地域差など様々な背景因子

がある中で、ＭＩＭ－ＰＭの“結果”より、日々の取組である“経過”が大切と伝え

てきた。“経過”である日常の指導を、目の前の児童の実態や他校の先進的な取組など

を反映させ、工夫しながら取り組んでいくことで、おのずとＭＩＭ－ＰＭの“結果”

も伸びていく。その好循環は教員の“やりがい”へとつながり、これらの相互作用が

各校の自発的な取組へとつながったと考える。 

より効果的な指導を目指していく過程では、目の前の児童の実態把握が必要となり、

ＭＩＭ－ＰＭ以外の様々な場面での行動観察へとつながる。児童の読字や書字におけ

る困難さだけでなく、処理速度や自閉傾向、家庭環境などについても視野を広げるこ

とができ、ＭＩＭの実践により、児童を多面的、多角的に見立てその理解を深めるこ

とができたと考える。 

②ＭＩＭの効果と意義 

７月のアンケートで「予想外」となった児童は、全体の３割弱であった。これはク

ラスの４人に１人以上が読みの力を誤って捉えているという結果である。また、「予想
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外」であった児童が、ＭＩＭ－ＰＭのどのステージに属しているか見てみると、“補足

的・集中的指導が必要”となる 3rd ステージが 32 人とほぼ半数を占めており、そのう

ち 27 人が「予想より低い」との回答であった。このままでは見過ごされ、学習につま

ずいてしまう可能性のある層である。さらに、“一斉指導での理解が可能”となる１st

ステージでは、全員が「予想より高い」に属しており、臨時休業明けの状況を勘案し

ても、年度初めの時点での読みの力の把握はやはり難しさがあることが分かった。 

約半年後の 12 月の調査では、「予想外」の児童は 31 人と７月の半数以下となり、Ｍ

ＩＭ－ＰＭを毎月継続してきた成果が表れていた。予想外の理由も、処理速度や集中

力の低さなど、背景にある別の要因を把握できているケースが多かった。また、７月

に「予想外」であった 65 人中うち、57 人は「予想外」でなくなった。同様の捉えで「予

想外」となった８人も全員が「予想より低い」となり、その理由も児童理解が深まっ

たからこその結果であった。７月に難しさのあった児童の読みの力の把握が、ＭＩＭ

の実践により正確になり、その視点も高まった結果といえよう。 

 

（２）絵本「かなわね」の活用から 

①多様性の理解 

 絵本の配布後、すぐに活用した学校もあり、児童への読み聞かせや職員研修などで

活用された。読み聞かせの対象も小学校低学年から特別支援学級などと幅広く、小学

生から大人まで様々な活用ができる汎用性の高さが伺える。また、著者の母校では、

図書室に特別コーナーを作ったり、図工の鑑賞会を行ったりした。筆者の絵画作品を

借用し、これまで感じてきた様々な困難さや思いの込められた作品を鑑賞することで、

その前向きな生き方や多様性の理解など、児童の深い学びにつながったと考えられる。 

②校内支援体制の現状 

学習障害に関する認識では、その言葉や定義は知っているものの、具体的な支援方

法についての理解は十分でなく、支援教育コーディネーターと経験３年未満の教員の

間でも差が生じている。両者にとってこの調査が差を縮めるきっかけとなることも期

待しているが、学習障害に対する具体的な支援方法については、今後も研修などでそ

の専門性を向上させていく必要がある。 

学習障害やその可能性のある児童の把握等については、アセスメンツールなどを活

用している学校は少なく、保護者・本人からの申し出や教員の気づき等による把握が

多数であった。人的余裕のなさや時間の確保などの課題はあるが、見えにくさのある

教育的ニーズを的確に把握する為には、ＭＩＭ－ＰＭや国立成育医療研究センターに

よる「Ｔ式ひらがな音読支援」など、客観的な指標のあるアセスメントツールを効率

的に活用する必要がある。その根拠のある結果をもとに、保護者・本人の理解を高め、

支援を必要としているすべての児童に対して適切な支援を実施していくことが重要で

あろう。 
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実際に実施している支援については、担任の補足的な指導や担任以外の個別支援が

多数であったが、ＩＣＴ機器の活用や周囲の児童に対する障害理解の醸成も一定数の

回答があった。今後、インクルーシブ教育システムやＧＩＧＡスクール構想等が進展

していく中で、個別最適化された様々な支援ツールの活用が、学級集団において当た

り前となるような未来が、すぐそこまで近づいてきていることを感じさせる結果であ

った。 

 

（３）まとめと相模原市の今後の展望 

①多層指導モデルＭＩＭ等の更なる活用 

学習につまずきかけた児童を早期に発見し、必要な指導を多層的に行う多層指導モ

デルＭＩＭは、児童の読みの力の定着だけでなく、教員の指導力向上や児童理解にも

つながる効果的な学習モデルである。通常の学級においてすべての児童を対象に実施

するＭＩＭ－ＰＭは、読みの力のアセスメントだけでなく、その他の特性面などにも

視野が広がる効果的なツールとなる。 

三層構造を理解し、それぞれの特性に応じた多層指導を工夫することで、教員の多

様性の理解や指導力の向上にもつながり、学級が合理的配慮にあふれた温かい集団へ

と変容していくことも期待できる。教員だけでなく、児童や保護者の多様性の理解に

もつながっていくこのＭＩＭの取組を今後も学力保障の視点などと組み合わせながら

研究し、このようなツールを活用しながら多様性の理解促進を図っていく。 

②絵本の更なる活用 

絵本「かなわね」は、地域の卒業生の作品というだけでなく、学校生活での実体験

をもとにした、身近な、そして切実な内容の作品である。その内容が読み手の心に深

く響き、教員や保護者、児童など幅広い活用ができる。読み手によって様々な受け取

り方ができるが、学習障害に対する気付きや共感、問題提起など、多様性の理解啓発

に効果的である。配布後にも様々な学校で絵本の活用が見られたが、今回の調査結果

をもとに、次年度の支援教育コーディネーター研修や各教科等での活用など、今後も

本市の教育資源として多様性の理解啓発に向けた活用を推進していく。 

③ＭＩＭと絵本の相互作用による多様性の理解の推進 

本研究では、ＭＩＭの実践と、絵本を活用した実態調査に取り組み、その相互作用

にも着目しながら研究を進めてきた。 

ＭＩＭは読みの力のアセスメントをきっかけに、様々な教育的ニーズの把握へと視

野が広がっていく。ＭＩＭの実践開始後半年程経った頃、研究推進校の担当者に絵本

を紹介したところ、登場人物に深く共感し、すぐに学級で読み聞かせを行っていた。

絵本も自ら購入し、主人公への様々な支援方法を検討しながら児童理解を深めていた。 

また、絵本を活用した実態調査では、学習障害という見えにくさのある教育的ニー

ズに対して、的確な把握や効果的な支援を行うことの難しさが明らかになった。アン
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ケート項目にはいくつか意図的にＭＩＭの選択肢を作り、添付の参考資料にも支援ツ

ールのひとつとしてその情報を掲載した。その結果、絵本の配布に伴い、多くの学校

からＭＩＭの研修依頼が届くこととなった。研究推進校での取組が学校間で評判とな

ったことも考えられるが、ある学校からは、絵本を読んで校内の該当する児童のこと

が思い浮かび、すぐにＭＩＭの研修を依頼したと聞いている。 

本研究におけるＭＩＭの実践は、こちらが意図して研究推進校を指定したものであ

る。その学習モデルを実践していくことで、教師の学びも深まり、多様性の理解へと

つながっていった。一方絵本は、幅広い層で読むことができ、学習障害に関する興味

関心を高めることができる。その後の発展は読み手の共感度や立場などにもよるが、

ＭＩＭ－ＰＭと同様に児童理解を深め具体的な支援へとつなげていくきっかけとなっ

た。 

ＭＩＭと絵本の両取組を推進していくことで、それぞれの相互作用により、より効

果的に多様性の理解を推進していくことができる。学習等につまずき、転んでしまっ

た児童生徒を対処的に支援するのではなく、見えにくさのある多様な教育的ニーズを

も的確に把握し、つまずく前の積極的な支援へとつなげていけるよう、引き続き『温

かさ』のある教育の実現に向けこの両取組を推進していく。 
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第５章 

 

インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた 

教育委員会から学校や地域への発信 
 

 

Ⅰ．その子らしさが発揮される幼児教育の在り方と幼児の見方や 

捉え方の共有に向けたエピソード集の作成 

―「つながる ひろがる 札幌市の幼児教育」の実現に向けて― 

        【札幌市】（短期派遣型） 
 

 

 

Ⅱ．共生社会に向けた教職員や地域への理解啓発の取組 

― 10 年後の釜石を目指して ー 

【釜石市】（短期派遣型） 
 

 

 

Ⅲ．研究協力校におけるインクルーシブ教育システムの 

推進に向けた取組 

【鹿沼市】（短期派遣型） 
 

 

 

Ⅳ．神戸市における小・中学校の特別支援教育コーディ 

ネーターの資質向上に向けた取組 

【神戸市】（短期派遣型） 
 

 

 

Ⅴ．通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識調査 

【鳥取市】（短期派遣型） 
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Ⅰ．その子らしさが発揮される幼児教育の在り方と 

幼児の見方や捉え方の共有に向けたエピソード集の作成 

―「つながる ひろがる 札幌市の幼児教育」の実現に向けて― 

                          

１．背景と目的 

（１）札幌市の幼児教育の振興を図るしくみ 

札幌市教育委員会は、平成 17 年に「札幌市幼児教育振興計画」を策定し、札幌の未

来を担う子どもに適切な幼児教育を提供する観点から、札幌市の幼児教育の進むべき

方向を示した。その際、市立幼稚園９園と認定こども園１園は、従来の園児の受け皿 

としての機能に加え、札幌市幼児教育センターを補完し、「研究」「研修」「教育相談・

支援」「保護者等啓発支援」「幼保小連携 1の推進」の５つの機能をもつ「研究実践園」

として位置付けられた。 

研究実践園は、市立幼稚園及び認定こども園の園長と幼児教育支援員 2が中心とな

り、私立幼稚園、認定こども園、保育所等の幼児教育施設と連携した取組を進めるな

ど、札幌市全体の幼児教育の質の向上を図る重要な役割を担っている。 

      

 

 

（２）札幌市の現状と課題 

札幌市の幼児教育の担い手は９割以上が私立の幼稚園、認定こども園、保育所であ

 
1 幼保小連携  幼稚園・保育所・認定こども園の幼児教育の段階と小学校の段階の接続・連携に関す

る取組  
2 幼児教育支援員 市立幼稚園の教員のうち、研究実践園の 5 つの機能を主に担当する教員 
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図Ⅰ－１ 札幌市の幼児教育振興を図る体制の概要図 
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ることに加え、私立幼稚園等の教職員の平均勤続期間は約７年という実態となってお

り、指導方法等についての蓄積や人材の育成が困難な状況がある。このことを踏まえ、

幼児教育支援員が、園を訪問して特別な教育的支援を必要とする幼児への関わり方や

指導について教職員に助言等を行う訪問支援を実施しているが、各園年５回程度の訪

問にとどまっており、園からの要望に応えられていないのが現状である。 

 

（３）幼児教育の動向及び市立幼稚園の今後の在り方に関する方針の策定 

幼児期は、その時期にふさわしい生活や自発的な活動としての遊びを通して、子ど

もたちが健やかに育ち、生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な時期である。近年、

幼児教育がその後の学力や運動能力、成人後の生活に与える影響に関する研究結果が

示されているほか、平成 27 年の子ども・子育て支援新制度の施行、平成 30 年の幼稚

園教育要領、幼保連携型認定こども園教育･保育要領、保育所保育指針の同時改訂によ

り、３歳以上の教育の整合性が図られた。また、令和元年には、全ての子どもたちが質

の高い教育を受けることができるよう、幼児教育の無償化が行われた。 

こうした動向を受け、本市においても質の高い幼児教育を提供できるよう、今後の

幼児教育及び市立幼稚園のビジョンや施策について定めた「市立幼稚園の今後の在り

方に関する方針」（以下、「方針」という。）を令和２年５月に策定した。 

方針では、札幌市における幼児教育の将来像を「つながる ひろがる 札幌市の幼

児教育」とし、全ての幼児教育施設と小学校、家庭、地域がつながりを深め、連携を進

めることにより、幼児教育の質を向上させる取組を全市的に展開していくことを示し

た。 

また、「方針」の基本施策３では「特別支援教育の充実」を掲げ、「子どもの可能性を

広げる『インクルーシブ教育』を各幼児教育施設において推進する必要がある」ことを

位置付けている。 

 

（４）本研究の目的・取組内容 

以上のような本市の現状と課題や方針の策定を踏まえ、幼児教育施設の教職員（以

下、「保育者」という。）へのインクルーシブ教育システムの理解啓発を図ることを目

的として、研究実践園の実践を基にした、「すぐに実践に生かせる特別な教育的支援を

必要とする幼児への具体的な手だて、教材等をまとめたエピソード集」の作成と、各施

設の保育者へ、より効果的に発信する方法について研究を進めることとし、本研究事

業に参画した。 

 

２．方法 

（１）研究実践園における幼児の実態に即した具体的な手だて（エピソード）の集約 

①研究実践園の教員から私立幼児教育施設のニーズ等について意見を聴取 
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〇日 時 令和２年７月９日 

〇参加者 研究実践園教員（市立幼稚園園長･教諭）87 名 

〇内 容 「方針」の各施策について研究実践園教員意見交流会を実施 

施策の具体化に向け「私立幼児教育施設の先生方が知りたい、特別支援教育、イ

ンクルーシブ教育の実践」について、意見交流を実施した。実際に私立の幼児教育

施設を訪問している幼児教育支援員や、各園で保育を担当している学級担任の教員

から具体的な意見が出された。 

 

＜保育者が知りたいことはどのようなことか＞ 

・支援の必要な幼児への関わり方やその子を含 

めた学級づくりについて 

・その子の課題にどうアプローチするかについて 

・その子のことをどう保護者に伝えて共有するか 

など保護者との連携について  

＜保育者の悩みはどのようなことか＞ 

・「悩んでも聞けない」、「どうしたらいいか分からない」、「誰に聞いていい

か分からない」というのが悩みではないか。 

  ＜その他（研究実践園として発信したいことなど）＞ 

 ・支援の必要な幼児を「学級に入れなければ」という視点ではなく「一人の幼児

への関わりが学級全体の学びになった」と思ってもらえるようにしたい。 

・「幼児がなぜその行動をするのか」、「行動には必ず意味がある」という幼児

理解に基づいた関わりが大切であることを伝えたい。 

・保育者の悩みに応えられるよう、相手のニーズに合った発信方法の工夫が必要 

 

②エピソード様式の作成 

研究実践園としての共通した考えのもと、各園がエピソードを作成できるよう、エ

ピソードを整理する上で大切にしたい観点を２点示した。 

１点目は「特別な教育的支援を必要とする幼児の理解」として、生活している姿を

大切にした幼児理解（よさの共有）、幼児の発達に関わる要因の把握（困り）、保護

者や関係機関と連携した幼児理解を、２点目は「特別な教育的支援を必要とする幼児

の指導」として、保育者と当該児との関係性を生かした指導、幼児の長所を生かした

指導（もち味・特性）、保護者との連携による指導、関係機関との連携とした。 

また、「子どもの姿」からエピソードを作成すると、保育者が活用しやすいのでは

ないかという意見があり、５つのカテゴリー分けとその具体的な姿を例示することと

し、表Ⅰ－１のようにまとめた。 

 

図Ⅰ－２ 研究実践園意見 

交流会の様子 
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表Ⅰ－１ ５つのカテゴリーの分類と具体的な子どもの姿 

カテゴリー 子どもの姿 

行動 ・個人の行動が多い  ・スケジュールの変更が苦手 

・落ち着きがない   ・怒りっぽい   

・緊張や不安が強い  ・目で見たものに反応する 

・空気が読めない   ・自分の世界に入る 

・気持ちの切り替えが苦手  など 

集団 ・一斉の指示が伝わりにくい   ・行事への不安が強い 

・勝敗にこだわる、負けると怒る ・活動に参加したがらない 

・学級での活動中に立ち歩く など 

遊び ・遊びを転々とする 

・自分の好きな遊びをすることが多く遊びの幅が狭い など 

生活習慣 ・身支度などのマイペースさがある 

・偏食がある  ・排泄の課題がある など 

人との関わり ・友達とトラブルになりやすい ・すぐに手が出る 

・言葉でのやりとりが苦手   ・園で言葉を発しない 

・友達からの指摘などに過敏に反応する 

・友達の嫌がることをわざとしてしまう など 

 

このような具体的な姿を示すことにより、保育者に「私の担当する子どもにも同じ

姿がある」と思ってもらうことができ、エピソード集の活用につながるが、一方で、

その姿が「子どもの困りか、保育者の困りか」を考えることが重要となる。読み手に

もその部分が伝わるようにすることを共通理解した上で、エピソード集の作成を進め

ることとした。 

上記の観点等を踏まえ、各園の担当者にエピソードの様式を提示した。作成のポイ

ントとして、「なぜ子どもがこのような姿なのかについての読み取り」をエピソードに

盛り込み、保育者に伝えることが重要であることを提示した。この部分が捉えられず、

「手だてを見いだせない」、「手だてが正しいのか自信がない」など、不安を感じている

保育者が多いのではないかと考えたからである。 

また、エピソードは「子どもの姿」から考えるが、子どもの困りの解決にとどまら

ず、「遊びが充実する、その子のよさが発揮できる」という幼児教育の本来的な意義を、

具体的な実践内容として含むようにすることを示した。 

各園３から６事例程度作成することとし、集まったエピソードについては、研究実

践園の教員と幼児教育センターの指導主事とで意見交流をし、お互いの考えを生かし

ながらまとめていくこととした。 
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③エピソードの集約 

エピソードは 30 事例集まり、エピソードの内容は表Ⅰ－２のように整理できた。エ

ピソードの一部を図Ⅰ－３及び図Ⅰ－４に示した。 

 

表Ⅰ－２ 市立幼稚園から集まったエピソード（計 30 事例） 

カテゴリー 行動 集団 遊び 生活習慣 人との関わり 

事例数 ４ ８ ６ ４ ８ 

 

幼児期は支援の必要な幼児を含め同じ環境で園生活を送っており、支援の必要な幼

児には担任の他に担当者が付き、集団の中で個別の支援をするケースが多いことから、

集団の中でのエピソードが多く作成されたと考えられる。また、幼児は保育者の援助

を受けながら、友達と関わる中で、お互いの思いを感じたり言葉のやりとりをしたり

図Ⅰ－３ 収集されたエピソードの一部（３歳児の例） 
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して、望ましい関わり方を身に付けていく発達の段階であり、遊びの中でもその部分

を大切にしていることから、人との関わりについて多くのエピソードが作成されたと

考えられる。 

 

 

 

④エピソード整理表（一部抜粋） 

エピソードをまとめ、編集していく際の手がかりとして、表Ⅰ－５のように「エピソ

ード整理表」を作成した。項目に「困りの具体」、「困りの見取り」とあるが「困り」に

ついて、「子どもも保育者も困っていること」と「子どもは困っていないが、保育者が

困っていること」を混同しないようにエピソードを見直し、まとめていくことが重要

【カテゴリー】集団 

＜エピソード D＞  ５歳男児  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児の姿 
 学級の集まりより、自分のしたいことが優先の A くん。とはいえ、学級活動をみ
んなが先に始めると怒り出し、近くにいる教師や担任が使っている物などに八つ
当たりして、進行を妨害してしまうことがあった。 
 「カメ」が大好きで、製作も折り紙も、カメに関することになると強い思いをもって
取り組む。 

幼児の指導(手だて) 
 着席の際に、座面に貼ることができる『カメの卵』を用意した。座って卵を温める
と、カメが生まれて、毎日掲示板に１匹ずつ増えていく。掲示板のカメが、学級
の人数分溜まったら、「１匹ずつ、家に持ち帰ろうね」と、一定の期間、学級み
んなで取り組めるようにした。 
 
 
 
 
 
A くんが着席したら、みんなが楽しめるゲームなどの『お楽しみ』の時間をもつよう
にし、座っていたら楽しいことができた』という経験を重ねられるようにした。 

幼児の姿の変容 
１ヶ月くらい続けたところで、人数分のカメが揃い、最後に本物のカメが登場し

学級で育てることになった。その頃には A くんは「お楽しみが始まるよ。」と声を掛け
るだけで、着席できるようになった。他の幼児から「私、卵がなくても、座っていられ
るよ。」との発言もあり、「カメの卵」の利用をやめ、「お楽しみだよ。」と言葉掛けを
し、着席を待つようにした。 
 その後 A くんは、学級の集まりに遅れそうになると、「待って！」と言うほど、遅れ
ることを嫌がり、集まることに期待を持てるようになった。話合いなど、これまで興味
を持てずにいた活動にも、積極的に発言するなど、自分なりに参加する様子が見
られる。 

タイトル：したいことが優先で、立ち歩く A くん。 

幼児の姿の読み取り 
・本当は、担任に注目された
い、受け止めてもらいたい気持
ちが強いが、次にすることに見
通しがもてずに 、着席に間に
合わないのかもしれない。間に
合って座ることさえできれば 、
一緒に楽しむことができるかも
しれない。 

分析・考察 
大好きな『カメ』を支援のツール
にしたことは、学級に目を向ける
きっかけとなった。着席してからの
活動への参加の様子を見ると、
教師に受け止めてもらいたい、
注目してもらいたい、という気持
ちや、自分なりに考える力や、
几帳面に物事に取り組むなどの
良さも見えてきた。『好きなモノ
やコト』を生かすことが気持ちの
安定につながったのではないか。 

指導のポイント 
・離席しそうになったら、「A く
ん、座って。」と指示する代わり
に、「あ、卵が！」と言うことで、
自分で気付けるように。 
・温める時間を長くしすぎない
こと。 
・学級みんなにとっても 嬉しい
仕組みとなること。 

卵を一つずつ選んで座面
に貼り、座ります。 

みんなが活動を楽しめたら 
掲示板に１匹貼ります。 

図Ⅰ－４ 収集されたエピソードの一部（５歳児の例） 
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であることを再確認した。 

 

表Ⅰ―５ エピソード整理表  

 

 

（２）幼児教育施設の教職員のニーズに合った発信内容の研究 

①集約したエピソードを踏まえて研究実践園教員と意見交流 

保育の中で大事にしたいことや保育者の援助のポイント等、自分たちが伝えたいこ

とを示すことができる方法について交流した。 

（ア）エピソードの内容について 

 ・どのエピソードも園の実践で探ってきた支援を分かりやすく記載している。 

・保育者から「人との距離が近い」、「人前で話せない」、「体が弱い」というお子さん

について聞かれることが多く、エピソードに加えるとよいのではないか。 

 ・保護者や関係機関との連携などのエピソードがあるとよいのではないか。 

・遊び自体を楽しくする工夫や、面白いからまたやりたいと子どもが思えるように

するためのポイントが、もう少し加わるとよいのではないか。 

・手だての具体がズバッと伝わる表現で書いたり、下線や太字で強調したりすると  

より効果的に伝わるのではないか。 

（イ）集約の方法について 

・編集する際にカテゴリー分けが必要だろうか。タイトルでどのようなエピソード 

かが分かるようにしてはどうか。 

 ・幼児教育施設の一日の生活の流れに沿って掲載するとよいのではないか。 

・フローチャートで目次を作ると自分のケースに当てはめて探しやすいのではない 

か。 

 

 

年齢 タイトル
カテゴ
リー

困りの具体 困りの見取り 指導のポイント

4 スターポイントで、片付け頑張るれるよ！ 集団
片付けをしないでふざて
しまう

気分のムラ、目的を持てずに
落ち着かない

頑張った自分を評価できる物を提示（ス
ターポイントカード）

5 したいことが優先で、立ち歩くAくん 集団
離席して活動に遅れ怒っ
てしまう

自分の思い優先、気持ちの持
続が難しい、見通しをもちに
くい

気持ちを持続できる支援、達成感を実感

5 「学級活動の参加を拒むA男」 集団
初めてのことや運動に抵
抗感がある

活動への不安、自己肯定感が
低い

得意な活動を集団の中で認める

3 『こわい』からやらない！Ａさん 集団
活動内容が分からず取り
組めない

理解の難しさ、うまくできな
ことへの不安

内容をイメージできる場の保障、教師が
一緒にという安心感

5
リレーって、いつ走り出したらいいのかな？
バトンは誰に渡すの？

遊び
細かいルールの理解が難
しい

回りの刺激に反応してしまう 視覚情報の整理、短い言葉

5 だって、負けたくないもん！ 遊び
負けることを受け入れら
れない

負けるのがイヤ 見通し、経験

5
体を動かすことが苦手で、なんでもできな
い！から始まる子

遊び
運動的な遊びに取り組め
ない

協応運動・微細運動が苦手
ボディイメージをもてる支援、これなら
できそう！やったらできた！が自信に

5 「つくってくれてありがとう」　
人との
関わり

友達との関わりが広がら
ない

一人で遊ぶことが多い 本人が好きな活動の中で他児とやりとり

3
すぐに物の取り合いになり、毎日ケンカばか
り・・・

人との
関わり

友達との関わりで手が出
るなどトラブルになる

自分の物と友達の物の区別が
難しい

自分の物が明確にわかる支援、簡単な遊
び

3 所持品の始末が定着しづらいA男君
生活習
慣

所持品の始末が定着しな
い

方法や指示の理解が難しい 視覚支援、短い言葉、次の活動の見通し

4 一番になりたい！ 行動 一番にこだわる 自己肯定感が低い
自分のよい行動を実感（やったねカー
ド）
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 ②意見を受けての考察 

意見交流を受け、図Ⅰ－６のように、エピソードの様式に反映させた。 

各園から集約したものは個々の幼児についてのエピソードのため、一人の幼児への

関わりが学級全体の学びになったという「学級としての学び」と、読み手が捉えやすく

自分の保育の見直しにつながる「エピソードのポイント」について（ピンクの吹き出し

部分）、編集を進める際に考察として加えることとした。 

 

 

図Ⅰ－６ エピソードのポイント 

 

 

 

       

＜エピソード J＞  ５歳男児   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児の姿 
年長で入園した Y。文字や数字は読めるが、協応運動や微細活動が苦手

で、体の動かし方や道具の扱い方がぎこちない。また、学級活動中は、担任の
話が理解できず、困ったままでいることがある。『初めての遊び』や『自分には難し
いと感じる遊び』に誘うと、「できない。」「やりたくない。」と、言って参加をしぶるこ
とがある。 

 
学級活動で、一人用の短い縄跳びで前跳びに取り組むが、Yは手首が回ら

ないので縄を回せず、すぐに諦めている姿があった。 

幼児の指導(手だて) 

・保育者が Y に、『誰でも
．．．

縄跳びが跳べるように見える術！』と言って、利き手に
縄跳びの両方の持ち手を持って縄を回し、ジャンプをして跳んでいるように見せ
簡単なことをアピールした。興味をもった Y に持ち方と縄の回し方を、使う体の
部位を保育者の手で動かし、体感させながら伝えた。ぎこちなくも、回せるように
なったところをカメラの動画で撮り、すぐに見せ、『跳べるように見える術！』が成
功したことが感じられるようにした。（図 1） 
・前跳びを、縄を持つ→縄が前にくるように手首を振る→両足を揃えて縄を跳び
越えるなど、動作を分けて伝えた。また、場面ごとにカメラで写真を撮って、画像
を撮った順に変えていくことで、コマ送りで前跳びをしているように見せ、Yなりにで
きたことを感じられるようにした。（図 2） 

タイトル：体を動かすことが苦手で、なんでもできない！から始まる子 幼児の姿の読み取り 
・やってみたらできたという経験が
乏しく、できないイメージしかもて
ないのかもしれない。 
・体の動かし方自体が分からず、
周りの人の動きの模倣も難しい
のかもしれない。 

指導のポイント 
・これなら簡単にできそう！と、目
で見て感じられるようにした。 
・感覚的な刺激で、体の動かし
方が分かり、楽しめるようにした。 

図１ 

幼児の姿の変容 
・ゆっくりだが、縄跳びの前跳びが、1回ずつできるようになった。跳んだ回数だけ
進める路線図のような縄跳びカードを Y と一緒に作ったことで、自分から保育
者を誘い、前跳びに取り組むこともあった。 

図２ 

分析・考察 
・「できたこと」を、動画や写真を通して実感し、自
分から取り組む姿につながった。 
・Yの興味がもてる路線図縄跳びカードを作ったこ
とで、自分でコツコツ取り組んできたことが実感で
き、記録を伸ばそうという意欲につながった。 

考察 
【カテゴリー 】 
遊び 

私も同じ！と思
ってもらえるよう
なタイトルに  

「幼児の姿の読
み取り」を伝える
ことが大事。 

→捉え方により、
指導のポイントも
変わってくるの
で、この部分が

 

写真や挿絵は
効果的  

箇条書きでは
なく、文章の方
が全体の状況
が分かりやすい  

手だての具体
がズバッと伝わ
る表現で書く
ことが大切、
下線や太字
での協調が効
果的  

最後に事例の
ポイントとなるこ
とを、端的に３
点程度で記載  

読み手の捉えや
すさと自分の保
育の見直しの  

きっかけになる
のでは  

例）ここがポイ
ント！  

・これなら簡単に
できそう！が感じ
られる遊びの提
示を 

・やったらできた！
の実感が大切  

「学級としての
学び」については
エピソード集とし
てまとめる際に
考察して加える 

例）学級として
の育ち・学び 

・路線図縄跳
びカードに興味
をもった友達が
遊びを通して関
わりをもつ姿も
見られるように
なった。 
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３ 考察 

本研究は、保育者へのインクルーシブ教育システムの理解啓発を図ることを目的と

して、研究実践園の実践を基にしたエピソードの集約及びその効果的な発信について

検討を進めてきた。ここでは、これまでの二つの取組方法を踏まえ考察する。 

（１）研究実践園における幼児の実態に応じた具体的な手だて（エピソード）の集約に 

ついて 

各園から集約したエピソードは、保育の実践を基に作成しているため、多様で具体

的な内容であった。また、幼児の気持ちに寄り添い、受け入れるという教員の関わりは

幼児の安心や「大丈夫」という気持ちにつながっていることも読み取ることができた。

幼児期にふさわしい教育を行う際にまず必要なことは、一人一人の幼児に対する理解

を深めることである。また、幼児が何に興味をもっているのか、何を感じているのか、

そのような行動をとる理由は何かについて、保育者が幼児と触れ合い、その思いや気

持ちを丁寧に感じ取る姿勢をもつことが重要である。幼児は自分の心の動きを言葉で

伝えるとは限らないため、表面に現れた行動や言葉から、幼児の内面を理解すること

は、幼児の心を育てることを重視する幼児教育にとって欠くことのできないものであ

る。捉え方により指導のポイントも変わってくるため、「幼児の姿の読み取り」は、特

に重要であり、エピソードを通して具体的に発信したいと考えている。 

エピソードのタイトルは、「～ができない」という否定的な姿ではなく、「～したら参

加することができた」「こうやったらうまくいった」という肯定的な姿や様子にするこ

とで、保育者の幼児の姿の読み取りも肯定的になるのではないかと考える。 

また、エピソードを整理する手掛かりとして「子どもの姿」を挙げたが、その姿の背

景には、子どもが困っている「理由」があり、その結果としてこのような行動・状態に

表れているのではないか、さらに、子ども自体は困っておらず、保育者が「扱いにく

い」と感じているだけではないか、などについて考察し、まとめていきたい。 

 

（２）幼児教育施設の教職員のニーズに合った発信内容の研究について 

今回は、「個」としてエピソードを集約したため、インクルーシブ教育システムの理

解啓発に向けて、「学級としての学び・育ち」について考察し、エピソードに加えてい

くことが今後の取組として重要であると考える。 

保育者と直接関わっている幼児教育支援員から保育者のニーズに関わる情報を集め、

学級担任の教員と意見交流をしながらエピソードのまとめ方等について検討している。

さらに、研究実践園同士の横のつながりを生かすことで、広い視点の意見交流ができ

ていると考える。読み手にとって分かりやすい内容を考えることにより、発信方法が

精査されるとともに、今後の市立幼稚園の実践研究の発信全般についても大変参考に

なると考える。引き続きニーズを探り、エピソードの内容や発信の仕方について検討

していきたい。 
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作成したエピソード集については、配布して終わりではなく、幼児教育施設を訪問

する幼児教育支援員等がアドバイスする際の資料として活用するようにしていきたい。

活用する際は、資料を基にポイントを絞って説明するなどして、保育者により実感を

もってもらえるようにし、自信をもって保育に当たってもらえるようにしていきたい

と考える。 

 

４ 今後に向けて 

令和２年度は、この後も「学級としての学び・育ち」及び「エピソードのポイント」

について考察、追記し、エピソードのまとめ方について検討し編集を進める。 

また、令和３年度には、挿絵や環境、教材等の写真の挿入等について検討し、全体の

編集作業等を進めていく予定である。 

支援を必要とする幼児との関わり方などについての書籍は様々発行されているが、

今回私たちが取り組んでいるエピソード集は、保育現場で日々、子どもたちと向き合

ってきた市立幼稚園の教員の実践が基になっており、読み手である保育者には、地域

の身近な実践として受け止めてもらえればと考えている。今後もエピソードを追加す

るなど、保育者のニーズに応じて更新していきたい。 

札幌市では、幼児期にふさわしい生活の中で、子どものしてみたいことが叶い、その

子らしさが発揮され、子どもが主体的に生活することができる幼児教育を目指してお

り、このことを全ての幼児教育施設につなげ、ひろげていきたいという思いをもって、

幼児教育の振興を図っている。 

幼児教育施設は、施設形態が多様であるとともに、私立幼稚園等はそれぞれの建学

の精神に基づいて教育を行っており、活動内容等が市立幼稚園のエピソードとマッチ

しないことも予想されるが、どのような教育内容であっても子どもの捉え方や関わり

のポイントについては変わるものではないと考える。  

今回の研究で作成しているエピソード集においては、支援を必要とする幼児との関

わり方の単なるノウハウだけではなく、幼児の内面の読み取りを大切にすることや困

っているのが子どもか保育者かを振り返ることで、幼児の見方や捉え方が変わること

を示していきたいと考えている。このような視点の変化が、支援の変化につながるの

ではないかと考え、こうした考え方を幼児教育施設と徐々に共有していけるよう願い、

札幌市が目指す幼児教育に向かって今後も研究を進めていきたい。 

 

＜文 献＞   

・札幌市教育委員会（2018）.「札幌市幼稚園教育課程編成の手引」 

・文部科学省（2019）.「幼児理解に基づいた評価」 

札幌市地域実践研究員：松井 泰子 

札幌市担当研究員：青木 高光 
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Ⅱ. 共生社会に向けた教職員や地域への理解啓発の取組 

― 10 年後の釜石を目指して ー 

 

１.背景と目的 

東日本大震災津波から本年で９年が経過した。市の人口は年々減少しており、令和

２年度の市内児童生徒数は、震災のあった平成 22 年度と比較して、約 1,000 名減の

1,949 名（小学校 1,253 名、中学校 696 名）という状況である。このような中において

も、特別支援学級に在籍する児童生徒数や、通常の学級に在籍する支援を必要とする

児童生徒数は大きく減少することはなく、全体に占める割合は増加傾向にある。過去

３年間の特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒の状況を表Ⅱ-１に示す。震災後、未

だ家庭環境が安定しない児童生徒が在籍する中、市内の各学校においては、児童生徒

や保護者に対する支援の在り方を模索している状況である。また、支援が必要な幼児

の保護者に対しても、就学に向けた相談等の機会を通じて、多様な学びの場について

丁寧に説明するなどしながら特別支援教育への理解を促していく必要がある。 

 

表Ⅱ-１  特別な教育的支援が必要な幼児児童生徒の状況 

１ 特別支援学級に在籍する児童生徒  
【小学校】  

２ 特別支援学級に在籍する児童生徒  
【中学校】  

平成 29  27 名 平成 30 22 名 令和 1 37 名 平成 29 19 名 平成 30 21 名  令和 1 21 名 
３ 通常の学級に在籍する支援が必要な児童  

生徒【小学校】  
４ 通常の学級に在籍する支援が必要な児童  

生徒【中学校】  
平成 29 64 名 平成 30 51 名 令和 1 49 名 平成 29 17 名 平成 30 17 名  令和 1 ９名 
５ 幼児施設に在籍する支援が必要な幼児  
  【幼稚園・保育所・こども園等】  

＊ 令和２  
特別支援学級に在籍する児童生徒  
【小学校】33 名 【中学校】27 名  平成 29 17 名 平成 30 29 名 平成 1 20 名 

  

こうした状況を踏まえ、当市の地域課題を次の４点に整理した。 

 ・震災を受け、心のサポートが必要な子ども、家庭、地域がある。 

・環境の変化を受けて、総合的に支援が必要な幼児・児童・生徒が多い。 

・通常の学級にも、特別な支援を必要とする児童生徒が相当数在籍している。 

・特別支援教育に関わる保護者や地域への理解啓発が必要である。 

そこで、指導・支援の在り方に関する悩みを教職員が一人で抱え込まず、学校・地

域・行政がチームとなり、未来を担う子ども達を支える釜石を目指し、平成 30 年度よ

り特別支援教育の充実を目指した研究に取り組むこととした（図Ⅱ-１）。 

 

２．研究の方法 

市として特別支援教育の充実を目指すため、教職員の特別支援教育に関わる理解を

促進する場を設定すると共に、学校のニーズに沿った研修会を実施したいと考えた。
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同時に、こうした特別支援教育の充実に向けた各学校の取組について保護者や地域に

広く発信することにより、特別支援教育への理解を促進したいと考えた。本取組を通

して学校と地域が一体となることにより、10 年後の釜石市を共生社会に近付けたいと

考え、以下の三つの方法で研究を進めることとした。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅱ-１ 目指す釜石市像 

 

①管理職・教職員等への理解啓発 

 ア 各種研修の充実 

イ 教職員の意識や理解の状況についての現状把握 

ウ 校内研修会 

②保護者・地域の方々への理解啓発 

 ア 市広報・市ウェブサイトによる情報提供 

 イ 発達支援教室に通う保護者を対象とした就学支援説明会の実施 

 ウ 就学相談の充実 釜石市子ども課臨床心理士の協力 

 エ 釜石市教育研究所研究発表大会の実施 

③行政・関係機関への理解啓発 

 ア 教育支援体制の整備 

 イ 釜石市教育研究所研究発表大会の実施 

 

３．研究の計画 

（１）平成 30 年度 

研究の１年目であり、釜石市教育研究所研究発表大会において、管理職・教職員等へ

の理解啓発として国立特別支援教育総合研究所より講師を招聘し、市内全教職員及び

学校 
特別支援教育の目的や意義の理解 

組織的な対応 

行政・関係機関 
ニーズによりそった相談・情報提供 

教育支援体制の整備 

子ども 
共生社会の担い手 

１０年後の釜石＝共生社会 

保護者・地域 
子どもの学びを知る・取組を知る 

自分に自信がもてる子ども  
友だちを認める子ども  

得意を伸ばし、  
苦手を克服する  
 学びの場の提供  

情報収集  
学校だより  
学級通信  
市広報  

ホームページ  
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行政・関係機関、地域の方々など、幅広い市民を対象とした講演会を行った。また、教

職員の意識や理解の状況について現状を把握するためにアンケートを実施した。 

市の広報誌を活用し、市民への理解啓発を行った。 

 

（２）令和元年度 

 研究の２年目は、今後の校内研修会の充実に向け、小学校１校、中学校１校の計２校

を指定し、「特別支援教育の視点による児童生徒理解の充実について」と題した校内研

修会を実施した。 

 市の広報誌を活用し、市民への理解啓発を行った。 

 

（３）令和２年度 

 ２年間の研究の成果を踏まえ、以下の理解啓発を行った。 

①管理職・教職員等への理解啓発 

ア 教育支援担当者説明会（令和２.５.19 実施） 

 イ 特別支援教育支援員研修会（令和２.７.21 実施）   

 ウ 校内研修会 「特別支援教育の視点による児童生徒理解の充実について」 

   ・小学校４校 

   ・中学校２校 

②保護者・地域の方々への理解啓発 

 ア 市広報・市ウェブサイトによる情報提供 

 イ 発達支援教室に通う保護者を対象とした就学支援説明会（令和２.10.７実施） 

 ウ 就学相談の充実 釜石市子ども課臨床心理士の協力 

③行政・関係機関への理解啓発 

 ア 教育支援体制の整備 

 

３．結果と考察 

（１）平成 30 年度 

①管理職・教職員等への理解啓発 

ア 各種研修の充実  

・釜石市教育研究所研究発表大会 

実 施 日  平成 31 年１月 11 日（金） 

実施場所   釜石市民ホール TETTO 

参加対象  市内小中学校全教職員、市内幼稚園教諭、こども園・保育園保育担当者 

保護者、行政関係者   

参加人数  260 名 

取組の概要                   
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釜石市教育委員会主催の本研究発表大会において、教職員や保護者、地域住民等に

も参加を呼び掛け、特別支援教育の充実に向けた教職員の研修と、インクルーシブ教

育システムの地域社会に向けた理解啓発を目的とした講演を行った。 

国立特別支援教育総合研究所・上席総括研究員 久保山茂樹先生から、誰もが相互

に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を認め合える全員参加型の共生社会の

形成についてお話をいただいた。その後、「子どもの『多様性』を『可能性』に～特別

支援教育による釜石市の活性化～」と題した同研究所・主任研究員 宇野宏之祐先生、

研究員 平沼源志先生による講演では、集中すること、聞くことに困難さが伴う場合

があることを、演習を交えながら学び、参加者の理解が促された。子どもの「多様性」

を「可能性」として捉えることが、多様な「人」の能力を最大限伸長し、活力ある釜石

市の未来につながっていくと説いた本講演後の市内教職員の所感用紙からは、「多様性」

を踏まえた学習活動の大切さを実感したことが示された。参加した市内の全教職員、

行政関係者、保護者等、地域の方々にとっては、共生社会に近付いた将来の釜石市に思

いを馳せながら教育の現状と今後の方向性を考える機会にすることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 教職員の意識や理解の状況についての現状把握 

・「釜石市内の小・中学校における特別支援教育の実施状況に関する調査」 

 目 的  市内小・中学校における特別支援教育の現状を把握し、特別支援教育の

視点を踏まえた効果的な指導の充実に役立てる 

対 象  市内教職員 160 名 

実施時期 平成 30 年 11 月 

取組の概要 

      本調査で得られた結果を表Ⅱ-２に示す。教職員が今後研修したいと考える項目につ

いては、項目「⑩ユニバーサルデザインを取り入れた授業づくり」、「⑪特別な配慮を

必要とする児童生徒への指導や支援」が多い結果となった。このことを踏まえ、今後

【所感用紙から】 
・学校は共生社会の担い手である子どもたちを育むという大きな責任があることを

改めて強く感じました。そのためには、教育現場に携わる私たちが多様性を深く

理解し、対応しなくてはなりません。正しい知識と認識をもち、組織的な対応がで

きるよう配慮していきたいと思います。 
・見えているのは氷山の一角できっと問題を抱えている児童はもっと多い。その中

で教室でできる支援を１つでも多くし、１人のための支援がすべての児童のわか

りやすさにつながるような工夫をしていきたいと思った。 
・この講演を多くの教員と共に聴けたことが何よりよかったです。様々な生きづら

さを抱えた生徒の保護者の悲痛な訴えを聴く機会が何度もあり、特別なニーズを

もつ生徒の声をどう聴き、どう寄り添うべきか考えるとき、必ずぶつかるのが同

じ教員の仲間の「そんなこと…」、「集団生活なんだから」の声だったからです。多

様性をそのまま受け止め、その子どもの可能性を見出し、共に歩める教員になり

たいと思いました。 
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の研究の重点を校内研修の充実とした。特別支援教育の充実に資する校内研修とする

ために、実施する校内研修の内容は、教職員一人一人が子どもの「困難さ」に気付き、

児童生徒理解を深めることから始めたいと考えた。 

 

表Ⅱ-２ 市内教職員が今後研修したいと考える項目 

今後研修したいと考える項目 人数 

①特別支援教育の概要（例：特別支援教育とは何か、特別支援教育の現状 等） 15 
②特別支援教育に関する法律や中央教育審議会の答申及び報告 5 
③基礎的環境整備や合理的配慮 40 
④小学校、中学校学習指導要領（教育課程を含む） 7 
⑤特別な支援を必要とする児童生徒の実態把握 56 
⑥個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成や評価 47 
⑦特別支援教育の視点による学級環境整備 72 
⑧校内体制やチーム支援の在り方（例：校内委員会の在り方、校内の連携等） 50 
⑨保護者や地域との連携 33 
⑩ユニバーサルデザインを取り入れた授業づくり 108 
⑪特別な配慮を必要とする児童生徒への指導や支援 105 
 

ウ 保護者・地域の方々への理解啓発 

市の教育広報（図Ⅱ-２）に、釜石市教育研究所研究発表大会での講演の内容と様子

について伝える記事を掲載し、保護者や地域の方々へ理解啓発を促す機会とした。 

 

  

 

図Ⅱ-２ 平成 30 年度教育広報 
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（２）令和元年度 

①管理職・教職員等への理解啓発 

ア 教職員を対象とした校内研修会の実施 

本研修は、国立特別支援教育総合研究所 

平成 30 年度地域実践研究（静岡県藤枝市） 

による「多様な子どもを認め合うこれから 

の学校のための校内研修モデル－特別支援 

教育の視点による児童生徒理解の充実―」 

（以下、本稿では「藤枝モデル」（図Ⅱ-３） 

と示す。）を活用したものであり、小中各１ 

校に協力を依頼し、指導主事による研修会を 

実施した。「藤枝モデル」では、２サイクル 

計４回の研修であるが、これを１サイクル 

計２回で実施できるよう釜石版として実施 

した。研修会を実施するにあたり、国立特 

別支援教育総合研究所職員及び開発者との 

連携を図り、円滑な実施に努めた。 

教職員の所感用紙から、学校という組織の中で校務分掌等様々な立場からの「特別

支援教育の視点」に対する考え方を把握することができた。これを受け、教育委員会と

して教職員対象の各種研修会等を企画するにあたり、目的達成のためには内容面でど

のようなアプローチの仕方が有効であるのかを考える際の参考にすることとした。 

 

②保護者・地域の方々への理解啓発 

平成 30 年度に引き続き、図Ⅱ-４に示したように市の教育広報に取組を掲載し、地

域への理解啓発を行った。 

  

  

 
図Ⅱ-３ 「藤枝モデル」の全体像 

図Ⅱ-４ 令和元年度教育広報 
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（３）令和２年度 

①管理職・教職員等への理解啓発 －教職員を対象とした校内研修会の実施－ 

 令和元年度の成果を踏まえ、「藤枝モデル」を活用した校内研修を小学校４校、中学

校２校において実施した。本研修は、１回の研修ではなく、２回で１セットの構成であ

る。この２回の研修を通して、児童生徒理解の更なる充実につなげていくことを目指

している。 

 第１回目の研修会は、「子どもの視点に立つ」ことをキーワードとした講義・演習で

ある。疑似体験を通して、「大人の視点から子どもの視点」へと視点を変えることによ

り、教員の児童生徒理解や特別支援教育への理解を促し、普段の授業実践を捉え直す

機会としている。第１回目の研修後は、「子どもの視点に立つ」ことを意識しながら普

段の授業実践を継続し、２週間～１か月経過したところで実態把握や実践に取り組ん

でいただくことにしている。また、第１回目の研修会を受けて、児童生徒に対する意識

や対応の変化についても自己評価をしていただくようにしている。第２回目の研修会

は「気づき」をキーワードとしている。教員が実態把握した児童生徒に対する「気づ

き」について協議を通して確認し、共有することで多様な教員の情報から「気づき」を

深めていく。このような一連の流れを通じて、教員はこれまでの知識・技能を子どもの

姿と重ね合わせながら協議を進める。実態把握や指導支援の工夫について、教員自身

が思考・判断・表現することを通して、児童生徒理解を深め実践につなげていくことを

目指した。 

・第１回校内研修会（小学校４校・中学校２校） 

 実施校  釜石市立Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ小学校・釜石市立Ｅ・Ｆ中学校        

目 的  教員一人一人が子どもが継続して感じている「困難さ」への理解を深め、

その「困難さ」に気付くことの重要性を認識し、自らの実践を問い直して今

後の児童理解を深めることにつなげる。 

 内 容  講義・演習「特別支援教育の視点による児童生徒理解の充実について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
図Ⅱ-５ 擬似体験の様子① 図Ⅱ-６ 擬似体験の様子② 
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【研修者評価】 

 Ａ 大いに役立つものであった（97％） Ｃ あまり役立つものではなかった（0％） 

 Ｂ 少し役立つものであった（3％）    Ｄ 全く役立つものではなかった （0％）  

【研修者評価】 

 Ａ 大いに役立つものであった（98％） Ｃ あまり役立つものではなかった（0％） 

 Ｂ 少し役立つものであった（2％）    Ｄ 全く役立つものではなかった （0％）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第２回校内研修会（小学校４校・中学校２校） 

 実施校  釜石市立Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ小学校・釜石市立Ｅ・Ｆ中学校 

目 的  実際の児童の姿について特別支援教育の視点により情報共有を行い、日

常の実態把握や児童との関わりで生かす。 

内 容  協 議「特別支援教育の視点による児童生徒理解の充実」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所感用紙から】 
・困難さを実感したことにより、子どもの困難さに寄り添うようになった。できる

ようにするためにどうしたらよいか、支援の声掛けが増えた。（小学校） 
・見通しを持たせた授業をするように心がけた。得意なことやよくできたことを丁

寧にほめるように心がけた。（小学校） 
・字の形をと整えることが難しい児童について、鉛筆の持ち方や手本をよく見るこ

とをその都度声掛けしてきましたが、本人もどのようにしたらよいのか、困って

いることがあるのではないかと考えるようになりました。少しでも、できるよう

になったことをその場ですぐにほめるように心がけています。（小学校） 
・黒板の見やすさや、わかりやすい言葉を意識して生徒に関われるようになった。 

（中学校） 
・「ただできない」「苦手だ」だけじゃなく、どうすればできるようになるか主体的

に活動に参加できるか考えるきっかけとなった。（中学校） 
・生徒の困難さについて話題にすることが増えた。（中学校） 

 
図Ⅱ-７ 校内研修会の様子① 図Ⅱ-８ 校内研修会の様子② 
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この研修では「特別支援教育の視点」を「『学習上又は生活上の困難さがある児童

生徒には、周囲の理解と支援が必要であり、一人一人に応じた適切な関わりによっ

て、その困難さが改善するかもしれない』という見方や考え方」と定義している。 

２回の研修を通して、「大いに役立つものであった」と全ての教職員が捉えており、

「特別支援教育の視点」によって児童理解を深めていくことの大切さは実感を伴っ

て理解されたといえる。また、この点における「藤枝モデル」の有用性も検証するこ

とができた。 

 第１回の研修前と第２回の研修後で教職員の「特別支援教育の視点」に対する考

え方にどのような変化があったのかをアンケートにより調査した。結果を表Ⅱ-３と

して示す。 

 

（問）あなたは、「特別支援教育の視点」を意識して、日常的に児童生徒に関わって

いますか。 

 

 

 

【所感用紙から】 
・普段はマイナスな面に目がいきがちになってしまうが、付箋に書こうとすると

その子の得意な面やプラスの行動もたくさんあることに改めて気づいた。長所

を活用した支援を考えていくということを学び、特別に支援が必要だと思われ

る生徒に限らず、個々の苦手な面と得意な面を細やかにみとり、支援の手立て

を考えていきたいと思った。              （小学校学級担任） 
・個人に視点を向けると、その子のよいところ、苦手なところをたくさんみつけ

ることができた。他の先生方からの情報で、新たな一面も知ることができた。

生徒理解をすることで、その子にあった指導をするということにつながると改

めて確認することができた。              （中学校学級担任） 
・気付きを共有することで、自分だけでは気付かない児童のよさに気づいたり、

支援方法を考えたりすることができた。児童の視点に立って考えることや先生

方と情報を共有することで、より児童理解を深め、適切な支援ができるように

していきたい。               （小学校特別支援教育コーディネーター） 
・一人の生徒について学年で考えるのは多面的な見方ができたので効果的であ

り、また共通理解が図られた。個への支援が全ての生徒への支援につながるの

で実践していきたい。       （中学校特別支援教育コーディネーター） 
・プラスの面に目を向けて考えることで、その子に対して何が有効な手立てなの

か、いつもよりも見えてくる気がしました。６人でも先生方が集まることで、

たくさんの支援の方法が出てくることがわかり、定期的な話し合いができると

いいと思いました。                  （中学校養護教諭） 
・グループワークをしたことで、その子にとって何が課題で何を願って、何を認

めてほしいのかなど、具体的に把握することができた。それによって、どのよ

うに支援していくことがよいのかイメージすることができた。一人だけの視点

だけではなく、複数の視点で見とり、考えたことにより、その子の具体像や支

援の方法が明確になったと思う。              （小学校校長） 

４ いつも意識して関わっている   ２ ときどき意識して関わっている 

３ たいてい意識して関わっている  １ 特に意識して関わっていない  
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表Ⅱ-３ １回目と２回目の変化 

  

回答にも変化が見られ、研修を通して「特別支援教育の視点」や「特別支援教育コー

ディネータ―としての役割」に対する考え方を客観的に捉え直し、自身の知識や役割

を再認識する機会となり、教職員の意識を変化させるきっかけになったと考えられる。 

 

②保護者・地域の方々への理解啓発 

ア 市広報による情報提供 

 市の教育広報（図Ⅱ-９）に、「『共に学び、共に育つ』教育の推進」と題し、インク

ルーシブ教育システムについての説明と、今年度実施した校内研修の様子を伝える記

事を掲載し、保護者や地域の方々へ理解啓発を促す機会とした。今後もホームページ

への掲載等も行い、継続して保護者・地域への理解啓発につながる活動として進めて

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間等 ４ ３ ２ １ 回答人数 

第１回 １４(15%) ５２(56%) ２７(29%) ０ ９３ 

第２回 ２０(23%) ５２(60%)  １５(17%) ０ ８７ 

 
図Ⅱ-９ 令和２年度教育広報 
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【参加者評価】 

・内容はいかがでしたか。 

Ａ 参考になった（100％）    Ｄ あまり参考にならなかった（0％）        

Ｂ 少しは参考になった（0％）    Ｅ 参考にならなかった（0％） 

Ｃ どちらともいえない （0％） 

・就学までの流れや学校について理解できましたか。 

Ａ 理解できた（100％）     Ｄ あまり理解できなかった（0％）        

Ｂ 少しは理解できた（0％）     Ｅ 理解できなかった（0％） 

Ｃ どちらともいえない（0％） 

 

 

 

イ 発達支援教室に通う保護者を対象とした就学支援説明会 

 実 施 日  令和２年 10 月４日（水） 

 実施場所  Ｇ親子教室 

対  象   「Ｇ親子教室」に通う年中児の保護者   

 内  容  説明「釜石市の教育支援について」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ親子教室に通う年中児の保護者は、就学について、どの機関に相談し、どのように

進めていけばよいのか悩んでいることが把握できた。本説明会で主として保護者から

希望された説明内容は、特別支援学校、特別支援学級、通常の学級それぞれの違いや、

特別支援学級在籍で考えられる１日の過ごし方等についてである。これら基本的な情

報や、相談窓口等をまとめた情報提供に関わる媒体を、療育教室に通室していな保護

者も含め、市内の保護者への配布を念頭に置いて制作することが急務であると考える。

来年度以降、発行できるように準備を進めていくこととしたい。 

 

  

【参加保護者の声】 
・就学についてわからないことばかりで不安でしたが、就学までの流れがわかり、

少し安心しました。発達がゆっくりな子、こだわりのある子等の接し方など日

常で大切な関わり方など知りたいです。 
・特別支援学級の内容が分かってよかったです。上の子が小学区に入学したばか

りで、特別支援学級のことが気になっていました。支援学級の見学が可能であ

れば行ってみたいです。⇒日程調整を行い、後日実施。 
・わからないことだらけなので、ぜひ、また、こういった機会があればどんどん

教えていただく場をつくっていただけたらと思います。特別支援学級等で行っ

ている、具体的な内容について知りたいです。 
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４.今後に向けて 

当市の課題として、震災による環境の変化を受け、総合的に支援が必要な子どもが

通常の学級にも相当数在籍しており、保護者、地域の方等、支える周囲の大人にも理解

啓発が必要な現状があることは「１.背景と目的」で述べたとおりである。 

この地域課題に対して、３年間の本研究を通して、主に２つの面から改善に向けた

取り組みを行ってきた。１つは、市内の全教職員が特別支援教育に対する理解を深め

ること、もう１つは、保護者、地域の方に特別支援教育で大切にしたい考え方を発信し

ていくことである。 

 前者については、平成 30 年度に教職員の特別支援教育に対する意識や理解の状況の

現状把握後、国立特別支援教育総合研究所の研究職員を講師として招き、市内全教職

員で多様性を認め合える共生社会の担い手を育てていくこと、そのために特別支援教

育の理解を深めていくことが必要であることを確認した。これを受け、令和元年度か

ら、「特別支援教育の視点」による児童生徒理解の充実に資する校内研修会を段階的に

拡充させながら実施している。来年度については、未実施の学校での「藤枝モデル」を

活用した校内研修会の実施を検討しており、市内全ての学校での取組が進むこととな

る。本研修で実施している協議については汎用性が高いことから、引き続き各校での

活用を促し、全ての子どもたちを支える温かい校内体制がつくられ、児童生徒理解に

基づいた指導支援の一層の充実と、釜石市の目指す共生社会の具現化へとつなげたい。 

 後者については、継続して市の広報への記事掲載や保護者への説明会等を通し、イ

ンクルーシブ教育システムの考え方や、各校で行われている取組を周知してきた。来

年度も継続して理解啓発を行うとともに、その一環として市の教育支援についての情

報をまとめたリーフレットの作成・配布・活用という段階に進めていきたい。 

 この３年間で、本市は 10 年後を具体的にイメージしながら「共生社会」を目指した

取組の第一歩を踏み出すことができた。「藤枝モデル」を用いた校内研修の協議の場面

において、「本校内研修の成果は、生徒指導上困難さをもつ子どもにも活用できるので

はないか。」「子供への個別の支援になると考えたものが、全体への支援につながるの

ではないか。」といった教職員の声があがった。こうした、教職員がチーム学校として、

全員が協力し課題解決に向かうことのできる学校は、生徒指導や不登校等、学校現場

での様々な課題に対しても対応することができ、児童生徒理解に基づいた力強い学校

力として醸成されていくものと考える。これまでの３年間を「第１ステージ」として捉

え、今後、３年間で醸成してきた市の力を「第２ステージ」へつなげ、市内の学校に蒔

いてきた種を次のステージで芽吹かせていきたいと考えている。 

 

 

釜石市地域実践研究員：和田 智恵 

釜石市担当研究員：宇野宏之祐 
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Ⅲ．研究協力校におけるインクルーシブ教育システムの 

推進に向けた取組 

 

１．現状と課題      

 

鹿沼市では、本市として取り組むべき教育の構図を描き新しい教育の実現を図るた

め、平成 24 年３月に「鹿沼市教育ビジョン」を策定し、平成 29 年度からの「基本計

画Ⅱ期」においては、「個に応じた特別支援教育の推進」を掲げ、「インクルーシブ教育

システムの構築」を取組の一つとして定めている。 

本市における特別支援教育に関わる行政機関として、総合教育研究所教育相談室と

いう相談機能をもった機関があり、不登校や発達障害等の児童生徒への支援を行って

いる。相談機能の充実は、発達障害等の特性をもった児童生徒への早期発見と早期支

援に効果的であり、早期支援の場として各学校においては特別支援学級及び通級指導

教室の設置が進んでいった。現在、市内小中学校 34 校における特別支援学級設置校は

30 校、通級指導教室の設置校は 17 校あり、それぞれの学校において特別の支援を要す

る児童生徒の特性に合わせた個別支援が行われている。しかし、特別支援教室や通級

指導教室での支援が充実するにつれ、「集団に適応することが難しい児童生徒に対して

の支援は特別支援学級や通級指導教室において行う」と考える教員が増え、障害等の

ある児童生徒の理解や具体的な支援について、各学校や教員間で差が見られる状況と

なっている。 

インクルーシブ教育システムを構築し、それを推進していくためには、特別支援学

級担当者のみならずすべての教員がインクルーシブ教育システムについて理解し、そ

れに必要とされる専門性を高めることが大切である。そこで、インクルーシブ教育シ

ステムの構築に向けて以下のことを目的に、本研究に取り組むこととした。 

しかし、今年度、新型コロナウイルス感染症の感染対策の影響により、４月、５月は

休校など、思うような研究に至らなかった。そこで、今年度は、インクルーシブ教育シ

ステム構築に向けての市内全教員に対する理解啓発を行うために、研究協力校での研

究・実践を深めることを目的として研究に取り組んだ。 

 

２．研究の方法 

 

本研究の目的は、「鹿沼市内の教職員に対するインクルーシブ教育システムの理解啓

発と教員の専門性の向上」である。目的を達成するにあたり必要なものとして、特別支

援学級担当だけでなくすべての教職員が最低限身に付けていなければならない理念及

び障害に対する基本的な知識・技能等と、職種・役割ごとに身に付けるべき専門的な知

識・技能等がある。 
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そこでまず、平成 31 年度より研究協力校を指定し、インクルーシブ教育システムの

構築及び推進に向けて、インクルーシブ教育システムの理解と教職員に求められる専

門性を身に付けるための研修を行い、児童生徒の個別のニーズに対応できるよう、教

員の指導力向上を図り、校内研究授業を複数回開催した。その取組を令和３年度の研

究指定校による公開研究につなげ、取組の周知を図ることとした（図Ⅲ－１）。 

 

 

３．結 果 

 
令和元年度より、研究協力校として鹿沼市立南摩小学校を指定し、インクルーシブ

教育システムの構築に向けた実践研究を行った。 
 

（１）インクルーシブ教育システムの理解と専門性向上のための研修会の実施 

ア 研修の目的：校内でインクルーシブ教育システム

の理解啓発を進め、教員の専門性向上を図り、教

員間の共通理解を図った（図Ⅲ－２）。 

イ 開催時期：令和２年 10 月 14 日 

ウ 参加対象：研究協力校 

参加者：研究協力校職員 12 名、 

市指導主事 1 名 

 

エ 研修の内容：講話「インクルーシブ教育システムを推進するために」 

－具体的･視覚的･肯定的そして合理的配慮としての支援ツールの活用のススメ－ 

図１－１　研究計画

インクルーシブ教育シ
ステムの理解と専門性
向上のための研修会

管理職対象の研修（H30.7）

特支Ｃｏ,特支担当者対象の研修（H30.9）

通常学級担当対象の研修（H30.8,R1.8）
研修後の追跡調査（H30.11,R1.11）

基本的な概念理解のためのリーフレットの
作成・配布（Ｈ３１．３）

研究協力校における実践・検証（Ｈ３１）

研究協力校における実践や研修会の内容を
周知するためのリーフレットの作成・配布
（Ｒ２．３）

全教職員への理解啓発

研究協力校における実践・検証（R２） 研究協力校における実践の公開
（Ｒ３年度予定）

図Ⅲ－２ 研修会の様子 

図Ⅲ－１ 研究計画 
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講師 国立特別支援教育総合研究所 研究員 

             ・インクルーシブ教育システム構築に関する基本的な 

考えの再確認 

             ・児童への支援の基本姿勢 

・共生社会の実現に向けて 

 
研修会後の聞き取り調査では、「障害観の変化と支援の在り方の変化について再確認

することができた。」という意見や、「具体的・視覚的・肯定的といった支援の基本的な

姿勢を共通理解することができた。」といった意見があった。また、「共生社会の実現に

向けて、その担い手を育てる意識で取り組みたい」といった意見も挙がった。 

 

（２）研究協力校における授業研究会の実施（平成 31 年度より） 

①方法 

ア 校内研修体制の整備 

・校内研究授業（２，３学期） 

２，３学期は校内研究授業を行った。授業のねらいを達成するための個のニーズに応じ

た支援のあり方について、検討し、実践、協議を行った（図Ⅲ－３、４、５、６）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  

 

 

 

図Ⅲ－３ コロナ対策を講じて 

のペア学習 

図Ⅲ－４ 立ち歩いて質問 

できる環境作り 

図Ⅲ－５ 既習事項がすぐに 

確認できるスペース 

図Ⅲ－６ 児童が必要に応じて 

選ぶ教材の準備 
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イ 授業づくり 

昨年度より、個のニーズを把握するため、「よろしくお願いシート」（図Ⅲ－７）を活用

し、全児童に調査を行った。「よろしくお願いシート」とは、「国立特別支援教育総合研究

所平成 29 年度特別支援教育専門研修発達障害・情緒障害・言語障害教育コース研修レポー

ト」を参考に作成したものである。その結果から、個々に必要な支援等を検討し、授業に

反映させるようにした。 

また、指導案を作成する際は、「よろしくお願いシート」の結果を反映させ、児童の実態

や展開の中で、授業の工夫や個への手立てを明確にした。 

 

 

 

 

（２）結果 

①教職員のアンケート調査から 

日頃の取組や意識の変容を見るためのアンケート調査を令和元年 12 月に行った。調

査対象は、モデル校で授業を行っている教職員 11 名である。まず、日頃の授業等、児

童に対する指導の工夫について、13 項目を設定し、複数回答で回答を求めた。結果を

整理したものを、図Ⅲ－８に示した。最も回答の多かった項目は、「授業のねらいの明

確化」と「学習形態の工夫」であり、全体の 90.9％であった。次いで、「学習のルール

を決める」「教材・教具の工夫」の 81.8％となっている。反対に、回答率の低かった項

目は、「学習環境の整備」「保護者との連携」の 54.5％であった。こちらは、学級担任

図Ⅲ－７ 指導案の展開の中での手立ての明確化  
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をもたない教職員の回答率が低く、通常、特別支援の学級を担任している教員のみの

回答率は、75.0％であった。 

 

 

図Ⅲ－８ 令和元年度 日常の授業等で工夫している点 

 

 

令和元年 12 月に行ったアンケート調査を令和２年 12 月にも行い、教員の意識の変

化を見取った。調査対象は、モデル校で授業を行っている教職員 11 名である。調査項

目も同様のものをおこなった。結果を整理した物を図Ⅲ－９に示した。 

まず、日頃の授業等、児童に対する指導の工夫について、13 項目を設定し、複数回

答で回答を求めた。結果を整理したものを、図Ⅲ－７に示した。最も回答の多かった項

目は、「授業のねらいの明確化」が 100％であり、『何のために、本時の課題に取り組む

のか』といったねらいを明確にして、丁寧に説明するようなことが増えたと話してい

た。次いで、「教材・教具」、「ノートに書く時間」、「自己肯定感」が 90.0％であたった。

「教材・教具」に関しては、準備はするが、どんな教材・教具を使用するかは、児童に

決定権があり、教員が強く使わせるものではなかった。「ノートに書く時間」では、板

書事項をノートに写すための時間をまとめてとることがあったが、児童からの要望で、

こまかく書く時間をとるようになったということだった。「自己肯定感」では、児童が

活躍できる場面を意図的に設けたり、児童の長所やできたことを評価したりしている

とのことであった。 

「保護者との連携」は 45.5％でもっとも低い結果であったが、新型コロナウイルス

感染症の感染対策のために、対面での連携をとる機会が十分に確保できなかったため、
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このような意識になっていると考える。 

 

 

図Ⅲ－９ 令和２年度 日常の授業等で工夫している点 

      

②教職員への聞き取り調査から 

モデル校として取組を行ってからの授業や教職員の意識の変化について、調査を行

った。モデル校として取り組んだ感想として、児童の視点にたって、授業を構成し、支

援を考えるようになったことや、インクルーシブ教育についての理解を深めることが

でき、学級経営とつながる部分が多く、児童理解に努めるようになったこと等が挙げ

られた。 

また、授業での指導にあたり、許容範囲が広がったという意見があった。例えば、児

童が教員の話を聞く際には、姿勢を正し、手は膝の上に置き、目線を教員へ向けて聞く

べきだと考えていた教員が、児童からのアンケート調査の結果より、ある児童はうつ

むきながら聞くことが、理解しやすいことや、ある児童は、鉛筆を触りながら聞くこと

が、安心につながることがわかり、一律に同じ姿勢にする必要がないと理解できたと

話していた。このことにより、指導する場面が減り、教員も児童も穏やかな気持ちで授

業に臨めているのではないかと推測できる。 

まず挙げられた変化として、一人一人の教育的ニーズに応じた支援が見えるように

なった点がある。今まで、全員が一斉に同じことができるようにという視点で支援し

ていたものをできることが増えるようにという視点で支援を行うようになり、ニーズ

に合わせて多様な支援の工夫を行う教員が増えてきた。 

また、通常学級担任と特別支援学級担任、通級担当が情報を共有し、指導についての
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相談をするといった内容の会話が増えたことや、日頃から児童の様子を話題にする様

子が見られるようになったことが大きな変化として挙げられた。 

 

４．考 察 

 

本研究は、障害等のある児童生徒の理解や具体的な支援について、各学校や教員間

に差が見られるといった本市の課題のもと、市内小中学校における児童生徒の個々の

教育的ニーズに対応するために、市内全教員に対するインクルーシブ教育システム構

築に向けての理解啓発と教員の専門性の向上を図ることを目的に取り組んできた。 

本研究では、令和元年度から研究協力校を決定し、インクルーシブ教育システムの

構築に向けての実践研究を行った。また、その実践研究から得られた効果的について

公開研究会という発表の場を設け、市内全校に向けて発信する予定であった。今年度

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、中止となった。 

協力校の実践では、インクルーシブ教育の理念を理解し管理職のリーダーシップの

もと、前向きに取り組んでいったことにより、教員の意識に大きな変容が実感できて

きた。今後は、研究協力校の実践研究を更に進めていくだけでなく、各小中学校が校内

体制を整備し、自校のインクルーシブ教育システムの構築をどのように推進させてい

くかが課題となってくる。今後は公開研究会を開催し、研究協力校の取組をより具体

的に発信していけるようにしたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿沼市地域実践研究員：雉嶋 邦彦 

                               ：高野久美子 

鹿沼市担当研究員：杉浦  徹 
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Ⅳ.神戸市における小・中学校の特別支援教育コーディネーターの 

資質向上に向けた取組 

 

１．背景と目的 

 

（１）神戸市における特別支援教育の現状 

 神戸市内には公立の小学校が 162 校、中学校が 81 校、義務教育学校が１校ある。そ

のうち令和２年度に特別支援学級を設置している学校は小学校が 160 校、中学校が 79

校、義務教育学校前期課程が１校、後期課程が１校と、ほぼ全ての市立小中学校に特別

支援学級が設置されている。特別支援学級の種別は、難聴特別支援学級は小学校１校、

中学校１校に設置され拠点校方式をとっているが、知的障害、自閉症・情緒障害、病

弱、肢体不自由特別支援学級は各校の入級する児童生徒に応じて設置されている。ま

た、通級による指導は、令和元年までは拠点校方式で、言語障害、難聴、発達障害通級

指導教室が８校、情緒障害・発達障害通級指導教室は６教室が設置されていた。令和２

年度からはこれらに加え、小学校５校に通級指導教室が設置されている。 

 全国的にも言えることであるが、神戸市でも小・中学校の在籍人数は減少傾向にあ

るが、小・中学校の特別支援学級や、特別支援学校の在籍人数及び通級指導教室を利用

する児童生徒は年々増加している。また、通常の学級在籍の児童生徒についても、学び

方や人間関係、情緒面等、配慮を要する児童生徒の増加が顕著で、それに付随して、各

学校には、困難さのある児童生徒の学び方や合理的配慮の提供についての相談が保護

者から多く寄せられている。 

 

（２）特別支援教育コーディネーターの現状と課題 

 各小・中学校の特別支援教育コーディネーターは、校長に指名され、校務分掌の一つ

としてその役割を担っている。また神戸市では、特別支援教育コーディネーターが管

理職とともに就学相談の窓口となって保護者に対応しており、まさに特別支援教育の

要となっている。毎年新しく指名される教員も多く、今まで特別支援教育に携わった

経験のない教員も特別支援教育コーディネーターに指名されることがある。そういっ

た状況から、特別支援教育コーディネーターの経験値の違いや力量差があり、就学相

談において、保護者への情報提供に苦慮しているケースもある。その理由として学び

の場や関係機関とのつなぎ方の理解が不十分であることが考えられる。また近年、急

速にニーズが増えてきている放課後等デイサービス等の事業所との連携で戸惑う声も

聞かれる。さらに保護者だけでなく同僚の教員からの相談も多岐にわたり、それに対

応する専門的な知識が少なく、うまく助言できているか自信がないといった声も聞か

れる。 
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（３）特別支援教育コーディネーター専門性向上に向けたこれまでの取組 

現在、神戸市立の各校の特別支援教育コーディネーターを対象に、市教委で実施し

ている研修は２種類ある。１つ目は、特別支援教育コーディネーター初担当者を含む

各校の特別支援教育コーディネーター全員を対象に行う年４回の特別支援教育コーデ

ィネーター担当者研修である。２つ目は、経験が３年目以上の特別支援教育コーディ

ネーター向けの専門研修である。例年であれば参集型で研修を行えていたが、今年度

は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策で、特別支援教育コーディネーター担当者

研修は、内容を精選し説明音声を入れたスライド動画を配信して研修に替えた。また

平成 28 年度から、各校の特別支援教育コーディネーターに共通で知ってもらいたい情

報（よりどころとなる情報）を提供することを目的に、「平成 28 年度小・中学校のた

めの特別支援教育コーディネーターハンドブック」を作成し、配布している。現在、こ

のハンドブックはイントラネットでデータとしてアップしている。各校の特別支援教

育コーディネーターは、前述した研修を受講したり、ハンドブックを参考にしたりし

て、保護者等からの相談等に対応している。 

 

（４）研究の目的 

神戸市教育委員会では、このような特別支援教育コーディネーターにかかる課題を

少しでも解決し、さらなる資質向上及びスキルアップをめざし、特別支援教育コーデ

ィネーターにとって分かりやすく実践で役立つツールを発信することを目指している。

そこで、本研究では、市内の特別支援教育コーディネーターへのアンケート調査を実

施し、その結果から特別支援教育コーディネーターハンドブックの改訂、特別支援教

育コーディネーターＱ＆Ａ、みんなの特別支援教育「④就学支援・合理的配慮編」の作

成を行った。 

 

２.特別支援教育コーディネーターへのアンケートの実施 

（１）目的 

神戸市内の小・中学校の特別支援教育コーディネーターの経験年数及びハンドブッ

クの活用状況やニーズを把握することを目的とした。 

 

（２）方法 

①対象 

神戸市内の小・中学校の特別支援教育コーディネーター 

②実施時期 

令和２年７月下旬～８月末日（研修動画配信期間中） 

③調査内容 

①特別支援教育コーディネーター歴 
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②特別支援教育コーディネーターハンドブックの活用状況 

③ハンドブックの中で、さら詳しく知りたいことについての選択・記述 

 

（３）結果と考察： 

①特別支援教育コーディネーター歴 

   

図Ⅳ－１ 特別支援教育コーディネーターの経験年数 

特別支援教育コーディネーターの経験年数について整理した結果を図Ⅳ－１に示し

た。神戸市内の特別支援教育コーディネーターのうち３割が経験年数１年目で、２年

目を合わせると半数を超える。２人に１人は特別支援教育コーディネーターの経験が

浅いという現状がわかった。研修については用語等、基本的な内容にしていく必要が

あると考えられる。また、経験年数５年目までを含めると８割以上を占める現状があ

り、経験の短い特別支援教育コーディネーターに向けた、より実践的な事例をあげた

内容の発信が必要とされる。 

記述式の回答には、神戸市の現状として配慮を要する児童生徒の増加、療育や自立

に向けた保護者の関心の高まり、合理的配慮についての相談の増加、各小・中学校へ

の就学等の問い合わせ対応増加という現状がある中で、自分の経験値だけでは知り得

ない情報が多くあり困っているとの記載があった。こうした意見等を踏まえ、研修で

は用語等も含め、基本的なことを中心に伝達する必要性が考えられた。しかし、コロ

ナ禍で集まっての研修を組めない中では、ハンドブックやＱ＆Ａのような形でいつで

も困ったときに手に取れる形で参考になるものが必要であると考えられた。 

  

②特別支援教育コーディネーターハンドブックの活用状況 

特別支援教育コーディネーターハンドブックの活用状況について整理した結果を図

Ⅳ－２に示した。ハンドブックを以前から参考にし、活用しているのは約６割であっ 
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図Ⅳ－２ 特別支援教育コーディネーターハンドブックの活用状況 

 

た。また４人に１人は活用できていない現状が浮き彫りになった。これは冊子として

１度は目にしたが各校に数冊の配布では、個人持ちになってしまっていることも予想

される。イントラネットに掲載するのみでなく、新しい担当者に対し、毎年早い時期

にその活用方法を周知することが重要であると感じた。また内容の更新が行われてい

ないことで、移り変わる状況に対応していない部分があることも「目にしたことはあ

るが活用していない」といった状況を生み出していると予想される。 

 

③ハンドブックの中で、更に詳しく知りたいことについての選択・記述 

 
図Ⅳ－３ ハンドブックの中で、さらに詳しく知りたいことについての選択・記述 
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ハンドブックの中で、更に詳しく知りたいことについて尋ねた結果を図Ⅳ－３に示

した。特に、コーディネーターの仕事の他、関係機関へのつなぎ方に関して詳しい内

容が知りたいとの回答が多く見られた。アンケートの結果を踏まえ、以下の取組を行

った。 

 

３.特別支援教育コーディネーターハンドブックの改訂 

平成 28 年に神戸市教育委員会では、初めて特別支援

教育コーディネーターに指名された教員にもわかりや

すいようにハンドブックを作成した（図Ⅳ－４）。その

後も研修資料として活用したり、PDF データとしてイン

トラネットに掲載したりして活用してもらっている。

一方、この５年間で、神戸市の特別支援教育に関わる現

状が変化してきた。神戸市では平成 29 年４月に神戸市

就学支援委員会要綱の見直しが行われ、就学指導委員

会から就学支援委員会へと名称の変更している。また

５年間で高校における通級教室が始まったり、小学校

において通級指導教室が設置されたりする等、加筆す

べきことが出てきた。内容の更新が行われていないこ

とで、移り変わる状況に対応していない部分があるこ

とも「目にしたことはあるが活用していない」といった

状況を生み出していると予想される。そこで特別支援

教育コーディネーターとして参考になるホームページ

等のリンク先を掲載し、それぞれの必要な情報を得られ

るようにした。 

 

４.特別支援教育コーディネーターのＱ＆Ａの作成 

小・中学校の特別支援教育コーディネーターから「保

育所等訪問支援事業や放課後等デイサービス等が急速

に増え、対応に困っている。」といった意見が寄せられる

ことがあった。各校で保護者等から相談を受ける中で、

基礎的な知識や神戸市の考え方がわかるようなＱ＆Ａ

を作成した。（図５） 

 内容としては経験の浅い特別支援教育コーディネー

ターが知りたい用語等を解説したり、相談内容を想定

し、実践で使えそうな内容をＱ＆Ａにしたりした。以下

は抜粋である。 

図Ⅳ－５  特別支援教育コー

ディネーターのためのＱ＆Ａ 

図Ⅳ－４ 特別支援教育コーディ   

ネーターハンドブック 
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作成後は、特別支援教育コーディネーター担当者研修の中で紹介し、その後、デー

タとしてイントラネットに掲載する予定である。特別支援教育コーディネーターをは

じめ、管理職や特別支援学級、通常の学級担任にも参考になり、特別支援教育につい

ての理解を深めるツールの１つになればと考えている。 
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５.みんなの特別支援教育④ 就学支援・合理的配慮編の作成 

 

特別支援教育コーディネーターへのアンケー

トから、知りたいことについて詳しく解説する

ものが必要であることが分かった。そこで、み

んなの特別支援教育「①通常の学級編」「②コー

ディネーター編」「③幼稚園編」に加え、新たに「④

就学支援・合理的配慮編」（図Ⅳ－６）を作成し

た。 

これらの冊子は主に神戸市の就学相談・就学

先決定の在り方や、関係機関との連携等につい

て掲載している。本件についても研修の中で紹

介し、イントラネットに掲載して、神戸市の教

職員誰もが目にできるようにして活用してほし

いと考えている。 

 

 

６.総合考察 

 

本研究を進めると同時に、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から研修等の

在り方が例年と大きく様変わりした。例年であれば担当者が参集して研修をし、基礎

的な知識を含め、移り変わるニーズに応える内容を伝達していくことができた。 

しかし、with コロナ時代の新しい生活様式の中では、参集せずとも特別支援教育コ

ーディネーターに向け、その役割や基礎的な知識を正しく広め、専門性の向上を図る

ことができるツールの必要性がより高まった。特別支援教育コーディネーターが知り

たいと感じた時に、すぐに資料を見て、それぞれに必要な情報を選んで研修できるこ

とが大切ではないかと感じた。それを提示したうえで参集しての研修が行えれば、さ

らに質の高い研修が計画できるのではないかと思う。 

来年度以降も新しく特別支援教育コーディネーターに指名される教員が多数である

と予測される。中には特別支援教育にあまり深く関わってこなかったという教員が担

当することもあるだろう。各校での引継ぎはもとより、神戸市教育委員会から必要な

情報を得られるツールを発信していかねばならないと強く感じる。 

また、特別支援教育を取り巻く状況の変化に対応するため、冊子やＱ＆Ａを定期的

に更新し、それらを周知していくことが重要である。周知の方法もデータでの掲載や、

限られた研修等の中で情報を発信し、今後も神戸市教育委員会として、特別支援教育

コーディネーターの資質向上に努めていきたい。このような取り組みを続け、自ら継

図Ⅳ－６ みんなの特別支援教育

「④就学支援・合理的配慮編」 
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続して特別支援教育に携わりたいと意欲を燃やす教員が１人でも多く出てくることを

期待する。 

 

 

 

 

神戸市地域実践研究員：遠周幸代 

神戸市担当研究員：大崎博史 
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Ⅴ．通常の学級の担任の特別支援教育に関する意識調査 

１．背景と目的 

（１）鳥取市の現状と課題 

① 子どもの育成に関する施策 

鳥取市は、平成 28 年４月に「鳥取市教育振興計画基本計画」を制定した。この中で、

今後５年間の推進施策を「学校・家庭・地域の連携による教育支援」として、「特別な

支援を必要とする子どもたちがその能力や可能性を最大限に伸ばし、社会の中で生き

生きと暮らしていくため、一人ひとりのニーズに応じた教育の実現をめざすこととし

施策に取り組んできた。具体的には、「（１）家庭・地域・関係機関が連携し長期的な視

点に立って一人ひとりの「社会的自立への支援」を行う、（２）一人ひとりのニーズに

対応した教育の充実のための教職員研修の充実、中学校区における特別支援教育担当

教員の兼務の充実を図り小中９年間の連続した支援を行う、（３）必要に応じて特別支

援教育支援員を一校に複数配置するなど、特別な支援を必要とする児童生徒へのきめ

細やかな支援を行う」、の３つに取り組んできた。この中でも、（１）に関しては、平成

30 年５月に鳥取市こども発達支援センターが開設され、教育と福祉が連携して切れ目

ない支援を行う体制が整えられた。 

また、鳥取市教育センターの教職員研修ビジョンは、「児童生徒理解～特別支援教育

の視点を基盤として～」としており、一人一人のニーズに応じた教育の実現のために

研修を組んでいる。その中で、「特別支援教育ステップアップ研修」として通常の学級

の担任を対象とした研修も実施しており、研修後のアンケートでは、子どもの言動の

背景に目を向ける研修（理論）ではなく、目に見えている事象に対して、どう対処対応

したらいいのか即実践可能な技能の習得を求める声が多く挙がっている。 

② 子どもを取り巻く現状 

鳥取市は、面積約 765.31 ㎢であり、人口約 19 万人の中核市となった。本市の児童

生徒数は、令和３年度には約 15,000 人で、市街地近郊の一部の学校では、宅地開発等

の影響を受け、一時的な児童生徒数の増加は見込まれている。しかし、それ以外の小・

中学校では児童生徒数は減少傾向となっており、市街地と中山間地域では、児童生徒

数や教職員数、教職員の年代構成などの差が大きくなっている。その中で、発達障がい

通級指導教室の入級や特別支援学級への措置変更を希望する児童生徒は、どの地域で

も年々増加している。また、本市の課題である不登校の令和元年度の出現率は、小学校

0.72％、中学校 3.62％で、過去最高を記録した平成 30 年度を上回る結果となってい

る。その背景には、一人ひとりの実態把握からニーズを明らかにし、適切な指導・支援

につなげることができていない学校の実態がうかがえる。 

（２）目的 

本研究では、今後さらに一人ひとりのニーズに応じた教育の実現を充実させるため、

「鳥取市の小・中・義務教育学校における通常の学級の担任の特別支援教育に関する
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意識」を把握することを目的とする。具体的には、本市のすべての小・中・義務教育学

校の通常の学級の担任に質問紙でのアンケート調査を実施し、学校種別や年代別の意

識の違いに焦点を当てて考察する。そして、通常の学級の担任の特別支援教育に関わ

る取り組みの向上のために、今後の施策として必要な内容の検討につなげる。 
 
２．質問紙調査 

（１）実施手続きと方法 

① 調査対象 

通常の学級の担任（小学校 39 校、中学校 13 校、義務教育学校４校）を対象とし、

546 名からの回答が得られた。回収率は、全体 98％（546 人）（小学校 98％（369 人）、

中学校 100％（140 人）、義務教育学校 100％（37 人））であった。 

② 調査期間 

令和２年 11 月から 12 月に実施した。 

③ 実施手続き 

質問紙調査の実施にあたっては、趣旨を依頼文と質問紙をもとに、口頭と文書によ

り校長会執行部会で説明をして了解を得て、小・中・義務教育学校長会にて、口頭と文

書で研究の趣旨、質問紙について説明し調査協力への同意を得た。質問紙と、依頼文を

学校校ごとの封筒に入れ配布、配布した封筒に入れて学校ごとに提出するよう求めた。 

➃ 質問紙の作成と内容 

 質問紙作成に関しては、回答者の負担にならないよう、回答時間が 20 分程度になる

ように内容の検討を行った。 

調査項目は、「１．基本情報について」（年齢、性別、教員経験年数、担任・担当経験）、

「２．個別の教育支援計画について」（作成経験の有無、作成に携わった人、活用状況、

活用していない理由(自由記述)）、「３．個別の指導計画について」（作成経験の有無、

作成に携わった人、活用、活用していない理由（自由記述））、「４．児童生徒の実態把

握について」（10 項目より、１～３つ選択）、「５．児童生徒の指導・支援について」（授

業する際の支援に関する５項目について各々、実施の有無・必要性を回答、効果的な指

導・支援に必要だと思うことを 10 項目より３つ選択）、「特別支援教育に関しての意見・

感想」（自由記述）とした。項目の作成において、福本・菊池（2014）を参考に作成し

た。 

（２）調査結果 

① 基本情報 

性別は男 46％（250 人）、女 53％（288 人）、無回答１％（8 人）であった。教員経験

年数（講師含む）は５年未満が 22％（121 人）、５年～10 年未満が 20％（111 人）、10

年～20 年未満が 27％（145 人）、20 年～30 年未満が 17％（95 人）、30 年以上が 12％

（64 人）、無回答２％（10 人）であった。これまでの担任・担当経験年数は、通常の学
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級の担任 98％（540 人）、特別支援学級 36％（200 人）、特別支援学校６％（36 人）、そ

の他１％（10 人）であった。年代は、20 代 20％（142 人）、30 代 24％（130 人）、40 代

30％（164 人）、50 代 19％（102 人）、60 代 1％（5 人）、無回答 0％（3 人）であった。 

②個別の教育支援計画について 

これまで、通常の学級の担任として、個別の教育支援計画の作成に携わったことが

あると回答した 72％（392 人）（小学校 70％（258 人）、中学校 81％（113 人）、義務教

育学校 57％（21 人））のうち、担任の他に作成に携わった人についての全体の回答を

図Ⅴ－１に示した。全体では、割合の高い順に、特別支援教育主任が 60％（330 人）、

学年団 43％（237 人）、保護者 39％（217 人）であった。その他の回答として、小学校

は、養護教諭、特別支援学校のコーディネーター（聾学校）、その他教諭、中学校は教

育相談担当者、スクールカウンセラーが挙がった。 

 

図Ⅴ－１ 担任の他に、個別の教育支援計画作成に携わった人（全体） 

 

個別の教育支援計画の活用について学校種別ごとの回答を図Ⅴ－２に示した。十分

活用している・活用していると回答したのは、小学校 78％（211 人）、中学校 52％

（61 人）、義務教育学校 68％（15 人）であった。 

  

図Ⅴ－２ 個別の教育支援計画の活用状況（学校種別） 
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個別の教育支援計画の作成に携わった人と活用状況についての結果を図Ⅴ－３に示

した。十分活用している・活用していると答えた割合が高かったのは、LD 等専門員

87％（81 人）、その他 83％（5 人）、管理職 82％（100 人）であった。 

 

図Ⅴ－３ 個別の教育支援計画作成に携わった人と活用状況（全体） 

また、個別の教育支援計画を活用していない理由として小学校 43 人、中学校 32 人

41 人、義務教育学校 2 人が自由記述をした。その内容としては、「活用する必要性、

仕方がわからない」「具体的な計画を立てられない」「作成した後、担任以外が見てア

ドバイスをくれることがない」「作成して終わっている」などが挙がった。 

③ 個別の指導計画について 

 これまで、通常の学級の担任として、個別の指導計画の作成に携わったことがある

と回答した 91％（497 人）（小学校 92％（339 人）、中学校 88％（124 人）、義務教育学

校 92％（34 人））のうち、担任の他に作成に携わった人についての全体の回答を図Ⅴ

－４に示した。全体では、割合の高い順に特別支援教育主任 67％（273 人）、学年団 58％

（211 人）、管理職 25％（122 人）であった。その他の回答として、保護者、教務主任、

前担任、養護教諭、その他教諭が挙がった。 

 

図Ⅴ－４ 担任の他に、個別の指導計画作成に携わった人（全体）  

 

70

63

73

82

87

80

72

81

67

83

29

37

27

17

12

20

28

19

33

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学年団

教科担任

特別支援教育主任

管理職

LD等専門員

通級指導教室担当者

保護者

医療関係者

福祉関係者

その他

十分活用してい

る・活用している

あまり活用してい

ない・活用してい

ない

58 

9

67

25

20

12

2

0 20 40 60 80

学年団

教科担任

特別支援教育主任

管理職

ＬＤ等専門員

通級指導教室担当者

その他

（％）



- 223 - 

個別の指導計画の活用について学校種別ごとの回答を図Ⅴ－５に示した。個別の指

導計画を十分活用している・活用していると回答したのは、小学校 80％（271 人）、中

学校 57％（68 人）、義務教育学校 80％（35 人）であった。 

 

 

図Ⅴ－５ 個別の指導計画の活用状況（学校種別） 

個別の指導計画の作成に携わった人と活用状況についての回答を図Ⅴ－６に示した。

十分活用している・活用していると答えた割合が高かったのは、LD 等専門員 85％（94

人）、管理職 84％（117 人）、通級指導教室担当者 83％（54 人）であった。 

 

 

 

図Ⅴ－６ 個別の指導計画作成に携わった人と活用状況（全体） 
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切だと思うことを３つまで選択した全体の回答を図Ⅴ－７に示した。72％（392 人）が

「特別な支援を必要としている児童生徒にかかわる他の教職員と日常的に情報共有を

する」、54％（294 人）が「LD 等専門員や通級指導教室担当者などの専門家と情報共有

する。」を選択した。その他の回答としては、「各機関と担任が直接話し連携する。」な

どが挙がった。 
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図Ⅴ－７ 通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の 

実態把握の際に、特に大切だと思うこと（全体） 

 

 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の実態把握の際に、特に大

切だと思うことを３つまで選択した年代別の回答を図Ⅴ－８に示した。「特別な支援を

必要としている児童生徒にかかわる他の教職員と、日常的に情報共有をする。」を選択

した通常の学級の担任がどの年代でも一番多く、20 代は 75％（107 人）、30 代は 72％

（93 人）、40 代は 73％（120 人）、50 代は 65％（66 人）であった。 

 

図Ⅴ－８ 実態把握の際に、特に大切だと思うこと（年代別） 
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⑤ 児童生徒の指導支援について 

「授業をする際に、発達障がいのある児童生徒を含む児童生徒全体に対しての支

援」について、「時間の構造化」「情報の伝達の工夫」「参加の促進」「環境の調整」

「授業のルールの明確化」の５項目に対し、「現在実施している支援」「今後実施すべ

きだと感じている支援」「今は必要性を感じていない支援」のうち１つを選択するこ

とを求めた学校種別および年代別の結果（60 代は母数が５名と少ないため除いた）を

図Ⅴ－９及び図Ⅴ－10 に示した。 

学校種別の「現在実施している支援」についての回答は、「参加の促進」が小学校

62％（229 人）、中学校 73％（102 人）、義務教育学校 43％（16 人）、「環境の調整」が

小学校 84％（306 人）、中学校 62％（86 人）、義務教育学校 67％（25 人）、「授業のル

ールの明確化」が小学校 70％（260 人）、中学 55％（77 人）、義務教育学校 62％（23

人）であった（図Ⅴ－９）。 

年代別の「現在実施している支援」で一番割合の高かった項目は、20 代は「環境の

調整」が 79％（112 人）、30 代は「情報伝達の工夫」が 78％（101 人）40 代は「環境

の調整」が 71％（117 人）、50 代は「環境の調整」が 83％（85 人）であった。「今後

すべきだと感じている支援」で一番割合の高かった項目は、20 代は「参加の促進」が

46％（65 人）、30 代は「授業のルールの明確化」が 31％（40 人）、40 代は「参加の促

進」が 30％（49 人）、50 代は「参加の促進」が 47％（48 人）であった（図Ⅴ－10）。 

次に、「今ある校内等の支援をいかし、効果的な指導・支援をするために必要だと思

われること」を、３つ選択してもらった年代別の回答を図Ⅴ－11 に示した。 

 

図Ⅴ－９ 現在実施している支援（全体・学校種別） 
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図Ⅴ－10 授業する際の、発達障がいのある児童生徒を含む児童生徒全体に 

対しての支援について（年代別） 

 

図Ⅴ－11 今ある校内等の支援をいかし、効果的な指導・支援をするために必要だと 

思われること（年代別） 

20 代、30 代は「担任の児童生徒理解」が必要との回答が最も多く、40 代は「教職員

間の共通理解」が最も多いなど、多少の違いはあったが、どの年代も「担任の児童生徒

理解」「教職員間の共通理理解」「教材研究等のための時間の確保」を選択した回答が多

く、全年代を合わせて各々64％（352 人）、64％（351 人）、45％（248 人）であった。 
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３．考 察 

全体の 72％（392 人）が、これまでに、通常の学級の担任として、個別の教育支援計

画の作成に携わったことがある、また、全体の 91％（497 人）が、個別の指導計画の作

成に携わったことがあると回答した。このことから、通常の学級における配慮の要す

る児童生徒自身が困っている状況に気づく体制が整い始めていると思われる。 

しかし、担任の他に個別の教育支援計画の作成に保護者が携わったと回答したのは、

39％（217 人）に留まっており、保護者と連携しながら作成するという意識の低さを感

じる。個別の教育支援計画の作成に特別支援教育主任が携わったと回答したのは、全

体で 60％（330 人）、個別の指導計画に特別支援教育主任が携わったと回答したのは、

67％（273 人）という結果から通常の学級の担任の専門性の向上のためには、適切な助

言が行えるよう、まずは特別支援教育主任の専門性の向上が必須であると考える。 

また、個別の教育支援計画を十分活用している・活用していると回答したのは小学

校で 78％（211 人）、中学校で 52％（61 人）、義務教育学校で 68％（15 人）、個別の指

導計画を十分活用している・活用していると回答したのは小学校で 80％（271 人）、中

学校で 57％（68 人）、義務教育学校で 80％（35 人）と校種別で差が見られた。今後、

学校間の意識の差の要因の検証が必要である。 

さらに、個別の教育支援計画の作成に携わった人と活用状況について、十分活用し

ている・活用していると答えた割合が高かったのは、LD 等専門員 87％（81 人）、その

他 83％（5 人）、管理職 82％（100 人）、個別の指導計画の作成に携わった人と活用状

況について、十分活用している・活用していると答えた割合が高かったのは、ＬＤ等専

門員 85％（94 人）、管理職 84％（117 人）、通級指導教室担当者 83％（54 人）であっ

た。 

これらの数値が高い要因としては、特別な特性の理解や配慮が必要な児童生徒のた

め、専門家や管理職と協議する必要があったことが推測される。しかし、鳥取市では、

LD 等専門員の巡回相談（年２回実施）の際に、個別の指導計画を作成している児童生

徒を対象に観察し助言をすることとしており、通級指導教室に通級している児童生徒

についても、年度初め・中間・年度終わりに開催する、「在籍校と通級指導教室担当者、

保護者との教育相談会」において、通常の学級の担任と通級指導教室担当者が作成し

ている互いの個別の教育指計画のすりあわせを実施していることを鑑みると、人数と

しては、さらに高い数値が挙がってくることが期待される。 

今回の結果となった背景には、個別の指導計画を作成している児童生徒が多く、LD

等専門員が、一人ひとりについてしっかり時間をとって、個別の教育支援計画、個別の

指導計画について助言することができない、また、通級による指導を受けている児童

生徒の個別の指導計画が、教育相談会で提供されないことが多いという実情が要因で

あると推測する。 

さらに、「今ある校内等の支援をいかし、効果的な指導・支援をするために必要だと
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思われること」について、通常の学級の担任の約 40％は「LD 等専門員との連携」を選

択し、「通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒の実態把握の際に、特

に大切だと思うこと」については 54％（294 人）が「LD 等専門員や通級指導教室担当

者などの専門家と情報共有する。」を選択しており、通常の学級の担任は専門家との連

携が必要である、との意識を持っていた。保護者や LD 等専門員、通級指導教室担当者

と通常の学級の担任とをつなげる役割を特別支援教育主任が担い、校内体制を整える

ことが必要であり、そのための道筋をどのように示すかが課題であると考えられた。 

「授業をする際に、発達障がいのある児童生徒を含む児童生徒に対しての支援につ

いて」、「現在実施している支援」に学校種に差が見られたのは、「参加の促進」（小学校

62％（229 人）、中学校 73％（102 人）、義務教育学校 43％（16 人））、「環境の調整」（小

学校 84％（306 人）、中学校 62％（86 人）、義務教育学校 67％（25 人））、「授業のルー

ルの明確化」（小学校 70％（260 人）、中学 55％（77 人）、義務教育学校 62％（23 人））

であった。この結果の背景としては、学級担任制と教科担任制の授業形態の違いが要

因の一つと推測される。 

これに対して、「授業をする際に、発達障がいのある児童生徒を含む児童生徒に対し

ての支援について」の「現在実施している支援」の年代別の回答で一番割合の高かった

項目は、20 代は、「環境の調整」79％（112 人）、30 代は、「情報伝達の工夫」78％（101

人）、40 代は「環境の調整」71％（117 人）、50 代は「環境の調整」83％（85 人）であ

り、年代での大きな差は見られなかった。 

また、「今ある校内等の支援をいかし、効果的な指導・支援をするために必要だと思

われること」の回答については、年代で多少の差は見られたが、大きくは「担任の児童

生徒理解」64％（352 人）、「教職員間の共通理理解」64％（351 人）、「教材研究等のた

めの時間の確保」45％（248 人）とどの年代でも必要と感じていることが同じであった。

これらのことから、年代ではなく、学校種別に着目した施策の推進が必要であると考

える。 

本市は、中学校区における特別支援教育担当教員の兼務の充実を図り、小中９年間

の連続した支援を実施してきた。しかし、今回の調査の結果から、今後さらに小学校、

中学校の切れ目ない支援の充実をはかるため兼務教員に関係する担当課と連携を図り、

特別支援教育担当教員の兼務の具体的な取り組みについて検討する必要がある。 

＜文 献＞ 

1)福本優紀・菊池哲平（2014）通常の学級におけるクラスワイドな支援のチェックリス

ト作成. 熊本大学教育学部紀要,63,187-193． 

※鳥取県では「障害」を「障がい」と表記する。 

 

鳥取市地域実践研究員：西小路真智子 

鳥取市担当研究員：竹村 洋子 
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第６章 

 

インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けた 

地域の体制づくり 
 

 

 

 

Ⅰ．青森県における教育相談体制の強化と更なる 

支援の充実に関する研究 
－教育相談に対する教員の理解と教育相談ガイドブックの 

作成に向けて－                              

【青森県】（長期派遣型） 

 

 

 

 

Ⅱ．保こ小中高特別支援学校連携研修における 

理解啓発の推進 
－「ふるさと田原の学校で きらり子ども輝く」の 

実現に向けた切れ目ない支援を目指して－ 

【田原市】（短期派遣型） 

 

 

 

 

 



- 230 - 

 

 

 



- 231 - 

Ⅰ．青森県における教育相談体制の強化と更なる支援の 

充実に関する研究 

－教育相談に対する教員の理解と教育相談ガイドブックの作成に向けて－ 

 

１．研究の背景と目的 

 

（１）青森県の特別支援教育の現状と課題 

青森県教育委員会は、特別支援教育を取り巻く様々な環境の変化に対応するために、特

別支援教育の更なる充実・発展に向けて、「学びをつなぐ」、「学びを深める」、「学び

を生かす」をキーワードとして、今後 10 年の道筋を示す「青森県特別支援教育推進ビジョ

ン」を平成 31 年２月６日に策定した。このビジョンに基づき、関係機関による連携の下、

障害のある幼児児童生徒の社会性や豊かな人間性を育み、幼児児童生徒がライフステージ

に沿って様々な教育的ニーズに対応した学びの場を活用していくことができるよう、切れ

目ない支援体制の整備・充実を目指している。障害のある幼児児童生徒が地域社会で自ら

の力を最大限発揮し、共生社会の一員として自立し、積極的に社会参加できるよう、地域

と連携・協働した基盤づくりを推進しようと考えている。そして、本ビジョンを支える重

点事業の一つとして、令和２年度「地域における特別支援教育相談体制強化事業」を立ち

上げ、地域における特別な教育的ニーズのある子どもへの教育相談体制を強化するため、

関係機関等との連絡・調整機能の充実を図るための仕組み作りを検討するとともに、特別

支援学校教員の専門性の向上を図ることを目的に、令和３年度までの計画で実施している。 

全国的に見ると、令和元年度特別支援教育資料（文部科学省，2020）において、特別支

援学級及び通級による指導を受けている児童生徒数が増加傾向にあることが示されており、

この傾向は、青森県においても同様である。また、平成 27 年度特別支援学校のセンター的

機能の取組に関する状況調査（文部科学省，2017）では、公立の特別支援学校のセンター

的機能において、小・中学校等教員の支援ニーズが高まっていることが示されている。そ

のため、特別支援学校教員には、インクルーシブ教育システムに関する理解を深め、小・

中学校等教員からの多様なニーズに対応できるよう専門性を高めることが期待されている。 

一方で、特別支援学校教員においては、特別支援教育の経験年数及び教育相談業務に関

わる機会に差があり、インクルーシブ教育システム及び小・中学校等における特別支援教

育の現状等への理解には違いがあることが推察される。「共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」（中央教育審議会，2012）

では、特別支援学校のセンター的機能の一層の充実を図るとともに、専門性の向上にも取

り組む必要があることが述べられている。 
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このような状況を踏まえ、県の「地域における特別支援教育相談体制強化事業」では、

特別支援学校教員の教育相談に関する専門性向上を図るため、インクルーシブ教育システ

ム及び教育相談等の経験に応じた基礎編及び実践編の２部構成で「教育相談ガイドブック」

を作成し、その活用について検討していくこととしている。 

 

（２）研究の目的と方法 

 本研究は、青森県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関

する理解の程度や認識、課題意識を把握し、本県の強みや重点的に取り組むべき点につい

て明らかにするとともに、「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」への記載項目案

や内容案について、青森県教育委員会に提案することを目的に実施した。 

 方法として、以下の調査と情報収集を行った。 

 ①質問紙による青森県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談 

  に関する意識調査 

 ②本県以外の自治体等で発行しているガイドブックやリーフレット等の中から、インク 

  ルーシブ教育システム及び教育相談に関する内容の資料についての情報収集 

 

２．質問紙調査 

（１）調査目的 

青森県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関する理解

の程度や認識、課題意識を把握することを目的として、「青森県におけるインクルーシブ

教育システム及び教育相談に関する意識調査」を実施した。 

 

（２）調査対象 

青森県内全特別支援学校 21 校（国立１校、県立 20 校）の全教諭及び臨時講師を対象と

した。 

 

（３）調査方法 

①調査実施手順 

 調査は、郵送による調査用紙の送付・回収によって実施した。なお、調査の実施に当た

っては、青森県教育庁学校教育課特別支援教育推進室長より、各特別支援学校長へメール

にて調査の依頼、周知を行っていただくなどの協力を得た。 
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②調査実施期間 

 令和２年７月 10 日～８月７日 

 

③調査項目の作成と内容 

 調査は、回答者の基本情報と３つの調査項目で構成した。なお、調査で対象とする教育

相談業務については、地域の多様なニーズに対応できる特別支援学校教員の専門性向上を

目指す観点から、「センター的機能で、自校以外の特別な教育的ニーズのある幼児児童生

徒及びその保護者に対する教育相談業務、また小・中学校等の教員への支援業務」とし、

主な例として、乳幼児教育相談、就学相談、入学相談、地区特別支援連携協議会による相

談支援、巡回相談を示した。調査項目に関する具体的な調査内容を表Ⅰ－１に示した。 

 調査全体の項目立てに当たっては、藤川（2018）が「青森県内の県立高等学校における

特別支援教育の現状と課題－特別支援学校におけるセンター的機能の一層の活用に向けて

－」において行った質問紙調査の項目を参考にした。また、調査項目２－③における選択

肢の項目立てに当たっては、国立特別支援教育総合研究所がホームページにて公表してい

る「インクルーシブ教育システム構築支援データベース」の中から、関係用語の解説を参

考に作成した。 

表Ⅰ－１ 質問紙調査における調査項目 

調査項目 調査内容 

１．回答者の基本情報 

①所属校の障害種 

②担当学部・学年 

③職名 

④教職経験年数 

⑤特別支援教育経験年数 

⑥教育相談業務経験の有無 

２．インクルーシブ教育システムについて 

①理解の程度 

②専門性向上への意識 

③学びたい項目（３つまで） 

 特に学びたい項目・困っている項目（１つ） 

３．センター的機能について ①対応できると考える項目 

４．教育相談について 

①理解の程度 

②専門性向上への意識 

③関わったことのある業務 

④対応できると考える業務 

⑤学びたい項目（３つまで） 

 特に学びたい項目・困っている項目（１つ） 

 

④倫理的配慮 

本調査は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の倫理審査委員会の承認を得て実

施した。 
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（４）調査結果 

①回収結果 

青森県内の全特別支援学校 21 校（国立 1 校、県立 20 校）に調査用紙を送付し、全 21

校より 816 人分の回答が得られた。調査に当たっては、産休や長期出張等により回答が難

しい職員を除いた教諭及び臨時講師に調査用紙の配布を依頼し、配布数に対する教諭及び

臨時講師それぞれについて回収率を計算することとした。その内訳を表Ⅰ－２に示した。

調査用紙の配布数に対し、回収率は全体で 85.1％であった。 

表Ⅰ－２ 回収結果 

 

 

②回答者について 

（ア）所属校の障害種について 

回答者の所属校の障害種について表Ⅰ－３に示した。内訳は、視覚障害が２校で 47 人、

聴覚障害が３校で 48 人、知的障害が７校で 321 人、肢体不自由が３校で 119 人、病弱が２

校で 83 人、知肢併置（知的障害と肢体不自由を併置）が４校で 194 人、無回答が４人であ

った。回答者全体に占める割合は、視覚障害が 5.8％、聴覚障害が 5.9％、知的障害が 39.3％、

肢体不自由が 14.6％、病弱が 10.2％、知肢併置が 23.8％、無回答が 0.5％であった。 

表Ⅰ－３ 回答者の所属校の障害種 

 

 

 

 

 

 

 

配布数 回収数 回収率

教諭 744 642 86.3％

臨時講師 215 174 80.9％

計 959 816 85.1％

障害種 人数（人） 割合（％）

視覚障害  47  5.8％

聴覚障害  48  5.9％
知的障害 321 39.3％
肢体不自由 119 14.6％

病弱  83 10.2％
知肢併置 194 23.8％
無回答   4  0.5％

計 816
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（イ）担当学部・学年について 

 回答者の担当学部及び学年について表Ⅰ－４に示した。内訳は、幼稚部が 17 人、小学部

が 319 人、中学部が 181 人、高等部が 288 人、無回答が 11 人であった。回答者全体に占め

る割合は、幼稚部が 2.1％、小学部が 39.1％、中学部が 22.2％、高等部が 35.3％、無回答

が 1.3％であった。 

表Ⅰ－４ 回答者の担当学部・学年 

 

 

（ウ）職名について 

 回答者の職名について表Ⅰ－５に示した。内訳は、 

教諭が 642 人で全体の 78.7％、臨時講師が 174 人で 

21.3％であった。 

 

 

（エ）教職経験年数について 

 回答者の教職経験年数について表Ⅰ－６に示した。教職経験年数には、他校種及び臨時

講師期間も含めることとし、令和２年度末の教職経験年数について記入を求め、その結果

を表Ⅰ－６に示すカテゴリーで整理した。内訳は、３年未満が 56 人、３年以上６年未満が

60 人、６年以上９年未満が 56 人、９年以上 12 年未満が 80 人、12 年以上が 538 人、無回

答が 26 人であった。回答者全体に占める割合は、３年未満が 6.9％、３年以上６年未満が

7.4％、６年以上９年未満が 6.9％、９年以上 12 年未満が 9.8％、12 年以上が 65.9％、無

回答が 3.2％であった。 

表Ⅰ－６ 回答者の教職経験年数 

 

 

学部・学年 人数（人） 割合（％）

幼稚部  17  2.1％

小学部 319 39.1％
中学部 181 22.2％
高等部 288 35.3％
無回答  11  1.3％

816

教職経験年数 人数（人） 割合（％）

3年未満  56  6.9％

3年以上6年未満  60  7.4％
6年以上9年未満  56  6.9％
9年以上12年未満  80  9.8％

12年以上 538 65.9％
無回答  26  3.2％

計 816

職名 人数（人） 割合（％）

教諭 642 78.7％

臨時講師 174 21.3％

計 816

表Ⅰ－５ 回答者の職名 
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（オ）特別支援教育経験年数について 

 回答者の特別支援教育経験年数について表Ⅰ－７に示した。特別支援教育経験年数は、

特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の経験とし、令和２年度末の特別支援教育

経験年数について記入を求め、その結果を表Ⅰ－７に示すカテゴリーで整理した。内訳は、

３年未満が 71 人、３年以上６年未満が 75 人、６年以上９年未満が 74 人、９年以上 12 年

未満が 97 人、12 年以上が 490 人、無回答が９人であった。回答者全体に占める割合は、

３年未満が 8.7％、３年以上６年未満が 9.2％、６年以上９年未満が 9.1％、９年以上 12

年未満が 11.9％、12 年以上が 60.0％、無回答が 1.1％であった。 

表Ⅰ－７ 回答者の特別支援教育経験年数 

 

 

（カ）教育相談業務経験の有無について 

 回答者の教育相談業務の有無について表Ⅰ－８に示した。なお、調査で対象とする教育

相談業務については、地域の多様なニーズに対応できる特別支援学校教員の専門性向上を

目指す観点から、「センター的機能で、自校以外の特別な教育的ニーズのある幼児児童生

徒及びその保護者に対する教育相談業務、また小・中学校等の教員への支援業務」とし、

主な例として、乳幼児教育相談、就学相談、入学相談、地区特別支援連携協議会による相

談支援、巡回相談を示した。内訳は、教育相談経験有の回答者が 336 人で全体の 41.2％、

経験無の回答者が 470 人で 57.6％、無回答が 10 人で 1.2％であった。 

表Ⅰ－８ 回答者の教育相談業務経験の有無 

 

 

また、特別支援教育経験年数別に見た教育相談経験者数とそれぞれに占める割合を表Ⅰ

－９に示した。内訳は、３年未満が 71 人中２人、３年以上６年未満が 75 人中６人、６年

以上９年未満が 74 人中 15 人、９年以上 12 年未満が 97 人中 25 人、12 年以上が 490 人中

287 人であった。特別支援教育経験年数別の各回答者に占める割合は、３年未満が 2.8％、

特別支援教育経験年数 人数（人） 割合（％）

3年未満  71  8.7％

3年以上6年未満  75  9.2％
6年以上9年未満  74  9.1％
9年以上12年未満  97 11.9％

12年以上 490 60.0％
無回答   9  1.1％

計 816

教育相談経験の有無 人数（人） 割合（％）

有 336 41.2％

無 470 57.6％
無回答  10  1.2％

計 816
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３年以上６年未満が 8.0％、６年以上９年未満が 20.3％、９年以上 12 年未満が 25.8％、

12 年以上が 58.6％であった。各経験年数の人数には違いがあるものの、特別支援教育経験

年数が増えるにつれ、教育相談経験者の割合も高い結果であった。 

表Ⅰ－９ 教育相談経験者数と割合（特別支援教育経験年数別） 

 

 

③インクルーシブ教育システムについて 

（ア）インクルーシブ教育システムに関する理解の程度について 

インクルーシブ教育システムに関する理解の程度について、「十分できている」、「や

やできている」、「あまりできていない」、「まったくできていない」の４つの選択肢か

ら１つ回答を求め、結果を図Ⅰ－１に示した。結果は、「ややできている」が最も多く全

体の 53.7％、次いで「あまりできていない」が 39.2％、「十分できている」が 2.9％、「ま

ったくできていない」が 2.8％、無回答が 1.3％であった。 

 また、「十分できている」を選択した場合はその理由を、それ以外を選択した場合は、

どのような内容に関する理解が必要であると考えるかについて、それぞれ自由記述で回答

を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。その結果を記述が多かった順に並べ、表Ⅰ－

10 に示した。なお、回答が 200 件を超えた「ややできている」と「あまりできていない」

の記述については、無作為に半数を抽出し、分析の対象とした。 

「十分できている」を選択した理由では、「研修会等に参加してきたため」が最も多く、

次いで「小・中学校等への支援の機会があったため」が多かった。 

また、理解が必要であると考える内容では、いずれの選択肢においても、「インクルー

シブ教育システムの概要について」が最も多く、次いで「インクルーシブ教育システムの

具体的取組や事例等について」が多かった。続いて「ややできている」では、「特別支援

学級、通級による指導等について」、「あまりできていない」では、「障害の種別・程度

と学びの場について」、「まったくできていない」では、「教育相談・支援（早期、就学

期、就学後）について」、「障害の種別・程度と学びの場について」の記述があった。 

特別支援教育経験年数 人数（人） 教育相談経験者数（人） 割合（％）

3年未満  71   2  2.8％

3年以上6年未満  75   6  8.0％
6年以上9年未満  74  15 20.3％
9年以上12年未満  97  25 25.8％

12年以上 490 287 58.6％

無回答   9   1 11.1％

計 816 336 41.2％
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図Ⅰ－１ インクルーシブ教育システムに関して、どの程度理解できていると考えるか 

 

表Ⅰ－10 インクルーシブ教育システムに関する理解の程度 選択した理由 

理解の程度（回答数） カテゴリー（回答数） 

「十分できている」を選択した理由（24） 

・研修会等に参加してきたため（８） 
・小・中学校等への支援の機会があったため（７） 
・自己研鑽してきたため（５） 
・実際に指導してきたため（３） 
・その他（１） 

「ややできている」を選択した理由とし
て、理解が必要であると考える内容 

（200） 

・インクルーシブ教育システムの概要について（31） 
・インクルーシブ教育システムの具体的取組や事例等について（28） 
・特別支援学級、通級による指導等について（22） 
・関係機関との連携について（21） 
・合理的配慮及び基礎的環境整備について（20） 
・障害の種別・程度と学びの場について（20） 
・障害特性に応じた指導・支援について（15） 
・交流及び共同学習について（11） 
・障害理解（周囲、本人）について（11） 
・教育相談・支援（早期、就学期、就学後等）について（10） 
・特別支援学校のセンター的機能について（３） 
・スクールクラスター（域内の教育資源の組み合わせ）について（２） 
・ユニバーサルデザインについて（２） 
・キャリア教育について（２） 
・その他（２） 

「あまりできていない」を選択した理由
として、理解が必要であると考える内
容（137） 

・インクルーシブ教育システムの概要について（45） 
・インクルーシブ教育システムの具体的取組や事例等について（34） 
・障害の種別・程度と学びの場について（17） 
・合理的配慮及び基礎的環境整備について（12） 
・障害理解（周囲、本人）について（７） 
・関係機関との連携について（６） 
・障害特性に応じた指導・支援について（５） 
・交流及び共同学習について（４） 
・教育相談・支援（早期、就学期、就学後等）について（３） 
・特別支援学級、通級による指導等について（３） 
・特別支援学校のセンター的機能について（１） 

「まったくできていない」を選択した理
由として、理解が必要であると考える
内容（21） 

・インクルーシブ教育システムの概要について（10） 
・インクルーシブ教育システムの具体的取組や事例等について（８） 
・教育相談・支援（早期、就学期、就学後等）について（１） 
・障害の種別・程度と学びの場について（１） 
・その他（１） 
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（イ）インクルーシブ教育システムに関する専門性向上への意識について 

 特別支援教育の推進に当たり、インクルーシブ教育システムに関する専門的な理解を深 

めたいと考えるかについて、「とても思う」、「やや思う」、「あまり思わない」、「ま 

ったく思わない」の４つの選択肢から１つ回答を求め、結果を図Ⅰ－２に示した。結果は、 

「やや思う」が最も多く全体の 58.8％、次いで「とても思う」が 37.4％、「あまり思わな 

い」が 2.9％、「まったく思わない」が 0.1％、無回答が 0.7％であった。 

また、「あまり思わない」及び「まったく思わない」を選択した場合は、その理由につ 

いて自由記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。「まったく思わない」の

回答については自由記述が未記入であった。「あまり思わない」を選択した理由では、「必

要性を感じないため」が最も多く、次いで「実際難しいと思っているため」が多かった。 

 

図Ⅰ－２ インクルーシブ教育システムに関する専門的な理解を深めたいと考えるか 

 

（ウ）インクルーシブ教育システムに関して、課題意識のある項目について 

インクルーシブ教育システムに関して、課題意識のある項目について選択肢から３つま 

で回答を求め、結果を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－３に示した。最も回答が多かった

のは「合理的配慮」で 260 人、次いで「障害等のある子どもの学びの場と相談・支援」が

203 人、「交流及び共同学習」が 202 人であった。また、「その他」と回答した場合は、

具体的な内容について自由記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。結果

は、「インクルーシブ教育システムの概要や現状について」が最も多く、次いで「様々な

学びの場の状況について」、「校内支援体制の構築と連携について」、「進路、就労につ

いて」が多かった。 

さらに、課題意識のある項目として回答した中から、特に学びたい項目（又は困ってい

る項目）について１つ回答を求め、結果を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－４に示した。

最も回答が多かったのは「交流及び共同学習」で 100 人、次いで「早期からの教育相談・

支援」が 68 人、「合理的配慮」が 65 人であった。また、その具体的な内容について自由
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記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。それぞれの項目において生成され

たカテゴリーを記述が多かった順に並べ、表Ⅰ－11 に一覧で示した。なお、表に示す回答

数については、自由記述が未記入の回答や記述が複数のカテゴリーに属する回答があるた

め、回答者数とは異なる。 

 

図Ⅰ－３ インクルーシブ教育システムに関して、課題意識のある項目 

 

 

図Ⅰ－４ インクルーシブ教育システムに関して、特に学びたい項目（又は困っている項目） 

（単位：人） 

（単位：人） 
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表Ⅰ－11 インクルーシブ教育システムに関して、特に学びたい項目（又は困っている項目）の具体的内容 

項目（回答数） カテゴリー（回答数） 

１．インクルーシブ教育システムの概要（34） 

・インクルーシブ教育システムの基礎や概要について（24） 
・事例について（３） 
・国や地域の現状について（３） 
・様々な学びの場の状況について（２） 
・インクルーシブ教育システムの有用性について（２） 

２．合理的配慮（61） 

・合理的配慮の具体的な例について（31） 
・合理的配慮の基礎や概要について（12） 
・合理的配慮の提供に関するプロセスについて（11） 
・実際の困難さについて（３） 
・合理的配慮について情報提供できる専門性について（２） 
・国や地域の現状について（１） 
・その他（１） 

３．基礎的環境整備（26） 

・基礎的環境整備の具体的な例について（16） 
・基礎的環境整備の基礎や概要について（４） 
・国や地域の現状について（４） 
・その他（２） 

４．交流及び共同学習（102） 

・事例について（42） 
・交流及び共同学習の基礎や概要について（28） 
・関係機関との連携について（13） 
・特別な配慮を必要とする児童生徒の交流及び共同学習の在り方
について（５） 

・交流及び共同学習の推進について（５） 
・障害理解について（周囲、本人）（３） 
・国や地域の現状について（３） 
・コロナ禍における交流及び共同学習の在り方について（２） 
・評価について（１） 

５．スクールクラスター（域内の教育資源 
の組み合わせ）（59） 

・事例について（22） 
・スクールクラスターの基礎や概要について（19） 
・国や地域の現状について（９） 
・関係機関との連携について（７） 
・その他（２） 

６．特別支援学校のセンター的機能（14） 

・事例について（５） 
・センター的機能の基礎や概要について（３） 
・センター的機能を果たすための専門性の向上について（２） 
・実際の困難さについて（２） 
・国や地域の現状について（１） 
・関係機関との連携について（１） 

７．地区特別支援連携協議会（９） 
・地区特別支援連携協議会の役割や概要について（７） 
・専門性の向上について（１） 
・他の自治体での取組について（１） 

８．特別支援教育コーディネーターの役割 
 （17） 

・特別支援教育コーディネーターの役割について（９） 
・校内での連携について（４） 
・事例について（３） 
・専門性の向上について（１） 

９．特別支援教育支援員の役割（６） 
・特別支援教育支援員の役割について（２） 
・様々な学びの場における実践について（２） 
・専門性の向上について（２） 

10．個別の教育支援計画（13） 
・個別の教育支援計画の作成について（６） 
・個別の教育支援計画の概要や在り方について（４） 
・個別の教育支援計画の活用と連携について（３） 

11．個別の指導計画（８） 

・個別の指導計画の作成について（３） 
・目標設定について（３） 
・個別の指導計画の概要や在り方について（１） 
・その他（１） 
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12．ユニバーサルデザイン（45） 

・事例について（27） 
・障害のある児童生徒にも活用できるデザインについて（７） 
・ユニバーサルデザインの基礎や概要について（６） 
・関係機関との連携について（３） 
・保護者との連携について（２） 

13．早期からの教育相談・支援（保護者へ 
の情報提供 等）（68） 

・早期からの教育相談の基礎や概要について（30） 
・子どもや保護者への具体的支援について（29） 
・関係機関との連携について（６） 
・その他（３） 

14．就学期の教育相談・支援（就学義務と 
その猶予又は免除 等）（31） 

・就学先の決定について（18） 
・事例について（４） 
・子どもや保護者への具体的支援について（３） 
・その他（３） 
・就学期の教育相談の基礎や概要について（２） 
・関係機関との連携について（１） 

15．障害等のある子どもの学びの場と相談・
支援（特別支援学級、通級による指導 等）
（60） 

・様々な学びの場の状況について（19） 
・学びの場と相談・支援の基礎や概要について（16） 
・子どもへの具体的支援について（９） 
・学びの場に関する相談・支援について（６） 
・関係機関との連携について（６） 
・保護者への具体的支援について（３） 
・障害理解（周囲、本人）について（１） 

16．障害の種別・程度と学びの場（36） 

・障害の種別・程度と学びの場の基礎や概要について（13） 
・子どもへの具体的支援について（11） 
・学びの場の選択について（６） 
・学びの場の状況について（４） 
・関係機関との連携について（１） 
・その他（１） 

17．就学後の教育相談・支援（「学びの場」の
柔軟な見直し 等）（59） 

・「学びの場」の見直しについて（22） 
・就学後の教育相談の基礎や概要について（13） 
・子どもや保護者への具体的支援について（８） 
・関係機関との連携について（８） 
・事例について（７） 
・その他（１） 

18．その他（15） 

・小・中・高等学校等における課題や支援について（３） 
・交流及び共同学習、副籍について（３） 
・本人、保護者のニーズについて（２） 
・就労について（２） 
・地域の現状について（２） 
・重度重複障害のある子どものインクルーシブ教育システムにつ
いて（２） 

・インクルーシブ教育システムの効果（１） 
 

回答の全体的傾向を踏まえ、インクルーシブ教育システムに関する専門性の向上に向け

て今後重点的に取り組むべき点の分析、及び「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」

への記載項目の抽出を目的に、特別支援教育経験年数の違いによる集計を行った。青森県

教育委員会は、「校長及び教員の資質の向上に関する指標」において、教員のキャリアス

テージとして、初任から概ね採用５年目までを形成期と位置付け、教員としての基礎的な

力を身に付けることを示しており、本研究においても、特別支援教育経験年数６年未満の

教員の回答を基礎的内容の中心項目として、６年以上の教員の回答を実践的内容の中心項

目として、集計することとした。（以下、特別支援教育経験年数の違いによる集計につい
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ては、同様の扱いとする。） 

インクルーシブ教育システムに関して、課題意識のある項目について選択肢から３つま

で回答を求め、特別支援教育経験年数別の各回答者に占める割合を算出し、上位５項目を

表Ⅰ－12 に示した。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「合理的配慮」で 43.8％、次いで

「障害等のある子どもの学びの場と相談・支援（特別支援学級・通級による指導等）」、

「障害の種別・程度と学びの場」が 25.3％、「基礎的環境整備」が 24.7％、「交流及び共

同学習」が 24.0％であった。 

６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「合理的配慮」で 29.2％、次いで

「交流及び共同学習」、「障害等のある子どもの学びの場と相談・支援（特別支援学級・

通級による指導等）」が 25.0％、「就学後の教育相談・支援（「学びの場」の柔軟な見直

し等）」が 21.8％、「スクールクラスター」、「早期からの教育相談・支援（保護者への

情報提供等）」が 21.6％であった。 

さらに、課題意識のある項目として回答した中から、特に学びたい項目（又は困ってい

る項目）について１つ回答を求め、特別支援教育経験年数別の各回答者に占める割合を算

出し、上位５項目を表Ⅰ－13 に示した。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「合理的配慮」、「交流及び共同

学習」で 12.3％、次いで「障害の種別・程度と学びの場」が 8.9％、「インクルーシブ教

育システムの概要」、「障害等のある子どもの学びの場と相談・支援（特別支援学級・通

級による指導等）」が 7.5％であった。 

６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「交流及び共同学習」で 12.4％、

次いで「早期からの教育相談・支援（保護者への情報提供等）」が 9.5％、「スクールク

ラスター」が 8.9％、「就学後の教育相談・支援（「学びの場」の柔軟な見直し等）」が

8.3％、「障害等のある子どもの学びの場と相談・支援（特別支援学級・通級による指導等）」

が 7.6％であった。 

表Ⅰ－12 インクルーシブ教育システムに関して、課題意識のある項目（特別支援教育経験年数別） 

６年未満（回答者に占める割合） ６年以上（回答者に占める割合） 
・合理的配慮（43.8%） 
・障害等のある子どもの学びの場と相談・支援 
（特別支援学級・通級による指導等）（25.3%） 
・障害の種別・程度と学びの場（25.3%） 
・基礎的環境整備（24.7%） 
・交流及び共同学習（24.0%） 

・合理的配慮（29.2%） 
・交流及び共同学習（25.0%） 
・障害等のある子どもの学びの場と相談・支援 
（特別支援学級・通級による指導等）（25.0%） 
・就学後の教育相談・支援 
（「学びの場」の柔軟な見直し等）（21.8%） 
・スクールクラスター（21.6%） 
・早期からの教育相談・支援 
（保護者への情報提供等）（21.6%） 
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表Ⅰ－13 インクルーシブ教育システムに関して、特に学びたい項目（又は困っている項目） 

（特別支援教育経験年数別） 

６年未満（回答者に占める割合） ６年以上（回答者に占める割合） 
・合理的配慮（12.3%） 
・交流及び共同学習（12.3%） 
・障害の種別・程度と学びの場（8.9%） 
・インクルーシブ教育システムの概要（7.5%） 
・障害等のある子どもの学びの場と相談・支援 
（特別支援学級・通級による指導等）（7.5%） 

・交流及び共同学習（12.4%） 
・早期からの教育相談・支援 
（保護者への情報提供等）（9.5%） 
・スクールクラスター（8.9%） 
・就学後の教育相談・支援 
（「学びの場」の柔軟な見直し等）（8.3%） 
・障害等のある子どもの学びの場と相談・支援 
（特別支援学級・通級による指導等）（7.6%） 

 

④センター的機能について 

（ア）対応できると考える項目について（小・中学校等からの支援依頼を想定） 

特別支援学校のセンター的機能に関して、小・中学校等からの支援依頼を想定し、対応 

できると考える項目について、選択肢から複数回答可能で回答を求め、結果を回答が多か

った順に並べ、図Ⅰ－５に示した。最も回答が多かったのは「児童生徒の実態把握」で 423

人、次いで「児童生徒への具体的な指導、支援の相談・助言」が 358 人、「教材の提供」

が 345 人、「個別の指導計画や個別の教育支援計画についての相談・助言」が 249 人、「保

護者からの相談」が 218 人、「進路についての相談・助言」が 215 人、「特になし」が 124

人、「校内研修の講師及び情報提供」が 89 人、「その他」が 11 人、無回答が 10 人であっ

た。また、「その他」に関する具体的な内容について自由記述で回答を求め、KJ 法を参考

に記述内容を分類した。結果は、「医療的ケアについて」が最も多く、次いで「関係機関

について」、「具体的な相談・助言について」、「教材・教具について」が多かった。 

 

図Ⅰ－５ センター的機能について対応できると考える項目 

（単位：人） 
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さらに、回答の全体的傾向を踏まえ、センター的機能に関する専門性の向上に向けて今

後重点的に取り組むべき点の分析、及び「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」へ

の記載項目の抽出を目的に、特別支援教育経験年数の違いによる集計を行った。 

結果から、特別支援教育経験年数別の各回答者に占める割合を算出し、図Ⅰ－６に示し

た。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「特になし」で 37.7％、次いで「児

童生徒の実態把握」が 37.0％、「教材の提供」が 28.1％、「児童生徒への具体的な指導、

支援の相談・助言」が 15.8％、「保護者からの相談」が 12.3％、「進路についての相談・

助言」が 9.6％、「個別の指導計画や個別の教育支援計画作成についての相談・助言」が

8.9％、「校内研修の講師及び情報提供」、「その他」が 2.7％であった。 

６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「児童生徒の実態把握」で 55.4％、

次いで「児童生徒への具体的な指導、支援の相談・助言」が 50.4％、「教材の提供」が 45.4％、

「個別の指導計画や個別の教育支援計画作成についての相談・助言」が 35.6％、「進路に

ついての相談・助言」が 30.3％、「保護者からの相談」が 30.1％、「校内研修の講師及び

情報提供」が 12.9％、「特になし」が 9.8％、「その他」が 1.1％であった。 

 

図Ⅰ－６ センター的機能について対応できると考える項目（特別支援教育経験年数別） 

 

⑤教育相談について 

（ア）教育相談に関する理解の程度について 

教育相談に関する理解の程度について、「十分できている」、「ややできている」、「あ

まりできていない」、「まったくできていない」の４つの選択肢から１つ回答を求め、結

果を図Ⅰ－７に示した。結果は、「あまりできていない」が最も多く全体の 44.9％、次い

で「ややできている」が 41.5％、「まったくできていない」が 9.2％、「十分できている」

（単位：％） 
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が 3.6％、無回答が 0.9％であった。 

 また、「十分できている」を選択した場合はその理由を、それ以外を選択した場合は、

どのような内容に関する理解が必要であると考えるかについて、それぞれ自由記述で回答

を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。その結果を記述が多かった順に並べ、表Ⅰ－

14 に示した。なお、回答が 200 件を超えた「あまりできていない」と「ややできている」

の記述については、無作為に半数を抽出し、分析の対象とした。 

 

図Ⅰ－７ 教育相談に関して、どの程度理解できていると考えるか 

 

表Ⅰ－14 教育相談に関する理解の程度 選択した理由 

理解の程度（回答数） カテゴリー（回答数） 

「十分できている」を選択した理由（24） 

・教育相談業務経験があるため（16） 
・自己研鑽してきたため（５） 
・研修会講師の経験があるため（２） 
・研修会等に参加してきたため（１） 

「ややできている」を選択した理由とし
て、理解が必要であると考える内容 

（143） 

・教育相談に関わる知識・スキルの習得について（52） 
・関係機関との連携について（21） 
・就学相談等について（20） 
・様々な学びの場について（19） 
・事例について（13） 
・教育相談業務経験が無いため（９） 
・校内における連携について（４） 
・その他（３） 
・実際の困難さ（２） 

「あまりできていない」を選択した理由
として、理解が必要であると考える内
容（159） 

・教育相談に関わる知識・スキルの習得について（68） 
・教育相談業務経験が無いため（38） 
・事例について（18） 
・就学相談等について（11） 
・関係機関との連携について（10） 
・様々な学びの場について（９） 
・実際の困難さ（３） 
・校内における連携について（２） 

「まったくできていない」を選択した理
由として、理解が必要であると考える
内容（60） 

・教育相談業務経験が無いため（32） 
・教育相談に関わる知識・スキルの習得について（17） 
・事例について（７） 
・就学相談等について（３） 
・その他（１） 
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「十分できている」を選択した理由では、「教育相談業務経験があるため」が最も多く、

次いで「自己研鑽してきたため」が多かった。 

また、理解が必要であると考える内容について、「ややできている」では、「教育相談

に関わる知識・スキルの習得について」が最も多く、次いで「関係機関との連携について」

が多かった。「あまりできていない」では、「教育相談に関わる知識・スキルの習得につ

いて」が最も多く、次いで「教育相談業務経験が無いため」が多かった。「まったくでき

ていない」では、「教育相談業務経験が無いため」が最も多く、次いで「教育相談に関わ

る知識・スキルの習得について」が多かった。 

 

（イ）教育相談に関する専門性向上への意識について 

教育相談に関する専門的な理解を深めたいと考えるかについて、「とても思う」、「や 

や思う」、「あまり思わない」、「まったく思わない」の４つの選択肢から１つ回答を求

め、結果を図Ⅰ－８に示した。結果は、「やや思う」が最も多く全体の 54.9％、次いで「と

ても思う」が 40.1％、「あまり思わない」が 3.9％、「まったく思わない」が 0.1％、無

回答が 1.0％であった。 

 また、「あまり思わない」及び「まったく思わない」を選択した場合は、その理由につ 

いて自由記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。「まったく思わない」の 

回答については未記入であった。「あまり思わない」の回答に関する結果では、「業務を 

担当していないため」が最も多く、次いで「必要性を感じないため」が多かった。 

 

図Ⅰ－８ 教育相談に関する専門的な理解を深めたいと考えるか 

 

（ウ）関わったことのある教育相談業務について 

これまでに関わったことのある教育相談業務について、選択肢から複数回答可能で回答 

を求め、結果を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－９に示した。最も回答が多かったのは「特

になし」で 399 人、次いで「就学相談及び入学相談」が 234 人、「乳幼児教育相談」が 206
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人、「小・中学校等への巡回相談」が 192 人、「地区特別支援連携協議会による相談支援」

が 147 人、「高等学校における支援」が 95 人、「その他」が 39 人、無回答が 26 人であっ

た。また、「その他」と回答した場合は、具体的な内容について自由記述で回答を求め、

KJ 法を参考に記述内容を分類した。結果は、「自校以外における教育相談」が最も多く、

次いで「専門委員等」、「保育園等の支援」が多かった。 

 

図Ⅰ－９ 関わったことのある教育相談業務 

 

（エ）対応できると考える教育相談業務について（関係機関等からの支援依頼を想定） 

関係機関等からの支援依頼を想定し、対応できると考える教育相談業務について、選択 

肢から複数回答可能で回答を求め、結果を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－10 に示した。

最も回答が多かったのは「特になし」で 337 人、次いで「小・中学校等への巡回相談」が

255 人、「就学相談及び入学相談」が 204 人、「乳幼児教育相談」が 171 人、「高等学校

における支援」が 165 人、「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 120 人、「その

他」が 15 人、無回答が 28 人であった。また、「その他」に関する具体的な内容について

自由記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容を分類した。結果は、「関係機関への支

援」が最も多く、次いで「医療的ケアに関すること」、「実態把握に関すること」、「成

人の支援」、「対応が難しい」が多かった。 

 

図Ⅰ－10 対応できると考える教育相談業務 

（単位：人） 

（単位：人） 
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さらに、回答の全体的傾向を踏まえ、教育相談に関する専門性の向上に向けて、今後重

点的に取り組むべき点の分析、及び「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」への記

載項目の抽出を目的に、特別支援教育経験年数の違いによる集計を行った。 

結果から、各項目への回答割合を特別支援教育経験年数別に整理した結果について、図

Ⅰ－11 に示した。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「特になし」で 72.6％、次いで「高

等学校における支援」が 10.3％、「小・中学校等への巡回相談」が 9.6％、「乳幼児教育

相談」、「就学相談及び入学相談」が 4.8％、「地区特別支援連携協議会による相談支援」

が 3.4％、「その他」が 0.7％であった。 

６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で

36.3％、次いで「特になし」が 34.0％、「就学相談及び入学相談」が 29.8％、「乳幼児教

育相談」が 24.7％、「高等学校における支援」が 22.5％、「地区特別支援連携協議会によ

る相談支援」が 17.4％、「その他」が 2.1％であった。 

 

図Ⅰ－11 対応できると考える教育相談業務（特別支援教育経験年数別） 

 

（オ）教育相談に関して、課題意識のある項目について 

教育相談に関して、課題意識のある項目について選択肢から３つまで回答を求め、結果 

を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－12 に示した。最も回答が多かったのは「小・中学校等

への巡回相談」で 454 人、次いで「就学相談及び入学相談」が 378 人、「高等学校におけ

る支援」が 374 人、「乳幼児教育相談」が 251 人、「地区特別支援連携協議会による相談

支援」が 137 人、「特になし」が 58 人、「その他」が 23 人であった。また、「その他」

と回答した場合は、具体的な内容について自由記述で回答を求め、KJ 法を参考に記述内容

を分類した。結果は、「進路、就労について」が最も多く、次いで「子どもへの具体的支

（単位：％） 
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援について」、「関係機関との連携について」が多かった。 

さらに、課題意識のある項目として回答した中から、特に学びたい項目（又は困ってい

る項目）について１つ回答を求め、結果を回答が多かった順に並べ、図Ⅰ－13 に示した。

最も回答が多かったのは「高等学校における支援」で 200 人、次いで「小・中学校等への

巡回相談」が 196 人、「就学相談及び入学相談」が 107 人、「乳幼児教育相談」が 79 人、

「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 22 人、「その他」が 18 人、「特になし」

が２人であった。また、その具体的な内容について自由記述で回答を求め、KJ 法を参考

に記述内容を分類した。それぞれの項目において生成されたカテゴリーを記述が多かった

順に並べ、表Ⅰ－15 に一覧で示した。なお、表に示す回答数については、自由記述が未

記入の回答や記述が複数のカテゴリーに属する回答があるため、回答者数とは異なる。 

 

図Ⅰ－12 教育相談に関して、課題意識のある項目 

 

 

図Ⅰ－13 教育相談に関して、特に学びたい項目（又は困っている項目） 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

（単位：人） 
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表Ⅰ－15 教育相談に関して、特に学びたい項目（又は困っている項目）の具体的内容 

項目（回答数） カテゴリー（回答数） 

１．乳幼児教育相談（81） 

・乳幼児教育相談の基礎や概要について（31） 
・子どもや保護者への具体的支援について（27） 
・事例について（18） 
・関係機関との連携について（３） 
・校内における体制整備や連携について（１） 
・その他（１） 

２．就学相談及び入学相談（109） 

・子どもや保護者への具体的支援について（29） 
・事例について（28） 
・就学相談及び入学相談の基礎や概要について（24） 
・相談の進め方、流れ等について（23） 
・関係機関との連携について（５） 

３．地区特別支援連携協議会による相談支援
（24） 

・地区特別支援連携協議会の具体的な取組について（10） 
・地区特別支援連携協議会の概要について（８） 
・関係機関との連携について（５） 
・その他（１） 

４．小・中学校等への巡回相談（196） 

・事例について（92） 
・小・中学校等の現状について（49） 
・具体的な支援や助言について（35） 
・小・中学校等への巡回相談の基礎や概要について（７） 
・関係機関との連携、校内支援体制の構築について（５） 
・相談の進め方、流れ等について（４） 
・就学、学びの場等について（４） 

５．高等学校における支援（207） 

・事例について（55） 
・高等学校の現状について（49） 
・具体的な支援や助言について（37） 
・高等学校における支援の基礎や概要について（21） 
・進路、就労について（20） 
・関係機関との連携、校内支援体制の構築について（11） 
・通級による指導について（９） 
・入学、学びの場等について（５） 

６．その他 （19） 

・子どもや保護者への具体的支援について（５） 
・進路、就労について（４） 
・関係機関との連携について（４） 
・教育相談について（２） 
・様々な学びの場の状況について（２） 
・医療的ケアについて（２） 

 

回答の全体的傾向を踏まえ、教育相談に関する専門性の向上に向けて今後重点的に取り

組むべき点の分析、及び「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」への記載項目の抽

出を目的に、特別支援教育経験年数の違いによる集計を行った。 

教育相談に関して、課題意識のある項目について選択肢から３つまで回答を求め、各項

目への回答割合を特別支援教育経験年数別に整理した結果について図Ⅰ－14 に示した。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で

62.3％、次いで「就学相談及び入学相談」が 49.3％、「高等学校における支援」が 47.9％、

「乳幼児教育相談」が 30.8％、「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 19.9％、「特

になし」が 6.8％、「その他」が 2.1％であった。 

６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で
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54.8％、次いで「就学相談及び入学相談」が 46.3％、「高等学校における支援」が 45.5％、

「乳幼児教育相談」が 30.7％、「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 16.3％、「特

になし」が 7.0％、「その他」が 3.0％であった。 

さらに、課題意識のある項目として回答した中から、特に学びたい項目（又は困ってい

る項目）について１つ回答を求め、各項目への回答割合を特別支援教育経験年数別に整理

した結果について図Ⅰ－15 に示した。 

６年未満の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で

30.1％、次いで「高等学校における支援」が 24.0％、「就学相談及び入学相談」が 12.3％、

「乳幼児教育相談」が 7.5％、「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 3.4％、「そ

の他」が 1.4％、「特になし」が 0.7％であった。 

 

図Ⅰ－14 教育相談に関して、課題意識のある項目（特別支援教育経験年数別） 

 

 

図Ⅰ－15 教育相談に関して、特に学びたい項目（又は困っている項目） 

（特別支援教育経験年数別） 

 

 

 

（単位：％） 

（単位：％） 
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６年以上の教員の結果では、最も回答が多かったのは「高等学校における支援」で 24.7％、

次いで「小・中学校等への巡回相談」が 23.0％、「就学相談及び入学相談」が 13.5％、「乳

幼児教育相談」が 10.1％、「地区特別支援連携協議会による相談支援」が 2.6％、「その

他」が 2.4％、「特になし」が 0.2％であった。 

これまでの結果を踏まえ、特別支援教育経験年数別の教育相談に関する課題意識につい

て、より具体的なニーズの把握を目的に、②に関する自由記述の内容について分析を行っ

た。分析は、KJ 法を参考に記述内容を分類し、生成したカテゴリーについて、特別支援教

育経験年数別の各回答者に占める割合を算出し、比較した。結果は、項目ごとに表Ⅰ－16

～20 にそれぞれ示した。 

「乳幼児教育相談」では、６年未満の教員は「乳幼児教育相談の基礎や概要について」、

「事例について」の割合が高かった。６年以上の教員は「子どもや保護者への具体的支援

について」、「校内における体制整備や連携について」、「関係機関との連携について」、

「その他」の割合が高かった。 

「就学相談及び入学相談」では、６年未満の教員は「就学相談及び入学相談の基礎や概

要について」、「相談の進め方、流れ等について」、「関係機関との連携について」の割

合が高かった。６年以上の教員は「事例について」、「子どもや保護者への具体的支援に

ついて」の割合が高かった。 

「地区特別支援連携協議会による相談支援」では、６年未満の教員は「地区特別支援連

携協議会の概要について」の割合が高かった。６年以上の教員は「地区特別支援連携協議

会の具体的な取組について」、「関係機関との連携について」、「その他」の割合が高か

った。 

「小・中学校等への巡回相談」では、６年未満の教員は「小・中学校等への巡回相談の

基礎や概要について」、「事例について」、「相談の進め方、流れ等について」、「具体

的な支援や助言について」、「就学、学びの場等について」の割合が高かった。６年以上

の教員は「小・中学校等の現状について」、「関係機関との連携、校内支援体制の構築に

ついて」の割合が高かった。 

「高等学校における支援」では、６年未満の教員は「高等学校における支援の基礎や概

要について」、「事例について」、「具体的な支援や助言について」、「入学、学びの場

等について」、「進路、就労について」の割合が高かった。６年以上の教員は「高等学校

の現状について」、「通級による指導について」、「関係機関との連携、校内支援体制の

構築について」の割合が高かった。 
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表Ⅰ－16 「乳幼児教育相談」に関して、特に学びたい項目（自由記述・特別支援教育経験年数別） 

 

 

表Ⅰ－17 「就学相談及び入学相談」に関して、特に学びたい項目（自由記述・特別支援教育経験年数別） 

 

 

表Ⅰ－18 「地区特別支援連携協議会による相談支援」に関して、特に学びたい項目 

（自由記述・特別支援教育経験年数別） 

 

 

表Ⅰ－19 「小・中学校等への巡回相談」に関して、特に学びたい項目（自由記述・特別支援教育経験年数別） 

 

 

表Ⅰ－20 「高等学校における支援」に関して、特に学びたい項目（自由記述・特別支援教育経験年数別） 

 

 

 

 

カテゴリー
特別支援教育経験年数
6年未満（n=11）

特別支援教育経験年数
6年以上（n=70）

計
（n=81）

乳幼児教育相談の基礎や概要について 54.5% 35.7% 38.3%
事例について 27.3% 21.4% 22.2%
子どもや保護者への具体的支援について 18.2% 35.7% 33.3%
校内における体制整備や連携について 1.4% 1.2%
関係機関との連携について 4.3% 3.7%
その他 1.4% 1.2%

カテゴリー
特別支援教育経験年数
6年未満（n=19）

特別支援教育経験年数
6年以上（n=90）

計
（n=109）

就学相談及び入学相談の基礎や概要について 47.4% 17.8% 22.0%
事例について 15.8% 27.8% 25.7%
相談の進め方、流れ等について 21.1% 20.0% 21.1%
子どもや保護者への具体的支援について 10.5% 30.0% 26.6%
関係機関との連携について 5.3% 4.4% 4.6%

カテゴリー
特別支援教育経験年数
6年未満（n=5）

特別支援教育経験年数
6年以上（n=19）

計
（n=24）

地区特別支援連携協議会の概要について 40.0% 31.6% 33.3%
地区特別支援連携協議会の具体的な取組について 40.0% 42.1% 41.7%
関係機関との連携について 20.0% 21.1% 20.8%
その他 5.3% 4.2%

カテゴリー
特別支援教育経験年数
6年未満（n=43）

特別支援教育経験年数
6年以上（n=153）

計
（n=196）

小・中学校等への巡回相談の基礎や概要について 4.7% 3.3% 3.6%
小・中学校等の現状について 16.3% 27.5% 25.0%
事例について 51.2% 45.8% 46.9%
相談の進め方、流れ等について 4.7% 1.3% 2.0%
具体的な支援や助言について 18.6% 17.6% 17.9%
就学、学びの場等について 4.7% 1.3% 2.0%
関係機関との連携、校内支援体制の構築について 3.3% 2.6%

カテゴリー
特別支援教育経験年数
6年未満（n=37）

特別支援教育経験年数
6年以上（n=170）

計
（n=207）

高等学校における支援の基礎や概要について 13.5% 9.4% 10.1%
高等学校の現状について 13.5% 25.9% 23.7%
事例について 27.0% 26.5% 26.6%
通級による指導について 2.7% 4.7% 4.3%
具体的な支援や助言について 24.3% 16.5% 17.9%
入学、学びの場等について 2.7% 2.4% 2.4%
進路、就労について 13.5% 8.8% 9.7%
関係機関との連携、校内支援体制の構築について 2.7% 5.9% 5.3%
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 また、教育相談の各業務に関して、所属している学部により関わる機会には違いがある

状況が推察されることから、所属学部の違いによる集計を行った。 

教育相談に関して、特に学びたい項目（又は困っている項目）について選択肢から１つ

回答を求め、所属学部別の各回答者に占める割合を算出し、結果を図Ⅰ－16～19 にそれぞ

れ示した。 

幼稚部の教員（本県では、盲学校１校、聾学校３校が幼稚部を設置）の結果では、最も

回答が多かったのは「乳幼児教育相談」で 29.4％、次いで「就学相談及び入学相談」、「地

区特別支援連携協議会による相談支援」、「小・中学校等への巡回相談」が 11.8％であっ

た。 

小学部の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で

24.1％、次いで「就学相談及び入学相談」が 20.7％であった。 

中学部の教員の結果では、最も回答が多かったのは「小・中学校等への巡回相談」で

34.3％、次いで「高等学校における支援」が 23.2％であった。 

高等部の教員の結果では、最も回答が多かったのは「高等学校における支援」で 39.9％、

次いで「小・中学校等への巡回相談」が 18.8％であった。 

 どの学部においても、幼稚部における「乳幼児教育相談」や小学部における「就学相談

及び入学相談」のように、所属学部に関わりの深い業務や同じ年代の幼児児童生徒を対象

とする学校への支援に対するニーズが高い傾向がうかがえた。また、中学部における「高

等学校における支援」や高等部における「小・中学校等への巡回相談」のように、所属学

部と接続する学部に関わりの深い業務に関しても、ニーズが高い傾向がうかがえた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅰ－16 教育相談に関して、課題意識のある項目（幼稚部） 

 

図Ⅰ－17 教育相談に関して、課題意識のある項目（小学部） 

 

図Ⅰ－18 教育相談に関して、課題意識のある項目（中学部） 

 

図Ⅰ－19 教育相談に関して、課題意識のある項目（高等部） 
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（５）考察 

 本調査は、青森県内全特別支援学校 21 校の教諭及び臨時講師に回答を求めた。全 21 校 

から回答をいただき、教員の回収率は 85.1％であり、インクルーシブ教育システム及び教 

育相談に関する理解の程度や認識、課題意識について、青森県内特別支援学校教員の実態 

の一端を明らかにすることができたと考える。ここでは、結果の全体的な傾向及び特別支 

援教育経験年数の違いによる結果等を踏まえ、今後、青森県教育委員会が作成する「教育 

相談ガイドブック（基礎編・実践編）」への記載項目を考察する。以下、「インクルーシ 

ブ教育システム」、「センター的機能」、「教育相談」それぞれについて、今後重点的に 

取り組むべき点（「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」に関する記載項目の提案） 

について述べる。 

 

①今後重点的に取り組むべき点（「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」に関する 

記載項目の提案） 

（ア）インクルーシブ教育システムに関すること 

 「インクルーシブ教育システムに関する理解の程度」の設問において、特別支援教育経

験年数の違いや教育相談経験の有無など、各教員の経験に応じてその実態には幅があり、

インクルーシブ教育システムに関する理解の程度や課題意識のある項目についても、多岐

にわたることが明らかになった。また、自由記述の内容から、インクルーシブ教育システ

ムについて十分理解できていると考える教員においては、研修会等の参加に加え、小・中

学校等への支援、研修会等における説明など、インクルーシブ教育システムの推進や理解

啓発に関わる業務を担当していることが多いことが明らかになった。一方で、理解が十分

ではないと考える教員においては、「インクルーシブ教育システムは理解しているつもり

だが、誰からどのように働きかけ、どのように学ぶことが望ましいのかが、イメージでき

ていない。」や、「インクルーシブ教育システムの構築のために具体的にどのような取組

がなされているのか。」等、インクルーシブ教育システムに関わる具体的取組や事例等に

関する理解が必要であると考える記述が多く見られた。このことから、インクルーシブ教

育システムの概要や理念について様々な場で学ぶ機会はあるものの、日常の業務や活動と

のつながりを意識したり感じたりする機会が少ないことが推察される。「インクルーシブ

教育システムの専門性向上への意識」の設問においても、全体の 96.2％（とても思う 37.4 

％、やや思う 58.8％）の教員が専門性を高めたいと回答していることから、インクルーシ

ブ教育システムの推進における日常の業務や活動の位置付けを確認し、教員一人一人がそ

れぞれの役割を明確に意識しながら業務に取り組めるよう、ニーズを踏まえた研修会の実

施や情報共有の仕組み作り等が求められる。 



- 257 - 

 「課題意識のある項目」の設問においては、インクルーシブ教育システムに関する項目

について、課題意識の傾向と、自由記述によりその具体的な内容について明らかにするこ

とができた。「基礎や概要について」や「事例について」、「国や地域の現状について」

等、各項目で生成されたカテゴリーをもとに、課題を踏まえて研修内容を焦点化したり具

体化したりすることで、より効果的な学びにつながると考える。 

また、特別支援教育経験年数の違いによる結果から、６年未満の教員と６年以上の教員

それぞれのインクルーシブ教育システムに関する課題意識には違いがあることがうかがえ

た。６年未満の教員の結果では、「合理的配慮」や「交流及び共同学習」等、日常の業務

や活動と特に関わりが深いと考えられる項目に加え、「インクルーシブ教育システムの概

要」の回答数が多く、基礎的な概念の理解へのニーズもあることがわかった。一方、６年

以上の教員の結果では、「合理的配慮」や「交流及び共同学習」等へのニーズに加え、「早

期からの教育相談・支援（保護者への情報提供等）」や「就学後の教育相談・支援（「学

びの場」の柔軟な見直し等）」等、教育相談に関わる項目や「スクールクラスター」など、

広い視点で仕組みや枠組みに関する項目の回答が多く、インクルーシブ教育システムの推

進において重要な特別支援教育の様々な学びの場（特別支援学級、通級による指導等）の

理解、教育相談全般に関する理解への関心や課題意識の高さを示唆する結果であった。 

 これらの結果を踏まえ、青森県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システムに関

するニーズや実態に応じて今後重点的に取り組むべき点として、また、「教育相談ガイド

ブック（基礎編・実践編）」に記載するべきと考える項目について、表Ⅰ－21 に示した。

なお、基礎編及び実践編の観点から、６年未満の教員の回答を基礎的内容の中心項目とし

て、６年以上の教員の回答を実践的内容の中心項目として分類し、６年未満の教員及び６

年以上の教員の両方において回答数の多い項目については、基礎的内容の項目として含め

た。 

表Ⅰ－21 インクルーシブ教育システムに関して、今後重点的に取り組むべき点 

（「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」に関する記載項目の提案） 

 項目 

【基礎的内容（教育相談ガイドブック基礎編）】 
特別支援教育経験年数６年未満の教員の回答結果
から 

・インクルーシブ教育システムの概要 
・合理的配慮 
・基礎的環境整備 
・交流及び共同学習 
・障害等のある子どもの学びの場と相談・支援 
（特別支援学級、通級による指導等） 
・障害の種別・程度と学びの場 

【実践的内容（教育相談ガイドブック実践編）】 
特別支援教育経験年数６年以上の教員の回答結果 
から 

・スクールクラスター 
・早期からの教育相談・支援（保護者への情報提供等） 
・就学後の教育相談・支援 
（「学びの場」の柔軟な見直し等） 

※質問紙調査の結果より、回答数の多い項目を抽出。 
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（イ）センター的機能に関すること 

 「対応できると考える項目」の設問において、青森県内特別支援学校教員が小・中学校

等からの支援依頼を想定し、対応できると考えられる項目について明らかにすることがで

きた一方で、回答数の少ない項目については、今後重点的に取り組む必要があることを示

唆する結果であった。 

また、特別支援教育経験年数の違いによる結果から、６年未満の教員と６年以上の教員

の回答結果には顕著な差が見られた。６年未満の教員の結果では、「児童生徒の実態把握」

や「教材の提供」について約３割の回答数があった一方で、「個別の指導計画や個別の教

育支援計画作成についての相談・助言」については 8.9％と低い傾向にあった。このこと

は、回答した６年未満の教員が、個別の指導計画や個別の教育支援計画の作成について模

索している段階であり、助言について対応の難しさを感じていることが推察される。６年

以上の教員の結果では、「個別の指導計画や個別の教育支援計画作成についての相談・助

言」の回答数が 35.6％であり、その他の項目についても約６割から３割の回答数であった

が、「校内研修の講師及び情報提供」については 12.9％と低い傾向にあった。このことは、

研修や情報提供を行うに当たっては、より明確な理解や知見の積み重ねが必要であり、対

応の難しさを感じる教員が多いことが推察される。また、「特になし」と回答した割合は、

６年未満の教員では 37.7％である一方、６年以上の教員では 9.8％であった。このことか

ら、特別支援教育経験を通した様々な業務に関する知見の積み重ねが、センター的機能を

通した地域支援につながることを示唆すると同時に、日々の実践の重要性が改めて確認で

きる結果であった。 

これらの結果を踏まえ、青森県内特別支援学校教員のセンター的機能に関するニーズや

実態に応じて今後重点的に取り組むべき点として、また、「教育相談ガイドブック（基礎

編・実践編）」に記載するべきと考える項目について、表Ⅰ－22 に示した。なお、基礎編

及び実践編の観点から、６年未満の教員の回答を基礎的内容の中心項目として、６年以上

の教員の回答を実践的内容の中心項目として分類した。 

表Ⅰ－22 センター的機能に関して、今後重点的に取り組むべき点 

（「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」に関する記載項目の提案） 

 項目 

【基礎的内容（教育相談ガイドブック基礎編）】 
特別支援教育経験年数６年未満の教員の回答結果
から 

・個別の指導計画や個別の教育支援計画作成についての相
談・助言 

・児童生徒への具体的な指導、支援の相談・助言 
・教材の提供 
・児童生徒の実態把握 

【実践的内容（教育相談ガイドブック実践編）】 
特別支援教育経験年数６年以上の教員の回答結果 
から 

・校内研修の講師及び情報提供 
・保護者からの相談 
・進路についての相談・助言 

※質問紙調査の結果より、回答数の少ない項目を抽出。 
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（ウ）教育相談に関すること 

 「教育相談に関する理解の程度」の設問において、特別支援教育経験年数の違いや教育

相談経験の有無など、各教員の経験に応じてその実態には幅があり、教育相談に関する理

解の程度や課題意識のある項目についても、多岐にわたることが明らかになった。また、

自由記述の内容から、教育相談について十分理解できていると考える教員においては、教

育相談業務経験があることや、業務をより円滑に進めるための自己研鑽をしていることが

明らかになった。一方で、理解が十分ではないと考える教員においては、「どのように相

談が行われていくのか等、現場を見たり実際のニーズを知ったりする必要がある。」や、

「教育相談の業務を行う教員は様々な研修の場があるが、教育相談に関わる場は少なくと

も同様の研修は必要。」等、具体的取組や事例等を含め、教育相談に関わる知識やスキル

の習得が必要であると考える記述が多く見られた。また、「教育相談の専門性向上への意

識」の設問においても、全体の 95.0％（とても思う 40.1％、やや思う 54.9％）の教員が

専門性を高めたいと回答していることから、教育相談業務の重要性を多くの教員が認識し

ているものの、その理解においては、実際の業務とのつながりが重要であり、教育相談担

当のみならず、すべての教員が教育相談の進め方や流れ等に関する情報を共有できる仕組

み作り、また、教員一人一人のニーズや経験を踏まえた研修会の検討等が求められる。 

 「対応できると考える項目」の設問においては、青森県内特別支援学校教員が関係機関

等からの支援依頼を想定し、対応できると考えられる項目について明らかにすることがで

きた一方で、回答数の少ない項目については、今後重点的に取り組む必要があることを示

唆する結果であった。特別支援教育経験年数の違いによる結果から、６年未満の教員では、

「特になし」の回答が約７割である一方、６年以上の教員では、約３割と顕著な差が見ら

れた。また、その他の項目についても、６年未満の教員の回答が１割前後である一方、６

年以上の教員では、約４割から２割と、総じて高い傾向にあった。このことから、特別支

援教育経験を重ねる中で教育相談業務に関わる機会も増え、知見の積み重ねにつながるこ

とを示唆する結果であった。 

「課題意識のある項目」の設問においては、教育相談に関する項目について、課題意識

の傾向と、自由記述によりその具体的な内容について明らかにすることができた。「基礎

や概要について」や「事例について」、「子どもや保護者への具体的支援について」等、

各項目で生成されたカテゴリーをもとに、課題を踏まえて研修内容を焦点化したり具体化

したりすることで、より効果的な学びにつながると考える。 

また、特別支援教育経験年数の違いによる結果から、６年未満の教員と６年以上の教員 

の両方において、「小・中学校等への巡回相談」、「高等学校における支援」、「就学相

談及び入学相談」の理解へのニーズが高く、全体的な傾向の差は小さいことが明らかにな
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った。「高等学校における支援」については、「対応できると考える項目」の設問におい

て回答数が少ないことからも、通級による指導を含め、支援の実践例が少ないことから、

課題として感じる教員が多いことが推察され、今後の継続的な取組や情報共有、研修等が

必要であることが示唆された。さらに、教育相談における課題意識についてより具体的な

ニーズを明らかにするため、各項目の自由記述の内容を分類し、生成したカテゴリーにつ

いて、特別支援教育経験年数別の各回答者に占める割合を比較し、高いものを抽出した。 

これらの結果を踏まえ、青森県内特別支援学校教員の教育相談に関するニーズや実態に

応じて今後重点的に取り組むべき点として、また、「教育相談ガイドブック（基礎編・実

践編）」に記載するべきと考える項目について、表Ⅰ－23 に示した。なお、基礎編及び実

践編の観点から、６年未満の教員の回答を基礎的内容の中心項目として、６年以上の教員

の回答を実践的内容の中心項目として分類した。 

 また、所属学部の違いによる結果から、所属学部に関わりの深い業務や同じ年代の幼児

児童生徒を対象とする学校への支援に関する理解のニーズが高い傾向にあり、また、所属

学部と接続する学部に関わりの深い業務に対するニーズも高い傾向にあった。このことか

ら、所属学部の業務を中心に、就学や入学、進路等、縦のつながりを意識した研修や情報

共有等を行うことも、専門性向上に向けた効果的な取組の一つであることがうかがえた。 

表Ⅰ－23 教育相談に関して、今後重点的に取り組むべき点 

（「教育相談ガイドブック（基礎編・実践編）」に関する記載項目の提案） 

項目 

【基礎的内容のカテゴリー 
（教育相談ガイドブック基礎編）】 

特別支援教育経験年数 6 年未満の教員 
の回答割合が高いもの 

【実践的内容のカテゴリー 
（教育相談ガイドブック実践編）】 

特別支援教育経験年数 6 年以上の教員 
の回答割合が高いもの 

乳幼児教育相談 ・基礎や概要について 
・事例について 

・子どもや保護者への具体的支援について 
・校内における体制整備や連携について 
・関係機関との連携について 
・その他 

就学相談及び入学 
相談 

・基礎や概要について 
・相談の進め方、流れ等について 
・関係機関との連携について 

・事例について 
・子どもや保護者への具体的支援について 

地区特別支援連携 
協議会による相談 
支援 

・概要について 

・地区特別支援連携協議会の具体的な取組に 
ついて 

・関係機関との連携について 
・その他 

小・中学校等への 
巡回相談 

・基礎や概要について 
・事例について 
・相談の進め方、流れ等について 
・具体的な支援や助言について 
・就学、学びの場等について 

・小・中学校等の現状について 
・関係機関との連携、校内支援体制の構築に 
ついて 

高等学校における 
支援 

・基礎や概要について 
・事例について 
・具体的な支援や助言について 
・入学、学びの場等について 
・進路、就労について 

・高等学校の現状について 
・通級による指導について 
・関係機関との連携、校内支援体制の構築に 
ついて 
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②専門性向上に向けた本県の強みとなる点 

 本調査より、インクルーシブ教育システムに関する専門性を高めたいと回答した教員は

全体の 96.2％（とても思う 37.4％、やや思う 58.8％）、教育相談に関する専門性を高め

たいと回答した教員は 95.0％（とても思う 40.1％、やや思う 54.9％）であり、どちらも

高い割合であった。この結果は、特別支援教育の推進に当たり、インクルーシブ教育シス

テム及び教育相談の重要性を本県特別支援学校教員が認識していることを示唆しており、

地域における専門性向上に向けた取組の素地が整っている状態であるとも推察できる。本

県教員のニーズを踏まえ、課題解決に向かう主体性を後押しできるよう、インクルーシブ

教育システムの推進における教員一人一人の役割や各業務の位置付けを確認したり、教育

相談の進め方や流れについて事例を踏まえて具体的に学んだりする等、日常の業務や活動

とのつながりを意識できる研修会の検討、また、日常的な情報共有の仕組み作りを行うこ

とが、今後の取組として必要であると考えられる。 

 また、回答した教員の約４割が教育相談業務の経験を有していることや、センター的機

能、教育相談に関する具体的な業務に対応できると考える教員が一定数いることが明らか

になった。このことから、経験のある教員や業務を担当する教員を中心に、日常的にＯＪ

Ｔを取り入れた取組が期待できる。インクルーシブ教育システム及び教育相談の重要性を

認識している一方で、日々の授業準備や分掌業務等、研修等に費やす時間の確保の難しさ

もうかがうことができ、負担感を増幅することのない日常的な学びのシステムの構築が重

要であり、その観点からも、会議時間に限らず、合間の時間や職員室で日常的に行われる

オン・ザ・フライ・ミーティング、またＯＪＴを取り入れた研修や情報共有の仕組み作り

は、今後の取組に関する一つの案として、効果が期待できる。 

 

３．他自治体のガイドブックからの情報収集 

（１）調査目的 

「教育相談ガイドブック」の在り方について検討するため、本県以外の自治体発行のガ

イドブックを対象に、内容や構成について調査を実施した。 

  

（２）調査方法 

 全国都道府県及び政令指定都市の教育委員会、教育センター等のホームページを対象と

し、令和２年４月 13 日から令和２年７月１日の期間において、本研究及び青森県教育委員

会が作成する「教育相談ガイドブック」の主旨を踏まえ、インクルーシブ教育システム及

び教育相談に関する内容のガイドブックやリーフレット等の調査を実施した。 
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（３）調査結果 

 調査により、全国都道府県 394 冊、政令指定都市 62 冊、公益財団法人聴覚障害者教育福

祉協会１冊、計 457 冊のガイドブック及びリーフレット等のデータを収集でき、その一部

を表Ⅰ－24 に示した。 

 

（４）青森県教育委員会への情報提供 

 青森県教育委員会「令和２年度地域における特別支援教育相談体制強化事業」における

「教育支援ネットワーク強化会議及び教育相談ガイドブック作成会議」において、調査し

たガイドブックの一覧、また、内容や構成等、「教育相談ガイドブック」の作成において

特に参考になると考えられるものを抽出し、随時報告した。また、質問紙調査の内容や進

捗状況、結果についても併せて報告し、青森県内特別支援学校教員の実態を踏まえた「教

育相談ガイドブック」の作成につながるよう進めた。報告内容や方法等、青森県教育委員

会「教育支援ネットワーク強化会議及び教育相談ガイドブック作成会議」での情報提供の

詳細について、表Ⅰ－25 に示した。 

表Ⅰ－24 調査したガイドブック（一部抜粋） 

    

障害等のある子どもの教育相談・就学支

援ハンドブック（長崎県教育委員会） 

やってみんかね教育相談（愛媛県総合教

育センター） 

教育支援ハンドブック（長野県教育委員

会） 

乳幼児教育相談 Q&A（公益財団法人 聴覚

障害者教育福祉協会） 

    

小学校・中学校教職員のための特別支援

教育ハンドブック（兵庫県立特別支援教

育センター） 

30 分でわかるインクルーシブ教育シス

テムと合理的配慮（茨城県教育研修セン

ター特別支援教育課） 

県立高等学校における通級による指導

の手引き 基礎編（長崎県教育委員会） 

初めての特別支援学級担任のための「特

別支援学級」Q&A（鹿児島県総合教育セ

ンター） 
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表Ⅰ－25 「教育支援ネットワーク強化会議及び教育相談ガイドブック作成会議」での情報提供について 

 

 

（５）考察 

①ガイドブックの内容及び構成 

 今回の調査により、全国都道府県及び政令指定都市の教育委員会、教育センター等のホ

ームページより計 457 冊のガイドブック及びリーフレット等を収集できた。その内容や構

成は様々であったが、絵やイラストを交えて説明しているものや、Q&A 形式で解説をして

いるものが多く見られ、文字のみの説明で構成されているものと比較し、知りたい情報へ

のアクセスがしやすいことから、活用度の高さがうかがえる構成であった。 

 総じて、インクルーシブ教育システムに関わる合理的配慮や交流及び共同学習、個別の

指導計画等に関わる内容のガイドブックやリーフレット等は多く発行されており、本県に

おいても同様である。一方で、教育相談に焦点化したガイドブック等は数が少なく、内容

も就学事務や就学の流れに関する手引き等がほとんどであった。教育相談の進め方や保護

者への具体的な対応、事例等に関するものは特に少ないことから、本県が作成を進めてい

る「教育相談ガイドブック」の意義や有用性が改めて示唆される結果であった。 

 

②デジタルコンテンツ、情報提供の工夫 

 今回の調査により、ガイドブック及びリーフレット等の発行、掲載と併せて、オンライ

ンによる情報共有や研修プログラムを構築している自治体が多く見られた。教員の専門性

向上への取組を考えるに当たり、集合型の研修会の実施と併せて、負担感を軽減し、個々

の課題意識に沿った内容にアクセスできる仕組みの一つとして効果的であると考えられる。

期日 内容 参加方法 備考

【第１回】
令和２年６月10日（水）

【情報提供】
・他自治体のガイドブック紹介（４例）

・資料説明（事前の動画撮影）

・参加者によるアンケート調査実施
（青森県教育委員会に依頼）
→ガイドブックの作成にあたり、必
　要と考える情報を集約し、第２回
　の情報提供に反映

【第２回】
令和２年８月26日（水）

【情報提供】
・他自治体のガイドブック紹介（８例）
【資料提供】
・全国都道府県及び政令指定都市等ガイ
　ドブック一覧（計457冊）
・全国都道府県及び政令指定都市等ガイ
　ドブック内容一覧（計457冊）

・資料説明（事前の音声入力）
・リモートによる参加（質疑応答）

　

【第３回】
令和２年11月17日（火）

【情報提供】
・質問紙調査の結果の概要
（自由記述含む）
・ガイドブック記載項目の提案
【資料提供】
・質問紙調査自由記述一覧（一部抜粋）

・資料説明（事前の音声入力）
・リモートによる参加（質疑応答、
　協議内容の共有）

【第４回】
令和３年２月19日（金）

【情報提供】
・質問紙調査の結果と考察
・研究のまとめについて

・リモートによる参加（資料説明、
　質疑応答）
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本県においても、青森県総合学校教育センターのホームページ上において、「新支援ユニ

ットモデル」等を掲載している。引き続き、ガイドブック及びリーフレット等の掲載、情

報共有と併せて、その活用の広がりを検討していくことが、教員の専門性向上に資する取

組の一つとして有効であると考える。 

 

４．総合考察 

 本研究は、青森県内特別支援学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関

する理解の程度や認識、課題意識を把握し、本県の強みや重点的に取り組むべき点につい

て明らかにするとともに、青森県教育委員会が、専門性向上に資する取組の一つとして現

在作成している「教育相談ガイドブック」への記載項目や内容について提言することを主

な目的とし、質問紙調査及び他自治体発行のガイドブックの情報収集における分析を行っ

た。また、結果から見えてきた本県の強みを活かし、今後重点的に取り組むべき点を中心

とした専門性向上に資する取組について、「教育相談ガイドブック」の活用も含めいくつ

かを考えることができた。ここでは、研究結果を踏まえ、総合考察を行う。 

 

（１）インクルーシブ教育システム及び教育相談に関する専門性の向上に向けて 

 質問紙調査の結果より、青森県内特別支援学校教員の特別支援教育経験年数や教育相談

業務経験の有無など、その実態には違いがあり、課題意識の所在についても多岐にわたる

ことが明らかになった。一方で、インクルーシブ教育システム及び教育相談のどちらにお

いても、専門性の向上に対する教員の意識は全体として高い傾向にあり、特別支援教育の

更なる推進の重要性を多くの教員が認識し、学びに対する意欲も高い状況がうかがえる。

以上を踏まえ、専門性向上に資するための取組として、以下の３点を提案したい。 

 

①「教育相談ガイドブック」の効果的な活用 

 青森県教育委員会では、「地域における特別支援教育相談体制強化事業」における「教

育支援ネットワーク強化会議及び教育相談ガイドブック作成会議」を通して、インクルー

シブ教育システム及び教育相談等の経験に応じた基礎編及び実践編の２部構成で「教育相

談ガイドブック」を作成中であり、その内容や構成について検討している。 

先にも述べたように、本研究の調査結果から明らかになった 816 人の青森県内特別支援

学校教員のインクルーシブ教育システム及び教育相談に関するニーズや課題意識を踏まえ、

「教育相談ガイドブック」に必要と考えられる項目について基礎編及び実践編の観点から

分析をし、青森県教育委員会に提案した。質問紙調査の結果は、各校で研修等を行うに当
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たり、対象とする教員の経験を踏まえて内容を焦点化したり、選定したりする際の手掛か

りとしても有効な指標であると考える。また、本県以外の自治体等で発行しているガイド

ブックについて調査し、内容や構成のポイントを示しながら参考資料の一つとして情報提

供をした。これらを踏まえ、青森県教育委員会は、「教育相談ガイドブック」を活用する

主な対象を教育相談担当者や巡回指導員とし、ガイドブックの具体的な内容に加え、分量

の調整や構成等、検討を進めている。また、「教育相談ガイドブック」を活用した研修に

ついても、令和３年度以降検討していくこととしている。 

本研究の調査結果からも、教育相談の進め方や事例等に対する理解、研修等の機会確保

に対するニーズが挙げられており、作成している「教育相談ガイドブック」が教員のニー

ズや課題意識に応える有効な研修資料になるであろうことがうかがえた。また、現在教育

相談担当ではない教員においても、インクルーシブ教育システム及び教育相談に関するそ

れぞれの理解の程度やニーズに応じて「教育相談ガイドブック」の基礎編及び実践編を活

用し、教育相談業務の流れや概要を理解したり、インクルーシブ教育システムの推進にお

ける位置付けを確認したりすることが、基礎的な知識の蓄積の上で有効であると考える。 

 インクルーシブ教育システムの推進において重要な役割を担う教育相談について、「教

育相談ガイドブック」を効果的に活用することで、教育相談担当の教員に限らず、すべて

の教員において専門性の向上が期待でき、各校及び各地域における連携や教育相談体制の

強化に資するものと考える。 

 

②日常的な研修及び情報共有の仕組み作り 

質問紙調査において、インクルーシブ教育システムに関する自身の理解の程度が高いと

考える教員が全体の約６割、教育相談に関する自身の理解の程度が高いと考える教員が約

５割、また、教育相談業務経験有の教員が約４割という結果が得られた。このことから、

学校間で違いはあるものの、校内にインクルーシブ教育システム及び教育相談に関する専

門性を有している教員が一定数在籍していることがうかがえる。先に述べたように、イン

クルーシブ教育システム及び教育相談に対する専門性向上の意識が全体として高い傾向に

ある一方で、インクルーシブ教育システムでは、研修した内容と実践とのつながりがイメ

ージしにくいこと、教育相談では、重要性は認識しているものの担当以外は触れる機会が

少ないこと、研修や情報共有の機会に対するニーズがあること等が、自由記述の回答より

うかがえた。澤田ら（2013）は、専門性は取り立てて行う「研修」という枠の中だけでは

なく、日々の実践、取組の中で培われ、現場で様々な教育的ニーズのある子どもたちや保

護者と向かい合う中で教員は育っていくこと、また、現場での学びや育ちを制度（組織、

地域）としてどのように保証していくかが重要であり、その中でそれぞれが役割分担し、
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広く専門性を補完、担保していくことの必要性を述べている。 

これらを踏まえ、校内において各業務経験のある教員や教育相談担当教員によるＯＪＴ

やオン・ザ・フライ・ミーティング等、日常的な研修や情報共有の機会を効果的に設定し

活用することで、日々の実践とのつながりをイメージしながら、学びを具体的に深めるこ

とができ、研修効果が期待できる。例えば、交流及び共同学習における取組や個別の教育

支援計画を活用した移行支援など、地域との連携を含めた各取組のインクルーシブ教育シ

ステムにおける意義や位置付けを定期的に確認することで、実際の業務や担当する児童生

徒の活動を通した学びの深まりにつながる。また、小・中学校等への巡回相談を担当する

教員が、可能な範囲で地域の学校の状況を伝えたり、授業を進める上での配慮や指導の工

夫について事例を共有したりすることで、地域の様々な学びの場の理解につながる。 

校内におけるＯＪＴやオン・ザ・フライ・ミーティングの機会を効果的に取り入れ、教

員の負担感を増幅することのない研修及び情報共有の仕組み作りが、より実践的な学びの

深まりと実践力の高まり、また、インクルーシブ教育システム及び教育相談に関する理解

や専門性の向上につながるものと考える。 

 

③教員のキャリアステージに応じた役割の明確化 

 本研究を通して、特別支援教育経験年数別のインクルーシブ教育システム及び教育相談

に関する理解の程度や課題意識の違いの一端を明らかにすることができ、今後重点的に取

り組むべき点について整理した。 

 青森県教育委員会は、「校長及び教員の資質の向上に関する指標」において、教員のキ

ャリアステージとして、初任から概ね採用５年目までを形成期、概ね採用６年目から 15

年目までを向上・発展期、概ね採用 16 年目以降を充実期とし、教育委員会が主催する校外

での研修や日常的な職場内研修等を通じて教員等の資質向上を図る際の目安を示している。

形成期では、教員としての基礎的な力、教職への使命感、教育公務員としての自覚を身に

付けること、向上・発展期では、実践力を高め、初任者等へ助言することや分掌組織の一

員として貢献できる力を身に付けること、充実期では、専門性を高め、他の教員への助言・

支援等、指導的役割を担ったり、校務分掌等の運営における中心的な役割を担ったりする

ことが挙げられている。なお、本研究における特別支援教育経験年数については、臨時講

師等、臨時任用期間も含めた年数を算出しているため、指標の観点とすべてが一致するも

のではないものの、その経験年数に応じた取組や役割を考える上での参考となる指標であ

ると考える。「校長及び教員の資質の向上に関する指標について」（青森県教育委員会、

2018）においても、講師等の臨時職員については、教諭等と同様に児童生徒の成長を担っ

ており、指標を参考にし、資質の向上を図る必要があることについて述べられている。 
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 本研究では、特別支援教育経験年数６年未満及び６年以上の２つの区分で教員のニーズ

や課題意識の傾向を分析した。６年未満の教員においては、青森県教育委員会の示す指標

の形成期に位置付けられ、基礎的内容の定着に取り組む必要性を改めて確認できる。６年

以上の教員においては、指標の向上・形成期及び充実期に位置付けられ、実践的な指導力

や専門性の向上、後輩教員への助言等を通して、インクルーシブ教育システムの推進にお

いても中心的な役割を担うことが期待される。また、概ね採用 16 年以降の充実期における

ベテランの教員においては、積み重ねた経験や知見を踏まえ、校内における指導的な役割

を担うことも期待される。 

このような観点からも、先に述べた教員の実態やニーズに応じた基礎的・実践的内容の

観点、また、ＯＪＴやオン・ザ・フライ・ミーティングを取り入れた日常的な研修や情報

共有等の重要性が示唆され、教員のキャリアステージにおける役割を意識し、校内におけ

る専門性向上への取組を進めたり役割を明確にしたりすることが重要であると考える。 

 

（２）地域におけるインクルーシブ教育システムの推進に向けて 

 青森県では、センター的機能を通して、特別支援学校が地域における広範囲の小・中学

校等への支援を行っている現状があり、特別支援学校教員が地域の現状を理解し、多種多

様なニーズに応じるための更なる専門性の向上や、地域連携の強化が求められる。以上を

踏まえ、地域におけるインクルーシブ教育システムの推進に向けた取組として、以下の２

点を提案したい。 

 

①地域の様々な学びの場における特別支援教育の現状の理解 

 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推

進（報告）」（中央教育審議会，2012）では、インクルーシブ教育システムの推進におい

ては、同じ場で共に学ぶことの追求とともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に

対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を

提供することの重要性が挙げられている。また、特別支援学校の有するセンター的機能に

ついて、特別支援学校がインクルーシブ教育システムにおける重要な役割を果たすことが

求められることと同時に、一層の充実に向けた専門性の向上にも取り組む必要があること

が述べられている。これらのことから、特別支援学校がそのセンター的機能を効果的に発

揮するに当たり、地域における特別支援教育の様々な学びの場の現状を正しく理解し、そ

の状況に応じた支援や助言を行うことが重要であることがうかがえる。 

 また、本研究の結果から、特別支援学校教員には、地域の小・中学校等の現状の理解や、

地域資源の活用について高いニーズがあることが明らかになった一方で、巡回相談等を通
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して各学びの場の状況に応じた支援や助言を行うことに難しさを感じていることもうかが

うことができた。これらを踏まえ、特別支援学校教員が地域の小・中学校等からの支援依

頼に対して的確に応えられるよう、日常的に地域の特別支援学級や通級による指導、通常

学級における配慮等、様々な学びの場における特別支援教育の現状に目を向ける意識をも

つことが重要であると考えられる。例えば、現在教育相談を担当していない教員にも効果

的に情報共有が行えるよう、小・中学校等への巡回相談を担当する教員が、可能な範囲で

地域の学校の状況を伝えたり、授業を進める上での配慮や指導の工夫について共有したり

することで、地域の様々な学びの場の理解につながるものと考える。また、様々な学びの

場の現状や支援の状況を知ることは、特別支援学校で日々関わる幼児児童生徒への指導に

対する視野の広がりにもつながるものと考えられる。現在教育相談を担当していない教員

や特別支援教育経験年数の浅い教員においても、「教育的ニーズに最も的確に応える指導

の提供」の観点から、日々の指導を客観的に捉えたり子どもの学びを多角的に考えたりす

るきっかけにもつながるものであると考える。 

先に述べた取組等を通して、地域の様々な学びの場における特別支援教育の現状を共有

することが、センター的機能をより効果的に機能させるための素地になると同時に、地域

の特別支援教育を総合的に捉えることで、インクルーシブ教育システムにおける日々の実

践の位置付けを明確にし、それぞれの役割を効果的に果たすことにつながると考える。 

 

②関係機関の連携とノウハウの共有 

巡回相談等の教育相談業務を通して、特別支援学校教員として蓄積した知見や経験を効

果的に活用することとともに、小・中学校等と支援に関するお互いのノウハウを共有し、

双方向で学び合う視点を大切にしながら、地域の子どもたちを支援していくことが重要で

あると考える。質問紙調査の結果においても、特別支援学校教員が自身の所属学部と関わ

りの深い業務や、所属学部と接続する学部（小学部と中学部等）に関わりの深い業務への

ニーズが高いことが明らかになり、このことからも、様々な学びの場における特別支援教

育の理解と学校間連携の重要性が示唆された。様々な状況における困難さや支援の工夫を

共有し、連携できるネットワーク作りは、地域全体の特別支援教育に関わる支援の充実に

つながり、インクルーシブ教育システムの推進に資する重要な観点であると考える。 

 

最後に、本研究を通して、青森県内特別支援学校教員が、特別支援教育に関する強い使

命感と専門性向上への高い意識をもっていることを改めて確認できた。教員一人一人の日 

々の実践の積み重ねが地域の特別支援教育を支える原動力であり、インクルーシブ教育シ

ステムの推進や教育相談体制の強化につながっていく。本研究が、インクルーシブ教育シ
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ステムや教育相談の重要性やその専門性向上について改めて考える一つのきっかけとなり、

青森県におけるインクルーシブ教育システム及び特別支援教育の更なる推進に寄与できれ

ば幸いである。 
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青森県地域実践研究員：橋本 政孝 
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令和２年７月 

令和２年度 

青森県におけるインクルーシブ教育システム及び教育相談に関する意識調査 

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 

地域実践研究員 橋本 政孝 

この調査は、青森県におけるインクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するにあたり、インクルーシブ教育シス

テム、及びその中心的な役割を担う教育相談業務に関する先生方の認識や課題意識について把握し、専門性の向上に

資するためのガイドブックについて検討することを目的に、実施するものです。 

恐れ入りますが、この調査は令和２年８月７日(金)までに御返送くださるようお願い申し上げます。 

１．ご自身について 該当するものに〇をつけてください。経験年数は、令和２年度末の数をご記入ください。 

・所属校の障害種 ( 視覚 ・ 聴覚 ・ 知 ・ 肢 ・ 病 ・ 知肢併置 )

・担当学部 ( 幼 ・ 小 ・ 中 ・ 高 )  ( )学年 

・職名 ( 教諭 ・ 臨時講師 )

・教職経験年数 ( )年 ※他校種及び臨時講師含む。令和２年度末の年数とします。 

・特別支援教育経験年数 ( )年 ※令和２年度末の年数とします。 

→※本調査では、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の担当を対象とします。 

・教育相談業務経験の有無 ( 有 ・ 無 )

→※本調査では、乳幼児教育相談、就学相談、入学相談、地区特別支援連携協議会による相談支援、巡回相談を対象とします。

２．インクルーシブ教育システムについて 

インクルーシブ教育システムとは、「人間の多様性の尊重等を強化し、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な

最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能にする目的の下、障害のある者とない者が共に学

ぶ仕組み」です。インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニ

ーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を

提供できる、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要であるとされています。 

①あなたは、インクルーシブ教育システムについて、どの程度理解できていると感じますか。あてはまるものに〇をつけ

てください。

(  )１．まったくできていない   (  )２．あまりできていない   (  )３．ややできている   (  )４．十分できている 

[４を選択した方は、その理由をこちらにご記入ください] 

[１、２、３を選択した方は、どのような内容に関する理解が必要であると思うのかをこちらにご記入ください] 
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②特別支援教育の推進にあたって、インクルーシブ教育システムについて、専門的な理解を深めたいと思いますか。あ

てはまるものに〇をつけてください。

(  )１．まったく思わない (  )２．あまり思わない   (  )３．やや思う   (  )４．とても思う 

[１、２を選択した方は、その理由をこちらにご記入ください] 

③インクルーシブ教育システムに関わる事項について、ご自身がこれからより深く学びたいと感じる内容に〇をつけてく

ださい。(３つまで)

１．インクルーシブ教育システムの概要 

２．合理的配慮 

３．基礎的環境整備 

４．交流及び共同学習 

５．スクールクラスター(域内の教育資源の組み合わせ) 

６．特別支援学校のセンター的機能 

７．地区特別支援連携協議会 

８．特別支援教育コーディネーターの役割 

９．特別支援教育支援員の役割 

１０．個別の教育支援計画 

１１．個別の指導計画 

１２．ユニバーサルデザイン 

１３．早期からの教育相談・支援(保護者への情報提供 等) 

１４．就学期の教育相談・支援(就学義務とその猶予又は免除 等) 

１５．障害等のある子どもの学びの場と相談・支援(特別支援学級、通級による指導 等) 

１６．障害の種別・程度と学びの場 

１７．就学後の教育相談・支援(「学びの場」の柔軟な見直し 等) 

１８．その他( ) 

１９．特になし 

⇒選択した中から特に学びたい項目(又は困っている項目)を１つ選び、具体的な内容をご記入ください。

項目番号 内容 

例）１４ 就学期における教育相談の手続きの流れについて学びたい。 
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３．特別支援学校のセンター的機能について 

①小・中学校等からの支援依頼があった場合を想定し、ご自身が対応できると考える項目に〇をつけてください。

(複数回答可)

１．児童生徒の実態把握 

２．個別の指導計画や個別の教育支援計画作成についての相談・助言 

３．児童生徒への具体的な指導、支援の相談・助言 

４．校内研修の講師及び情報提供 

５．保護者からの相談 

６．進路についての相談・助言 

７．教材の提供 

８．その他( ) 

９．特になし 

４．教育相談について 

本調査では、地域の多様なニーズに対応できる特別支援学校教員の専門性向上を目指す観点から、「センター的機 

能で、自校以外の特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒及びその保護者に対する教育相談業務(乳幼児教育相談

含む)、また、小・中学校等の教員への支援業務」を対象とします。 

例：乳幼児教育相談、就学相談、入学相談、地区特別支援連携協議会による相談支援、巡回相談 

①インクルーシブ教育システムの推進において、教育相談の担う役割が大きいことが指摘されていますが、あなたは、

教育相談の業務について、どの程度理解できていると感じますか。あてはまるものに〇をつけてください。

(  )１．まったくできていない   (  )２．あまりできていない   (  )３．ややできている   (  )４．十分できている 

[４を選択した方のみ、その理由をこちらにご記入ください] 

[１、２、３を選択した方は、どのような内容に関する理解が必要であると思うのかをこちらにご記入ください] 

②教育相談業務について、あなたは専門的な理解を深めたいと思いますか。あてはまるものに〇をつけてください。

(  )１．まったく思わない (  )２．あまり思わない   (  )３．やや思う   (  )４．とても思う 

[１、２を選択した方は、その理由をこちらにご記入ください] 
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③これまでにご自身が関わったことのある教育相談業務に〇をつけてください。(複数回答可)

１．乳幼児教育相談 

２．就学相談及び入学相談 

３．地区特別支援連携協議会による相談支援 

４．小・中学校等への巡回相談 

５．高等学校における支援 

６．その他( ) 

７．特になし 

④関係機関等からの支援依頼があった場合を想定し、ご自身が対応できると考える項目に〇をつけてください。

(複数回答可)

１．乳幼児教育相談 

２．就学相談及び入学相談 

３．地区特別支援連携協議会による相談支援 

４．小・中学校等への巡回相談 

５．高等学校における支援 

６．その他( ) 

７．特になし 

⑤教育相談に関わる業務について、ご自身がこれからより深く学びたいと感じる内容に〇をつけてください。

(３つまで)

１．乳幼児教育相談 

２．就学相談及び入学相談 

３．地区特別支援連携協議会による相談支援 

４．小・中学校等への巡回相談 

５．高等学校における支援 

６．その他( ) 

７．特になし 

⇒選択した中から特に学びたい項目(又は困っている項目)を１つ選び、具体的な内容をご記入ください。

項目番号 内容 

例）４ 例）小・中学校から、実際にどのような相談があるのか知りたい。また、それに対してどう答えれば良

いかがわからない。 

アンケートは以上です。大変お忙しい中ご協力いただき、ありがとうございました。
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Ⅱ．保こ小中高特別支援学校連携研修における理解啓発の推進 

－「ふるさと田原の学校で きらり子ども輝く」の実現に向けた 

                     切れ目ない支援を目指して－ 

 

１．背景と目的 

 

（１） 田原市の現状から見える課題 

 田原市（以下、本市という）では、「子どもたちの笑顔と健やかな育ちをはぐくむまち たはら」

を基本理念とした子ども・子育て支援事業計画を策定し、教育・保育サービスや子育て支援サービ

スの充実と、子どもたちの笑顔と健やかな育ちをはぐくむまちづくりを推進している。また、教育

委員会では、「ふるさと田原の学校で きらり子ども輝く」を基本理念とし、一人一人が本来もって

いる特性を引き出し、未来を切り開き生き生きと輝く子どもの育成を進めている。 

少子高齢化に伴い、子どもの総数は年々減少の一途をたどっているが、女性就業率の上昇に伴い

保育園及び認定こども園に入園する子どもの数は増加している。同時に、支援が必要な子どもに対

応する加配保育士配置のニーズも高まっているが、保育士の人数が不足しており配慮が必要な子ど

もに対する十分な支援体制の確保が困難な状況である。 

小中学校でも児童生徒数全体は減少している。一方で特別支援学級に在籍する児童生徒数は、平

成 28年度から令和２年度までの５年間で 103名から 149名となり 45％の増加となっている。特別

支援学校の在籍児童生徒数も同様に急激な増加がみられ、24名から 36名となり 50％の増加となっ

ている。学齢期においても、特別支援教育のニーズは急激な高まりを見せている。 

平成 29年度及び令和２年度に本市福祉部局が行った障害者手帳交付児童（18歳未満）の保護者

及び発達支援教室登録児童の保護者等を対象としたアンケート結果からは、「障害や発達課題に対

する周囲の理解と配慮を望んでいる」（表Ⅱ－１）、「卒業後の過ごし方や就労・生活を見据えた支

援に対して不安がある」（図Ⅱ－１）という声が多く聞かれた。 

 

表Ⅱ－１ 幼児期・学齢期の対応で求めること（２つまで選択） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項    目 H29 R2 

障害や発達課題に対する教師や他の生徒の理解と配慮 61％ 56％ 

学校生活のサポート 42％ 45％ 

障害や発達課題に合わせた環境の整備 30％ 30％ 

通園通学のサポート 21％ 11％ 

生活訓練や職業訓練などの専門的な訓練 17％ 17％ 

医療的ケアや福祉サービスとの連携 10％ 11％ 

その他 3％ 3％ 
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図Ⅱ－１ 障害児支援についての満足度 

このような本市の現状から、以下の２つの課題が浮き彫りとなった。 

① 支援を必要とする子どもや保護者のニーズに対し、経験のある保育士や教員の不足により、将

来を見通した支援体制が不十分となっている。 

② 障害や発達に課題のある子どもへの対応に対する共通理解や情報共有が不十分である。 

 

（２） 研究の目的 

本市の課題を解決していくため、保育士と教員が共通理解を図り、継続した支援体制の構築を図

ることを目的として、学校教育担当課である学校教育課と幼児・教育及び障害児担当課である子育

て支援課が協働で本研究に取り組むこととした。このことによって、子ども一人一人が本来もって

いる特性を引き出し、本市の教育基本理念である「ふるさと田原の学校で きらり子ども輝く」の

実現にむけた切れ目ない支援を目指すことに寄与することができると考えた。 

 

２．令和元年度の取組 

研究１年次は、インクルーシブ教育システムの理解啓発を行うと同時に、切れ目ない支援体制

の整備に必要なものは何かを探るために、以下の内容を計画した。詳細について以下に述べる。 

 

（１）インクルーシブ教育システムの理解啓発研修の開催 

①小中学校教員を対象とした研修会 

職種の異なる保育士と教員の合同研修会を行うことで、両者のインクルーシブ教育システムに

対する共通した意識や理解の促進を図る。ワークショップの中で意見交流を行うことにより、職

種による支援についての考え方や子どもの捉え方の違いを共有することを目的とした。 
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＜日時＞…令和元年７月 25日（木）  

＜講師＞…国立特別支援教育総合研究所 研究員  

＜内容＞…「チーム学校で動き出すインクルーシブ教育」 

高等部卒業後の生活 ～青年期までを見据えたライフサイクル～ 

インクルーシブ教育システム ～こんな学校になるといいな～ 

演習 基礎的環境整備を考える ～つなぐ・つながる～ 

＜研修概要＞ 

小中学校の特別支援教育コーディネーター・就学担当等を対象とし、青年期までを見据えた長期

的な支援体制の必要性の周知をねらった。前半は講話、後半は支援対象児のケース事例をもとにグ

ループ演習を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－２ 小中学校教員を対象とした研修会の様子 

②保育士・小中学校教員を対象とした研修会 

＜日時＞…令和元年８月９日（金）  

＜講師＞…国立特別支援教育総合研究所 研究員                               

＜内容＞…幼児期から学童期までの継続した子どもの支援について 

「つながりましょう！田原の子どもたちのために～そして、共生社会の担い手を育むために～」 

「田原の子どもたちをみんなで育むためのワークショップ」 

＜研修概要＞ 

保育士と小中学校の通常学級担任を対象とし、園と学校が職種を越えて子どもについて話し合う

ことで、子どもの見方や関わり方の違いに気付き、それぞれの関わりの幅を広げることをねらった。

前半は講話、後半はいろいろなタイプの子どもについての捉え方や支援の工夫についてグループ演

習を行い、最後に各グループで出された意見を全体で共有した。 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－３ 保育士・小中学校教員を対象とした研修会の様子 
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③保育士・小中高等学校教員の合同研修会 

＜日時＞…令和元年 11月 27日（水）  

＜講師＞…国立特別支援教育総合研究所 研究員  

＜内容＞…「幼保小中高のつながり ～インクルーシブ教育システムの理解と推進～」  

インクルーシブ教育システム ～こんな学校になるといいな～ 

インクルＤＢの活用、演習 基礎的環境整備を考える ～つなぐ・つながる～ 

＜研修概要＞ 

小中学校は主に特別支援学級担任、保育園は園長級を対象とし、幼保小中高のつながりの大切さ

や、職種によって支援についての捉え方が違うことを感じてもらうことをねらった。 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－４ 保育士・小中高等学校教員の合同研修会の様子 

 ３回にわたる研修会参加者からは、「職種の違いによる子どもの捉え方や支援方法の視点の違い

に気付いた」「保育士と教員のワークショップは、支援の参考となり大変勉強になった」という感想

と共に、「幼保こ小中高及び地域、田原市全体で共通理解していくことの大切さを感じた」「幼保こ

小中高が連携した支援体制づくりができると良い」「いつでも気軽に情報交換ができる場があると

良い」など、幼少期から学齢期までの関係機関が連携することの必要性を感じ、今後も合同研修や

意見交流・情報交換を行う機会を求める声が数多く聞かれた。 

 

（２）保育士・教員の意識を探るアンケートの実施 

研修会参加者にアンケート調査を行い、保育士や教員のインクルーシブ教育システムに関する理

解の実態や、市内関係機関との連携の現状を探ることを目的として、研修会の際にインクルーシブ

教育システムに関する参加者アンケートを行った。その結果、職種間において、アンケート結果に

以下のような違いが見られた。 

「配慮した、校内(園内)環境整備が整っている」の問いに対しては、特別支援教育担当及び主任

保育士・担任等は「良くあてはまる」が多く、通常学級担任等は「あまりあてはまらない」が多か

った。このことから、特別支援教育担当及び主任保育士・担任等は支援の必要な子どもに配慮した

環境が確保されているが、通常学級担任等は、支援の必要な子どもに配慮した授業（保育）が求め

られているが環境が確保されていないと感じていることが想定された。また、「関係機関との連携

が十分できている」の問いに対しては、通常学級担任等は関係機関との連携が不十分と感じている

教員が多かった。保育園は、常に療育担当や子育て支援課相談員と連携しているため他機関とつな
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がりやすい環境にあるが、学校は外部の関係機関との連携については、主に役職者や特別支援教育

コーディネーターがその役割を担っていることから、通常学級担任は関係機関と連携できていない

と感じていることが分かった。 

図Ⅱ－５ 保育士・教員研修会アンケート 

アンケートの結果から、小中学校の通常学級担任は、支援の必要な児童生徒に対する支援や相談

体制が十分ではないと感じていること、外部関係機関との連携体制が整っていないという課題が明

らかとなった。 

 

（３）令和元年度研究の考察と今後の課題 

研修会参加者のアンケート調査や感想をもとに、市内の切れ目ない支援体制の整備のために必要

なツールの内容について検討した。職種を超えた合同研修会の開催により、参加者が職種による互

いの視点の違いに気付き、「田原の子どもを育んでいく当事者」として互いに連携することの必要

性を共通理解することができたことは大きな成果であった。このことは、インクルーシブ教育シス

テムを推進していくための関係機関による連携体制づくりに向けた第一歩と考える。 

 次年度への課題は、以下の２点である。 

 １つ目は、「通常学級のインクルーシブ教育システムを推進しやすい連携体制づくり」である。障

害や発達に課題のある子どもに対して、教員や他の児童生徒の理解と配慮が必要である。そのため

には、保育から教育の現場への個に応じた支援のスムーズな連携と情報共有が求められる。 

 ２つ目としては、「学校が関係機関と連携しやすい仕組みづくり」である。特に、通常学級担任等

が関係機関との連携が少ないと感じていることに対して、活用しやすい市内支援体制の仕組みを整

えることが必要である。 
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３．令和２年度の取組 

 今年度より、本市内にある愛知県立福江高等学校に、高等学校としては県下２番目となる通級指

導教室が設置された。また、本市内では初めての特別支援学校として愛知県立豊橋特別支援学校高

等部分教室「潮風教室」が、同じく福江高等学校内に開設された。本市が目指す将来を見据えた支

援体制の強化にとって、高等学校における特別支援教育体制の充実は非常に大きな意義がある。 

そこで、令和２年度の取組では、図Ⅱ－６のとおり潮風教室と福江高等学校通級指導教室とも連

携し、保こ小中高特までが連携した切れ目ない支援を目指すこととした。 

図Ⅱ－６ 令和２年度の取組計画 

具体的には、１年次の実践に引き続き保育士と教員の合同研修会を開催し、インクルーシブ教育

システムの理解啓発の推進と顔の見える関係づくりを促進する。「顔の見える関係」とは、職種の異

なる保育士と教員が、互いの立場の違いによる子どもの見方や支援の違いについて共通理解し、将

来を見据えてライフステージに応じた支援を連携して行うことと考える。さらに、新就学児や新中

学１年生についての支援や情報の引継ぎをスムーズにするための仕組みを整える。 

また、市内には障害児支援の関係機関は複数あるが、それぞれの機関の役割や業務体制に関する

情報の周知が不十分である。これらの関係機関と学校の連携は、障害児福祉計画には掲げられてい

るものの、具体的にどのような手順を追って連携すればよいかという仕組みが構築されていない。

そこで、小中学校へ市内各関係機関について周知すると共に、情報共有ツールとして使用できる市

内関係機関連携マップの作成を進めることとした。 

令和２年度の具体的な取組内容は、以下に述べる。 

 

（１）顔の見える関係作りの促進 

① 早期からの教育相談、情報交換体制作り 

支援の必要な園児の保護者に対する学習会を開催し、特別支援教育、就学についての早期から
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の周知を図る。また、支援の必要な子どもについて、園と小学校、小学校と中学校間で情報共有

を行う場を年度の早い時期から行う体制を整える。さらに、義務教育終了後の進路先である高等

学校との連携を図り、将来を見通した支援体制の強化を図ることとした。 

就学前の子どもについて、早期からの丁寧な教育相談ができる環境を整備するために、昨年度

まで７月下旬に開催していた就学及び特別支援教育についての保護者学習会を６月開催とした。

それに伴い、例年は夏休み以降に行っていた保・小・中学校担当者による就学対象者の情報交換

会と小中学校の特別支援学級授業参観及び教育相談の時期を繰り上げ、６月から開始することと

した。早期からの教育相談と情報交換を行うことにより、時間にゆとりをもち、きめ細かな支援

の引継ぎを行うことができた。 

さらに、特別支援学校高等部潮風教室の部主事に小中学校訪問を依頼した。市内特別支援学級

在籍児童生徒に関する情報提供と、専門的な立場から小中学校での支援について助言をいただく

機会となった。 

② 保育士・教員を対象とした研修会 

昨年度に引き続き、インクルーシブ教育システムに対する意識や理解の促進のために保育士と教

員の合同研修会を開催する。特に、今年度はライフステージを意識した支援体制の必要性について

参加者の共通理解を図ることを目的に、以下のように研修会を開催した。 

〇第１回 研修会 

＜日時＞…令和２年７月 20日（月）  

＜対象＞…田原市内小中高特別支援学校教員及び子育て支援課職員 

＜内容＞…潮風教室の見学、意見交流 

＜講師＞…愛知県立豊橋特別支援学校潮風教室 高等部主事＜研修概要＞ 

田原市内に開設された愛知県立豊橋特別支援学校潮風教室の見学後、部主事による潮風教室の概

要説明を行った。中学校卒業後の学びの姿を参観することで、目の前の子どもの姿だけでなく、青

年期までを見据えた支援を具体的に描き、今後の支援に生かしていくことをねらった。 

〇第２回 研修会 

＜日時＞…令和２年 11 月 13日（金）  

＜対象＞…田原市内保育士及び小中高学特別支援学校教員 

＜内容１＞…「福江高校のライフスキル」 

＜講師１＞…愛知県立福江高等学校通級指導教室 担当教員 

＜内容２＞…「ライフステージを意識した切れ目ない支援について」  

＜講師２＞…国立特別支援教育総合研究所 研究員  

＜研修概要＞ 

前半は、愛知県立福江高等学校通級指導教室担当教員から、今年度同校に設置された通級指導教

室について概要説明を行った。後半は、国立特別支援教育総合研究所研究員による講演を行った。

保育士・教員が共通した見方で子どもの将来を描き、幼保小中高それぞれのライフステージでの支

援の役割の大切さを感じてもらうことをねらった。 
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図Ⅱ－７ 第１回研修会意見交流会の様子      図Ⅱ－８ 第２回研修会の様子 

２回の研修会参加者からは、「進路の準備は小さいころからの経験の積み重ねが大切だと感じ

た」「ライフステージで子どもをどう育てていくのか考えさせられた」「保育園から高校までの

つながりは田原市だからこそできることだと思った」等、子どもたちの将来を描き保育と教育が

連携した支援を行う大切さを実感したという声が多く寄せられた。さらに、「教員一人一人が特別

支援教育の力をつけて学んでいく必要があると感じた」「今後は、それぞれの段階で身につけさ

せたいことを話し合える機会が増えるとよい」等、これからの取組に期待する意見も聞かれた。 

 

（２）切れ目ない支援体制の見える化 

① 福祉部局担当員による小中学校への巡回訪問 

 全小中学校を福祉部局担当員説明会が巡回訪問し、本市における子育て関連事業の周知を図ると

共に、アンケート調査により子育て関連事業について小中学校教員の認知度を把握した。 

小中学校と市内関係機関との連携が脆弱であるという課題を踏まえ、福祉部局担当員が市内全小

中学校 23 校を巡回し、全教職員を対象に本市の子育て関連事業についての説明会を行った。その

目的は、以下の２点である。 

・特に小中学校に関係の深い子育て関連事業分野について周知し、具体的な取組を共有する。 

・全教職員へのアンケート調査を行い、本市の子育て関連事業に対する教員の認知度を把握する。 

図Ⅱ－９ 子育て関連事業説明会の様子    図Ⅱ－10 子育て関連事業認知度アンケート 
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説明会では、子育て支援各事業の認知度についてアンケート調査を行った。その結果、図Ⅱ－10

に示すように学校教育に関連する事業についても教員の認知度が非常に低く、学校現場が関係機関

を十分に活用できていないことが明らかとなった。 

説明会後の教員からは、「学校は家庭の問題を含めて学校という枠の中で解決しなければならな

いという先入観があった」「他機関や地域に協力を求め問題を共有し合っていけばよいと思った」

「生育歴など、切れ目のない情報共有の大切さが理解できた」等の感想が寄せられた。校内で生じ

た問題は、学校で解決していかなければならないという意識に陥りやすい学校現場だが、説明会後

には様々な関係機関があることへの安心感と、今後積極的に連携・活用していきたいという感想が

ほとんどであった。このことからも、市内関係機関連携マップの必要性が明らかとなった。 

② 市内関係機関連携マップの作成 

小中学校巡回訪問の際に行った子育て関連事業認知度アンケートの結果と学校現場の声をもと

に、市内での支援内容及び庁内担当課を分かりやすく提示し、小中学校が必要と感じた時にすぐに

関係機関へ連絡し連携を図ることができるマップの作成に着手した。 

現在、図Ⅱ－11をイメージ案として教育・福祉の関係機関連携マップ(案)を作成中である。また、

乳幼児期から成人期までの障害や発達に課題のある子どもの相談機能に合わせ、未就学児の療育及

び就園から学童期までの障害児に対して巡回支援を行う「田原市児童発達支援センター」を、令和

３年４月の開設を目指して準備を進めている。児童発達支援センターを中核とした支援体制を構築

していくために、関係機関連携マップの活用についても検討している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－11 市内関係機関連携マップ（案） 
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４．考察 

 本市の子どもたちが、ふるさと田原で生き生きと暮らす大人になるために、幼児期からの切れ目

ない支援体制構築を目指して２年間の実践に取り組んできた。 

 各研修会においては、職種による視点の違いに支援の当事者である保育士や教員が気付いたこと

は大きな成果であった。さらに、保育・教育の現場でそれぞれが行ってきた取組に加え、その子ど

もの将来に向けて必要な支援を共通理解した上で、ライフステージに応じた適切な支援を行うこと

の必要性を改めて実感することができた。 

障害のある幼児が小学校に就学する際のスムーズな支援体制の引継ぎには、保育園・認定こども

園と小学校の連携が重要となってくる。保育園・認定こども園側が就学にあたって伝えたいことと

小学校側が求めている情報は、保育士と教員という職種による視点の違いから重点を置くポイント

が異なることが多い。そのため、保育士と教員が園と学校の環境の違いについて情報共有したり、

環境の違いを超えて必要となる支援について共通理解したりすることのできる体制を整えていく

ことが必要である。 

本市の取組は始まったばかりである。切れ目ない支援体制をさらに推進するため、保育士と教員

の「顔の見える関係づくり」をより強固なものとするとともに、未就学期から成人期までの関係機

関との連携を視野に入れていく必要がある。また、必要と感じた時に、いつでもすぐに連携するこ

とができる分かりやすい連携体制づくりを一層充実させるため、市内関係機関連携マップを定期的

に更新するとともに新たな支援ツールの開発も行っていくことも必要となる。 

教育・福祉部局が連携し、インクルーシブ教育システムの理解啓発の推進に努め、全ての子ども

が「ともに学び、ともに育つ」地域づくりに向けた取組が求められている。この２年間は支援者側

の連携に重点を置いた取組を進めてきたが、「ともに学び、ともに育つ」地域づくりには、教育・福

祉・家庭のさらに強固な連携が必要である。 

今後は、保護者や支援者が子どもの発達の特性を理解し、必要な知識や方法を身に付けて適切な

対応ができるような取組を進めるとともに、教育・福祉・家庭の連携の充実を図ることに重点を置

いた実践を進めていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

田原市地域実践研究員：鈴木 美保 

田原市担当研究員：坂本 征之 
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第７章   

 

 

 

 

総合考察 
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総合考察 

 

 本研究は、10 の県市の課題に応じた研究と本研究所の研究チームの研究の合計 11 の研

究で構成され、インクルーシブ教育システムの理解啓発を推進するために、以下の４つを

目的として実施された。 

①インクルーシブ教育システム構築を推進するために「こんな先生になるといいな」 

「特別支援教育の目的や意義について十分理解している」教師とはどのような姿なの

かを具体的に明らかにする。 

②インクルーシブ教育システム構築を推進するために「こんな学校になるといいな」 

特別支援教育に関して「組織的な対応ができる」学校とはどのような姿なのかを具体

的に明らかにする。 

③インクルーシブ教育システム構築を推進するために教育委員会にできることは何か 

こうした教師や学校向けて、教育委員会による研修や地域のつながりを作る支援等、

どのような内容の取組が、どのようになされているのを明らかにする。 

④子どもたちを共生社会の担い手として育むにはどうしたらよいのか 

子どもたち、保護者や地域に対して、インクルーシブ教育システムの理念をどのよう

に伝えることができるのかを明らかにする。 

 このうち、10 県市の研究は主に②または③を中心に取り組んだ。また、研究所の研究チ

ームの研究は④を中心に①及び②に取り組んだ。ここでは、上記４点について全体的に考

察する。 

 

１．「こんな先生になるといいな」、「こんな学校になるといいな」の理論的背景 

  

第１章及び第２章で述べたように、今後の教育全体の課題として、「個別最適な学び」と

「協働的な学び」のそれぞれの学びを一体化させ、「主体的・対話的で深い学び」の実現を

目指すことが示されている。そのためには「一人一人の児童生徒が、自分のよさや可能性

を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働し

ながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手と

なることができるよう、その資質・能力を育成すること」（中央教育審議会：2021）が重要

である。こうした考え方は、新学習指導要領等の前文にも明記されている。 

全ての学校及び全ての教師が、これまでの教育（中教審では「日本型学校教育」）の成果

の上に立ちつつも、「予測困難な時代」に向け、新しい教育（中教審では「令和の日本型学

校教育」）を作り上げていくことを求めていると言えよう。つまり、全ての学校及び教師が

これまでの教育を見直し、変容していくことが求められている。 

一方、「特別支援教育」とは、「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体

的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、



- 288 - 

その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要

な支援を行う」（文部科学省:2007）教育であるとされている。 

このように両者を比較して見ると、中央教育審議会（2021）が示した、今後、目指した

い新しい教育の方向性は、特別支援教育がこれまで目指してきたものと同一であると言え

るのではないだろうか。  

つまり、インクルーシブ教育システムの構築の推進するための「こんな先生になるとい

いな」また、「こんな学校になるといいな」の姿とは、今後の教育が目指したい姿そのもの

であると考えられるのではないだろうか。であるならば、共生社会の形成に向けたインク

ルーシブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進を、障害のある子どもにかかわ

る人たちや特別支援教育を専門とする者たちだけの課題とすることなく、教育全体の課題

として強く打ち出し、通常の学級の教師たちも含めて、教育全体の課題としてインクルー

シブ教育システムの理解啓発を推進する必要があると考える。 

 

２．「こんな先生になるといいな」を目指すために 

  

国立特別支援教育総合研究所(2020)では、質問紙調査や訪問調査の結果から、通常の学

級において「特別支援教育の目的や意義について十分理解している」教師とは以下の３つ

の姿を備えた教師であると整理、提案した。 

 

  ①子どもの多様性を認め、それを子どもたちに伝えることができる 

   ②子どもの良さを通じて、一人一人の子どもと関係づくりができる 

   ③一人一人の子どもの教育的ニーズを踏まえた授業ができる 

  

この姿は、通常の学級の実践を把握する中でまとめたものである。つまり、通常の学級

の教師たちが、特別支援教育やインクルーシブ教育システムについて、特段に意識しなく

でも、教師の基本として日々行っていることの中に見いだしたものである。 

本研究の研究チームが実施した研究（第３章）においても、Ａ小学校への調査から、上

記の①および②について、具体的な実践を得ることができた。 

上記の①及び②につながる、子どもの多様性を認め尊重することについてＡ小学校の実

践を振り返ってみる。低学年では、基本的に全ての在籍児童が多様な存在であるというこ

とを前提として、学級づくりや学習集団づくりを行っていると考えられた。中学年では、

多様な人が分かり合う「難しさ」と「意義」の両方を伝えるようにしながら、抽象的な「多

様性の尊重」という理念と、具体的な「児童の生活」とを関連付ける指導を行うなど、低

学年の具体的な場面中心の指導から、徐々に抽象的な内容への指導へと重点を移行させて

いると考えられた。高学年では、学校生活の場面と集団の在り方を関連付け（行動の言語

化）たり、多様性の意味や意義を思考（言語の行動化）させたりするよう、児童に働き掛
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けているのではないかと考えられた。 

多様性が尊重された学習集団は、「想定外の言動」が受け止められたり、時にはそういっ

た「想定外の言動」が思考を深めたりした経験を重ねることによって、多様な価値観が尊

重される居心地の良い学習集団が形成され、「主体的・対話的で深い学び」の実現に近付く

環境となっていると考えられる。 

Ａ小学校の教師たちは、研究チームの問いかけに対して「いつもやっていることだから」

などと述べて、多様性の尊重は特別なことではないと認識しているようだった。また、「実

践例は沢山ありすぎてどれを挙げてよいか困る」とも述べ、多様性の尊重は日常的に実践

されていることが考えられた。 

第３章で述べたように、Ａ小学校では校長のリーダーシップなどにより、インクルーシ

ブ教育システムの理念が教師たちに浸透していると考えられる。加えて、校内研究として

障害理解教育に取り組んだ教師たちである。その意味では、特別な教師たちなのかもしれ

ない。しかし、多様性を認め尊重することは、Ａ小学校の教師に限らず、教師の基本的な

資質として備わっているのではないだろうか。通常の学級の教師たちが日常的に何気なく

行っている実践の中に多様性の尊重につながるものがあり、そうした実践は、新学習指導

要領等の「前文」の趣旨に合致しているのみならず、インクルーシブ教育システムの理念

にも合致するものであることを、あらゆる機会に確認し、その価値を見いだしていくこと

が重要である。それが、今後の共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構

築の基本になると考えられる。 

 

３．「こんな学校になるといいな」を目指すために 

 

通常の学級の教師が、上記「２」で述べた「こんな先生になるといいな」の３つの姿を

持ち続けるには、教師一人一人の努力だけでは困難である。インクルーシブ教育システム

の構築のための特別支援教育の推進について、学校が組織的に対応し、実践を交流し学ぶ

機会を意図的に設定することが重要である。 

研究所の研究チームが調査し、第３章で報告したＡ小学校は、校長のリーダーシップや

特別支援教育コーディネーターの活動とともに、特別支援教育の視点で校内研究を実施し

学び合う教師集団の豊かなチームワークと同僚性が見られ、外部講師も交えた校内研修が

活発に行われ、授業改善が積極的になされていた。第２章で述べた「こんな学校になると

いいな」の姿そのものであった。 

また、本研究に参画した県市のうち、埼玉県、静岡県、相模原市の３県市が、主に校内

研修モデルを検討する研究を実施し、質問紙調査や学校での実践の分析から提案を行った。 

 埼玉県の研究では、どの学校でも取り組める「持続可能な研修パッケージ」を作成した。

「持続可能」であるためには、少ない負担でできる研修、主体的に取り組める研修、効果

を実感できる研修、良い実践を共有・継承できる研修の４つの要素が重要であることを実
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践的に確認し、提案した。しかし、この研修パッケージが子どもの学びの改善に直結する

ためには、教師が、一人一人の子どもの困難さの背景要因に目を向けた上で、指導の工夫

を行うことが肝要である。子どもの学習上の困難さを理解しようとするには、子どもの視

点に立って授業の改善を図ることを繰り返すことを習慣にすることが有効であるが、本研

究で作成した「研修パッケージ」の簡便さがこうした習慣を作ることに活用できるのでは

ないかと考えられる。 

 子どもの困難さの背景要因を探ることについては、静岡県の研究が実践的に明らかにし

た。教師は多忙であるとともに子どもを巡って様々な課題に直面している。学級担任が学

級内で生じた課題を自分一人の力で課題を解決しようとすると、大きな困難さを抱くこと

になる。静岡県の研究では、教師の多様性に着目した。子どもに対する見方、考え方が多

様であるからこそ課題の解決の道が開ける。教師集団による組織的な子ども理解が重要で

ある。そのために「児童生徒理解共有シート」を開発した。開発にあって重視したのは、

埼玉県と同様に教師の負担を極力減らすことであった。例え 10 分間であっても、複数の目

で子どもの姿を見て、何気ない会話の中で考えを共有することが子ども理解（児童生徒理

解）を深めることになる。その積み重ねによって、子どもの多様性の理解と尊重が可能に

なると考えられる。 

 相模原市の研究では、ＭＩＭ－ＰＭを用いて子どもの客観的な評価を実施した。研究推

進校の実践では全体の３割弱の子どもについて、教師が読みの力を誤って捉えていること

がわかるなど、客観的な評価の重要性が明らかになった。子どもの困難さを見落とすこと

がないようにこうした指標を用いていくことも重要であろう。また、学習障害のある当事

者が作成した絵本を活用することで、教師も子どもたちも困難さのある子どもへの理解を

深めることができた。客観的な評価による理解と当事者の心情を理解することとの両方が

子ども理解をすすめる上で重要であることが明らかになった。 

 本研究の３県市の研究は、校内研修に特化したものであった。国立特別支援教育総合研

究所(2020)が「こんな学校になるといいな」で挙げている７つの要素の１つに絞ったこと

になるが、インクルーシブ教育システムの構築に向けて教師の理解啓発を推進する上で日

常的になされる校内研修は重要であり、その在り方について、具体的な提案をすることが

できた。 

 

４．インクルーシブ教育システムの推進に向けた教育委員会の取組 

 

 指定研究協力地域のうち７県市は、教育委員会から学校や地域への支援や協働について

取り組んだ。これらの研究は、内容から、教育委員会から学校や地域への発信（５つの市）

と地域の体制づくり（１つの県及び１つの市）の２つに分けられた。 

 

（１）教育委員会から学校や地域への発信 
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 札幌市は、教育委員会内に幼児教育センターが設置されており、今回は同センターが中

心となって、保育所・認定こども園・幼稚園の保育者に対するインクルーシブ教育システ

ムの理念を理解啓発するためのエピソード集作成のための基礎情報を収集した。札幌市立

幼稚園は全園が研究実践園として質の高い保育が展開されており、障害のある子どもを多

数受け入れるなど特別支援教育について優れた実践を行ってきた。その成果を私立の幼稚

園や保育所・認定こども園にも拡げていくことを目指した。研究では、幼児の内面を理解

することや「こうやったらうまくいった」など肯定的な姿や様子をエピソードとして発信

していくことの重要性が明らかになった。インクルーシブ教育システムの理念を理解啓発

する上で、できないことをできるようにする指導とともに、いまできていることを豊かに

することも大切であることを示している。また、教育委員会が、保育・教育の現場にいる

保育者や教師の力を活用し、保育・教育現場が活用できる内容や方法で発信していくこと

の重要性が明らかになった。 

 神戸市は小・中学校の特別支援教育コーディネーターについて、鳥取市は小・中学校の

全ての教員を対象にして、それぞれ、インクルーシブ教育システム構築のための特別支援

教育についての理解や実践の様子等について実態把握を実施した。 

神戸市の研究では、教育委員会が、教育現場の実態やニーズを把握、分析し、発信内容

を常に更新していくことの大切さが明らかになった。それを踏まえて、「特別支援教育コー

ディネーターハンドブック」の改訂や「特別支援教育コーディネーターのためのＱ＆Ａ」

等の発信を行った。 

鳥取市は、教師の意識調査を詳細に実施し、教師の年齢層や勤務校の校種による結果の

差異を明らかにした。こうした詳細な基礎データを教育委員会が収集し分析することが、

教育現場への発信をより有効で確かなものにすると考えられる。 

鹿沼市は、平成 30 年度から３年間地域実践研究に参画し、一貫して全ての教員を対象と

したインクルーシブ教育システムの理念の理解啓発と専門性の向上に取り組んできた。職

種や役割ごとに研修を実施することで求められる専門性を発揮できるよう、それぞれの研

修の実施内容、方法を検討し試行してきた。研修を継続的に実施する中で、教師から「授

業での指導にあたり、許容範囲が広がった」という意見が出されるようになった。それは

一人一人の子どもの学びやすい姿勢や視線の向け方があることに気づいた教師によるもの

であった。子どもの姿勢を一律に同じにしなくても良いなど、個別最適な学びの確保につ

ながる教師の気づきを教育委員会が整理、分析し、発信することで、インクルーシブ教育

システムの理念が、通常の学級の教師にも、無理なく、わかりやすく伝わっていくと考え

られる。 

 釜石市も、平成 30 年度から地域実践研究に参画し、学校に対してだけではなく、保護者

や地域への理解啓発を課題に掲げ、市内の全ての人々を理解啓発の対象として位置づけて

いた。小・中学校に対しては、国立特別支援教育総合研究所(2020)の成果の一部である校

内研修モデル（静岡県および藤枝市）を釜石市内に周知、定着を図った。校内研修を継続



- 292 - 

する中で、特別支援教育に対する自己評価を敢えて厳しくし、学びを深めた教師がいるな

ど、教育委員会の継続的な発信が教育現場の教師の意識変容につながっていることが明ら

かになった。また、就学に関する保護者への説明会の実施や教育広報による地域の人々へ

の発信など、釜石市の取組は、教育委員会が市内の全ての人々に発信するものとして他の

自治体に参考になるものであると考えられる。 

 

（２）地域の体制づくり 

 インクルーシブ教育システムの構築には、地域の体制づくりによって切れ目ない支援が

実現することが重要である。切れ目ない支援体制には、様々な専門性を持つ機関や職種と

のつながりである「ヨコの連携」と、出生前から就労に至るまでに親子がであう機関や職

種とのつながりである「タテの連携」の２つの連携が重要である。 

このうち、青森県は「ヨコの連携」において地域で中心的な役割を果たす特別支援学校

の役割について検討した。また、田原市は、保育所・認定こども園から小・中・高等学校

に至る「タテの連携」による体制づくりを基本とし、そこに、特別支援学校や福祉部局を

交えた「ヨコの連携」も加えた地域の体制づくりに取り組んだ。 

 青森県は、教育委員会の事業として、特別支援学校の教師が、地域の支援体制において、

期待される役割が果たせるように、教育相談ガイドブックの作成を計画している。今回の

研究では、ガイドブック作成に向けた情報を得るために、県内の特別支援学校の全ての教

師を対象として、インクルーシブ教育システムや教育相談に関する調査を実施し。その結

果を踏まえて内容の検討を行った。併せて、全国の教育センター等が発行するインクルー

シブ教育システムに関するガイドブックの検討も行った結果、教育相談に関するガイドブ

ックは少なく、今後充実させていく必要があることが明らかになった。また、教育相談に

関する専門性を向上する上で重要なのは、設定された座学での研修だけではなく、いわゆ

るＯＪＴやオン・ザ・フライ・ミーティング等、日常的な研修や情報共有の仕組みの重要

性や教師のキャリアステージに応じた役割の明確化が重要であることが明らかになった。 

 田原市は、令和元年度から地域実践研究に参画し、インクルーシブ教育システムの構築

に向けて、「切れ目のない支援体制づくり」とその前提となる「顔の見える関係づくり」に

取り組んだ。市内の子どもにかかわる全てに保育・教育施設である保育所・認定こども園、

小・中・高等学校の保育者や教師が一緒に講義を聞き、協議をする合同研修を繰り返す中

で、参加者たちは、子どもの捉え方の相違に気づき、だからこそ共通理解が重要であるこ

とを認識した。この取組は文字通り「顔の見える関係づくり」であり、この関係性が施設

や校種間の切れ目をなくすことにつながっている。校種や部局を越えて、このような関係

づくりができるしかけを教育委員会が行っていることは、他の自治体に参考になるものと

考えられる。 
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５．子どもたちを共生社会の担い手として育むための取組 

 

主に本研究所の研究チームが実施した研究（第３章）では、子どもたちにインクルーシ

ブ教育システムの理念を理解啓発し、将来の共生社会の担い手として育むための方策につ

いて検討した。各学級をそれぞれ「小さな共生社会」と捉え、その中で、インクルーシブ

教育システムの理念の基本である多様性の理解と尊重を進め、深めることが全ての教師に

求められていると提案した。通常の学級において多様性の理解と尊重を進め、深める機会

は図Ⅶ－１に示すように様々にあると想定される。教師が、様々な背景を持つ子どもたち

に対応する際には経験のない課題に直面するなど、困難さを伴うことがあるかもしれない。

しかし、学級の子どもたちが多様であることは、一人一人の子どもが、自分とは異なる存

在に気づき、尊重し、協働する機会が豊かに存在することでもある。それは新学習指導要

領が目指す「主体的・対話的で深い学び」を実現する機会に恵まれた場でもある。 

こうしたことを教師が理解し、例えば子どもの想定外の言動に直面したとき、教師がそ

れを受けとめ、周囲の子どもたちと共有したり、深い学びの機会としたりするなど、子ど

もたちの多様性を理解し尊重する姿を示し続けることで、徐々に、その姿が子どもたちに

浸透し、子どもたちへの伝播が起こるのは想像に難くない。こうした「小さな共生社会」

が実現したとき、子どもたちにインクルーシブ教育システムの理念が伝わったと言えるの

ではないだろうか。子どもたちにインクルーシブ教育システムの理念を伝えることは、日

常的な学習場面や学級経営に埋め込みながら、日々行うことができると考えられる。 

図Ⅶ－１ 共生社会の担い手を育むための学びの機会（第３章から再掲） 
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 日常的な学習や学級経営での取組に加えて、特別な学習である障害理解授業を実施する

ことで、子どもたちの多様性の理解や多様性の尊重を考えるきっかけとなったり、定着が

促進されたりする。本研究ではＡ小学校での実践や研究チームメンバーの経験から障害理

解授業の在り方について検討し、「障害理解授業構成の視点の提言 －こんな視点で授業

ができたらいいな－」として提案した。それらは、以下の３点である。 

（１）「障害特性理解」ではないこと 

それぞれの障害に関する基本的な知識、成因、行動特性、生活上や学習上の困難さの実

際、対応の基本的な知識や方法を伝えることにより、かかわり方やコミュニケーションの

改善の一助となるかもしれない。しかしそれは、「○○障害はこういう特徴があり、こうい

うことが困難」というような表層的な知識だけを植え付けるのみになってしまったり、「□

□さんは○○障害だから」と固定観念を受け付けてしまったりする危険性を否定できない。

障害理解授業が、単に特性理解のみに止まるのではなく、日常的な係わりの中でその児童

生徒について理解していくきっかけとなることであろう。そしてそれは特別なものではな

く、他のクラスの友達との間にも当然ある人格や性格の差異を学ぶことの延長上にあるも

のとして位置付けることが望ましいと考えられる。 

（２）「障害」による困難さは環境（人、もの、活動）との間に生じる部分が大きいと捉え

ること 

障害観の転換により、個人の要因の影響はありつつも、同時に環境の要因も大きく影響

することが考慮されるようになり、それぞれの相互作用でその軽重が定まると考えられる

ようになってきた。当事者が直面する困難な状況への改善を、当事者個人の努力と働きか

けのみによって図るだけではなく、それ以上に、環境面へのアプローチ、すなわち、当事

者の周囲にいる人間がその困難さを理解し、積極的にそれを取り除こうとする試みが大切

であると考えられるようになった。収集した実践事例の中にも、疑似体験によって、その

子の立場で考えることを通じて、ものの見方や行動のとらえ方が大きく違うことへの気付

きを促す試みが設定されているものがある。そのような学習を重ねることで、他者に対し

て多様な視点で理解しようと試みる機会に触れ、障害のある児童生徒への理解が深まり、

より豊かなコミュニケーションが生み出される可能性が高まると考えられる。 

（３）共に生きていくという姿勢を示すこと 

このように考えると、障害理解授業の目標は、学びが蓄積されていく過程で単に異なる

ものとして障害のある人を理解することではない。自らにはない考え方や行動の特性に思

いを致し、他者を知り、理解するように努める中で新たな人間理解の視点を得ることが目

標となると考えられる。それは単に特別な存在として障害のある人を理解するという限定

されたものではなく、広く周囲のすべての他者理解に共通した考え方の基本である。 

障害理解授業を展開する中では、時に教師の思い描いた目標や授業のねらいとは異なる

理解をする児童生徒がいるかもしれない。しかし、それを誤りとしてしまっては多様な考

え方を否定することになる。児童生徒が考えたことを認め、その上で、また新たな学習活
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動を提案し、その中で再度、考える機会を繰り返し提示する。 

小学校生活の６年間を通じ、発達段階に応じた様々な形の学習を教育課程に位置付ける

ことが大事である。障害理解授業を通して子どもたちの中に多様性への理解が醸成され、

日常的な学習や生活との往還の中で「小さな共生社会」を実現していくことが、未来の我

が国の共生社会の担い手の育成につながるのではないだろうか。 

 

６．インクルーシブ教育システムの理解啓発とはなにか 

 

 本研究の１年間及び国立特別支援教育総合研究所(2020)の２年間の研究との合計３年間

を通して、インクルーシブ教育システムの理解啓発という課題に向き合ってきた。この３

年間の研究経過を踏まえ、インクルーシブ教育システムの理解啓発とはなにかについて検

討し、以下のような４点に整理した。 

 

①インクルーシブ教育システムの理解啓発とは、子どもたちが多様性を理解し、多様性を

尊重できることに向かって、特別支援教育と通常の学級における教育との融合を目指す

ことである。特別支援教育を専門とする者が、通常の学級の教師に対して、一方的に知

識や技術等を教えることではない。通常の学級の実践からの特別支援教育を専門とする

者が学ぶことが多数あり、それを特別支援教育に取り入れていくことが必要である。 

            

②通常の学級の教師が既に実践している個に対する支援は様々にある。インクルーシブ教

育システムの理解啓発とは、特別支援教育を専門とする者が、特別支援教育の視点から、

その意義や価値を見出すことである。 

 

③インクルーシブ教育システムの理解啓発とは、10 年後の社会を想像し子どもたちを共生

社会の担い手として育むことを教育の基本とすることである。そのための学校づくりや

地域の体制づくりを進めることが重要である。 

 

④上記の①から③を教育の方向性として地域に示すことが、教育委員会から学校や地域に

対するインクルーシブ教育システムの理解啓発と言える。 

 

これらは、本研究等に取り組んだたくさんの教育委員会の研究成果や研究の過程をとも

にする中での導き出されたものであり、まだ、理念的であり、理想の姿に過ぎない。しか

し、理想を描き、発信し続けることこそがインクルーシブ教育システムの構築を現実のも

のにしていくと確信する。今後もさらに検討を続け、教育委員会、学校、教師の皆さんと

インクルーシブ教育システムの構築を続けていきたいと考える。 
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７．研究成果の公表と普及 

  

 青森県は、地域実践研究フォーラム（令和３年２月 10 日、「特別支援教育巡回相談員研

究協議会」と合同でオンラインにて開催）において、特別支援教育巡回相談員（小・中学

校及び特別支援学校教員）、教育事務所特別支援教育担当指導主事および青森県総合学校

教育センター特別支援教育課担当指導主事 52 名（感染症予防対策のため定員を半分にし

て実施。参加できなかった 53 名には資料を配付した）に対して、橋本政孝地域実践研究員

が研究成果の報告を行った。また、研究代表者がインクルーシブ教育システムの構築の推

進に関する講演を行った。 

 埼玉県は、地域実践研究フォーラム（令和３年２月下旬予定、「令和２年度共生社会の形

成に向けた特別支援教育推進事業に係るインクルーシブ教育システム研修会」と合同で、

オンデマンドで開催予定）において、県内市町村教育委員会担当指導主事、小・中・高等

学校、特別支援学校の管理職及び教員約 250 名に対して、阿部央憲地域実践研究員が研究

成果の報告を行った。また、研究代表者が本研究所の地域実践研究事業について報告した。 

静岡県は、地域実践研究フォーラム（令和３年２月 15 日、「令和２年度独立行政法人国

立特別支援教育総合研究所地域実践研究報告会」として、オンラインで開催）において、

袋井市内の全小・中学校の管理職及び教員、静岡県内教育事務所、総合教育センター、幼・

小・中・高等学校の教員 86 名に対して、村松泉地域実践研究員が研究成果の報告を実施し

た。併せて星祐子インクルーシブ教育システム推進センター長が研究所の事業報告を、研

究代表者が本研究の概要を報告した。 

神戸市は、地域実践研究フォーラム（令和３年２月下旬から３月末、「令和２年度第３回

特別支援教育コーディネーター担当者会」の一部として、オンデマンドで開催予定）にお

いて、遠周幸代地域実践研究員が研究成果の報告を行った。また、神戸市担当研究員の大

崎博史総括研究員が講演を行った。 

鹿沼市と田原市も地域実践研究フォーラムにおいて本研究の研究成果の普及を企画し

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となった。 

 

 

＜資 料＞  

本研究の成果として公表したものは以下の通りである。 

・釜石市教育委員会 令和２年 11 月 

 「共に学び、共に育つ」教育の推進～インクルーシブ教育システムの理解啓発に向けて

～、『教育広報かまいし』第 64 号 

  https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2019112000066/file_contents/11.pdf 

・埼玉県教育委員会 令和３年３月 

 「小・中学校等を対象とした特別支援教育に関する研修パッケージ」 
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・静岡県教育委員会・袋井市教育委員会 令和３年３月 

 「児童生徒理解共有シート」 

・田原市教育委員会 令和３年３月 

 「インクルーシブ教育システムの構築に向けて」（紙媒体で全教員に配付） 

・神戸市教育委員会  令和３年１月 

「小・中学校のための特別支援教育コーディネーターハンドブック改訂版」 

「特別支援教育コーディネーターのためのＱ＆Ａ」 

「みんなの特別支援教育④就学支援・合理的配慮編」 

 

（久保山茂樹） 





おわりに 

 

 本研究は、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のために、幼稚園、

小・中学校の教師に対して、そして、今後の共生社会の担い手となる子どもたちに対して、

インクルーシブ教育システムの理念について理解啓発を行うための方策を検討し、提案す

ることを目指した。言うまでもなく、参画した 10 県市の教育委員会は、研究の開始から終

了までコロナ禍の中にあり、「研究どころではない」毎日であったはずである。にもかかわ

らず各県市の研究は中止されることなく進められ、本報告書にあるようにそれぞれの課題

解決につながる成果を得ることできた。これは、各県市教育委員会が、新型コロナ対策と

いう目の前の大きな課題への対応をすることだけに止まらず、共生社会の形成に向けたイ

ンクルーシブ教育システムの構築という 10 年後、20 年後の社会に向けた歩みを止めては

ならないという高い見識があったからに他ならない。また、各県市教育委員会の研究成果

は「コロナ禍であるからここまでしかできなかった」というものではなかった。むしろ、｢コ

ロナ禍にあってもここまでできた｣と言うべき内容であり、地域への強い発信力があるもの

であった。さらに、当該の地域だけではなく、全国の同様の課題を有する教育委員会の参

考になるものばかりであった。 

全国に 1,800 近くある都道府県や市区町村は、どれ１つ同じものはない。したがって、

他の自治体の好事例を、単純に模倣するだけではうまく機能しないのは言うまでもない。

その意味では、本研究の成果もそのままでは活用できないかもしれない。しかし、参画し

た教育委員会の課題設定の在り方、解決の過程、目指す教育の姿など、本研究を構成する

それぞれの研究から、各自治体にとって参考になることが多いと思われる。 

インクルーシブ教育システムが子ども一人一人に応じることを基本とするように、１つ

１つの自治体の実態や課題にあった取組が有るはずである。本研究の 10 県市の教育委員会

の取組を参考にしていただき、全国の自治体が、それぞれにあったインクルーシブ教育シ

ステムの構築に、引き続き取り組んでいただけることを期待しつつ、本研究成果報告書を

送り出したいと思う。 

 

 

＜謝 辞＞ 
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お互いの良さを学び合う姿に感銘を受けていました。 

 研究協力者の西館有沙さんには、障害理解教育に関する研究のエキスパートとして、貴

重な情報提供とご講演をいただきました。また、青山新吾さんには、通常の学級の教育に

おいて個にこだわるとはどういうことかについて具体的で示唆に富むご講演をいただきま

した。加藤典子さんと深草瑞世さんには、国が目指す教育の在り方や考え方について、丁
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調布市立飛田給小学校の山中ともえ校長先生をはじめ教職員の皆様には、コロナ禍の中

でも学校訪問と授業参観をお許しいただき、得がたい実践知をいただくことができました。

入間市、春日部市、袋井市の教育委員会の皆様には、教育現場との調整を丁寧にしていた

だくとともに、地域実践研究員に対するあたたかいご支援をいただきました。 

 そして、いつも前向きに研究に取り組み、研究代表者を支えて下さった本研究所の研究

チームの皆さんにも敬意を表したいと思います。 
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